
判決等の調査・分析について 

中間報告 

令和4年9月 

原子力損害賠償紛争審査会 専門委員 

(審58) 資料3



 

 

1 
 

（目次） 
 
1．はじめに .................................................................................................................................. 2 
2．各判決の概要 ........................................................................................................................... 3 
3．考察 ......................................................................................................................................... 9 
3―1．各判決を俯瞰して導き出される論点 ................................................................................. 9 
3―1―1．被侵害利益又は精神的損害の捉え方の検討 ................................................................ 9 
3―1―2．中間指針についての全般的評価................................................................................. 12 
3―2．各論点に関する検討 ........................................................................................................ 13 
3―2―1．『避難を余儀なくされたこと』による慰謝料 ............................................................ 13 
3―2―2．故郷の喪失・変容による慰謝料（生活基盤変容慰謝料） ........................................ 17 
3―2―3．自主的避難等による慰謝料 ........................................................................................ 20 
3―3．その他の論点 ................................................................................................................... 24 
3―3―1．ADRの事例（和解・打切り）から考えられる論点 .................................................... 24 
3―3―2．後続訴訟からの影響等 ............................................................................................... 26 
4．まとめ .................................................................................................................................... 28 
 
  



 

 

2 
 

1．はじめに 

（1）経緯 

 平成23年3月11日に発生した東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所

事故（以下「本件事故」という。）による原子力損害賠償に関し、原子力損害賠償

紛争審査会（以下「審査会」という。）は、原子力損害の賠償に関する法律に基

づき、本件事故による原子力損害の全体像を示す中間指針及び追補を策定す

るとともに、原子力損害賠償紛争解決センター（以下「ADRセンター」という。）に

よる和解の仲介を行うことにより、被害者の迅速、公平かつ適正な救済の実現

に努めてきたところ。 

 

 他方、本件事故による原子力損害について提起されていた集団訴訟のうち、7つ

の集団訴訟に関して、令和4年3月の最高裁判所決定により、東京電力の損害

賠償額に係る部分の高裁判決が確定。これら確定した7つの判決において、認

定された精神的損害に対する慰謝料の考え方や金額が中間指針が示す目安と

異なることや、判決間でも相違が認められる。 

 

 そのため、令和4年4月27日に開催された第56回審査会において、中間指針の

見直しも含めた対応の要否について検討を行うに当たり、法律の学識経験者か

らなる専門委員を任命し、各判決における中間指針等の内容についての評価、

中間指針等には示されていない類型化が可能な損害項目や賠償額の算定方法

等の新しい考え方が抽出可能か等について、必要に応じ、ADRセンターにおけ

る事例（和解・打切り）の情報提供も受け、詳細に調査・分析を行うことを確認し

た。（別紙1－第56回審査会資料2）。 

 

（2）調査・分析の進め方 

 専門委員による調査・分析は、審査会が求める観点のみならず、各判決の詳細

な分析や判決間及び判決と中間指針との比較検討の過程から導き出される追

加の論点を含み、さらに、専門委員の学識・経験に基づく自発的な審査会への

問題提起を含むこととする。 

 

 専門委員の調査・分析作業においては、対面による打ち合わせの他、メール等に

よる意見交換も組み合わせ、時間的制約の中で最大限効率的に行う。また、審査

会事務局である文部科学省研究開発局原子力損害賠償対策室において、ADRセ

ンターの事務局である原子力損害賠償紛争和解仲介室の協力を得て、専門委員

の調査・分析作業を支援する。 
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2．各判決の概要 

（1） 令和2年3月12日 仙台高裁判決 【仙台高裁いわき】 

（平成30年（ネ）第164号、第一審：平成30年3月22日 福島地裁いわき支部判決） 

 

 原告の属性や請求概要 

南相馬市、双葉郡浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、川内村等に居

住していた原告ら（提訴時210名1）が、本件事故により、財産的損害を被ったほか、避

難生活を余儀なくされ、また、地域社会が喪失・変容したことによって精神的損害を被

ったと主張して、被告東電に対し、主位的に民法709条に、予備的に原子力損害の賠

償に関する法律3条1項に基づき、慰謝料等の損害賠償金の支払を求めた事案。 

 

 判決で認定された被侵害利益、損害項目・額（各避難等区域毎） 等 

 （原告らが主張する）包括的平穏生活権の侵害による損害の評価に当たっては、

被告東電が避難期間に応じた賠償を行っていることを踏まえ、裁判所においても

相当の避難期間に応じた慰謝料（避難生活の継続による慰謝料）を算定するとと

もに、それでは評価し尽くせない損害についての慰謝料（避難を余儀なくされた慰

謝料、故郷の喪失または変容による慰謝料）について検討するのが合理的とし

て、 

① 避難を余儀なくされた慰謝料 

② 避難生活の継続による慰謝料 

③ 故郷の喪失又は変容による慰謝料 

に分けて類型的な慰謝料を算定。 

 原則として、本件事故時の旧居住地ごとに 

�⃣ 帰還困難区域並びに大熊町及び双葉町の居住制限区域及び避難指示解除

準備区域について 

① 150 万円、② 850 万円、③ 600 万円、合計 1600 万円 

�⃣ 双葉町、大熊町を除く旧居住制限区域又は旧避難指示解除準備区域につい

て 

① 150万円、② 850 万円、③ 100 万円、合計 1100 万円 

�⃣ 旧緊急時避難準備区域について 

① 70 万円、② 180 万円、③ 50 万円、合計 300 万円 

※ 自主的避難等対象区域について（子供・妊婦以外1人）、 8 万円2 

 

（2） 令和2年3月17日 東京高裁判決 【東京高裁小高】 

（平成30年（ネ）第2335号、第一審：平成30年2月7日 東京地裁判決） 

 

 
1 （出典）地裁判決正本における「第 2 章 事案の概要＞第 2 節 前提事実＞1 当事者等」 

2 自主的避難等対象区域である入院先から転院を余儀なくされたことについて慰謝料が算定されたという個別事情に

基づく例外的な事案である。 
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 原告の属性や請求概要 

南相馬市小高区またはその近隣に居住していた原告ら（提訴時335名3）が、本件事故

により生活の本拠を失い、従前の生活を送れなくなるなどの甚大な損害を被ったとし

て、被告東電に対し、原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づき、慰謝料（一部

請求）の支払を求めた事案。 

 

 判決で認定された被侵害利益、損害項目・額（各避難等区域毎） 等 

 本件事故により、原告らが平穏な日常生活を送る利益及び生活基盤に関する利

益を侵害されたところ、前者による損害と後者による損害は別個の損害であるとし

て、 

① 避難慰謝料 

② 本件生活基盤変容に基づく慰謝料 

に分けて類型的な慰謝料額を算定。 

なお、本件請求は、原告らに共通する損害の賠償としての慰謝料請求（共通損害

を超える個別の損害につき後に請求することを留保した一部請求）であると整理し

た上で、類型的な慰謝料額を算定したものである。 

 原告らに共通する損害の慰謝料として、 

�⃣ 旧居住制限区域又は旧避難指示解除準備区域について 

① 850 万円、② 100 万円、合計 950 万円と算定。 

 

（3） 令和2年9月30日 仙台高裁判決 【仙台高裁生業】 

（平成29年（ネ）第373号、令和2年（ネ）第56号、同第62号、第一審：平成29年10月10日 

福島地裁判決） 

 

 原告の属性や請求概要 

福島県及び隣接県に居住していた原告ら（提訴時3864人4）が、①被告東電及び被告

国に対し、人格権に基づき又は被告東電に対しては民法709条、被告国に対しては国

家賠償法1条1項に基づき、旧居住地の空間放射線量率を本件事故前の値以下にす

ることを求める（原状回復請求）とともに、②被告東電に対しては、主位的に民法709

条、710条、予備的に原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づき、被告国に対し

ては、国家賠償法1条1項に基づき、平穏生活権侵害に基づく慰謝料等の支払を求め

た事案。 

 

 判決で認定された被侵害利益、損害項目・額（各避難等区域毎） 等 

 原告らの主張する「ふるさと喪失」損害も、これを除いた平穏生活権侵害に基づく

損害も、いずれも訴訟物は異ならないとして、旧居住地が帰還困難区域、旧居住

制限区域又は旧避難指示解除準備区域である原告らについては、「ふるさと喪

 
3 （出典）地裁判決正本における「第 2 章 事案の概要等＞第 1 事案の概要」 
4 （出典）地裁判決正本における「第 2 章 事案の概要＞第 1 事案の概要」 
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失」損害及び平穏生活権侵害に基づく損害が認められるか、認められるとしてそ

の額をいくらと評価するべきかを判断。 

 一律請求に係る考え方については原判決と同様であるとした上で、原告らの旧居

住地によって原告らを9つのグループに分けて、それぞれのグループごとにその損

害額（慰謝料額）を算定。 

 グループごとの慰謝料額の算定に当たっては、 

① 強制的に転居させられた点（避難を余儀なくされた点）等 

② 避難生活の継続を余儀なくされた点 

③ ふるさと喪失 

のそれぞれの慰謝料額を別々に算定。 

 本件事故時の旧居住地ごとに 

�⃣ 帰還困難区域並びに大熊町及び双葉町の旧居住制限区域及び旧避難指示

解除準備区域について 

① 150 万円、② 850 万円、③ 600 万円、合計 1600 万円 

�⃣ 大熊町を除く旧居住制限区域について 

① 150 万円、② 850 万円、③ 150 万円、計 1150 万円 

�⃣ 大熊町、双葉町を除く旧避難指示解除準備区域について 

① 150 万円、② 850 万円、③ 100 万円、合計 1100 万円 

�⃣ 旧緊急時避難準備区域について 

① 100 万円、② 180 万円、合計 280 万円 

�⃣ 旧特定避難勧奨地点について 

① 50 万円、② 250 万円（平成24年12月解除）又は 490 万円（平成26年12月

解除）、合計 300 万円又は 540 万円 

�⃣ 旧一時避難要請区域について 

① 20 万円、② 60 万円、合計 80 万円 

�⃣ 自主的避難等対象区域について 

子供及び妊婦① 15 万円、② 36 万円（～平成24年2月）、合計 51 万円、子供

及び妊婦以外① 5 万円、② 12 万円（～平成24年2月）、合計 17 万円 

�⃣ 県南地域及び宮城県丸森町について 

子供及び妊婦① 10 万円、② 24 万円（～平成24年2月）、合計 34 万円、子供

及び妊婦以外① 3 万円、② 10 万円（～平成23年12月）、合計 13 万円 

�⃣ �⃣～�⃣以外の地域 

会津地域の子供及び妊婦① 5 万円、② 1 万円（1か月）、合計 6 万円、 

栃木県那須町の子供① 5 万円、② 6 万円（～平成23年8月）、合計 11 万円 

※その他の地域は認められず。 

 

（4） 令和3年1月21日 東京高裁判決 【東京高裁前橋】 

（平成29年（ネ）第2620号、第一審：平成29年3月17日 前橋地裁判決） 

 

 原告の属性や請求概要 
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福島県内に居住していた原告ら（提訴時137名5）が、本件事故により平穏生活権を侵

害されたとして、被告東電に対しては、主位的に民法709条、予備的に原子力損害の

賠償に関する法律3条1項に基づき、被告国に対しては、国家賠償法1条1項に基づき、

一人当たり2000万円の慰謝料のうち1000万円の連帯支払等を求めた事案。 

 

 判決で認定された被侵害利益、損害項目・額（各避難等区域毎） 等 

 慰謝料の算定について、本件における被侵害利益は多様な利益が結びついた包

括的な平穏生活権（原告らが主張する「ふるさと喪失」を含む）の侵害であることを

前提に、避難前に居住していた地域（避難指示区域等の区分）や避難者の属性

（子供又は妊婦であるか否か）を類型的な考慮要素としつつ、個々の原告らにつ

いて従前の生活状況、避難の状況及び避難生活の状況等の具体的事情を考慮し

て各人ごとに慰謝料額を算定するのが相当と説示。 

 世帯ごとに具体的事情を勘案しながら算定。なお、他の控訴審判決とは異なり、避

難を余儀なくされた点、避難の継続、ふるさと喪失等の分類を行わず、一括して算

定。各区域の損害額は概ね以下のとおり。 

�⃣ 帰還困難区域について 1500 万円 

�⃣ 旧居住制限区域について 1200 万円 

�⃣ 旧避難指示解除準備区域について 1100 万円 

�⃣ 旧緊急時避難準備区域について 260-300 万円 

�⃣ 旧特定避難勧奨地点について 580万円 

�⃣ 自主的避難等対象区域について 

子供は 60-70 万円、妊婦は 40-60 万円、子供及び妊婦以外は 30-40 万円 

 

（5） 令和3年1月26日 仙台高裁判決 【仙台高裁中通り】 

（令和2年（ネ）第123号、第一審：令和2年2月19日 福島地裁判決） 

 

 原告の属性や請求概要 

福島県中通り地域に居住していた原告（提訴時52名6）が、被告東電に対し、原子力損

害の賠償に関する法律3条1項に基づき、本件事故による慰謝料等の賠償を求めた事

案。 

 

 判決で認定された被侵害利益、損害項目・額（各避難等区域毎） 等 

 放射線被ばくに対する恐怖や不安により被った精神的苦痛については、社会生活

上受忍限度を超えて法律上保護される利益が侵害されたものと評価するのが相

当であるとした上で、各自の生活状況等により精神的苦痛等の損害の生じる態様

に差異があるとしても、精神的損害の根幹部分は共通するものであって、生活状

況等の違いにより大きな差が生ずるものとは評価できない。 

 損害が基本的に共通するという性質を考慮した上でもなお異なる損害を算定すべ

 
5 （出典）地裁判決正本における「第 2 章 事案の概要等＞第 2 節 前提事実＞第 1 当事者」 
6 （出典）地裁判決正本における「第 2 部 事案の概要等＞第１章 事案の概要」 
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きであるといえるような特別の事情が、各原告の被害状況において認められない

限り、損害額は原告一人あたり一括して30万円が相当であると算定。 

�⃣ 自主的避難等対象区域について 

上記特別の事情は認められないとし、一律30万円（～平成23年12月、ただし原

告は子供及び妊婦を含んでいない） 

 

（6） 令和3年2月19日 東京高裁判決 【東京高裁千葉】 

（平成29年（ネ）第5558号、平成30年（ネ）第2640号、第一審：平成29年9月22日 千葉

地裁判決） 

 

 原告の属性や請求概要 

福島県内に居住していた原告ら（一審口頭弁論終結時45名7）が、本件事故により千葉

県内への避難を余儀なくされたとして、被告東電に対しては、主位的に民法709条、予

備的に原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づき、被告国に対しては、国家賠

償法1条1項に基づき、損害賠償金等を連帯して支払うよう求めた事案。 

 

 判決で認定された被侵害利益、損害項目・額（各避難等区域毎） 等 

 ① 「避難生活に伴う精神的苦痛」に対する賠償 

（慰謝料額は基本的に月額10万円、発生期間は本件事故当時の居住地ごとに

異なる） 

② 「避難生活に伴う精神的損害以外の精神的損害」に対する賠償 

（原告らの置かれた状況によって異なる） 

を世帯ごとに具体的事情を勘案しながら算定。 

なお、原告らが「ふるさと喪失慰謝料」として一律2000万円を請求する旨の主張

については、精神的損害の要素を捉えることで生活環境に関する法的利益の保

護は必要かつ十分に実現できるとした上で、個別具体的な事情を捨象し、一律の

金額の慰謝料を認めるべきであるとする点において失当であるとして、同主張を

採用しなかった。 

各区域の損害額は概ね以下のとおり8。 

�⃣ 帰還困難区域について 

① 850 万円、② 700/ 1000 万円、合計 1550/ 1850  万円 

�⃣ 旧居住制限区域について 

① 850 万円、② 300/ 350 万円、合計 1150/ 1200 万円 

�⃣ 旧避難指示解除準備区域について 

① 850 万円、② 50-400 万円、合計 900-1250 万円 

�⃣旧緊急時避難準備区域について 

①子供 215 万円（～平成25年3月）/子供及び妊婦以外 180 万円（～平成24

 
7 （出典）地裁判決正本における「別紙 3 認容額等一覧表」に記載の人数。 
8 帰還困難区域、旧居住制限区域、旧避難指示解除準備区域については、基本的な避難慰謝料月額１０万円で

あった場合の合計額であり、個別に慰謝料増額、減額があった場合のその増減部分は除く。 
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年8月）、 

② 50 万円、合計 子供 265 万円/ 子供及び妊婦以外 230 万円 

�⃣ 旧屋内退避区域について 

① 子供 130 万円（～平成24年3月）/ 子供及び妊婦以外 70 万円（～平成23

年9月）（、② 0 円） 

�⃣ 旧一時避難要請区域について 

①  70 万円（、② 0 円） 

�⃣ 西白河郡矢吹町について 

子供は① 50 万円（、② 0 円）、 

子供以外は① 30 万円（、② 0 円） 

 

（7） 令和3年9月29日高松高裁判決 【高松高裁松山】 

（令和元年（ネ）第164号、同第192号、第一審：平成31年3月26日 松山地裁判決） 

 

 原告の属性や請求概要 

福島県内に居住していた原告ら（一審口頭弁論終結時25名9）が、本件事故により愛媛

県への避難を余儀なくされたとして、被告東電に対しては、主位的に原子力損害の賠

償に関する法律3条1項、予備的に民法709条に基づき、被告国に対しては、国家賠償

法1条1項に基づき、慰謝料等の損害賠償を求めた事案。 

 

 判決で認定された被侵害利益、損害項目・額（各避難等区域毎） 等 

 原告らについて、いずれも包括的生活利益としての平穏生活権を侵害されたもの

と認めた上で、その居住地ごとに、 

① （強制的な避難を余儀なくされたこと等に対する）強制避難慰謝料 

② （避難生活の継続を余儀なくされたことに対する）避難継続慰謝料 

③ （実質的に故郷を喪失したことに対する）故郷喪失慰謝料 

に分けて類型的な慰謝料額を示した上で、最終的には世帯ごとの具体的事情を

勘案して算出。 

 区域ごとの類型的な慰謝料額として、 

�⃣ 旧避難指示解除準備区域において 

① 200 万円、② 1020 万円（～平成30年3月）、③ 100 万円、合計 1320 万円 

�⃣ 旧緊急時避難準備区域において 

① 150 万円、② 216 万円（～平成24年8月）、③ 0 円、合計 366 万円 

�⃣ 自主的避難等対象区域において 

子供及び妊婦は① 20 万円、② 126 万円（～平成24年8月）、③ 0 円、合計 

146 万円 

子供及び妊婦以外は① 10 万円、② 60 万円（～平成24年2月）、③ 0 円、合

計 70 万円 

 
9 （出典）地裁判決正本の「別紙 認容額等一覧表」に記載の人数。 
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3．考察 

3―1．各判決を俯瞰して導き出される論点 

 

3―1―1．被侵害利益又は精神的損害の捉え方の検討 

（検討の必要性） 

 原告の主張あるいは判決において、いわゆる「平穏生活権」という権利利益を示す

ものや、その他の権利利益を示すものがある一方で、権利利益という形での明示

ではなく、通常、裁判所で採られている手法である何らかの侵害行為による精神的

苦痛や不安などの精神的損害を認定し、それが法律上保護される利益の侵害で

あるとするものがある。 

 

 各判決における被侵害利益又は精神的損害の捉え方やその共通性・差異、中間

指針との対比を明らかにすることが、個別の論点の検討に入る前に必要ではない

かという前提に立ち、被侵害利益又は精神的損害についての各判決の捉え方、中

間指針との整合性等について検討する。 

 

3―1―1―1．各判決の被侵害利益又は精神的損害の捉え方や損害額の算定方法 

（1）各判決の被侵害利益 

 各判決における権利利益又は精神的損害の示し方については、 

1) 被侵害利益を権利利益の形で明示するものとして、 

ア 平穏生活権とするもの 【仙台高裁いわき】（包括的平穏生活権）、【東京高裁

小高】（被侵害利益の一部として（平穏生活権という人格的利益））、【東京高

裁前橋】（人格的利益（平穏生活権）） 

イ 包括的生活利益とするもの 【仙台高裁生業】（包括的生活利益としての人格

権）、【高松高裁松山】（包括的生活利益） 

ウ その他の権利利益とするもの 【東京高裁小高】（居住・移転の自由、生活基

盤に関する利益） 

2) 被侵害利益を権利利益の形では明示せず、通常、裁判所で採られている手法

である何らかの侵害行為による苦痛や不安などの精神的損害を認定し、それ

が法律上保護される利益の侵害であるとするものとして、【仙台高裁中通り】、

【東京高裁千葉】 

 

 被侵害利益又は精神的損害の捉え方は、判決ごとに多様である。各判決の説示

内容に照らすと、各判決がいずれも認めているものとして、「避難生活に伴う精神

的苦痛（又はこれに対応する平穏に生活する利益）」及び「故郷又は生活基盤（経

済的・社会的・文化的環境等の生活基盤。以下同じ。）の変容・喪失に伴う精神的

苦痛（又は生活基盤に関する利益）」がある。また、一部の判決で認めているもの

として、「生命身体の危険に曝されているのではないかという不安による精神的苦

痛」及び「避難を余儀なくされたことによる精神的苦痛」がある。 
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（2）各判決における損害項目の設定及び損害額の算定 

 損害項目については、 

 一体的  【東京高裁前橋】、【仙台高裁中通り】 

 損害を細分化  2分（【東京高裁小高】、【東京高裁千葉】）、3分（【仙台高裁い

わき】、【仙台高裁生業】、【高松高裁松山】） 

 損害額については、 

 個別認定  【東京高裁前橋】（かなり定額化）、【東京高裁千葉】 

 区域毎に定額認定  【仙台高裁いわき】、【東京高裁小高】、【仙台高裁生業】、

【仙台高裁中通り】、【高松高裁松山】 

 

3―1―1―2．慰謝料請求についての従来の賠償実務と各判決の考え方との比較検討 

 これまでの賠償実務 

 慰謝料の典型事例としての人格権侵害（例：名誉・プライバシー侵害、有責離

婚）の事件では、人格的利益が侵害されたとして単一の損害賠償請求権が成立し、

損害については複数の損害項目に細分化されないのが通例である。 

もっとも、後遺障害のある人身損害の事件では、慰謝料については症状固定時の

前後で二つの損害項目に分割される。 

なお、公害事件においては、財産的損害と精神的損害を一括した請求（一括請

求又は包括請求）が認容されることがある。 

 

 各判決と中間指針及び従来の考え方との比較 

 【東京高裁前橋】は、被侵害利益が単一で損害も細分化されていない点で、従

来の人格権侵害の場合の考え方と共通。 

 【東京高裁小高】、【東京高裁千葉】は、慰謝料の損害項目を2分しており、ある

時点を境に2分している点では、中間指針と共通。もっとも、2分する時点は必ず

しも中間指針と同じとは言えない。 

 【仙台高裁いわき】、【仙台高裁生業】、【高松高裁松山】は、被侵害利益又は精

神的損害の損害項目を3つとして捉えており、特に、損害項目のうちの『避難を

余儀なくされたこと』による慰謝料は、中間指針の損害項目及び従来の賠償実

務の考え方には収まりきらないともいえる。 

 なお、上記は主に独立した損害項目の個数に着目しているが、それぞれの損害

項目が考慮する内容や区分する時点については、中間指針や従来の賠償実務

の考え方との異同は一様ではない。 

 

3―1―1―3．中間指針との比較から導き出される論点 

 上記3―1―1―1．（1）のとおり、各判決が被侵害利益又は精神的損害と考えると

ころは以下のとおりである。 

1) 各判決が共通して賠償の対象とするもの 

「避難生活に伴う精神的苦痛（又はこれに対応する平穏に生活する利益）」 

「故郷又は生活基盤の変容・喪失に伴う精神的苦痛（又は生活基盤に関する
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利益）」 

2) 各判決の判断が分かれるもの 

「生命身体の危険に曝されているのではないかという不安による精神的苦痛」 

「避難を余儀なくされたことによる精神的苦痛」 

 この観点で上記3－1－1－2．における中間指針と比較検討すると、 

 「避難生活に伴う精神的苦痛（又はこれに対応する平穏に生活する利益）」につ

いては、中間指針における月額慰謝料の中で考慮されていると考えられる。 

 「故郷又は生活基盤の変容・喪失に伴う精神的苦痛（又は生活基盤に関する利

益）」については、中間指針において、少なくとも帰還困難区域については第四

次追補において第三期の一括賠償として考慮されているといえるが、各判決と

の比較においては、対象とする地域や慰謝料の金額において、さらに検討を深

めることが必要である。 

 「生命身体の危険に曝されているのではないかという不安による精神的苦痛」に

ついては、少なくとも、中間指針第一次追補では、自主的避難等対象区域にお

いては、放射線被ばくへの相当程度の恐怖や不安を抱きながら滞在を続けたこ

と、またはその危険を回避するために自主的避難を行ったことには相当の理由

があるとして、賠償の対象としているところであるが、さらに検討を深めることが

必要である。 

 「避難を余儀なくされたことによる精神的苦痛」については、【仙台高裁いわき】、

【仙台高裁生業】、【高松高裁松山】は、中間指針の考え方には収まりきらない独

立した損害項目として慰謝料を認定している。そのため、『避難を余儀なくされた

こと』による慰謝料については、独立した損害項目を設けることの当否を含め、さ

らに検討を深めることが必要である。 
 

 以上の各判決における被侵害利益又は精神的損害に関する検討及び各判決にお

ける賠償額と中間指針の目安額との比較から、以下の論点について、さらに検討を

深めることとした。 

 『避難を余儀なくされたこと』による慰謝料 
 故郷の喪失・変容による慰謝料（生活基盤変容慰謝料） 
 自主的避難等による慰謝料 
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3―1―2．中間指針についての全般的評価 

 中間指針の合理性について、「中間指針等や賠償基準に示された考え方は、その

内容をみても、その策定経緯に照らしても、基本的に不法行為による損害賠償請

求において一般的に採用されている考え方に立脚するものであって、合理性を有

する」とする【東京高裁千葉】判決をはじめ、【東京高裁小高】、【東京高裁前橋】、

【仙台高裁中通り】の各判決など、肯定的に評価する判決が過半である一方で、

「東電側が任意の支払を拒否することのないように定められた」（【仙台高裁生

業】）、「和解金的な色彩があることは否定できないから、中間指針等の定める賠償

基準額が控えめな金額にとどまっていることも否定できない」（【高松高裁松山】）と

する判決もある。 

 

 裁判所の判断において、中間指針をどの程度斟酌すべきかについての判断は、以

下の通り幅がある。 

 「中間指針が合理的なものと認められれば、中間指針を斟酌して慰謝料額を算

定することは妨げられない」（【東京高裁小高】）、「中間指針等や賠償基準に示

された考え方を、その合理性を確認しつつ、参酌することができる」（【東京高裁

千葉】）と肯定的なもの 

 「自主的解決に資する一般的な指針であり、個別の紛争解決のすべての基準と

なるものでない」（【仙台高裁いわき】）、「自主的解決に資する一般的な指針であ

り、裁判規範でないから裁判所はこれに拘束されない」（【東京高裁小高】、【東

京高裁前橋】、【仙台高裁中通り】）と、裁判所は拘束されないと明示するもの 

 「東電による任意の支払を期待するという要素を考慮に入れずに損害額を定め

る場合は、中間指針における基準額より高額となることは、自然な結果」（【仙台

高裁生業】）、「中間指針等における基準賠償額より高額になることは、ある意味

では当然の結果」（【高松高裁松山】）と、中間指針が示す基準額を超えることを

当然とするもの 

 

 上記から、中間指針の合理性や示された基準額について多くは否定的ではない

が、あくまで一般的な指針であり裁判規範ではないことから、裁判所は拘束される

ものではないという判断が前提となっている点では共通すると考えられる。個別の

論点の検討に当たっては、各判決における中間指針の評価、差異の有無及びそ

の要因についてより詳細に検討していくこととする。 
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3―2．各論点に関する検討 

 

3―2―1．『避難を余儀なくされたこと』による慰謝料 
 

3―2―1―1．各判決における『避難を余儀なくされたこと』の捉え方 

（1）独立の損害項目として捉える判決 

 【仙台高裁いわき】、【仙台高裁生業】及び【高松高裁松山】は、避難生活に係る慰

謝料を 3 分し、避難当初の期間に係る損害を独立した損害項目として認定。 

 

 【仙台高裁いわき】は、避難指示区域について、(1)放射線被害への恐怖・不安など

の精神的苦痛、(2)避難開始により突然事故前の日常生活が失われたことによる

精神的な苦痛について、避難生活の継続による慰謝料では評価し尽くせない損害

として、避難を余儀なくされたことによる慰謝料として算定。 

 

 【仙台高裁生業】は、 自主的避難等対象区域も含め、政府による避難指示区域等

に沿って 9 グループに分類し、各グループの原告らが共通して受けた被害と精神

的苦痛の内容を認定し、類型的に慰謝料を算定。グループ毎に表現を変えている

「（実質的に）強制的に転居させられた点」などの慰謝料が、【仙台高裁いわき】の

いう避難を余儀なくされたことによる慰謝料と同質のものと一応評価できるが、具

体的に認定されたどの精神的苦痛と対応するのかは明確ではない。 

 

 【高松高裁松山】は、旧避難指示解除準備区域、旧緊急時避難準備区域及び自主

的避難等対象区域について、「強制避難慰謝料」などと称して【仙台高裁いわき】、

【仙台高裁生業】と同様、事故当初の慰謝料を算定しているが、その基礎となる精

神的苦痛の内実を必ずしも明らかにしていない。 

 

 【仙台高裁いわき】が説示する放射線被害への恐怖・不安については、【仙台高裁

生業】及び【高松高裁松山】では指摘に乏しい。 

 

 各判決は、事故当初の精神的苦痛を、避難生活の継続による慰謝料とは区分して

算定している点で共通するが、そこで考慮している精神的苦痛の内容（賠償に値

するとされた損害の内容）は、必ずしも明確ではない。最小公倍数のように考えれ

ば、①放射線被害への恐怖・不安（被曝不安）、②避難開始により突然の避難を余

儀なくされたこと（過酷避難）、③地域の人間関係等の生活基盤が失われたこと

（生活基盤からの剥離）の全部又は一部であると言いうるが、それ以上の分析は

困難である。 

 

（2）独立の損害項目としては捉えない判決 

 【東京高裁小高】は、旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域について、慰

謝料を避難慰謝料と「小高に生きる」ことの喪失に基づく慰謝料に 2 分して算定。
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避難慰謝料の判断において、避難生活の不便等のみならず、避難指示により十分

な情報もないまま、何の準備もなく着の身着のままで避難所等へ避難したことな

ど、避難当初の状況を指摘しているが、これらによる精神的苦痛については、避難

生活に伴う慰謝料（避難慰謝料）において考慮しているものと思われる。 

 

 【東京高裁千葉】は、避難指示区域ごとにある程度類型化しつつ、個別の原告ごと

の状況を子細に認定した上で、「避難生活に伴う精神的損害」と「避難生活に伴う

精神的損害以外の精神的損害」に対する慰謝料に 2 分して算定。事故当初の避

難状況等や避難所等での生活状況についての具体的な事実関係を詳細に認定し

ているが、これらによる精神的苦痛については、避難生活に伴う慰謝料において考

慮している可能性がある。 

 

 【東京高裁前橋】は、政府による避難指示区域及び自主的避難等対象区域につい

て、慰謝料の性質ごとに区別せず一括して慰謝料を算定。算定に当たり、【東京高

裁千葉】同様、事故当初の過酷な避難状況や避難所等における生活状況等の具

体的な事実関係を詳細に認定しているが、他の精神的苦痛と比較して具体的にど

の程度重きを置いたのかは明らかではない。 

 

 【仙台高裁いわき】が説示する放射線被害への恐怖・不安については、【東京高裁

小高】及び【東京高裁前橋】においては具体的な言及に乏しく、【東京高裁千葉】は

低線量被曝による健康への影響について不安を抱くことがあるとしても、それ自体

を一般的に精神的損害の要素として捉えることは相当でない旨説示する。 

 

（3）各判決における認容額の比較 

 慰謝料の合計額で比較すると、独立の損害項目としては捉えない判決は、一部請

求であるとする【東京高裁小高】を除き、【東京高裁前橋】や【東京高裁千葉】は、合

計の認容額を比較すると、独立の損害項目として捉える【仙台高裁いわき】、【仙台

高裁生業】及び【高松高裁松山】の各判決とそん色のない額を認容している。 

 

 独立の損害項目として捉える【仙台高裁いわき】、【仙台高裁生業】及び【高松高裁

松山】について、対象区域が重複している判決間で額が異なるのは、 

 避難指示解除準備区域につき、【仙台高裁いわき】、【仙台高裁生業】がいずれ

も 150 万円としているところを、【高松高裁松山】が 200 万円としている点（避難

指示解除準備区域間） 

 緊急時避難準備区域につき、【仙台高裁いわき】、【仙台高裁生業】、【高松高裁

松山】が、それぞれ 70 万円、100 万円、150 万円としている点（緊急時避難区域

間） 

 自主的避難等対象区域につき、【仙台高裁生業】が 15 万円・5 万円としていると

ころを、【高松高裁松山】が 20 万円・10 万円としている点（自主的避難等区域

間） 
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の 3 項目である。 

 

3―2―1―2．中間指針における『避難を余儀なくされたこと』の捉え方と各判決との異

同 

（1）中間指針の捉え方 

 中間指針は、自宅以外での生活を長期間余儀なくされ、あるいは屋内退避を余儀

なくされた者が行動の自由の制限等を余儀なくされた結果、正常な日常生活の維

持・継続が長期間にわたり著しく阻害されたために生じた精神的苦痛に対する慰謝

料として、毎月 1 人当たりの定額を目安として示している。 

 

 また、第 1 期（事故発生日から 6 か月間）は 1 人月額 10 万円、第 2 期（避難指示

区域見直し時点まで）は 1 人月額 5 万円としているが、この差を設けた理由は、避

難生活の不便さなどの要素が第 1 期よりも縮減されるという理由によるものであ

る。もっとも、第 1 期の精神的苦痛については、「地域コミュニティ等が広範囲にわ

たって突然喪失し、これまでの平穏な日常生活とその基盤を奪われ」などと指摘

し、また、第 2 期における一定の事態の収束を指摘していることからすると、避難

による（一時的な）地域コミュニティ喪失等の事故当初の精神的苦痛も、避難継続

による日常生活の苦労や不便等とともに考慮していると考えられる。 

 

（2）各判決との異同 

 判決においても、【仙台高裁いわき】、【仙台高裁生業】及び【高松高裁松山】は避

難生活に係る慰謝料を 3 分し、避難当初の期間に係る損害を独立した損害項目と

して認定しており、独立の損害項目としては捉えない判決（【東京高裁小高】、【東

京高裁前橋】及び【東京高裁千葉】）においても、事故当初の精神的苦痛を慰謝料

算定において重視していると考えられる。 

 

 上記（1）のとおり、中間指針は避難当初の状況に着目し、そこでの精神的損害が

より深刻であるという認識においては各判決と共通しており、その内容も地域コミュ

ニティの一時的喪失等と相当程度重なっていて、実際に賠償額については第 1 期

が高くなるよう設定しているから、中間指針は各判決が賠償に値すると認めた損害

も目安額算定において十分考慮しているという議論も可能と思われるが、避難当

初の過酷な状況が必ずしも十分に考慮されていなかったとも考えられ、中間指針

の考慮要素、目安額の高低、その相当性の評価はさらに慎重な検討を要する。 

 

3―2―1―3．今後の論点 

 『避難を余儀なくされたこと』の精神的苦痛を独立の損害項目とする判決もあれば、

そうでない判決もある。 

 

 『避難を余儀なくされたこと』の精神的苦痛について、いずれの判決も事故当初の

精神的苦痛を慰謝料算定の考慮要素とはしており、他方で、その精神的苦痛の評
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価については、避難生活に伴う慰謝料において十分に評価されているという判決と

そうでない判決に分かれており、類型化の可否を検討するに当たっては、各判決

の内容を踏まえ、中間指針の考慮要素、目安額の高低、その相当性の評価につい

て、さらに慎重に検討を深める必要がある。 
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3―2―2．故郷の喪失・変容による慰謝料（生活基盤変容慰謝料） 

3―2―2―1．各判決における「故郷の喪失・変容による慰謝料」の捉え方 

（1）類型的に算定する判決

 【仙台高裁いわき】及び【高松高裁松山】は、故郷の喪失・変容による慰謝料を事故

時の居住区域の実情に着目して類型的に算定。

 【仙台高裁いわき】は、原告らが主張する包括的平穏生活権の侵害が認められ

ることを前提に、中間指針に従った東京電力の賠償基準に基づく「避難生活の

継続による慰謝料」では評価し尽せない損害についての慰謝料として、「避難生

活を余儀なくされた慰謝料」と「故郷の喪失又は変容による慰謝料」を挙げ、避

難前の故郷における生活の破壊・喪失による精神的損害の慰謝料として、故郷

の喪失又は変容による有形・無形の損害ないし精神的苦痛を評価して算定。

 【高松高裁松山】では、避難指示解除準備区域の住民については、包括的生活

利益としての平穏生活権の侵害があったこと、さらに「故郷」も相当程度喪失し

たことを認め、包括的生活利益としての平穏生活権の侵害に基づく慰謝料を、

強制避難慰謝料、避難継続慰謝料、故郷喪失慰謝料の 3 つに分けて算定。

 【東京高裁小高】及び【仙台高裁生業】は、原告らの請求方式に照らし、原告らに共

通する損害額を算定するに当たり、結果として故郷の喪失・変容による慰謝料を事

故時の居住区域ごとに類型的に算定。

 【東京高裁小高】は「地域の住民が従前属していた自らの生活の本拠である住

居地を中心とする衣食住、家庭生活、学業・職業・地域活動等の生活全般の基

盤及びそれを軸とする各人の属するコミュニティ等における人間関係において継

続的かつ安定的に生活する利益（生活基盤に関する利益）」を損害の対象とし、

生活基盤変容によって生じた共通の損害の慰謝料として算定。

 【仙台高裁生業】は、帰還困難区域では、慰謝料を強制的に転居させられた点

についての慰謝料、避難生活の継続を余儀なくされた点についての慰謝料、ふ

るさと喪失についての慰謝料の 3 つに分け、ふるさと喪失については、居住地

は人格を形成していく基盤でもあるところ、そのような「生存と人格形成の基盤」

を一個人の人生のスパンで見ればほぼ不可逆的に破壊・毀損されたと指摘し、

賠償額を算定。同様に居住制限区域や避難指示解除準備区域においてもふる

さと喪失についての慰謝料を算定。

（2）個別に算定する判決

 【東京高裁前橋】は、「故郷の喪失・変容による慰謝料」等の分類を設けず、本件事

故に基づく一つの慰謝料として、一括して慰謝料額を算定。

 【東京高裁千葉】は、「避難生活に伴う精神的苦痛」と、「避難生活に伴う精神的損

害以外の精神的損害」に対する賠償に 2 分し、後者に生活基盤の変容による精神

的損害を含ませて算定。
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（3）各判決における認容額の比較 

 帰還困難区域は 600 万円（【仙台高裁いわき】、【仙台高裁生業】）、避難指示解除

準備区域は 100 万円（【仙台高裁いわき】、【東京高裁小高】、【仙台高裁生業】、

【高松高裁松山】）で、いずれも同額を認容している。 

 

 居住制限区域は 150 万円（【仙台高裁生業】）と 100 万円（【仙台高裁いわき】、【東

京高裁小高】）、緊急時避難準備区域は 50 万円（【仙台高裁いわき】）と 0 円（【高

松高裁松山】）と、認容額に差がある。 

 

 なお、個別に算定している判決から類型的な考慮要素のみに係る慰謝料額部分を

抽出するのは容易ではない。 

 

3―2―2―2．中間指針における「故郷の喪失・変容による慰謝料」の捉え方と各判決と

の異同 

（1）中間指針の捉え方 

 中間指針第四次追補では、避難指示区域の第 3 期において賠償すべき精神的損

害の具体的な損害額について、「帰還困難区域又は大熊町若しくは双葉町の居住

制限区域若しくは避難指示解除準備区域については、第二次追補で帰還困難区

域について示した一人 600 万円に一人 1000 万円を加算し、右 600 万円を月額に

換算した場合の将来分（平成 26 年 3 月以降）の合計額（ただし、通常の範囲の生

活費の増加費用は除く。）を控除した金額を目安とする。具体的には、第 3 期の始

期が平成 24 年 6 月の場合は、加算額から将来分を控除した後の額は 700 万円と

する。」と規定されている。また、対象となる精神的損害の内容と算定根拠として、

理論的には最終的に帰還可能か否かによって精神的損害は異なると考えられるも

のの、帰還可能か否かはもとよりその見通しの判断さえ困難であること、仮に長期

間経過後に帰還可能になったとしても、移住を余儀なくされたものと扱うことが合理

的であること、避難指示解除の時期に関わらない早期生活再建の必要性から、

「長年住み慣れた住居及び地域が見通しのつかない長期間にわたって帰還不能と

なり、そこでの生活の断念を余儀なくされた精神的苦痛等」を一括賠償することとし

た旨説明されている。 

 

 他方で、帰還困難区域以外の区域の住民に対しては、引き続き日常生活阻害慰

謝料（一人月額 10 万円）を賠償するとしており、本件事故により故郷を喪失したこ

と又は故郷が変容したことによる慰謝料を示していない。 

 

 また、故郷の「喪失」に対する慰謝料については、帰還困難区域に関して中間指針

等で示されているといえるが、故郷の「変容」に対する慰謝料については、第四次

追補の策定当時は、帰還困難区域を除き、その生活基盤の変容による損害の実
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態が十分に想定・把握できていなかったことから審査会でも議論の対象となってお

らず、中間指針等では示されていないと考えられる。 

 

（2）各判決との異同 

 帰還困難区域の住民に対する「故郷の喪失・変容による慰謝料」の算定において、

【仙台高裁生業】、【東京高裁前橋】、【東京高裁千葉】は、中間指針等で示された

基準額の合計（1450 万円）を超える金額を認容していることから、第四次追補の

1000 万円の一括賠償が故郷の喪失に対する慰謝料を賠償する趣旨であるとして

も、その賠償額については検討を要する。 

 

3―2―2―3．今後の論点 

 「故郷の喪失・変容による慰謝料」を独立の損害項目とし、類型的に算定する判決

もあれば、そうでない判決もあり、その考え方の差について、中間指針との比較等

も行いつつ、さらに検討を深める必要がある。 

 

 上記検討結果から「故郷の喪失・変容による慰謝料」の類型化の可否を検討する

に当たっても、区域によっては各判決で認容額等にばらつきがあり、賠償の目安額

については慎重に検討する必要がある。また、帰還困難区域については、すでに

中間指針等で故郷の喪失による精神的損害を賠償しているところ、それとの整合

性については、賠償の目安額算定とも関連する。いずれもさらに検討を深める必要

がある。 
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3―2―3．自主的避難等による慰謝料 

3―2―3―1．各判決における自主的避難等による慰謝料の捉え方 

（1）各判決における損害認定の仕方

 【東京高裁前橋】、【東京高裁千葉】は、自主的避難等対象区域の住民の慰謝料を

個別に損害認定。

 【東京高裁前橋】は、家族ごとに家族構成、避難前後の生活状況、原告らの心

情などの個別事情を具体的に認定し、慰謝料を一括で算定。

 【東京高裁千葉】は、家族ごとに個別事情を認定し、放射能による健康被害の不

安や避難による平穏な生活を失ったこと等を挙げ、いわき市の原告には、「避難

生活に伴う精神的損害以外の精神的損害に対する賠償」と分けて「避難生活に

伴う慰謝料」を月額で算定、西白河郡矢吹町の原告には、慰謝料を一括で算

定。

 【仙台高裁生業】、【高松高裁松山】、【仙台高裁中通り】は、原告らに共通する精神

的損害を類型的に認定。

 【仙台高裁生業】は、自主的に避難することが合理的といえる程度の恐怖・不安

を覚えたことから平穏生活権を侵害されたことが明らかであるとし、【高松高裁

松山】は、低線量とはいえ、放射線に対する恐怖や不安を抱き、被ばくの影響を

さけるために避難することは一般人からみてやむを得ないものであって、社会通

念上相当性があるとして、いずれも包括的生活利益としての平穏権侵害がある

と認めている。その上で、その様な恐怖・不安や避難を実施する状況に置かれ

たことについての慰謝料と、避難継続による慰謝料に分けて類型的に損害認

定。前者については一括、後者については月額で慰謝料を算定。

 【仙台高裁中通り】は、放射線被曝に対する強い恐怖や不安を抱くことはやむを

得ないものと考えられ、その様な精神的苦痛を受けたことは民法 709 条にいう

法律上保護された利益の侵害に当たるとした上で、慰謝料を一括で算定。

（2）各判決における損害項目の比較

 自主的避難等対象区域の居住者が自主的避難を実行した場合、それに伴う精神

的苦痛を賠償すべきであるという判断は、5 判決のいずれにおいても共通してい

る。

 生活費増加費用については、【仙台高裁中通り】はこれを慰謝料に含めて賠償対

象とすることを明示。【仙台高裁生業】と【高松高裁松山】は明示せず、【東京高裁

千葉】は慰謝料とは別の損害項目で検討されている。【東京高裁前橋】は精神的損

害のみの請求。

（3）各判決における賠償期間の比較

 類型的に損害認定したものは、
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 【仙台高裁生業】は子供・妊婦であるか否かを問わず平成 24 年 2 月まで 

 【仙台高裁中通り】は原告が子供・妊婦以外の者のみであり平成 23 年 12 月ま

で 

 【高松高裁松山】は子供及び妊婦は平成 24 年 8 月まで、それ以外は平成 24

年 2 月まで 

 

 個別に損害認定したものは、 

 【東京高裁千葉】は個別事情を認定した上で、子供は平成 24 年 3 月まで、それ

以外は平成 23 年 9 月まで 

 【東京高裁前橋】は明示していない 

 

（4）各判決における賠償額の比較 

 【仙台高裁生業】は子供・妊婦 51 万円（うち月額分は 3 万円 x 12 月）、それ以外

17 万円（うち月額分は 1 万円 x 12 月） 

 

 【東京高裁前橋】は子供・妊婦 60 万円（中央値）、それ以外 30 万円（中央値） 

 

 【仙台高裁中通り】は原告が子供・妊婦以外の者のみであり 30 万円 

 

 【高松高裁松山】は子供・妊婦 146 万円（うち月額分は 7 万円 x 18 月）、それ以外

70 万円（うち月額分は 5 万円 x 12 月） 

 

（5）各判決における自主的避難等対象区域外の認容状況 

 自主的避難等対象区域外の原告に賠償を認めたものは、 

 【東京高裁千葉】は、西白河郡矢吹町の居住者 

 【仙台高裁生業】は、県南地域、宮城県丸森町及び栃木県那須町の居住者（※宮

城県（丸森町を除く）、茨城県の居住者は棄却） 

 

（6）各判決における滞在者の取り扱い 

 【仙台高裁生業】、【仙台高裁中通り】は、滞在者についても避難実行者と同様の賠

償をすべきであることを明示している 

 

 【東京高裁千葉】、【高松高裁松山】は、原告に滞在者はいない 

 

3―2―3―2．中間指針における自主的避難等による慰謝料の捉え方と各判決との異同 

（1）中間指針の捉え方 

 中間指針第一次追補では、①自主的避難等対象者のうち子供及び妊婦について

は、本件事故発生から平成 23 年 12 月末までの損害として一人 40 万円を目安と

し、②その他の自主的避難等対象者については、本件事故発生当初の時期の損

害として一人 8 万円を目安としている。 
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 中間指針第二次追補では、平成 24 年 1 月以降、少なくとも子供及び妊婦につい

ては、自主的避難を行うような心理が、平均的・一般的な人を基準としつつ、合理

性を有していると認められる場合には賠償の対象となり、具体的な損害額について

は、損害の内容に応じて合理的に算定するものとしている。 

 対象地域として、中間指針第一次追補では、福島第一原子力発電所からの距離、

避難指示等対象区域との近接性、政府や地方公共団体から公表された放射線量

に関する情報、自己の居住する市町村の自主的避難の状況（自主的避難者の多

寡など）等の要素を総合的に考慮して、公平かつ早期の賠償という観点から、自主

的避難等対象区域を設定し、同地域の居住者に共通して生じた損害として損害額

の目安を示している。 

 

（2）各判決との異同 

 中間指針は、損害項目及び対象者については、各判決が賠償すべきものとして判

示したものを、いずれもとりこんでいると評価できる。 

 

 賠償期間に関しては、子供・妊婦について【仙台高裁生業】は平成 24 年 2 月ま

で、【高松高裁松山】は平成 24 年 8 月までとしているのに対し、中間指針は平成

23 年 12 月までの目安額を示し、平成 24 年 1 月以降は合理的に算定することとし

ている。それ以外の者については、【仙台高裁生業】及び【高松高裁松山】は平成

24 年 2 月まで、【仙台高裁中通り】は平成 23 年 12 月までとしているのに対し、中

間指針は本件事故発生当初の期間が経過するまでとしている。 

 

 賠償額に関しては、子供・妊婦について【仙台高裁生業】51 万円、【東京高裁前橋】

60 万円（中央値）、【高松高裁松山】146 万円に対し、中間指針の目安額は 40 万

円である。子供・妊婦以外については、【仙台高裁生業】17 万円、【東京高裁前橋】

30 万円（中央値）、【仙台高裁中通り】30 万円、【高松高裁松山】70 万円に対し、中

間指針の目安額は 8 万円である。 

 

 対象地域に関しては、【仙台高裁生業】は、各地域における時間の経過に伴う放射

線量の推移を認定し、自主的避難数等も考慮した上で、いくつかの区域外地域で

の一律の賠償を認めている。【仙台高裁生業】と中間指針が、各要素をどのように

総合考慮して賠償区域の確定に至ったのか検討する必要がある。 

 

3―2―3―3．今後の論点 

 中間指針の定める賠償期間及び賠償額が各判決と異なっているところ、さらに検

討を深める必要がある。 

 

 上記検討結果から自主的避難等による慰謝料の賠償期間及び賠償額の類型化の

可否を検討するに当たっても、各判決で賠償期間及び賠償額にばらつきがあり、
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考慮要素の整理を含めて、有意な考え方を見出すことが可能かどうか、さらに検討

を深める必要がある。 
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3―3．その他の論点 

3―3―1．ADRの事例（和解・打切り）から考えられる論点 

3－3－1－1．総括基準で類型化されている精神的損害の増額要因 

（1）中間指針や総括基準における精神的損害の増額に関する捉え方 

 中間指針では、精神的損害の損害額について「あくまで目安であるから、具体的な

賠償にあたって柔軟な対応を妨げるものではない」（中間指針第3の6の備考10）と

されていることを踏まえ、ADRにおいて、平成24年2月14日に総括基準が策定さ

れ、中間指針において目安とされた額よりも増額することができる場合が定められ

た。具体的には、「下記の事由があり、かつ、通常の避難者と比べてその精神的苦

痛が大きい場合」である。 

① 要介護状態にあること 

② 身体または精神の障害があること 

③ 重度または中程度の持病があること 

④ 上記の者の介護を恒常的に行ったこと 

⑤ 懐妊中であること 

⑥ 乳幼児の世話を恒常的に行ったこと 

⑦ 家族の別離、二重生活等が生じたこと 

⑧ 避難所の移動回数が多かったこと 

⑨ 避難生活に適応が困難な客観的事情であって、上記の事情と同程度以上

の困難さがあるものがあったこと 

ADRにおいて、本総括基準に基づき慰謝料を増額した和解成立事例が多く存在す

るが、直接請求手続においては、このうち一部の事由しか増額が認められず、か

つ、ADRと比較して増額の幅に大きな差がある。 

 

（2）各判決の日常生活阻害慰謝料の増額についての評価 

 【仙台高裁いわき】は、個別事情に基づく増額について、東京電力が避難所増額及

び要介護者等への増額賠償をしているところ、「この増額相当分は支払済であり、

個別の原告について増額をする必要はみない。なお、原告らは、障害者について

の増額を主張するが、前記のとおりの要介護者等への増額のほかに、更に障害者

についての増額を考慮する必要までは認めない。」と評価している。 

 

 【東京高裁小高】は、「共通の損害を超える個別の損害につき後に請求することを

留保した一部請求ということになる」と整理し、個別事情を踏まえ増額する余地を残

している。 

 

 【仙台高裁生業】は、「全住民に共通しない個別の事情については、それを具体的

に特定した上で個別請求をすることも否定しない」としており、個別事情に基づく増

額を否定していない。 

 

 【東京高裁千葉】は、「避難所等における避難生活の期間については、1か月当たり



 

 

25 
 

の賠償額を2万円増額するのが相当」、「疾病や高齢等により介護を要する者や、

共に避難した家族に介護を要する者があり、その介護を行わなければならない者

については、1か月当たりの賠償額を一定程度増額するのが相当」としている。 

 

 【高松高裁松山】は、一部の原告に対して、個別事情に基づく増額を行っている。 

 

以上を踏まえると、個別事情に基づく増額を否定する判決はない。 

 

（3）今後の論点 

 (1)の実情を踏まえ、既に総括基準において示されている増額事由について、被害

者の立証負担の軽減、手続の迅速性等の観点から、中間指針において類型化す

ることや目安額を示すこと及びその方法等について、さらに検討を進める必要があ

る。 
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3―3―2．後続訴訟からの影響等 

3－3－2－1．係属中の後続訴訟における損害の認定から影響を受ける要素 

（1）中間指針が損害項目としない損害につき、係属中の後続訴訟が賠償対象とする場

合 

 後続訴訟が認容した損害（認容する可能性がある損害）及び損害額の算定で考慮

要素とした事情について、同損害（又は考慮要素とした事情）が類型化に馴染むも

のである場合、後続訴訟の判決及び同訴訟での主張は、中間指針の見直しの要

否を検討するに当たり有益な資料となり得ることから、現在係属中の後続訴訟を可

及的に検討しておくことが相当である。 

 

（2）中間指針が損害項目とする損害につき、後続訴訟が中間指針の目安額よりも高額

の賠償額を認定する場合 

 後続訴訟が、個別的事情を考慮することなく判断した結果として中間指針の目安

額より高額の賠償額認定に至った場合は、中間指針の見直しの要否を検討するに

当たり有益な資料となり得ることから、現在係属中の訴訟において、個別的事情を

考慮することなく算定された慰謝料額等を、可及的に検討しておくことが相当であ

る。 

 

（3）今後の論点 

 係属中の後続訴訟における損害の認定が、中間指針や現在検討対象とされてい

る7つの判決が示す損害項目、賠償額算定における考慮要素及び賠償額等と異な

るものを含む場合、中間指針の見直しの要否の検討に当たり後続訴訟の判断が

影響を与える可能性について、さらに検討を進める必要がある。 

 

3－3－2－2．既に確定した判決や和解済み案件等がある場合の留意点 

（1）確定判決がある場合 

 仮に確定判決の認容額よりも、見直し後の中間指針に定められた目安額としての

慰謝料額（以下「見直額」という。）の方が高額であったとしても、確定判決の原告

は、東京電力に対し、見直額と認容額との差額を訴訟において請求することはでき

ない（同請求を根拠づける主張は、既判力（民事訴訟法により、訴訟当事者は判決

内容に拘束されること）により遮断される可能性が高い。）と考えられる。東京電力

による任意弁済の可否・当否等については、既判力との関係を考慮し、さらに検討

を深める必要がある。 

 

（2）ＡＤＲにおける和解、直接請求手続において支払を受けている場合 

 中間指針が見直されたとしても、直接請求手続やADRセンターで既に和解している

案件において、清算条項が付された事案は限定的であり、上記の差額の請求がで

きなくなるという事態は生じないと考えられる。 

 

（3）今後の論点 
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 上記（1）の確定判決の場合、見直額と判決額との差額請求及び東電による任意弁

済の可否、当否等について、既判力との関係を考慮しつつ、さらに検討を進める必

要がある。  
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4．まとめ 

本年 3 月に確定した集団訴訟の 7 つの高裁判決について、各判決における中間指針

等の内容についての評価、中間指針等には示されていない類型化が可能な損害項目や

賠償額の算定方法等の新しい考え方が抽出可能か等について、必要に応じ、ADR セン

ターにおける事例（和解・打切り）の情報提供も受け、詳細に調査・分析を行ってきたとこ

ろ、現時点における検討状況として、前記のとおり、中間報告を取りまとめた。その概要

は以下の通り。 

 

【被侵害利益又は精神的損害の捉え方】 

まず、各判決を俯瞰して分析し、捉え方が一様ではない被侵害利益又は精神的損害

を整理し、これを中間指針と以下の通り比較検討した。 

 

 「避難生活に伴う精神的苦痛」については、中間指針における月額慰謝料の中で考

慮されていると考えられる。 

 

 「故郷又は生活基盤（経済的・社会的・文化的環境等の生活基盤）の変容・喪失に伴

う精神的苦痛」については、中間指針において、少なくとも帰還困難区域については

第四次追補において第三期の一括賠償として考慮されているといえるが、対象とす

る地域や慰謝料の金額において、さらに検討を深めることが必要である。 

 

 「生命身体の危険に曝されているのではないかという不安による精神的苦痛」につ

いては、少なくとも、中間指針第一次追補では、自主的避難等対象区域において

は、放射線被ばくへの相当程度の恐怖や不安を抱いたこと、またはその危険を回避

するために自主的避難を行ったことには相当の理由があるとして、賠償の対象とし

ているところであるが、さらに検討を深めることが必要である。 

 

 「避難を余儀なくされたことによる精神的苦痛」については、「避難生活に伴う精神的

苦痛」及び「故郷又は生活基盤の変容・喪失に伴う精神的苦痛」などとは別の損害

項目において慰謝料を認定した判決もある一方で、中間指針と同様に月額の避難

生活に伴う慰謝料の算定において十分に評価されているとした判決もある。そのた

め、『避難を余儀なくされたこと』による慰謝料については、さらに検討を深めること

が必要である。 

 

 従って、以下の論点について、さらに検討を深めることとした。 

 『避難を余儀なくされたこと』による慰謝料 
 故郷の喪失・変容による慰謝料（生活基盤変容慰謝料） 
 自主的避難等による慰謝料 

 

 

【中間指針についての全般的評価】 
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各判決における中間指針に関する全般的評価については、中間指針の合理性や示さ

れた基準額について多くは否定的ではないが、あくまで一般的な指針であり裁判規範で

はないことから、裁判所は拘束されるものではないという判断が前提となっている点が共

通した見方と考えられる。 

 

【個別の論点】 

各判決を俯瞰した上記の分析結果を踏まえ、個別の論点の現時点における検討状況

は、以下の通り。 

 

〇『避難を余儀なくされたこと』による慰謝料 

 中間指針は、避難当初の状況に着目し、そこでの精神的損害がより深刻であると

いう認識においては各判決と共通しているが、各判決が賠償に値すると認めた損

害のうち、避難当初の過酷な状況が十分に中間指針において考慮されていたかど

うか、中間指針の考慮要素、目安額の高低、その相当性の評価はさらに検討を要

する。 

 

 『避難を余儀なくされたこと』の精神的苦痛の類型化の可否を検討するに当たり、

独立の損害項目とすべきか、または、慰謝料算定の考慮要素とすべきか、さらに検

討を要する。 

 

〇故郷の喪失・変容による慰謝料（生活基盤変容慰謝料） 

 中間指針は、故郷の「喪失」に対する慰謝料については、少なくとも帰還困難区域

においては「長年住み慣れた住居及び地域が見通しのつかない長期間にわたって

帰還不能となり、そこでの生活の断念を余儀なくされた精神的苦痛等」を一括賠償

することとして賠償の対象として示されているが、故郷の「変容」に対する慰謝料に

ついては、第四次追補の策定当時は、帰還困難区域を除き、その生活基盤の変容

による損害の実態が十分に想定・把握できていなかったことから審査会でも議論の

対象となっておらず、中間指針等では示されていないと考えられる。 

 

 「故郷の喪失・変容による慰謝料」の類型化の可否を検討するに当たっても、区域

によっては各判決で認容額等にばらつきがあり、賠償の目安額については慎重に

検討する必要がある。また、「故郷の喪失・変容による慰謝料」を独立の損害項目

とし、類型的に算定する判決もあれば、そうでない判決もあり、その考え方の差に

ついて、伝統的見解との比較や、中間指針との異同について、さらに検討を深める

必要がある。 

 

〇自主的避難による慰謝料 

 中間指針は、各判決が賠償に値すると認めた損害を考慮していると思われるが、

各判決が認めた賠償期間及び賠償額は、中間指針が定めるものと異なっており、

さらに検討を深める必要がある。 
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 中間指針が示す自主的避難等による慰謝料の賠償期間及び賠償額の類型化に

ついてさらに検討するに当たっても、各判決で賠償期間及び賠償額にばらつきが

あり、考慮要素の整理を含めて、有意な考え方を見出すことが可能かどうか、さら

に検討を深める必要がある。 

 

【その他の論点】 

〇ADR センターの事例（和解・打切り） 

（総括基準で類型化されている精神的損害の増額要因） 

 ADR センターによる和解の仲介において、中間指針が示す目安額よりも増額する

ことができる場合として、「要介護状態にあること」等の増額事由が総括基準におい

て定められている。和解仲介の現場の経験則上、通常の避難者に比べて精神的

苦痛が大きくなることが定型的に明らかであると認められるものが総括基準におい

て増額事由として定められており、これらの事由をより一般的なものとして中間指

針に示すことが、被害者の迅速かつ公平かつ公正な賠償につながることが期待さ

れる。 

 

 そのため、既に総括基準において増額事由として示されている事由について、被

害者の立証負担の軽減、手続の迅速性等の観点から、類型化することや目安額を

示すこと及びその方法等について、さらに検討を進める必要がある。 

 

〇係属中の後続訴訟における損害の認定から影響を受ける要素 

 係属中の後続訴訟の損害の認定において、中間指針や現在検討対象とされてい

る 7 つの判決が示す損害項目、賠償額算定における考慮要素及び賠償額等と異

なる判断が含まれる場合、中間指針の見直しの要否の検討に当たり後続訴訟の

判断が影響を与える可能性について、さらに検討を進める必要がある。 

 

〇 既に確定した判決や和解済み案件等がある場合の留意点 

 中間指針が見直されたとしても、直接請求や ADR センターで既に和解している事

案のうち、清算条項が付された事案は限定的であり、見直し後の中間指針に定め

られた目安額としての慰謝料額（以下「見直額」という。）で和解額を上回る分の差

額請求ができなくなるという事態は生じないと考えられる。 

 確定判決の場合は、中間指針の見直額で確定判決の認容額を上回る分の差額請

求及び東京電力による任意弁済の可否、当否等について、既判力（民事訴訟法に

より、訴訟当事者は判決内容に拘束されること）との関係を考慮しつつ、さらに検討

を進める必要がある。 
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注：本資料は、専門委員による調査・分析並びに議論の用に供するために作成されたものであり、

抜粋や抜粋への下線等の付与は専門委員の合議の上で行われたものではない。 

 

判決抜粋の出典は、❶裁判所の webサイト「裁判例検索」❷第一法規（株）の法情報総合データ

ベース「D1-Law.com」の「判例体系」のいずれかであり、詳細は以下のとおりである。 

R2.3.12 仙台高裁判決【いわき訴訟】：❷、R2.3.17東京高裁判決【小高訴訟】：❶、R2.9.30仙台

高裁判決【生業訴訟】：❶、R3.1.21 東京高裁判決【前橋訴訟】：❶、R3.1.26 仙台高裁判決【中

通り訴訟】：❶、R2.2.19福島地裁判決【中通り訴訟】：❶、R3.2.19東京高裁判決【千葉訴訟】：

❶、R3.9.29高松高裁判決【松山訴訟】：❶ 
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1．第56回原子力損害賠償紛争審査会資料 

 

 

判決に係る調査・分析について 

 

令 和 ４ 年 ４ 月 2 7 日 

令和４年６月 10日別紙改定 

原子力損害賠償紛争審査会事務局 

 

１． 調査・分析の必要性 

東京電力株式会社福島原子力発電所事故に伴う損害賠償請求の集団訴訟について、

東京電力の損害賠償額に係る部分の判決が確定したことを踏まえ、原子力損害賠償紛

争審査会において、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力

損害の範囲の判定等に関する中間指針」及び同中間指針の各追補（以下「中間指針等」

という。）の見直しも含めた対応の要否について検討を行うに当たり、各判決等を詳細

に調査・分析する必要がある。 

そのため、原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第4条に基づき、専門

委員を任命し、上記の調査・分析を行うこととする。 

 

２． 調査・分析事項 

各判決について、（別紙）の観点から調査・分析を行う。なお、専門委員による調査・

分析の過程で、必要に応じて調査・分析事項を追加等する場合がある。 

 

３． 調査・分析を行う専門委員の選任の考え方等 

○ 裁判官経験者、弁護士を含む法律の学識経験者から数名を選任。 

○ 中間指針等の策定経緯に知見のある者からも選任。 

※このほか、調査・分析に当たっては、必要に応じて審査会委員も参画。 

 

４． 今後のスケジュール 

○ 速やかに専門委員の選任及び発令手続きを開始。 

○ 調査・分析結果が一定程度得られた都度、審査会に報告。（必要に応じ、専門委

員が審査会において説明を行う場合もある。） 

(審56)資料2 
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（別紙）判決の調査・分析に当たっての観点 

 

 

○ 各判決において、中間指針等の内容についての評価がどうなっているか。 

 

○ 中間指針等には示されていない類型化が可能な損害項目や賠償額の算定方法等

の新しい考え方が抽出可能か。 

 各判決における損害項目や賠償額の算定方法等について、中間指針との差異

が生じた要因は何か（必要に応じ事実認定の内容も確認する。）。 

 各判決間で共通項として抽出できる要素において、中間指針等には示されて

いない類型化が可能なものがあるか。（必要に応じ、ADRの事例（和解・打切

り）についても、ADRセンターからの情報提供を受けて検討する。） 

 

○ 係属中の後続の訴訟における損害の認定から影響を受けるような要素があるか。

また、既に確定した判決との関係で留意すべき点があるか。 等 



 

35 

 

 

判決に係る調査・分析を担当する専門委員一覧  

 

 

青野 洋士   公証人  

大塚 直    早稲田大学大学院法務研究科教授 

日下部 真治  弁護士 

末石 倫大   弁護士 

米村 滋人   東京大学大学院法学政治学研究科教授 

 
（五十音順） 
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2．7 高裁判決の慰謝料概要  
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3．避難指示区域の概念図 

 
 

出典：福島県ウェブサイト 避難区域の変遷（平成 24年 4月 1日以降）

https://www.pref.fukushima.lg.jp/img/portal/template02/hinansjijihensen20200310.pdf 
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4．中間指針追補（自主的避難等に係る損害について）における対象区域  
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5．中間指針についての全般的評価に関する判決抜粋 

〇 仙台高裁判決【いわき訴訟】 

第 8章 結論 ＞ 5 仮執行宣言について 

被告は、原賠審が定めた中間指針に従い、賠償基準を定めて原賠法の趣旨に沿っ

た賠償に努めている。しかし、原賠審の中間指針の法的性質は、あくまで原子力損

害の賠償に関する紛争について当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般

的な指針（原賠法 18条 2項 2号）にとどまるものである。中間指針においても、

中間指針に明記されない個別の損害が賠償されないということのないよう留意され

ることが必要であるとして、被告に対して中間指針で明記されなかった原子力損害

も含め、迅速、公平かつ適正な賠償を行うことが期待されている。 

 紛争の当事者による自主的な解決が困難で、訴訟による司法的解決が求められた

ときに、上記の法的性質を踏まえた上で、本件事故により放出された放射性物質に

よる広範囲に及んだ被害について、避難を余儀なくされた住民等の被害者を迅速、

公平かつ適正に救済するため、賠償すべき損害として一定の類型化が可能な損害項

目やその範囲等を示した中間指針の趣旨や意義を尊重することが適切な紛争解決に

資する側面もあると思われる。しかし、一方で中間指針が個別の紛争解決のすべて

の基準となるものでないことはその法的性質や趣旨から明らかであるから、中間指

針の趣旨を十分考慮しつつも、自主的な紛争解決が困難な場合に用意された憲法上

の手続に従ってされる司法判断を可能な限り尊重し、迅速な被害救済を図っていく

こともまた、原賠法が原子力事業者の賠償責任を特に定めた趣旨であり、原賠法

も、そのことを前提に中間指針の法的性質を位置づけたものと解される。 

 

〇 東京高裁判決【小高訴訟】  

第 3 章 当裁判所の判断 ＞ 第 2 争点に対する判断 ＞ 5 慰謝料額について ＞ 

(1) 避難慰謝料について 

ア 慰謝料算定に当たって中間指針等の内容を考慮することについて 

 （略）中間指針等は、「当事者による自主的な解決に資する一般的指針」として

原賠紛争審査会が策定したものであり（原賠法 18条 2項 2号）、その内容が裁判所

を拘束する規範となるものではなく、仮に一審被告が主張するように、実際に本件

事故による原子力災害の被害者の多くとの間で中間指針等に基づき裁判外で紛争解

決が図られているとしても、そのことによってその内容が法的規範又はこれに準ず

る規範となるものではないから、裁判所は、中間指針等に拘束されることなく、当

審の口頭弁論終結時までに顕れた諸事情を斟酌し、その合理的な裁量によって一審

原告らの請求の当否を判断すべきである。 
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 ただし、中間指針等は、原賠法 18条 1項に基づき設置された原賠紛争審査会

が、会議公開のもとで多数回にわたる審議を経て定めたものであり、審議の議事録

も公開され、中間指針等自体において指針策定の理由も詳しく説明されているとこ

ろであり、その内容が上記審議内容や策定理由を踏まえて本件事故による原子力の

賠償基準として合理的なものであると認められるのであれば、中間指針等に基づく

賠償額を斟酌して、本件における慰謝料額を算定することは妨げられないというべ

きである。 

イ 中間指針等の妥当性について 

 そこで、中間指針等の内容の妥当性について検討するに、（略）。 

※以下、各論に入るため割愛するが、ここで議論されている「避難慰謝料」の論点

においては、いずれも不合理な点が認められない旨、判断されている。 

 

〇 仙台高裁判決【生業訴訟】  

第 3章 当裁判所の判断 ＞ 第 6 節 損害論（各論）＞ 第 2 中間指針等による賠償

の枠組み ＞ 6 全中間指針の位置付け ＞ (3) 全中間指針の位置付け 

（略）個別具体的な事情に応じた本件事故と相当因果関係のある損害は別途あり

得るので、それは全中間指針で定める基準の外で損害賠償がされるべきであるとい

う前提で、全中間指針は、本件事故と相当因果関係のある、日常生活の阻害や故郷

の喪失による精神的損害（比較的僅少で個人差が余りないと考えられる生活費の増

額分も含む。）に対する損害賠償額を、簡易迅速な損害回復を旨とするため支払う側

の当事者である一審被告東電も納得し支払を拒否しないような金額として妥当な額

を基準として打ち出したものであるということができる。そして、その額を定める

議論においては、交通事故損害賠償における基準や参考となり得る判例が参照され

たが、本件事故と類似の事例は見つからなかったため、最終的には、交通事故や参

考裁判例の事例との違いを意識しながら、法学者及び放射線の専門家等から構成さ

れた原賠審の委員から出された意見の平均的な額を基準にするなどして、全中間指

針における賠償の基準額は定められた。20msV/y を下回る低線量の地域住民につい

ては、単なる根拠のない不安を損害とみなすものではなく、低線量被爆は健康被害

があるけれどもそれがどの程度のものか分からないという知見を基にしつつ、取り

分け本件事故直後には、公的に公表されたデータ以外に非公式に様々な情報が飛び

交っていた状況を考慮に入れ、本件事故により住民が危険性や恐怖・不安を覚えて

自主的に非難することに合理性があるかという観点から相当因果関係の有無を検討

する必要があるとされた。 

以上によれば、全中間指針において定められた額は、指針策定当時までの事情を

基に、個別事情を捨象して当該地域に居住していた全住民に共通する損害項目を考

慮に入れながら、一審被告東電側も任意の支払を拒否することのないように合理的
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と考えられる額として定められたものと解されるから、任意の支払を念頭に置いた

和解金的な色彩があることは否定できないところである。そうすると、本訴におい

て、口頭弁論終結時までの事情を基に、一審被告東電による任意の支払を期待する

という要素を考慮に入れずに、本件事故と相当因果関係のある損害額を定める場合

に、全中間指針における基準額よりも高い額となることは、ある意味では自然な結

果であるともいえる。 

 

〇 東京高裁判決【前橋訴訟】  

第4部 当裁判所の判断 ＞ 第4章 一審被告東電に対する原賠法3条1項に基づく損害

賠償請求（予備的請求）の当否について ＞ 

第1節 一審原告らに共通する損害総論 ＞ 第4 中間指針等の位置づけ及び合理性に

ついて 

1 一審原告らは、中間指針等について、一審被告東電において少なくともこれを任

意に賠償すべきであるとする指針であり、最低限の賠償額を定めた基準であるか

ら、裁判手続き等においても、中間指針等が定めた損害額を下回る損害額を認定す

ることが許されないと主張する。 

しかしながら、中間指針等は、前記認定のとおり、原賠審が、原賠法18条2項2号

に基づき、「原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指

針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針」として策

定したものであり、飽くまで裁判外における自主的な解決のための指針にすぎない

から、裁判所は、中間指針等の内容に拘束されることなく、一審原告ら毎に、本件

に現れた一切の事情を考慮してその合理的な裁量によって一審原告らの請求の当否

及び慰謝料を認める場合の慰謝料額を判断できるというべきである。 

したがって、一審原告らの上記主張は採用することができない。 

2 （略） 

3 一審原告らは、中間指針等の内容について、政府の避難指示等の有無によって賠

償の対象や範囲を大きく区別していること、自賠責基準を参考としており訴訟にお

いて通常認められる慰謝料額よりも著しく低額であること、及び日常生活に不便が

生じたことに対する慰謝料を基本とするもので一審原告らの受けた様々な権利利益

の侵害を反映していないことを挙げて、不合理かつ不相当な部分があると主張す

る。 

しかし、中間指針等は、本件事故により避難を余儀なくされた住民や事業者、出

荷制限等により事業に支障が生じた生産者などを迅速、公平かつ適正に救済するた

めに定められたものであるから、政府の避難指示等の有無、内容に応じて慰謝料額

を定めることは自然であり、不合理なものではない。また、中間指針等は、「裁判

でいけば認められるであろうという賠償を一応念頭に置き」、「損害賠償として説
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明できるかということが重要」なものとして策定されているのであり（略）、訴訟

において通常認められる慰謝料額よりも著しく低額なものとは認め難いし、そもそ

も裁判所を拘束するものでもない。また、中間指針等は、単に避難生活の不便さに

対する慰謝料だけを対象とするものではなく、平穏な日常生活及びその生活基盤の

喪失、自宅に帰れない苦痛、先の見通しがつかない不安、放射線被ばくへの不安や

恐怖に対する慰謝料を含むものであることは中間指針等の内容に照らして明らかで

ある（略）。 

むしろ、中間指針等は、法学者及び放射線の専門家等の委員からなる原賠審が会

議公開のもとで複数回にわたる審議を経て定めたもので、審議の議事録も公開さ

れ、中間指針等自体においても策定の理由が詳しく説明されているものであり、そ

の内容においても特に不合理なものとは認められない。 

したがって、一審原告らの上記主張は採用することができない。 

4 一審被告東電は、中間指針等の賠償基準は民事裁判において認められるであろう

賠償の内容を念頭に置いた合理的かつ相当な基準であり、現に多数の被害者に対す 

る賠償が実施されており、賠償規範として定着している実情にあるから、原則とし

てそれに従った支払が命じられるべきであると主張する。 

しかし、中間指針等は、飽くまで自主的な解決のための指針にすぎず、一審被告

東電の主張するとおり中間指針等に基づいて現に多数の被害者に対する賠償が実施

されているとしても、法規範に準ずるものとして裁判規範になるものではないか

ら、裁判所は、中間指針等の内容に拘束されることなく、一審原告ら毎に、本件に

現れた一切の事情を考慮してその合理的な裁量によって一審原告らの請求の当否及

び慰謝料を認める場合の慰謝料額を判断できるというべきである。そして、中間指

針等は、避難者各人の個別事情を捨象して避難者が避難を余儀なくされたことに伴

い平均して被ると考えられる精神的苦痛に対する賠償額を定めたものと解するのが

相当であるから、一審原告らに上記平均的な損害を超える精神的損害の発生を基礎

づける個別具体的な事情が認められるのであれば、裁判所は中間指針等の定める賠

償額を超えて慰謝料額を定めることもできるというべきである。 

したがって、一審被告東電の上記主張は採用することができない。 

 

〇 仙台高裁判決【中通り訴訟】  

第 5 当裁判所の判断 ＞ 1 要旨 ＞ (1) 判断の骨子 

 （略）判断の理由は、控訴理由に鑑みて以下のとおり補足整理し、一部補正する

ほかは、原判決「事実及び理由」第6部第2章ないし第4章の説示のとおりである。 

 

※原判決である福島地裁判決（R2.2.19）に以下の記載あり。※ 

第6章 当裁判所の判断 ＞ 第2章 損害総論 ＞ 第1 基本的な考え方 ＞ 4 中間指
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針等について 

中間指針等は、原賠法18条2項2号に依拠し、法学者及び放射線の専門家等の委員

で構成された原賠審において、多数の被害者への迅速、公平かつ適切な賠償を行う

との見地から過去の裁判例並びに慰謝料額の基準を踏まえて定めた基準であるか

ら、これを踏まえた被告の自主賠償基準も含め、一応の合理性を有するものといえ

る。もっとも、いずれも飽くまで裁判外における自主的な解決のための指針にすぎ

ないから、その内容は裁判所を拘束するものではない。 

 

〇 東京高裁判決【千葉訴訟】  

第4章 当裁判所の判断 ＞ 第3節 一審原告らに生じた損害について ＞ 第2 損害の

総論に関する争点について ＞ (2) 中間指針等について 

（略）中間指針等や賠償基準に示された考え方は、その内容をみても、その策定

経緯に照らしても、基本的に不法行為による損害賠償請求において一般的に採用さ

れている考え方に立脚するものであって、合理性を有するということができる。そ

こで、個別の財産的損害に対する賠償額を定めるに当たっても、中間指針等や賠償

基準に示された考え方を、その合理性を確認しつつ、参酌することができる。 

 

〇 高松高裁判決【松山訴訟】  

第 4章 当裁判所の判断 ＞  

第 4 節 中間指針等の位置づけ及び被侵害利益の具体的な内容並びに弁済の抗弁、

各第 1 審原告の損害額（争点（6）及び争点（7））について  

＞ 第 2 判断 ＞ 2 損害の発生及びその損害額に関する判断のあり方について 

 （略）以上に対し、第 1 審被告らは、中間指針等の合理性を基礎に、第 1 審原告

らには、第 1 審被告東電が自ら賠償した金額を超える損害は発生していない旨主張

する。しかしながら、前記認定のとおり、中間指針等は、原賠法 18条 2項 2号に基

づき、「紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針」として策定された

ものに過ぎず、そもそも、裁判所が損害の算定に当たって、中間指針等に拘束され

る法的根拠はない。また、裁判所の損害認定の参考にはなり得るとしても、中間指

針等の解説等が、「損害の算定について、個別に損害の有無及び損害額の証明をもと

に相当な範囲で実費賠償をすることが原則であるが、本件事故による被害者が避難

等の指示の対象となった住民だけでも十数万人規模にも上り、その迅速な救済が求

められる現状にかんがみれば、損害項目によっては、合理的に算定した一定額の賠

償を認めるなどの方法も考えられるとしており、また、そのため、そのような手法

を採用した場合には、上記一定額を超える現実の損害額が証明された場合には、必

要かつ合理的な範囲で増額されることがあり得る」と記載していることからすると、
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中間指針等には、被災者の個別事情等を捨象して、簡易迅速に被災者の損害回復す

る（第 1審被告東電も納得した上で、被災者に対する任意の支払を早期に実現する）

という和解金的な色彩があることは否定できないから、中間指針等の定める賠償基

準額が控えめな金額にとどまっていることも否定できない。 

 このような観点からすると、本件において、当審の口頭弁論終結時までの一切の

事情を基に、本件事故と相当因果関係のある損害額（慰謝料額）を定める場合に、

中間指針等における基準賠償額より高額になることは、ある意味では当然の結果で

あるといえる。 
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6.『避難を余儀なくされたこと』に関連する判決抜粋 

 

〇 仙台高裁判決【いわき訴訟】 

P6. 22 行目～33行目 

(1)原告らの主張 

ア 原告らの精神的損害（慰謝料）について 

本件における被侵害利益（保護法益）は、人格権に位置付けられる「包括的生活利

益としての平穏生活権」、即ち「地域社会において平穏な生活を送る生活利益その

ものであり、生存権、身体的・精神的人格権（身体権に接続した平穏生活権を含む。）、

財産権を包摂する「包括的生活利益」を享受する権利」と定義される人格権である。

本件では、特に「平穏な日常生活を送る生活利益」の侵害を中核とする損害（避難

慰謝料）と「「包括的生活利益」を享受する権利」の侵害を中核とする損害（故郷喪

失慰謝料）が問われている。 

このうち、「故郷喪失慰謝料」は本件事故前に享受できていた利益を喪失したこと

による損害であり、「避難慰謝料」は本件事故により新たに発生した損害であるか

ら、別個の損害項目としてそれぞれに損害額を算定すべきである。また、「故郷喪

失慰謝料」は、精神的苦痛（狭義の慰謝料）にとどまらず、包括的生活利益の喪失に

よる有形・無形の財産的損害を含むものである。そして、包括的生活利益の喪失は

不可逆的で回復不能な損害であり、避難指示等の解除によって回復するものではな

い。 

 

P7. 18 行目～P8. 15 行目 

第 3 当裁判所の判断の要旨 

1 骨子 

(1) 原告らの控訴について 

 当裁判所は、慰謝料の算定にあたり、原子力発電所における水素爆発による大量

の放射性物質の拡散という重大な事故により、〈1〉深刻な放射線被害の具体的な危

険に直面し、突然住み慣れた生活を失って避難せざるを得なくなった精神的苦痛、

〈2〉更に長期間の避難生活の継続を余儀なくされた精神的苦痛、〈3〉故郷が喪失

又は変容してしまった結果として地域社会における共同生活の利益を失ったことに

よる有形、無形の損害ないし精神的苦痛をそれぞれ考慮することにより、居住制限

区域又は避難指示解除準備区域から避難した原告 125 名（死亡した者を含む。）に

は、原審が認めた 1000 万円より 100 万円多い 1100 万円の慰謝料を認めて弁護士費

用 10万円を加えた差額 110万円の請求を一審認容額に更に追加して認め、緊急時避

難準備区域から避難した原告 21名には、原審が認めた 250万円より 50万円多い 300
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万円の慰謝料を認めて弁護士費用 5 万円を加えた差額 55 万円の請求を更に追加し

て認めるのが相当であると判断する。 

控訴審における追加認容額の総額は、上記 146 名の原告ないし死亡した原告の承継

人に対し、1億 4905万円となる。既払金の少ない原告 1名の損害額の算定に誤りが

あり、その追加認容額 90万円を加えると 1億 4995万円となる。 

帰還困難区域から避難した原告らに対する慰謝料は、上記の事情とりわけ本件事故

により故郷を喪失したことを更に考慮しても、当審においても、原審が認めた 1600

万円の慰謝料がやはり相当であると判断する。 

上記判断の例外となる原告らの慰謝料及び一部の原告らの財物損害についての原審

の判断は相当である。 

(2) 被告の控訴について 

被告の控訴は、原判決後の既払金がある原告らに対し、その分の減額を求める限

度で理由があり、その余は理由がない。 

2 慰謝料算定の内訳について 

(1) 帰還困難区域 1600万円 

〈1〉 避難を余儀なくされた慰謝料 150万円 

〈2〉 避難生活の継続による慰謝料 850万円 

   月額 10 万円 X 平成 23 年 3 月から平成 30 年 3 月までの 85 か月（期間中に死

亡した者も同額とする。） 

〈3〉 故郷の喪失による慰謝料 600万円 

(2) 居住制限区域又は避難指示解除準備区域 1100万円 

〈1〉 避難を余儀なくされた慰謝料 150万円 

〈2〉 避難生活の継続による慰謝料 850万円 

   月額 10 万円 X 平成 23 年 3 月から平成 30 年 3 月までの 85 か月（期間中に死

亡した者や帰還した者も同額とする。） 

〈3〉 故郷の変容による慰謝料 100万円 

(3) 緊急時避難準備区域 300万円 

〈1〉 避難を余儀なくされた慰謝料 70万円 

〈2〉 避難生活の継続による慰謝料 180万円 

   月額 10万円 X平成 23年 3月から平成 24年 8月までの 18か月 

〈3〉 故郷の変容による慰謝料 50万円 

 

P.24 16行目～P.25 7 行目 

第 6 慰謝料について 

1 慰謝料算定の方法について 

(1) 原告らの主張の要旨 

 ア 故郷喪失・変容慰謝料について 
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 原告らは、故郷喪失・変容慰謝料について、包括的平穏生活権の中の「地域生活

利益」というべき法益が侵害されたことによる慰謝料であると主張し、将来に向か

って地域における生活を奪われ(〈1〉地域生活の破壊、〈2〉職業生活の喪失、〈3〉

家庭・自宅での生活の破壊）、〈4〉故郷において自然との関わりを生きがいとして

享受し、〈5〉故郷を精神的なよりどころとして生活してきたことを全て奪われた精

神的損害を主張する。更に、原告らは、地域社会は、〈6〉互助的な自給自足を行い

（生活費代替機能）、〈7〉経済的・精神的に相互に助け合い（相互扶助・共助・福

祉機能）、〈8〉行政区ごとの生活機能を維持し（行政代替・補完機能）、〈9〉集会

や祭りを通じて地域社会の精神的交流を実現し（人格発達機能）、〈10〉農地や里山

を維持・管理する（環境保全・維持機能）など、広範、多面的、複合的な役割と機能

を果たし、原告らを含む地域住民は、それによる利益（地域生活利益）を享受して

きたが、本件事故により地域生活利益を侵害され、多様な有形、無形の損害を被っ

たと主張する。 

 イ 避難慰謝料について 

原告らは、避難慰謝料について、包括的平穏生活権を侵害され、「避難生活を余

儀なくされたこと」から生じる精神的損害であり、避難先での著しい生活阻害を内

容とするものであると主張し、原告らは、本件事故によって、避難生活を余儀なく

され、自宅外での生活を長期間余儀なくされ、正常な日常生活の維持・継続が長期

間にわたり著しく阻害され、このような著しい生活阻害によってもたらされた心身

の苦痛、不便、不自由、不安等によって、重大なストレスと精神的苦痛を被ったと

主張する。 

(2) 検討の視点 

本件における慰謝料の算定にあたっては、原告らが主張する包括的平穏生活権の

侵害、とりわけ地域生活利益の侵害に関し、証拠により認められる原告らの精神的

苦痛及び有形、無形の損害（前記第 2 の 3 の原判決引用に係る前提事実及び認定事

実）を評価するにあたり、被告が前記第 2の 1(3)のとおり原賠審の中間指針に従っ

た賠償義務を認めていることを踏まえ、被告の賠償基準により評価できる損害と評

価し尽くせない損害とを区分して検討するのが合理的であると考える。 

この点、被告は、避難指示の程度に応じて相当の避難期間を定め（帰還困難区域

75 か月、居住制限区域及び避難指示解除準備区域 85 か月、緊急時避難準備区域 18

か月）、その期間について一人月額 10万円の割合による避難生活に伴う慰謝料（帰

還困難区域については更にこれとは別に避難長期化慰謝料 700 万円）を支払ってい

る。したがって、当裁判所においても、相当の避難期間に応じた慰謝料（避難生活

の継続による慰謝料）を算定するとともに、それでは評価し尽くせない損害につい

ての慰謝料として、原告らの主張や被害の実情を勘案し、避難を余儀なくされた慰

謝料、故郷の喪失又は変容による慰謝料について検討するのが、損害の合理的な評

価方法と考える。 
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P.26 27行目～P.27 36 行目 

3 避難を余儀なくされた慰謝料について 

(1) 損害の内容ないし考慮事情 

前記認定のとおり、原告らは、居住地の近くで設置運営されていた福島第一原発

における全く予期しない突然の水素爆発により、大量の放射性物質が拡散する重大

な事故に見舞われ、深刻な放射線被害の具体的な危険に直面した。 

その結果、原告らは、放射線による生命・身体への被害の危険から、事故直後か

ら避難指示を受けて、とるものもとりあえずあわただしく避難し、あるいは緊急時

避難準備区域においても、屋内退避を指示され、I市では一時避難を要請されるなど

して同様の避難を実際上余儀なくされた。 

このような突然の避難により、原告らは、地域の人間関係を断たれ、場合によっ

ては、職業生活を失い、学業の継続性や家族の一体性すらも阻害された。このよう

に避難を余儀なくされた原告らは、その置かれた状況は様々であるとしても、それ

ぞれの境遇において極めて大きな精神的苦痛を被ったものと認められる。 

このような事情や前記認定の原告らの避難の状況を踏まえ、原告らが慰謝料の原

因として主張する包括的平穏生活権の侵害により「避難生活を余儀なくされたこと」

から生じる精神的損害のうち、避難後の避難生活の継続による精神的苦痛とは区別

し、居住地からの避難を余儀なくされたこと自体により原告らが被った損害ないし

精神的苦痛を評価して慰謝料を算定するのが相当と認められる。 

(2) 避難を余儀なくされた慰謝料の額について 

 前記(1)のとおり、原告らは、福島第一原発から拡散した大量の放射性物質による

生命・身体に対する深刻な放射線被害の具体的な危険に直面した。そのために地域

社会との結び付きを突然に奪われ、全く異なる環境での避難生活をーから始めざる

を得ないなど、著しい精神的苦痛を被ったといえる。 

 この放射線被害の危険は、原子力発電所における水素爆発という未曽有の大事故

によるもので、その危険性の程度が的確に評価できず、将来における原状回復の可

能性も全く予測できない点で、避難する者に強い不安をもたらしたことも明らかで

あり、その意味での精神的苦痛も極めて大きいものであったと評価できる。 

 しかも、原告らの避難は、前記 2(3)のとおり、原子力発電所の安全確保に重大な

責任を負い、原告ら地域住民の信頼の上に福島第一原発を立地してきた被告が、事

前に十分予測可能であった津波被害の対策を先送りした結果として起こした重大事

故のために余儀なくされたものであり、その観点からも、原告らが避難を余儀なく

された精神的苦痛は、更に大きなものとなったと評価できる。 

 このような意味を有する避難を余儀なくされた慰謝料の算定をするには、上記の

ような原告らの損害ないし精神的苦痛の内容程度を的確に評価する観点から、本件

事故時における生活の本拠における放射線被害の具体的な危険性の程度、あるいは
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これを前提とする避難指示の程度を勘案して類型的に行うことが相当である。 

 この観点から、当裁判所は、上記の損害ないし精神的苦痛を評価した避難を余儀

なくされた慰謝料として、原告らについて、避難指示の区分に応じて次の金額を認

めるのが相当であると判断する。 

 帰還困難区域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域であった地域から避難し

た原告らについては、これらのどの地域をとっても、放射線被害の危険や避難の切

迫性が極めて大きく、将来の避難生活に対する不安も著しいものであったと考えら

れるから、いずれの地域も 1 人当たり 150 万円とするのが相当である。 

 他方で、緊急時避難準備区域であった地域から避難した原告らについては、上記

地域と比べ、避難生活を始めるにあたっての精神的苦痛にはそれほどの差がないと

しても、放射線被害の危険や避難の切追性等の面では、精神的苦痛の程度がやや小

さいものと評価できるから、1人あたり 70万円とするのが相当である。 

(3) 個別事情による増額の要否について 

 被告は、別紙 4 原告基本情報等の第 2 表及び第 3 表の被告主張額の各備考のとお

り、一部の原告らに対し、ペットとの離別慰謝料として 10万円を支払っている。こ

れは、避難を余儀なくされた原告らの個別の事情を踏まえ、上記(2)の慰謝料額を増

額すべき事情であると認められ、その評価として被告が支払った金額は相当である

と考えられるから、この増額相当分は支払済みであり、個別の原告について増額を

する必要はみない。 

その他、本件において、避難を余儀なくされた慰謝料額の算定にあたり、個別の事

情を考慮して上記と異なる金額を認定すべき事情は見当たらない。 

 

P.27 37行目～P.29 11 行目 

4 避難生活の継続による慰謝料について 

(1) 損害の内容ないし考慮事情 

前記 3 のとおり避難を余儀なくされた慰謝料を算定しても、避難後の避難先での

日々の著しい生活阻害による心身の苦痛、不便、不自由、不安等のストレスないし

精神的苦痛が慰謝されるものとはいえない。したがって、これらの損害ないし精神

的苦痛を考慮し、相当の避難期間に応じた慰謝料（避難生活の継続による慰謝料）

を算定するのが相当である。 

(2) 慰謝料の月額について 

原告らは、避難慰謝料として、上記 3 の慰謝料と区別することなく、1 人あたり

月額 50 万円（障害者について 70 万円）を請求し、他方で、被告は、原賠審の定め

た中間指針に従い、1人あたり月額 10万円の避難生活に伴う慰謝料を支払っている。

当裁判所は、前記認定の原告らの避難生活による精神的苦痛を考慮し、前記 3 の避

難を余儀なくされた慰謝料のほかに、原告らの相当の避難期間について、1人あたり

月額 10万円の避難生活の継続による慰謝料を認めるのが相当であると判断する。こ
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の慰謝料の月額は、避難を余儀なくされたことは同じである以上、原告らが受けた

避難指示の程度により差を設ける必要はない。 

(3) 相当の避難期間について 

上記のとおり 1 人あたり月額 10 万円の避難生活の継続による慰謝料を認めるべ

き相当の避難期間としては、本件事故時における生活の本拠における放射線被害の

危険性や避難指示の程度に応じて、類型的に定めるのが相当である。 

帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域については、平成 29年 3月

31日及び 4月 1日に L町と N町の居住制限区域と避難指示解除準備区域が順次解除

されたことを踏まえ、その結果として避難の継続か帰還かの判断をするについて相

当な期間(1 年）を経た平成 30年 3月までの期間について、相当の避難期間として、

本件事故から 85 か月の避難生活の継続による慰謝料を認めるのが相当である。他方

で、この期間を超えて避難生活を続けても、本件事故による避難生活の継続と評価

し続けるのは困難であり、それは、避難生活の継続による慰謝料として評価すべき

ではなく、少なからぬ原告らが避難を継続せざるを得ない実情は、故郷の喪失又は

変容による慰謝料の算定において考慮するのが相当である。 

帰還困難区域について、被告は、平成 29年 5月までの 75か月分について月額 10

万円の避難生活による慰謝料を支払い、その他に 700 万円の避難長期化慰謝料を支

払っている。しかし、本件事故は、前記のとおり未曽有の大事故であって、特に大

量の放射性物質が飛散した帰還困難区域においては、除染を含む地域の復旧復興が

全く見通せないまま長期間経過したことも考慮すると（前記第 5の認定事実参照）、

避難生活の継続による慰謝料を認めるべき期間について、L 町や N 町の居住制限区

域等と区別をすべき合理的な理由はないと考えられる。 

Q町や I市 k区については、L町や N町より早く、平成 27年 9月 5日又は平成 28

年 7月 12日に、居住制限区域又は避難指示解除準備区域が解除されており、Q町の

原告らのうち 11名は町内に帰還している。しかし、前記認定の原告らの避難生活の

実情や避難後の地域の復旧復興の状況に照らせば、これらの地域についても、L町や

N町と同じく 85か月の期間を相当の避難期間と認めるのが相当である。 

上記の相当の避難期間より前に帰還したか否かにより、避難生活の継続による慰

謝料を認める期間に差を設けることも相当でない。これより早く帰還した原告らも、

帰還したからといって通常の生活が直ちに戻るものではなく、避難生活を続ける原

告らと比べ、勝るとも劣らない精神的苦痛が続いたと認められるからである。 

原告として訴えを提起しながら、上記の相当の避難期間が過ぎる前に死亡した者

についても、避難生活を続けながら死亡した無念さを考えれば、その点を考慮する

ことにより、上記と同じ避難期間を基礎として、避難生活の継続による慰謝料を算

定するのが相当である。 

緊急時避難準備区域については、平成 23年 9 月 30日に解除されてから避難の継

続か帰還かの判断をするについて相当な期間(1 年）を経た平成 24 年 8 月までの期
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間について、相当の避難期間として、本件事故から 18 か月の避難生活の継続による

慰謝料を認めるのが相当である。他方で、この期間を超えて避難生活を続けても、

本件事故による避難生活の継続と評価し続けるのは困難であり、それは、避難生活

の継続による慰謝料として評価すべきではなく、故郷の喪失又は変容による慰謝料

の算定において考慮するのが相当である。 

(4) 個別事情による増額の要否について 

被告は、別紙 4 原告基本情報等の第 2 表及び第 3 表の被告主張額の各備考のとお

り、一部の原告らに対し、避難所等における避難生活による増額（月額 2 万円）、

要介護者等への増額を認めて慰謝料を支払っている。これらは、原告らの避難生活

の個別の事情を踏まえ、上記(2)の慰謝料額を増額すべき事情であると認められ、そ

の評価として被告が支払った金額は相当であると考えられるから、この増額相当分

は支払済みであり、個別の原告について増額をする必要はみない。なお、原告らは、

障害者についての増額を主張するが、前記のとおりの要介護者等への増額のほかに、

更に障害者についての増額を考慮する必要までは認めない。 

また、被告は、別紙 4原告基本情報等の第 2表及び第 3 表の被告主張額の各備考

のとおり、一部の原告らに対し、緊急時避難準備区域であった地域における避難生

活等に関連した学校生活等における精神的損害 35万円（平成 24年 9月から平成 25

年 3月までの 7か月 x月額 5万円）の増額を認めて慰謝料を支払っている。これは、

原告らの避難生活の個別の事情を踏まえ、慰謝料額を増額すべき事情であると認め

られ、その評価として被告が支払った金額は相当であると考えられるから、この増

額相当分は支払済みであり、個別の原告について増額をする必要はみない。 

 

P.29 12行目～P.30 20 行目 

5 故郷の喪失又は変容による慰謝料について 

(1) 損害の内容ないし考慮事情 

原告らは、故郷喪失・変容慰謝料について、前記 1(1)のとおり包括的平穏生活権

の中の「地域生活利益」というべき法益が侵害されたことによる慰謝料であると主

張し、その諸要素として、当該地域の住民が、山林で自生するきのこ、たけのこ、山

菜などを採取し、川や海で魚を獲り、田畑や家庭菜園で米や野菜などを収穫して消

費していたことや、住民相互間でこれらの収穫物を「お裾分け」し合ったり、農作

業、冠婚葬祭、子育て、介護などについて自発的に協力し合ったりするという協働

又は共助の関係が根付いていたなどの事情を主張する。 

これらの自然環境的条件と社会環境的条件は、住民が、そのような諸条件下にな

ければ通常は無償で取得することができない財物や役務を、無償で取得することを

可能にしていた（経済的側面）ということができる。また、同時に、自然環境との関

わりや住民相互の緊密な人間関係を通じ、住民は、地域に対する強い帰属意識を有

し、当該地域に居住することによる安心感を得ていた（精神的側面）ということも
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できる。 

原告らが主張する「故郷」とは、上記のような、地域における住民の生活を支え

る基盤のひとつとしての自然環境的条件と社会環境的条件の総体を指しており、こ

のうち自然環境的条件は、本件事故による放射性物質の飛散により汚染されたこと

で侵害され、社会環境的条件は、地域の住民が放射性物質の飛散により汚染され又

は汚染されるおそれのある地域から唐突に避難することを余儀なくされたことで地

域社会における住民相互の緊密な結び付きの全部又は一部が解体し、侵害されたと

いうことができる。 

そうすると、このような地域における住民の生活基盤としての自然環境的条件と

社会環境的条件の総体について、これを一応「故郷」と呼ぶこととし、法的保護に

値する利益と評価した上で、それが本件事故により侵害されたことによる損害につ

いて賠償を命ずることは、前記のとおり避難を余儀なくされた慰謝料や避難生活の

継続による慰謝料を算定しただけでは評価し尽くされない損害について、むしろ地

域社会全体が突然避難を余儀なくされて容易に帰還できず、仮に帰還できたとして

も、地域社会が大きく変容してしまったという本件の被害の実態に即した損害の評

価の在り方として適切である。 

この観点から、当裁判所は、避難前の故郷における生活の破壊・喪失による精神

的損害の慰謝料として、避難を余儀なくされた慰謝料とは別に、故郷の喪失又は変

容による有形、無形の損害ないし精神的苦痛を評価し、故郷の喪失又は変容による

慰謝料を算定することとする。 

(2) 故郷の喪失又は変容による慰謝料の額について 

当裁判所は、故郷の喪失又は変容の実情について、前記第 2 の 3 の前提事実及び

認定事実並びに第 5 の認定事実に基づき、本件事故による被害の大きさやこれによ

る故郷の喪失又は変容の実情に即し、本件事故時の生活の本拠における避難指示の

区分に応じて次のとおり金額を算定するのが相当であると判断する。 

帰還困難区域については、事故後 8年以上経っても帰還の目途が立たないことか

ら、地域共同生活の利益を将来にわたって全く失い、故郷が喪失したと評価しても

差し支えない。すなわち、帰還困難区域に生活の本拠を有していた原告らについて

は、現時点でも帰還可能時期の目途が立たず、実際上は、将来にわたって帰還の希

望が実現しないことが見込まれる。この点を考慮すれば、故郷の喪失による慰謝料

として、600万円を認めるのが相当である。 

居住制限区域及び避難指示解除準備区域については、事故から約 6年までに解除

されて帰還が可能になったとしても、社会生活上、このような長期間を経て地域共

同生活を取り戻すことは著しく困難であり、故郷が変容してしまったことにより、

地域共同生活の利益を損なわれ、有形、無形の損害及び精神的苦痛が生じたと認め

られる。慰謝料額の算定にあたっては、客観的には帰還することが可能な状況にあ

り、復興事業により当該地域の生活のインフラも物理的にはある程度回復している
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ことを考慮する必要があるが、同時に、仮に帰還したとしても従前の生活に戻れる

というものではなく、生活上の多大な不自由が続くことも、当然に考慮する必要が

ある。そこで、本件事故による地域共同生活の利益の侵害の程度や、地域社会が今

後の復旧復興により徐々に回復される可能性も考慮し、この地域においては、故郷

の変容による慰謝料として、100 万円を認めるのが相当である。 

緊急時避難準備区域については、事故から半年で解除され、避難の制度上は、通

常の生活が可能になったとしても、実際上は、多くの地域住民が避難したことによ

り、地域共同生活が相当に損なわれたことは否定できない。この点を考慮し、他方

で、比較的早期に復旧復興が進められている実情を考慮すれば、この地域において

は、故郷の変容による慰謝料として、50 万円を認めるのが相当である。 
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〇 東京高裁判決【小高訴訟】 

P.23 18行目～P.27 12 行目 

2 避難慰謝料について 

⑴ 本訴提起時原告らは，平成 23年 3月 11日当時，Ⅰ区等に生活の本拠としての住

所を有していた者であるところ，本件事故の発生とその後避難指示解除に至るまで

の避難指示に基づく本訴提起時原告らの避難等の状況は，引用に係る原判決（第 3

章第 1の 3の⑵ないし⑷）が説示するとおりである。そして，本訴提起時原告らは，

本件事故とそれによる居住地及びその周辺への放射性物質の飛来，これらによる避

難指示によって，十分な情報のないまま，何の準備もなく着の身着のままで避難所

等へ避難した後，避難指示や原則として立入りを禁じられる警戒区域の指定を受け，

生活用品の持ち出しもままならず，従前の学業，仕事，地域活動等の状況が激変す

る過酷な環境下で不自由な生活をせざるを得なかったこと，仮設住宅や借上げ住宅

の生活もけっして快適なものではなく，不便や苦痛の多いものであったこと，Ⅰ区

の避難指示が解除されたのは平成 28 年 7 月 12 日であり，実際に避難指示が解除さ

れるまでの期間が 5年 4か月に及び，長期にわたる避難生活を余儀なくされたこと，

しかも，避難中は避難指示解除の見通しも立たないという不安定な状況が長く続い

たこと，その中で，それまで一緒に暮らしてきた家族が別々に暮らさざるを得ない

という世帯分離の状態となった者も多数あること，平成 24年 4月に警戒区域が避難

指示解除準備区域及び居住制限区域に再編された後は住居における一定の活動が許

容されたもののなお制約も多かったことなどが，概ね本訴提起時原告らに共通する

事情として認められることも，引用に係る原判決（上記避難等の状況に係る引用部

分に加え，第 3 章第 1 の 6。ただし，前記補正後のもの。）が説示するとおりであ

る。 

⑵ 以上によれば，本訴提起時原告らは，一様に，本件事故により従前の生活の本拠

である住居地からの避難を余儀なくされてから避難指示が解除され帰還して日常生

活を再開できるようになるまでの間，従前の住居地以外での生活を余儀なくされ，

いつ帰還することができるか分からない状況のもと，従前の住居地での正常な日常

生活の維持・継続が長期間にわたり著しく阻害され，これにより多大の精神的苦痛

を受けたものと認められる。この場合の法益侵害としては，長期間にわたり従前の

住居地への帰還を禁止，制限されるという点で，憲法 22条 1項で保障される居住・

移転の自由に対する直接的な侵害に加え，本訴提起時原告らが本件事故前の住居地

において有していた平穏な日常生活を送る利益（以下「平穏生活権」ということが

ある。）という人格的利益（憲法 13条）に対する侵害も認められるというべきであ

る。 

⑶ 避難生活に伴う上記精神的苦痛の程度には，従前の生活状況や避難後の経過，家
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族状況等により個人差があることは否定できないが，前記⑴で指摘した事情は概ね

本訴提起時原告らに共通して認められる事情であり，また，精神的苦痛の程度が避

難期間の長さに比例して増大するものであることも本訴提起時原告らに共通して認

められる事情であることからすれば，共通損害としての避難慰謝料は，前記⑴で指

摘した事情に基づき，避難期間中の月額を決定した上で，これに避難に要する期間

（ただし，期間の終期については争いがある。）を乗ずることにより算出するのが

相当である。 

3 「Ⅰに生きる」ことの喪失に基づく慰謝料 

一審原告らは，本件事故によって本件事故前に本訴提起時原告らが有していたⅠの

包括生活基盤（本件包括生活基盤）が喪失し，その喪失は不可逆的な性質のもので

あり，避難指示が解除されたからといってこれが回復されることはないから，その

喪失につき，避難慰謝料とは別個の人格権侵害による共通損害として，1000万円の

損害賠償が認められるべきである旨主張する。 

前記 2 の避難慰謝料は，避難により従前の生活の本拠である住居地において平穏な

日常生活を送ることができなくなったことによる精神的苦痛を人格権侵害に基づき

賠償されるべき損害とするものであるが，かかる平穏生活権侵害はこれを支える従

前の住居地における生活基盤の喪失を必然的に伴うものである。この場合の生活基

盤の喪失は，時間の経過とともに従前の生活基盤とは別の新たな生活基盤が形成・

確立され，最終的には避難指示が解除されて従前の生活の本拠地に帰還し，そこで

の新たな生活を形成・確立することによって回復されることが前提となっていると

解される。しかし，一審原告らが主張する「Ⅰに生きる」ことの喪失に基づく慰謝

料の請求は，上記のような意味での生活基盤の喪失を問題とするものではなく，一

審原告らが本件事故前にⅠ区において享受していた生活基盤による利益（生活利益）

が，避難指示が解除され帰還が可能となっても回復されていないこと，すなわちⅠ

区における生活基盤による利益（生活利益）が本件事故により崩壊ないし著しく変

容したこと（生活利益が著しく害されていること）を，避難慰謝料では考慮されて

いない新たな損害として主張し，これによる精神的苦痛に対する慰謝料を求めてい

るものと解される。 

これに対し，一審被告は，一審原告らの主張する「Ⅰに生きる」ことの利益は独立

の被侵害利益とはいえず，その喪失・変容が独立の損害ともいえないし，一審被告

が提示している 1人月額 10万円の慰謝料には，本訴提起時原告らが避難指示以前に

享受していたコミュニティからの隔絶や生活基盤の喪失等による精神的苦痛に対す

る慰謝の趣旨を含んでおり，一審原告らの主張する「Ⅰに生きる」ことの喪失によ

る損害はこれに内包されていると主張するとともに，避難指示が解除されⅠに帰還

することが可能となった場合には，本件事故による上記権利侵害状態は解消される

旨主張するものである。 
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そこで，一審原告らが主張する「Ⅰに生きる」ことの喪失による損害を，避難生活

による損害（避難慰謝料）とは別個の損害として賠償の対象とすべきかどうかにつ

いて検討するに，地域の住民が従前属していた自らの生活の本拠である住居地を中

心とする衣食住，家庭生活，学業・職業・地域活動等の生活全般の基盤及びそれを

軸とする各人の属するコミュニティ等における人間関係において継続的かつ安定的

に生活する利益（生活基盤に関する利益）は，人間としての生活や健全な人格形成

等の基礎となるものであり，それが法的保護に値する利益であることは明らかであ

って，憲法 13条に根拠を有する人格的利益であると解されるから，それが侵害され

たと認められる場合には，少なくともこれによって被った精神的損害は慰謝料算定

の要素として考慮すべきものというべきである。そして，その場合には，前記 2 の

趣旨の避難慰謝料には内包されない損害が含まれることも否定し難いところであり，

その意味において，上記のような生活基盤に関する利益を，「Ⅰに生きる」ことの

利益と呼ぶことも可能であると解される。 

そうすると，本件において検討されるべきは，本訴提訴時原告らがⅠ区において従

前有していた生活基盤に関する利益が侵害されたといえるかどうかであり，本件事

故により，Ⅰ区における生活基盤に関する利益が侵害されたといえるほどに，帰還

が可能となった時点以降も，Ⅰ区における生活基盤が喪失あるいは変容していると

いえるかどうかである。 

4 Ⅰ区における包括生活基盤の喪失ないし著しい変容の有無等について 

本訴提起時原告らが本件事故前にⅠ区において有していた生活基盤が侵害されたと

いえるかどうかを検討するに当たり，まずはⅠ区における生活基盤が本件事故によ

り喪失ないし変容したといえるかどうか，すなわち，避難指示が解除され帰還可能

となった後にもⅠ区における生活基盤に関する利益が失われたままであるといえる

かどうか，そして，それが認められるとして，その包括生活基盤の喪失ないし変容

について本訴提起時原告らが被った精神的苦痛に対して避難慰謝料とは別に慰謝料

を認めるべきかどうかについて，以下検討する。 

なお，一審原告らが求める上記慰謝料請求は，避難慰謝料同様，一審原告ら全員に

共通する損害の賠償請求であり，本訴提起時原告らのうち一部の者にとって必要か

つ重要な従前のⅠ区における生活基盤が喪失・変容したからといって，それだけで

は共通損害の発生を認めることはできず，本訴提起時原告ら全員に共通する損害と

して精神的苦痛をもたらす生活基盤の喪失・変容があることが必要である。その意

味において，上記慰謝料請求は，本訴提起時原告らが被った精神的損害全てを賠償

の対象とするものではなく，その対象は，性質上，限定的なものとならざるを得な

い。 

P.30 22行目～P.33 18 行目 

(5) 共通損害としての包括生活基盤の著しい変容の有無について 
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本訴提起時原告らは，本件事故前から，Ⅰ区等を生活の本拠として居住し，学校，

家族，地域，職場等において各人が築き上げてきた生活基盤に支えられて平穏な生

活を営んでいた者であるところ，平成 23 年 3 月 11 日に本件事故により広範囲かつ

大規模に放射性物質の放出がもたらされたことから，政府等による避難指示により，

何の準備もなく突然従前の生活の本拠から切り離され，Ⅰ区等のほぼ全域の住民が

避難生活を余儀なくされ，平成 28 年 7 月 12 日の避難指示解除まで 5 年 4 か月にわ

たって従前の生活の本拠地への帰還を許されず，その間，Ⅰ区という統合されて機

能していた一つの地域社会がその活動をほぼ完全に停止し，個々の住民は，平成 27

年 6月 12日に避難指示解除の見通しがつくまで不安な状態に置かれ，地域社会全体

としての復興に向けた取組みが阻害される状態が相当期間継続したものであり，こ

れらの事情は，本訴提起時原告ら全員に共通して認められる事情である。 

このような長期間にわたる避難生活の後に従前の生活の本拠地への帰還が許された

としても，地域全体の住民が避難を強いられ，その間地域における社会活動がほぼ

全面的に停止していたことからすれば，前述した個人の平穏な生活を支えていた生

活基盤が大きく変容する状況となることは当然想定されるところである。実際にも，

前記⑵で述べたとおり，生活インフラ等が本件事故以前の水準に回復するにはなお

相当の期間を要しその間通常の生活を送る上で相当の不便等が生じることに加え，

前記認定に係る本件事故発生から避難生活を経て避難解除後現在に至る多くの本訴

提起時原告らの生活状況をみても，本件事故前に各人が享有していた生活の基盤（3

世代家族同居のもとで家族に見守られて老後生活を送っていた高齢者，大学卒業後

地元への貢献を志して地元に戻り就職し結婚した女性，地元の学校に進学して卒業

後も地元での就職を考えていた未成年者等，その形態は様々である。）は，本件事

故に基づく長期間の避難生活等により，その程度や内容に差があるとはいえ，一様

に大きく変容したことがうかがわれる。そして，避難指示が解除されて従前の住居

地に帰還が可能な状況になった現時点（当審口頭弁論終結時）においても，本件事

故前のⅠ区における生活基盤は回復されておらず，回復可能かどうかも不確定であ

り，仮に今後も継続される復興の取組み等によって回復されるとしても相当長期間

を要することが見込まれるところである。また，前記認定のとおり，平成 23年 3月

11 日時点で 1 万 2842 人であったⅠ区の人口は，避難指示解除により帰還可能とな

って相当期間が経過した後の平成 31 年 5 月 31 日時点でも 3578 人にとどまってお

り，うち高齢者の占める割合が高い比率を占めているのは，若い世代が，従前の生

活基盤が大きく変容し，未だ整備されていないことにより，就労場所や子育ての環

境等が整っていないなどとして，帰還を断念して避難先に新たな生活基盤を求め又

は帰還を躊躇していることに起因すると認められ，そのことは，一審原告らの各陳

述書（当審において提出されたものを含む。以下同じ。）及び一審原告らの各本人

尋問の結果において一審原告らが一様に述べるところである。そして，帰還者が少
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ないこと，特に多くの若い世代や子どもがⅠ区に帰還しないこと自体が，生活イン

フラの復旧等の生活基盤の回復を阻害する大きな要因となっていると認められる。

そして，これら本訴提起時原告らの生活基盤の変容は，本件事故に伴う避難指示に

よって地域全体の住民が避難し，一つに統合されて機能していた地域社会が長期間

にわたってその活動をほぼ完全に停止したことに起因して生じたものであることは

前記のとおりである。 

したがって，上記のような著しい生活基盤の変容に基づく損害は，人の現実の生活

や営みということを考えると，避難指示により従前の生活の本拠における生活基盤

から切り離されたこと自体に基づく精神的損害とは別個の損害というべきであって，

避難慰謝料とは別に慰謝料による賠償の対象となると認めるのが相当である。前記

認定によれば，本訴提起時原告らの中には，避難指示解除後も，避難期間中に避難

先その他別の場所で定住するなどしたことによりⅠ区に帰還していない者も多いが，

一審原告らの各陳述書及び一審原告らの各本人尋問の結果によれば，これらの者も

Ⅰ区における生活を望みながら，先の見えない避難生活が続く中で，子どもの養育

監護や家族の介護等のためやむを得ず新しい生活基盤の中での生活を選択せざるを

得ない状況等となったために帰還できなかったと認めるのが相当であり，避難指示

解除後にⅠ区等に帰還しないことがその任意かつ主体的な判断によるものとはいえ

ないから，そのことによって，従前の生活基盤の著しい変容を原因とする精神的損

害に対する賠償が不要となるものではない。 

以下，避難慰謝料とは別の損害として認められる上記慰謝料につき，その根拠とな

る生活基盤の変容を「本件生活基盤変容」，これに基づく精神的損害を「本件生活

基盤変容に基づく損害」，この精神的苦痛に基づいて認められる慰謝料を「本件生

活基盤変容に基づく慰謝料」ということがある。 

なお，一審原告らが請求するのは本訴提起時原告ら全員に共通する精神的損害とし

ての慰謝料であり，同原告らがそれぞれ享有していた，本件事故前の生活基盤及び

これから得ていた利益，これに対して抱いていた愛着の程度，その喪失及び変容の

程度，現在の生活基盤から得ている利益の程度等は，相応に多種多様であって，個

別性の大きいものもあるから，共通損害として認められる本件生活基盤変容に基づ

く慰謝料金額は，本訴提起時原告ら全員につき共通して認められる前記事情に基づ

き，一部限定的に算定されることとなるのはやむを得ないところであって，共通損

害に含まれない各人の個々の具体的事情による損害は，別途共通損害を超える個別

の損害に基づく慰謝料請求（残部請求）において考慮されることになるものと解す

るほかはない。 

また，本件生活基盤変容に基づく慰謝料と避難慰謝料とは，本件事故前に本訴提起

時原告らが生活の本拠地において営んでいた平穏な日常生活を営む利益（平穏生活

権）を被侵害利益として含んでいる点において共通しているものの，避難慰謝料は，
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避難を要する期間中従前の生活の本拠から強制的に引き離されること自体を日々発

生する損害と評価されるものであるのに対し，本件生活基盤変容に基づく慰謝料は，

本件事故前のⅠ区における生活基盤に比して，避難指示解除以降のⅠ区における生

活基盤が著しく損なわれた状況にあることによる利便性，安定性及び安心性等の変

化をもって，本件事故による生活基盤の変容による損害と評価するものである。 
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〇 仙台高裁判決【生業訴訟】 

P.235 3行目～P.237 8 行目 

(2)「ふるさと喪失」損害の賠償請求 
旧居住地が帰還困難区域，旧居住制限区域又は旧避難指示解除準備区域である提訴

時一審原告らのうち 40人（「ふるさと喪失」一審原告。前注参照）は，原状回復及

び平穏生活権侵害に基づく損害賠償を求める訴え（第 1 事件及び第 3 ないし第 5 事

件）と別個に「ふるさと喪失」損害に基づく損害賠償を求める訴え（第 2又は第 6事

件）を提起している。 

一審原告らは，平穏生活権侵害に基づく損害賠償請求と「ふるさと喪失」損害に基

づく損害賠償請求の関係について，本件事故によって「包括的生活利益としての人

格権」が侵害されたことにより，①「生存と人格形成の基盤」の破壊・毀損（生存と

人格形成の基盤の法益が破壊ないし損傷を受けたこと）による損害と，②「日常的

な幸福追求による自己実現」の阻害（幸福追求・価値を選択しながら普通の日常生

活を営む法益が破壊ないし損傷を受けたこと）による損害の 2 つの類型の被害が現

れていることに基づき，これを基礎として包括慰謝料請求を 2 つに区分して請求し

ているものであるとした上で（一審原告ら控訴理由書 166 頁以下等），全ての提訴

時一審原告らについて，中間指針等が認める損害を除いて一律に月額 5 万円の平穏

生活権侵害に基づく慰謝料（弁護士費用を除く。）を請求するとともに，そのうち

40人（「ふるさと喪失」一審原告）は，上記①の損害の賠償を特に取り出してこれ

を上記①に係る損害として別に訴えを提起していたものであるから，これらの一審

原告らについては，平穏生活権侵害に基づく損害賠償としては上記②に係る損害の

みを請求していることになるものの，「ふるさと喪失」一審原告ら以外の帰還困難

区域，居住制限区域又は避難指示解除準備区域を旧居住地とする一審原告らは，上

記①に係る損害が生じていることは同様であるにもかかわらずその損害の賠償を特

に取り出して別に訴えを提起していない以上，これらの一審原告らの関係では，平

穏生活権侵害に基づく損害賠償として，上記②に係る損害に加えて，上記①の損害

も合わせてその中で請求する趣旨である旨主張している（一審原告ら控訴理由書 205

頁以下，控訴審準備書面（被害 3）16頁以下）。 

 一審原告らの主張は，一つの「平穏生活権侵害に基づく損害」という言葉を，「ふ

るさと喪失」一審原告らについては上記②のみを指すものとして使い，それ以外の

一審原告らについては上記①及び②の双方を指すものとして使っており，若干分か

りづらい面があることは否めないものの，主張それ自体が不合理であるとか失当で

あるとかいうことはできない以上，当裁判所は，一審原告らの主張が上記の趣旨で

あるものとして判断すべきであると考える。したがって，原判決が，この点，一審

原告らの主張を合理的に意思解釈したとして，一審原告らは，本件事故により，継
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続的に発生する性質の損害を「平穏生活権」侵害による損害として，継続的でなく，

一回的に発生する性質の損害を「ふるさと喪失」による損害として，それぞれ他方

の請求を明示的に除外して請求しているものと解した上で，「ふるさと喪失」一審

原告以外の一審原告らについてはこの前者のみを請求しているものと整理している

点は相当ではない。 

以上の前提を踏まえ，本判決においては，一審原告らの主張する上記①の「生存と

人格形成の基盤」の破壊・毀損（生存と人格形成の基盤の法益が破壊ないし損傷を

受けたこと）による損害を「ふるさと喪失」損害と呼称することとし，これは，請

求の趣旨第 3 項（控訴の趣旨第 4 項）の損害賠償請求（弁護士費用相当額部分を除

く，600万円の損害賠償請求）の被侵害法益として審理の対象となる権利利益の侵害

であるだけでなく，同請求に係る訴えを提起していない「ふるさと喪失」一審原告

以外の一審原告らについても，請求の趣旨第 2 項（控訴の趣旨第 3 項）の損害賠償

請求（弁護士費用相当額部分を除く，月額 5 万円の平穏生活権侵害に基づく損害賠

償請求）の被侵害法益として審理の対象となる権利利益の侵害であると整理した上

で，これらの侵害が認められるかを判断することとする。 

 

P.237 9行目～P.238 13 行目 

(3) 中間指針等の月額 10 万円等の慰謝料の性格 
一審原告らは，原賠審による中間指針等が後掲のとおり一人月額 10万円又はこれに

加えて 1000万円の慰謝料を認めている点（避難指示等区分によって機関や額は異な

る。）について，上記(2)②の「日常的な幸福追求による自己実現」の阻害による損

害のみを賠償の対象としており，①の「生存と人格形成の基盤」の破壊・毀損によ

る損害はその対象としていないと主張しているところ（控訴理由書 189 頁以下，控

訴審準備書面（被害 3）18頁以下），仮にこの主張が，中間指針等で定められた月額

10万円等の慰謝料では評価されていない他の損害項目（上記①の損害等）も存在す

るのであるから中間指針等の慰謝料額を超える額が裁判により認められることも不

合理ではない旨の主張であるならば格別，そうではなく，本判決によって認められ

る「ふるさと喪失」損害に基づく損害賠償の額から中間指針の慰謝料額を控除する

ことは認められるべきではない旨の主張であるとすれば，採用することができない。

なんとなれば，一審原告らの整理する上記①の損害も②の損害もいずれも本件事故

という原因事実及びこれによって生じた精神的損害という被侵害利益を共通にする

ものであるから，これらに基づく損害賠償請求権は同一の訴訟物であると解すべき

ところ（最高裁昭和 48年 4月 5日第一小法廷判決・民集 27巻 3号 419頁参照），中

間指針等では，本件事故と相当因果関係のある損害であれば「原子力損害」（原賠法

3条）に該当するから生命・身体的損害を伴わない精神的損害（慰謝料）についても

相当因果関係が認められる限り賠償すべき損害というべきであるとした上で，上記
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の月額 10万円等の慰謝料を目安とするとしており，精神的損害（慰謝料）の中で特

に上記②のみを対象とするような趣旨や，上記①を対象から外すような趣旨は読み

取れないから，中間指針等で定めた慰謝料は，本訴における訴訟物と同一の被侵害

利益に係る賠償義務というべきだからである。したがって，当裁判所は，本判決に

おいて，一審原告らが主張する上記①及び②の損害いずれであっても，「中間指針等

による賠償額」を超える部分に限って請求を認容することとする。 

 

P.241 3行目～25行目 

第 2 損害の有無及び損害額の判断の在り方 
1一審原告らの主張の整理 

上記第 1の 3(2)で整理したとおり，一審原告らは，本件事故によって「包括的生活

利益としての人格権」が侵害されたことにより，①「生存と人格形成の基盤」の破

壊・毀損（生存と人格形成の基盤の法益が破壊ないし損傷を受けたこと）による損

害と，②「日常的な幸福追求による自己実現」の阻害（幸福追求・価値を選択しなが

ら普通の日常生活を営む法益が破壊ないし損傷を受けたこと）による損害の 2 つの

類型の被害が生じているとした上で，「ふるさと喪失」一審原告らについては，上記

①が「ふるさと喪失」損害に，上記②が「平穏生活権侵害に基づく損害」に当たると

主張し，それ以外の一審原告らについては，上記①及び②の双方が「平穏生活権侵

害に基づく損害」に含まれるものと主張している。 

そして，一審原告らの主張を全体を通してみれば，上記②に係る被侵害法益の内実

は，人が，生活の本拠において生まれ，育ち，職業を選択して生業（なりわい）を営

み，家族，生活環境，地域コミュニティとの関わりにおいて人格を形成し，幸福を

追求してゆくという，全人格的な生活（一審原告らのいう「日常的な幸福追求によ

る自己実現」）が広く含まれ，上記①に係る被侵害法益の内実は，そのように，人が

人格を形成し幸福を追求していくべき全人格的な生活の本拠そのもの（一審原告ら

のいう「生存と人格形成の基盤」）が広く含まれると主張しているものと解するの

が相当であるから，当裁判所は，これらが破壊・毀損ないし阻害されたかを判断す

ることとする。 

 

P.295 16 行目～P.296 23 行目 

(3)全中間指針の位置付け 

上記⑵のような議論の経過によれば，個別具体的な事情に応じた本件事故と相当因

果関係のある損害は別途あり得るので，それは全中間指針で定める基準の外で損害

賠償がされるべきであるという前提で，全中間指針は，本件事故と相当因果関係の

ある，日常生活の阻害や故郷の喪失による精神的損害（比較的僅少で個人差が余り

ないと考えられる生活費の増額分も含む。）に対する損害賠償額を，簡易迅速な損害
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回復を旨とするため支払う側の当事者である一審被告 

東電も納得し支払を拒否しないような金額として妥当な額を基準として打ち出した

ものであるということができる。そして，その額を定める議論においては，交通事

故損害賠償訴訟における基準や参考となり得る判例が参照されたが，本件事故と類

似の事例は見つからなかったため，最終的には，交通事故や参考裁判例の事例との

違いを意識しながら，法学者及び放射線の専門家等から構成された原賠審の委員か

ら出された意見の平均的な額を基準にするなどして，全中間指針における賠償の基

準額は定められた。20ｍSv/yを下回る低線量の地域住民については，単なる根拠の

ない不安を損害とみなすものではなく，低線量被曝は健康被害があるけれどもそれ

がどの程度のものか分からないという知見を基にしつつ，取り分け本件事故直後に

は，公的に公表されたデータ以外に非公式に様々な情報が飛び交っていた状況を考

慮に入れ，本件事故により住民が危険性や恐怖・不安を覚えて自主的に避難するこ

とに合理性があるかという観点から相当因果関係の有無を検討する必要があるとさ

れた。 

以上によれば，全中間指針において定められた額は，指針策定当時までの事情を基

に，個別事情を捨象して当該地域に居住していた全住民に共通する損害項目を考慮

に入れながら，一審被告東電側も任意の支払を拒否することのないように合理的と

考えられる額として定められたものと解されるから，任意の支払を念頭に置いた和

解金的な色彩があることは否定できないところである。そうすると，本訴において，

口頭弁論終結時までの事情を基に，一審被告東電による任意の支払を期待するとい

う要素を考慮に入れずに，本件事故と相当因果関係のある損害額を定める場合に，

全中間指針における基準額よりも高い額となることは，ある意味では自然な結果で

あるともいえる。 

 

P.326 26 行目～P.508 14 行目 

第 4 相当因果関係（各論） 
1 一審原告らの旧居住地ないし居住地の状況等（P.327～） 

2 グループごとの検討（P.360～） 

3 旧居住地が帰還困難区域並びに大熊町及び双葉町の居住制限区域及び避難指示解

除準備区域（以下「帰還困難区域等」という。）である一審原告らについて（P.362

～） 

4 旧居住地が旧居住制限区域である一審原告ら（ 旧居住地が大熊町の旧居住制限区

域である一審原告らを除く。以下，本項において同じ。）について（P.374～） 

5 旧居住地が旧避難指示解除準備区域である一審原告ら（旧居住地が大熊町，双葉

町の旧避難指示解除準備区域である一審原告らを除く。以下，本項において同じ。）

について(P.383～) 
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6 旧居住地が旧緊急時避難準備区域である一審原告らについて（P.389～） 

7 旧居住地が旧特定避難勧奨地点である一審原告らについて（P.401～） 

8 旧居住地が旧一時避難要請区域である一審原告らについて（P.405～） 

9 旧居住地が自主的避難等対象区域である一審原告らについて（P.409～） 

10 旧居住地が県南地域及び宮城県丸森町である一審原告らについて（P.472～） 

11 旧居住地が上記 3～10以外の地域である一審原告らについて（P.486～） 

 

（以下、P.360 24行目～P.361 18行目） 

2 グループごとの検討 
前記第 1 の 7 のとおり，原審口頭弁論終結日（平成 29 年 3 月 21 日）以降，避難指

示区域のうち，平成 29 年 3 月 31 日から 4 月 1 日にかけて，飯舘村，浪江町，川俣

町，富岡町の居住制限区域，避難指示解除準備区域の設定が解除され，平成 31年 4

月 10日，大熊町の居住制限区域及び避難指示解除準備区域の設定が解除された。ま

た，当審口頭弁論終結後である令和 2 年 3 月 4 日には双葉町の避難指示解除準備区

域全て及び帰還困難区域の一部が，同月 5 日には大熊町の，同月 10 日には富岡町

の，いずれも帰還困難区域の一部が，それぞれ解除予定である。 

以上を前提にすると，当審における一律請求についても，原審と同様に，政府によ

る避難指示区域等に沿って分類可能な，①帰還困難区域並びに大熊町及び双葉町の

居住制限区域及び避難指示解除準備区域，②旧居住制限区域（大熊町を除く。），③

旧避難指示解除準備区域（大熊町，双葉町を除く。），④旧特定避難勧奨地点，⑤旧

緊急時避難準備区域及び⑥旧一時避難要請区域の六つ（なお，本件訴訟には，旧居

住地が旧屋内退避区域（解除後に緊急時避難準備区域に設定された地域を除く。）で

ある一審原告はいない。），中間指針等に沿って分類可能な，⑦自主的避難等対象区

域及び⑧県南地域及び宮城県丸森町の二つ，並びに⑨上記以外の地域の合計九つの

グループ（このうち⑨については更に地域ごとに検討する。）に分類して判断するの

が相当である。 

 

3 旧居住地が帰還困難区域並びに大熊町及び双葉町の居住制限区域及び避難指示解

除準備区域（ 以下「帰還困難区域等」という。）である一審原告らについて 
(1)認定事実 

（以下、P.363 23行目～P.367 26行目） 

ウ 帰還困難区域等旧居住者の受けた被害 

帰還困難区域等を旧居住地とする一審原告らについて，各一審原告の受けた被害は

それぞれの状況に応じて様々であるが，おおむね，次のような被害を被っていると

認められる。 

(ア)居住・移転の自由の制限 
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帰還困難区域においては，区域境界に物理的な防護措置が実施され，基本的には立

入りが禁止されており，一時立入りを実施する場合には，スクリーニングを確実に

実施し，個人線量管理や防護装備の着用が徹底されるなど，様々な制限がある（原

判決が引用する証拠のほか，当審における現地進行協議等による弁論の全趣旨）。 

帰還困難区域等の大半は旧警戒区域であり，そうでない区域も避難区域又は計画的

避難区域であった区域であって，強制避難の対象であったため，この区域の一審原

告らの多くは，本件事故が起きた 3月 11日頃に取るものも取り敢えず避難したまま

自宅に帰ることができていなかったり，自宅を避難した当時のまま放置せざるを得

なかったりといった状況が続いている（一審原告Ｈ－111，当審における現地進行協

議等による弁論の全趣旨）。 

原災法 20条 3項に基づいて設定された避難区域，計画的避難区域，避難指示区域へ

の立入りには罰則はないが，原災法（平成 24 年法律第 47 号による改正前のもの）

28条 2項，災害対策基本法 63条 1項に基づいて設定された警戒区域への立入りは，

10万円以下の罰金又は拘留という刑事罰をもって禁止されていた（災害対策基本法

116条 2号）。 

このように，帰還困難区域等に生活の本拠を有していた一審原告らは，罰則の有無

にかかわらず，生活の本拠において居住を継続する権利（居住及び移転の自由）を

制約されたものである。 

(イ)旧居住地の汚染 

帰還困難区域は，平成 23 年 12 月 26 日時点において空間線量率が 50ｍSv/y を超え

る地域であり，社会システム工学者である沢野伸浩が平成 25年 11月 19日第 8次航

空機モニタリングの結果を計算処理した結果によれば，平成 25年 11月 19日時点に

おいても，双葉町において最大 42.23μSv/h（年間追加被曝線量は 222.05ｍSv/y相

当。μSv/hの数値から 0.04を引いて 0.19で割り，小数点以下 3桁を四捨五入する

簡易な換算方式（1日のうち屋外に 8時間，屋内（遮蔽効果（0.4 倍）のある木造家

屋）に 16時間滞在するという生活パターンを仮定。甲Ｂ97参照）で計算したもの。

以下，同様の換算方式による年間追加被曝線量相当値を括弧内に表記する。），浪江

町において最大約 39.96μSv/h（210.11ｍSv/y 相当），大熊町において最大約

37.04μSv/h（194.74ｍSv/y相当）といった，100ｍSv/yを超える空間線量率が現れ

ていた。 

このような放射性物質による旧居住地の汚染は，単に旧居住地の土地建物の経済的

価値を毀損しているだけでなく，旧居住地への帰還を困難にさせて，帰還困難区域

旧居住者に多大な精神的苦痛を与え続けているものというべきである。 

(ウ)日常生活の阻害 

帰還困難区域等に居住していた一審原告らは全員が避難を強いられたところ，自宅

以外での生活を長期間余儀なくされ，正常な日常生活の維持・継続が長期間にわた



 

66 

り著しく阻害された。一審原告らの中には，いまだ仮設住宅等における避難生活を

強いられている者もいるほか，新たに住居を構えた一審原告らにおいても，生活の

糧となる生業の変更を余儀なくされるなど，避難前と同様の日常生活が回復できて

いるとはいえず，原告らの属性にかかわらず，日常生活の阻害は長期化しているも

のといえる。 

(エ)長期間の設定による今後の生活の見通しに対する不安，帰還困難による不安 

本件事故から 6か月が経過した後の平成 23年 10月 1日時点においても，避難区域・

警戒区域（飯舘村及び南相馬市の一部の帰還困難区域においては計画的避難区域）

が解除されず，避難指示区域の見直しまで今後の生活の見通しが立たない不安が増

大する状況にあり，平成 23 年 12 月 16 日から平成 25 年 8 月 8 日までの間に避難指

示区域が見直された後も，帰還困難区域等として長期間にわたり帰還が不可能な状

況となったことによる不安が継続した。そして，本件事故から約 9 年間が経過した

今なお，ＪＲ常磐線の沿線のごく一部の地域を除き帰還困難区域の避難指示の解除

がいつされるか不透明な状況であり，帰還できる日を待ち望む者もいれば，もはや

帰還することに期待を寄せられる状況ではなくなった者もいるなど，不安定な状況

を強いられている。一審原告らの被った精神的苦痛は，時の経過によっても容易に

癒やされず，将来的な見通しが立たず人生設計の建てようがない状況が長期化する

ことによって，むしろ増大した側面もあるというべきである。 

(オ)生活費の増加 

また，帰還困難区域等からの避難者は，避難生活によって多かれ少なかれ生活費が

増加したと推認されるところ，個別に相当因果関係の立証が可能なものについては

積極損害として別途賠償されるべきであり，現に一審被告東電により賠償がされて

いるものの，個別に相当因果関係の立証が困難なものも多数発生していると推認さ

れる。したがって，このことは慰謝料の増額要素として考慮するのが相当である。

なお，原賠審による全中間指針作成に係る議論においても，生活費の増加について

は精神的損害に対する賠償額を算定する際に加味することとされたことについては

前示（前記第 2の 6）のとおりである。 

(カ)ふるさとの喪失 

一個人にとって，その居住地は，単にそこで生活をするというだけではなく，その

地において様々な事や物を享受したり，コミュニティにおける他人との交流を深め

たりしながら，人格を形成していく基盤でもあるというべきであって，第 5 節第 2

の 3 にも前示したとおり，基本的な社会的インフラや生活の糧を取得する手段にと

どまらず，家庭・地域コミュニティを育む物理的・社会的諸要素，周囲の環境・自

然，帰るべき地・心の拠り所となる地・思い出の地等としての「ふるさと」としての

居住地の持つ意味合いなどを考慮に入れて，一審原告らの受けた精神的損害を評価

すべきである。 
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そうすると，帰還困難区域等の一審原告らにおいては，極めて限定された区域を除

き，本件事故から 9 年を経ようとする今もなお帰還困難区域の指示解除の目途さえ

立っていない状況であること（なお，一審原告Ｈ－65，518 は，平成 25 年 10 月 31

日に帰還困難区域に設定された旧居住地所在の旧自宅に測定に来た放射線測定士か

ら「ここには 100 年帰れません。」と言われた旨陳述している（甲Ｈ65 の 1 の 3）。）

に鑑みて，「生存と人格形成の基盤」を一個人の人生のスパンで見ればほぼ不可逆的

に破壊・毀損されたというべきである。 

（以下、P.368 1 行目～P.368 15 行目） 

(2)検討 

ア 評価（ 損害額） 

上記(1)のとおり，帰還困難区域等を旧居住地とする一審原告らは，生活の本拠であ

った旧居住地から強制的に転居させられ，長期にわたる不自由な避難生活の継続を

余儀なくされるとともに，旧居住地の状況把握さえままならないままこれを放置せ

ざるを得ない状況が続き，本件事故から 9 年間近くを経た今なお旧居住地が元どお

りになることに対して期待を寄せることができない状況でいるのであるから，一審

原告らが平穏生活権を侵害されたことは明らかであり，賠償に値する精神的苦痛を

被ったものと認められる。 

以上を前提に，平穏生活権侵害に基づく慰謝料の額を算定すると，その額は，①強

制的に転居させられた点について 150 万円，②避難生活の継続を余儀なくされたこ

とについて月額 10 万円，③「ふるさと喪失」について 600 万円と評価すべきであ

る。 

 

4 旧居住地が旧居住制限区域である一審原告ら（ 旧居住地が大熊町の旧居住制限

区域である一審原告らを除く。以下，本項において同じ。） について 
(1)認定事実 

（以下、P.377 10行目～P.379 18行目） 

イ 旧居住制限区域旧居住者の受けた被害 

旧居住制限区域を旧居住地とする一審原告らについて，各一審原告の受けた被害は

それぞれの状況に応じて様々であるが，帰還困難区域と同様，おおむね，次のよう

な被害を被っていると認められる。 

旧居住制限区域においては，上記アのとおり，住民の一時帰宅などは可能であった

が，宿泊は禁止され，同区域内への不要不急の立入りは控え，用事が終わったら速

やかに退出することが求められるなど，様々な制限があった。 

前示のとおり，早い地域では平成 27 年 9 月 5 日に，遅い地域でも平成 29 年 4 月 1

日に，大熊町を除く旧居住制限区域は設定が解除されているものの，避難を余儀な

くされた平成 23年 3月以降，設定がされていた決して短いとはいえない期間に，既
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に生活の本拠を別の地へ移し，もはやふるさとに戻ることは考えようがない者が多

いことは，上記アに認定した各事実，取り分け，設定解除後もなかなか帰還率が上

がっていないことや，実際にそこに旧居住地を有していた一審原告Ｈ－2，同Ｈ－18，

同Ｈ－94らの状況を勘案すれば，推認するに難くない。 

このように，旧居住制限区域に生活の本拠を有していた一審原告らは，現時点まで

に既に設定の全てが解除されているとしても，生活の本拠において居住を継続する

権利（居住及び移転の自由）を大きく制約された。また，避難生活の継続によって

正常な日常生活の維持・継続が長期間にわたり著しく阻害され，本件事故以降，今

後の生活の見通しが立たない不安が増大する状況にあり，避難指示区域が見直され

た後も，いつ自宅に戻れるか分からないという不安な状態が継続したこと，空間線

量率も安心して居住できるほど低くはないこと，生活費が増加していること，「ふる

さと」の少なくとも一部が破壊・毀損されたこと等については，帰還困難区域と同

等又はそれに準じるものである。 

なお，原判決は，旧居住制限区域に係る「ふるさと喪失」損害について，継続的賠償

とは別途の確定的，不可逆的損害が発生しているとは認められないとしてこれを否

定している（原判決 291頁 11行目から 293頁 9行目まで）。これは，原判決が，「ふ

るさと喪失」損害を，帰還が社会通念上不能となった時点において，平穏生活権侵

害による継続的損害の賠償を終了させ，確定的，不可逆的な損害を定額に包括評価

して賠償を終了させることが許されると解した上で，そのような確定的，不可逆的

な損害を「ふるさと喪失」損害と位置付けていることから来るものでもあると解さ

れるところ（原判決 288頁 7行目から 289頁 13行目まで），当裁判所は，「ふるさと

喪失」損害をそのような確定的，不可逆的な損害に限る必然性はなく，あくまでも，

一審原告ら主張に係る「ふるさと喪失」損害は，本件事故と相当因果関係のある「生

存と人格形成の基盤」の破壊・毀損であると捉えるべきであると考えるものである

（前記第 5節第 2の 1及び 2）。したがって，より端的に，そのような意味における

「ふるさと喪失」損害が旧居住制限区域について発生しているかを判断すると，前

記 1 で認定した一審原告らの旧居住地ないし居住地の状況等や，上記アの認定事実

等に鑑みれば，旧居住制限区域の一審原告らにおいては，既に全ての避難指示が解

除されており，帰還困難区域等よりはその程度が低いとはいえるものの，本件事故

から 9 年を経ようとする今もなお様々な社会インフラ等の状況は本件事故前の状態

とは程遠く，帰還率も上がっていない状況であると認められ，一個人の人生のスパ

ンで見れば，「生存と人格形成の基盤」を相当程度破壊・毀損されたというべきであ

る（したがって，ここで生じている「ふるさと喪失」損害は，帰還困難区域等の居住

者と同一のものというわけではなく，「ふるさと変容」損害などの呼称がより適切と

も考えられないではないが，本件訴訟における一審原告らの主張に鑑み，上記のよ

うな理解の下で「ふるさと喪失」損害として取り扱うこととする。この点は後記の



 

69 

旧避難指示解除準備区域についても同様である。）。 

（以下、P.379 1 行目～P.380 11行目） 

(2)検討 

ア評価（損害額） 

上記(1)のとおり，旧居住制限区域を旧居住地とする一審原告らは，生活の本拠であ

った旧居住地から強制的に転居させられ，長期にわたる不自由な避難生活の継続を

余儀なくされるとともに，一時帰宅は可能であったとしても，空間線量率の高い地

域に帰宅することは精神的に容易ではないため，事実上旧居住地の状況把握さえま

まならず放置せざるを得ない状況が，本件事故から短くても 4 年半余り，長いとこ

ろでは 6 年余りの間継続した結果，解除から約 3 年ないし 4 年半経った現在もなお

旧居住地への帰還に踏み切ることができなかったり，既に諦めたりしている者も少

なくない状況でいるのであるから，一審原告らが平穏生活権を侵害されたことは明

らかであり，賠償に値する精神的苦痛を被ったものと認められる。 

以上を前提に，平穏生活権侵害に基づく慰謝料の額を算定すると，その額は，①強

制的に転居させられた点については帰還困難区域と同額である 150 万円，②避難生

活の継続を余儀なくされたことについてやはり帰還困難区域と同額である月額 10

万円，③「ふるさと喪失」については，150万円と評価すべきである。 

 

5 旧居住地が旧避難指示解除準備区域である一審原告ら（ 旧居住地が大熊町， 双
葉町の旧避難指示解除準備区域である一審原告らを除く。以下，本項において同じ。） 
について 
(1)認定事実 

（以下、P.384 17行目～P.386 17行目） 

イ旧避難指示解除準備区域旧居住者の受けた被害 

旧避難指示解除準備区域を旧居住地とする一審原告らについて，各一審原告の受け

た被害はそれぞれの状況に応じて様々であるが，旧居住制限区域と同様，おおむね

次のような被害を被っていると認められる。 

旧避難指示解除準備区域においては，上記アのとおり，住民の一時帰宅などは可能

であったが，区域内での宿泊や，区域外からの集客を主とする事業，区域内での宿

泊者の存在を前提に実施される事業等が禁止されるなど，様々な制限があった。 

前示のとおり，早い地域では平成 26 年 4 月 1 日に，遅い地域でも平成 29 年 4 月 1

日に，大熊町及び双葉町を除く旧避難指示解除準備区域は設定が解除されているも

のの，避難を余儀なくされた平成 23年 3月以降，設定がされていた決して短いとは

いえない期間に，既に生活の本拠を別の地へ移し，もはやふるさとに戻ることは考

えようがない者が多いことは，上記 1 に認定した各事実，取り分け，最初に設定が

解除された田村市の都路地区（福島第一原発から 20ｋｍ圏内）でも，その帰還率は，
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平成 30 年 10 月 31 日時点で 79.9％と 8 割弱にとどまっているなど，設定解除後も

なかなか帰還率が上がっていないことや，実際にそこに旧居住地を有していた一審

原告らも帰還することに不安や困難を感じて帰還しない者も多く，また，帰還した

者においてもとても本件事故前の状況に戻ったというにはほど遠い現状を痛感する

生活を送っている（甲Ｈ25の 1の 2，甲Ｈ90の 1の 3，甲Ｈ95の 1の 3，甲Ｈ95の

2～4，16，24，25，甲Ｈ303 の 1 の 3，甲Ｈ395 の 1 の 2，3，一審原告Ｈ－25（当

審），一審原告Ｈ－90（当審），一審原告Ｈ－95（当審），一審原告Ｈ－303（当審），

一審原告Ｈ－395（当審））。 

このように，旧居住制限区域に生活の本拠を有していた一審原告らは，現時点まで

に既に設定の全て（双葉町を除く。）が解除されているとしても，生活の本拠におい

て居住を継続する権利（居住及び移転の自由）を大きく制約された。また，避難生

活の継続によって正常な日常生活の維持・継続が長期間にわたり著しく阻害され，

本件事故以降，今後の生活の見通しが立たない不安が増大する状況にあり，避難指

示区域が見直された後も，いつ自宅に戻れるか分からないという不安な状態が継続

したこと，生活費が増加していること，「ふるさと」の少なくとも一部が破壊・毀損

されたこと等については，旧居住制限区域に準じるものである。 

なお，原判決は，旧避難指示解除準備区域に係る「ふるさと喪失」損害について，継

続的賠償とは別途の確定的，不可逆的損害が発生しているとは認められないとして

これを否定している（原判決 291頁 11行目から 293頁 9行目まで）が，旧居住制限

区域について前示したとおり（上記 4(1)イ），あくまでも，一審原告ら主張に係る

「ふるさと喪失」損害は，本件事故と相当因果関係のある「生存と人格形成の基盤」

の破壊・毀損であるところ，前記 1 で認定した一審原告らの旧居住地ないし居住地

の状況等に鑑みれば，旧避難指示解除準備区域の一審原告らにおいては，既に全て

の避難指示が解除されており（双葉町を除く。），帰還困難区域等よりはその程度が

低いとはいえるものの，本件事故から 9 年を経ようとする今もなお様々な社会イン

フラ等は本件事故前の状態までには復帰しておらず，帰還率も上がっていない状況

であることなどに鑑みて，「生存と人格形成の基盤」を一個人の人生のスパンで見れ

ば相当程度破壊・毀損されたというべきである。 

（以下、P.386 18行目～P.387 10行目） 

(2)検討 

ア 評価（損害額） 

上記(1)のとおり，旧避難指示解除準備区域を旧居住地とする一審原告らは，生活の

本拠であった旧居住地から強制的に転居させられ，長期にわたる不自由な避難生活

の継続を余儀なくされるとともに，一時帰宅は可能であったとしても，空間線量率

の高い地域に帰宅することは精神的に容易ではないため，事実上旧居住地の状況把

握さえままならず放置せざるを得ない状況が，本件事故から短くても 3 年余り，長
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いところでは 6 年余りの間継続した結果，解除から約 3 年ないし 6 年経った現在も

なお旧居住地への帰還に踏み切ることができなかったり，既に諦めたりしている者

も少なくない状況でいるのであるから，一審原告らが平穏生活権を侵害されたこと

は明らかであり，賠償に値する精神的苦痛を被ったものと認められる。 

以上を前提に，平穏生活権侵害に基づく慰謝料の額を算定すると，その額は，①強

制的に転居させられた点については帰還困難区域と同額である 150 万円，②避難生

活の継続を余儀なくされたことについてやはり帰還困難区域と同額である月額 10

万円，③「ふるさと喪失」については，100万円と評価すべきである。 

 

6 旧居住地が旧緊急時避難準備区域である一審原告らについて 
(1)認定事実 

（以下、P.390 13行目～P.391 7行目） 

イ 旧緊急時避難準備区域旧居住者の受けた被害 

旧緊急時避難準備区域においては，上記アのとおり，避難が強制されるようなもの

ではなかったものの，自主的避難が求められ，特に子供，妊婦，要介護者，入院患者

等は同区域内に入らないようにすることが求められており，保育所，幼稚園，小中

学校及び高等学校は休所，休園又は休校とされるなどしていた区域であること，同

区域は 9 月 30 日に一括して解除されたものの，その大半は福島第一原発から 20～

30ｋｍ圏内のエリアであり，20ｋｍ圏内に設定された当時の警戒区域（避難指示再

編後でいえば旧避難指示解除準備区域（上記 5のグループ））と接していたり，ある

いは 20ｋｍ圏外でさらに 30ｋｍ圏外へも広がりを見せる当時の計画的避難区域（避

難指示再編後でいえば旧居住制限区域（上記 4 のグループ）又は旧避難指示解除準

備区域）と接していたりする位置関係にあったこと（丙Ｃ27，28），原子力発電所の

水素爆発，炉心溶融という今まで誰も経験したことがないような本件事故が起きて

半年以内という期間であったことなどに鑑みれば，実質的には，同区域内の旧居住

者は，同区域からの避難を余儀なくされ，同区域が設定されていた広野町，楢葉町，

川内村，田村市の一部及び南相馬市の一部に係る，以下のような本件事故後の状況

に鑑みれば，少なくとも後記(2)アの終期とすべき時点までの間，避難の継続を余儀

なくされたというべきである。 

（以下、P.398 16行目～P.399 10行目） 

(2)検討 

ア 評価（損害額） 

上記(1)のとおり，旧緊急時避難準備区域を旧居住地とする一審原告らは，生活の本

拠であった旧居住地から実質的に避難を余儀なくされ避難の継続を余儀なくされた

のであるから，一審原告らが平穏生活権を侵害されたことは明らかであり，賠償に

値する精神的苦痛を被ったものと認められる（なお，仮に実際には避難しなかった
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としても，実質的に避難を余儀なくされるような状況下に置かれたことに変わりは

ないから，避難した者と同額の損害を負ったというべきである。また，設定が解除

される前に死亡した者についても，前示のとおり，本件は本件事故という一回的行

為により全ての損害がその時点で発生している事案とみるべきであるから（前記第

2章第 2節第 3。），損害額は他の者と同額と評価すべきである。）。 

以上を前提に，平穏生活権侵害に基づく慰謝料の額を算定すると，その額は，①実

質的に強制的に転居させられた点については 100 万円，②避難生活の継続を余儀な

くされたことについては帰還困難区域と同額である月額 10万円（避難の有無を問わ

ない。）と評価すべきである。なお，旧居住地が帰還困難区域等，旧居住制限区域又

は旧避難指示解除準備区域以外の一審原告らは，「ふるさと喪失」損害を主張してい

ない。 

 

7 旧居住地が旧特定避難勧奨地点である一審原告らについて 
(1)認定事実 

（以下、P.402 6 行目～ 14 行目） 

イ 旧特定避難勧奨地点旧居住者の受けた被害 

旧特定避難勧奨地点においては，上記アのとおり，避難が強制されたわけではなかった

ものの，本件事故発生後 1年間の積算線量が 20ｍSvを超えると推定されるとして住居単

位で設定されたものである以上，当該住居に居住する世帯としては，余程の事情等がな

い限り避難をすることを選択せざるを得なかったものと推認され，実質的には，同地点か

らの避難を余儀なくされ，少なくとも後記(2)アの終期とすべき時点までの間，避難の継続

を余儀なくされたというべきである。 

（以下、P.402 15 行目～P.403 9 行目） 

(2)検討 

ア 評価（損害額） 

 上記(1)のとおり，旧特定避難勧奨地点として設定された各住居を旧居住地とする一審

原告らは，生活の本拠であった旧居住地から実質的に避難を余儀なくされ，避難の継続

を余儀なくされたのであるから，一審原告らが平穏生活権を侵害されたことは明らかであ

り，賠償に値する精神的苦痛を被ったものと認められる（なお，仮に実際には避難しなか

ったとしても，実質的に避難を余儀なくされるような状況下に置かれたことに変わりはない

から，避難した者と同額の損害を負ったと解すべきである。また，解除前に死亡した者に

ついても，本件は本件事故という一回的行為により全ての損害がその時点で発生してい

る事案とみるべきであるか 

ら（前記 3(2)イ(ウ)），損害額は他の者と同額と評価すべきである。）。 

以上を前提に，平穏生活権侵害に基づく慰謝料の額を算定すると，その額は，①実質的

に強制的に転居させられた点については 50 万円，②避難生活の継続を余儀なくされたこ
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とについては帰還困難区域等と同額である月額 10 万円と評価すべきである（避難の有無

を問わない。）。なお，旧居住地が帰還困難区域等，旧居住制限区域又は旧避難指示解

除準備区域以外の一審原告らは，「ふるさと喪失」損害を主張していない。 

 

8 旧居住地が旧一時避難要請区域である一審原告らについて 
(1)認定事実 

（以下、P.406 21行目～ P.407 6 行目） 

イ 旧一時避難要請区域旧居住者の受けた被害 

旧一時避難要請区域においては，政府による避難指示等の対象にはされず，南相馬

市によっても避難が強制されたわけではなかったものの，上記アのとおり，南相馬

市は，その過半が福島第一原発から 30ｋｍ圏内であり，いまだに帰還困難区域に設

定されている区域もあるような立地にあって，本件事故のような未曽有の原発事故

への対応として市が全住民に対して一時避難を要請したものである以上，市内に居

住する住民としては，相応の事情等がない限り避難をすることを選択せざるを得な

かったものというべきであって，実質的には，南相馬市からの避難を余儀なくされ，

少なくとも後記(2)アの終期とすべき時点までの間，避難の継続を余儀なくされたと

いうべきである。 

（以下、P.407 7 行目～P.407 23 行目） 

(2)検討 

ア 評価（損害額） 

上記(1)のとおり，旧一時避難要請区域を旧居住地とする一審原告らは，生活の本拠

であった旧居住地から実質的に避難を余儀なくされ，避難の継続を余儀なくされた

のであるから，一審原告らが平穏生活権を侵害されたことは明らかであり，賠償に

値する精神的苦痛を被ったものと認められる（なお，仮に実際には避難しなかった

としても，実質的に避難を余儀なくされるような状況下に置かれたことに変わりは

ないから，避難した者と同額の損害を負ったと解すべきである。）。以上を前提に，

平穏生活権侵害に基づく慰謝料の額を算定すると，その額は，①実質的に避難を余

儀なくされた点については 20万円，②避難生活の継続を余儀なくされたことについ

ては月額 5 万円と評価すべきである（避難の有無を問わない。）。なお，旧居住地が

帰還困難区域等，旧居住制限区域又は旧避難指示解除準備区域以外の一審原告らは，

「ふるさと喪失」損害を主張していない。 

 

9 旧居住地が自主的避難等対象区域である一審原告らについて 
(1)認定事実 

（以下、P.462 18行目～ P.463 14 行目） 

エ 自主的避難等対象区域旧居住者の受けた被害 
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 自主的避難等対象区域においては，上記アのとおり，避難が強制ないし要請され

たものではなく，いずれも福島第一原発から 30ｋｍ圏外であったことなどから，実

質的に避難を余儀なくされたとまでいうことはできない。現に，上記ウのとおり，

実際に自主的に避難した者は，3 月 15 日の時点で，おおむね 1％を下回っており，

多い地域でも 10％前後にとどまっている。しかしながら，前記第 3の 3の低線量被

曝に関する知見等，前記 1 の一審原告らの旧居住地ないし居住地の状況，上記イの

各地域の概要等によれば，未曽有の事故である本件事故の発生当初に，福島第一原

発の状況が安定しておらず，今後どのようにその被害が拡大するか不明で，自らが

置かれた状況について十分な情報がない状況下にあって，自主的避難等対象区域旧

居住者が，放射線被曝に対する恐怖や不安を感じ，これらの恐怖・不安から一時的

に自主的に避難を選択することには合理性が認められるというべきである。取り分

け，前記第 3の 1(3)に前示のとおり，胎児や子供は放射線感受性が高く，また妊婦

には流産の危険があるなどの知見があり，子供・妊婦については，低線量被曝等の

健康に対する不安や今後の本件事故の進展に対する不安がそれ以外の者に比して大

きかったというべきであることを総合すると，この地域に居住していた子供・妊婦

としては，自主的に避難するのも無理はない状況に追い込まれていたということが

できる。 

（以下、P.463 15行目～P.407 23行目） 

(2)検討 

ア 評価（損害額） 

上記(1)のとおり，自主的避難等対象区域を旧居住地とする一審原告らは，生活の本

拠であった旧居住地から自主的に避難することが合理的といえる程度の恐怖・不安

を覚え，取り分け子供・妊婦については自主的に避難するのも無理はない状況に追

い込まれていたというべきであるから，一審原告らが平穏生活権を侵害されたこと

は明らかであり，賠償に値する精神的苦痛を被ったものと認められる（なお，自主

的に避難しなかった者についても，自主的に避難することが合理的な状況ないし自

主的に避難するのも無理はない状況に追い込まれていた点については自主的避難者

と同様であるから，避難した者と同額の損害を負ったと解すべきである。）。 

以上を前提に，平穏生活権侵害に基づく慰謝料の額を算定すると，その額は，①子

供・妊婦は自主的に避難するのも無理はない状況に追い込まれた点について 15 万

円，それ以外の者は自主的に避難することが合理的といえる程度の恐怖・不安を覚

えた点について 5万円，②避難生活の継続を余儀なくされたことについては，妊婦・

子供は月額 3 万円，それ以外の者は月額 1 万円と評価すべきである（避難の有無を

問わない。）。なお，旧居住地が帰還困難区域等，旧居住制限区域又は旧避難指示解

除準備区域以外の一審原告らは，「ふるさと喪失」損害を主張していない。 

（以下、P465 11 行目～P466 12 行目） 
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そして、上記②の避難生活の継続は，本件事故があった 3月 11日が属する月である

平成 23年 3月を始期とし（なお，本件事故後に子供・妊婦となった者についても同

様とすることについて，後記のとおり。），終期は，平成 23年 5～12月時点において

も，福島市，二本松市，伊達市，桑折町といった相当の人口，面積を有する範囲にお

いて，20ｍSv/y相当値は下回るものの，10ｍSv/y相当値を超える空間線量率が計測

されていたこと，収束宣言により福島第一原発の冷温停止状態の達成が確認された

のが 12 月 16 日であること（前記第 1 の 5）に，前記 1 の一審原告らの旧居住地な

いし居住地の状況等，取り分け，平成 24年 3月以降，おおむね空間線量率が 5ｍSv/y

を下回るようになったものの，なお福島市内，二本松市内，伊達市内，本宮市内，桑

折町内，国見町内，大玉村内，郡山市内，須賀川市内，天栄村内，相馬市内等におい

て 5ｍSv/y を超える空間線量率が計測されることもあったことなどに鑑み，引き続

き放射線被曝に対する恐怖・不安を抱いていた者が少なくないとうかがわれ，その

恐怖・不安は合理的であるというべきであること，一審被告東電の自主賠償基準で

は，平成 24 年 1～8 月分の賠償をすることとされていること（前記第 2 の 5）など

を考え合わせると，本件事故から少なくとも 1年間（平成 24年 2月まで）は，自主

的避難等対象区域旧居住者の抱いた放射線被曝に対する不安，今後の本件事故の進

展に対する不安は，引き続き賠償に値するものというべきであることから，終期は

平成 24年 2月とするのが相当である。 

したがって，避難生活の継続が合理的であると解される期間は，平成 23年 3月から

平成 24 年 2 月までの 12 か月間であり，子供・妊婦についての慰謝料額は 51 万円，

それ以外の者についての慰謝料額は 17万円と評価すべきである（避難の有無，実際

の避難期間を問わない。）。 

10 旧居住地が県南地域及び宮城県丸森町である一審原告らについて 
(1)認定事実

（以下、P.478 18行目～ P.479 23 行目） 

エ 県南地域及び宮城県丸森町旧居住者の受けた被害

県南地域及び宮城県丸森町においては，上記アのとおり，避難が強制ないし要請さ

れたものではなく，いずれも福島第一原発から 30ｋｍ圏外であったことなどから，

実質的に避難を余儀なくされたとまでいうことはできない。 

もっとも，県南地域は，福島第一原発がある福島県内の自治体であり，しかも福島

第一原発からおよそ南西方面におおむね 60～100ｋｍ圏内の奥羽山脈により隔てら

れていない位置に存していること，宮城県丸森町は，福島県外ではあるものの，福

島県に食い込むような形で隣接した自治体であり，福島第一原発からおよそ北北西

方面におおむね 45～70ｋｍ圏内に位置し，特定避難勧奨地点が市内に存在し自主的

避難等対象区域でもある伊達市や，同じく自主的避難等対象区域である新地町とお
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おむね隣接していることなどから，いずれも，福島第一原発との近接性という意味

において自主的避難等対象区域と立地的にほぼ同等であるといえる。加えて，前記

第 3 の 3 の低線量被曝に関する知見等，前記 1 の一審原告らの旧居住地ないし居住

地の状況，上記イの各地域の概要等によれば，未曽有の事故である本件事故の発生

当初に，福島第一原発の状況が安定しておらず，今後どのようにその被害が拡大す

るか不明で，自らが置かれた状況について十分な情報がない状況下にあって，県南

地域及び宮城県丸森町旧居住者が，放射線被曝に対する恐怖や不安を感じ，これら

の恐怖・不安から一時的に自主的に避難をすることには合理性が認められるという

べきである。取り分け，胎児や子供は放射線感受性が高く，また妊婦には流産の危

険があるなどの知見があり，子供・妊婦については，低線量被曝等の健康に対する

不安や今後の本件事故の進展に対する不安がそれ以外の者に比して大きかったとい

うべきであることを総合すると，自主的避難等対象区域と同様に，県南地域及び宮

城県丸森町に居住していた子供・妊婦としては，自主的に避難するのも無理はない

状況に追い込まれていたということができる。 

（以下、P.479 24行目～ P.482 10 行目） 

(2)検討

ア 評価（損害額）

上記(1)のとおり，県南地域又は宮城県丸森町を旧居住地とする一審原告らは，生活

の本拠であった旧居住地から自主的に避難することが合理的といえる程度の恐怖・

不安を覚え，取り分け子供・妊婦については自主的に避難するのも無理はない状況

に追い込まれていたというべきであるから，一審原告らが平穏生活権を侵害された

ことは明らかであり，賠償に値する精神的苦痛を被ったものと認められる（なお，

自主的に避難しなかった者についても，自主的に避難することが合理的な状況ない

し自主的に避難するのも無理はない状況に追い込まれていた点については自主的避

難者と同様であるから，避難した者と同額の損害を負ったと解すべきである。）。 

以上を前提に，平穏生活権侵害に基づく慰謝料の額を算定すると，その額は，①子

供・妊婦は自主的に避難するのも無理はない状況に追い込まれた点について 10 万

円，それ以外の者は自主的に避難することが合理的といえる程度の恐怖・不安を覚

えた点について 3万円，②避難生活の継続を余儀なくされたことについては，妊婦・

子供は月額 2 万円，それ以外の者は月額 1 万円と評価すべきである（避難の有無を

問わない。）。なお，旧居住地が帰還困難区域等，旧居住制限区域又は旧避難指示解

除準備区域以外の一審原告らは，「ふるさと喪失」損害を主張していない。 

そして，上記②の避難生活の継続は，本件事故があった 3月 11日が属する月である

平成 23年 3月を始期とし（なお，本件事故後に子供・妊婦となった者についても同

様とすることについて，後記のとおり。），点で白河市において少なくとも 2 日間に

わたり 20ｍSv/y相当値を超える空間線量率が計測されていたところ，本グループの
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中で西郷村以外の町村は福島第一原発からの距離が白河市とおおむね同等かより近

い場所に位置すること，平成 23年 4～12月においても，5ｍSv/y相当値前後の空間

線量率が計測される地点が数か所存在していたこと，収束宣言により福島第一原発

の冷温停止状態の達成が確認されたのが 12月 16日であること（前記第 1の 5），平

成 24 年になってもなお 5ｍSv/y 相当を超える空間線量率が計測される地点もあっ

たこと，他方で，原賠審は，12月 6日に公表した中間指針第一次追補において，政

府等による避難指示等対象区域外については，上記 9 の自主的避難等対象区域とし

て 23市町村を選別した上で，この区域の居住者に対する賠償基準を定め，それ以外

の区域については一律の賠償基準は定めなかったことなどを総合的に考慮すると，

平成 23 年 12 月までは，県南地域及び宮城県丸森町旧居住者の抱いた放射線被曝に

対する不安，今後の本件事故の進展に対する不安は，引き続き賠償に値するものと

いうべきであることから，子供・妊婦以外の者については，平成 23 年 12 月とすべ

きである。また，子供・妊婦については，前記のとおり，それ以外の者に比して低線

量被曝等の健康に対する不安や今後の本件事故の進展に対する不安が大きかったと

いうべきであるところ，県南地域及び宮城県丸森町は，平成 24年 1月以降，おおむ

ね空間線量率が 5ｍSv/y を下回るようになったものの，なお航空機モニタリングで

は 5ｍSv/y を超える空間線量率が計測されることもあったことなどに鑑み，引き続

き放射線被曝に対する恐怖・不安を抱いていた子供・妊婦が少なくないとうかがわ

れ，その恐怖・不安は合理的であるというべきであること，一審被告東電の自主賠

償基準では，平成 24 年 1～8 月分の賠償をすることとされていること（前記第 2 の

5）などを考慮すれば，終期は平成 24 年 2 月とするのが相当である（終期以前に子

供又は妊婦ではなくなった者についても，上記恐怖・不安ないしその影響は継続し

たものと考えられるため，同様とする。）。したがって，避難生活の継続が合理的で

あると解される期間は，子供・妊婦については，平成 23 年 3 月から平成 24 年 2 月

までの 12 か月間であり，その点についての慰謝料額は 24 万円，それ以外の者につ

いては，平成 23年 3月から同年 12月までの 10か月間であり，その点についての慰

謝料額は 10 万円と評価すべきである（避難の有無，実際の避難期間を問わない。）。 

11 旧居住地が上記 3～10 以外の地域である一審原告らについて 
（1）会津地域 

イ 一審原告らの損害 

（以下、P.490 3 行目～15 行目） 

（イ）一審原告らに対する具体的な損害額 

上記(ア)のとおり，会津地域を旧居住地とする一審原告らのうち，子供・妊婦につ

いては自主的に避難することが合理的といえる程度の恐怖・不安を覚えていたとい

うべきであるから，これらの一審原告らが平穏生活権を侵害されたことは明らかで

あり，賠償に値する精神的苦痛を被ったものと認められ（なお，自主的に避難しな
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かった子供・妊婦についても，自主的に避難することが合理的な状況であった点に

ついては自主的避難者と同様であるから，避難者した者と同額の損害を負ったと解

すべきである。），その額は，①子供・妊婦が自主的に避難することが合理的といえ

る程度の恐怖・不安を覚えた点について 5 万円，②避難生活 1 か月相当分として 1

万円と評価すべきである（避難の有無を問わない。）。 

 

（4）栃木県 

イ 一審原告らの損害 

（以下、P.506 24行目～ P.507 26 行目） 

他方，成人よりも放射線感受性が強いとされる子供・妊婦については，一旦でも 5ｍ

Sv/y相当値を上回るような放射線が観測された地域の子供・妊婦が，その後の見通

しも分からない中で恐怖・不安を覚えて自主的に避難すること自体は合理性があり，

取り分け，本訴において栃木県旧居住者である子供・妊婦は本件事故当時子供（18

歳以下）であった一審原告（Ｔ－2341）（平成 7 年 7 月 21 日出生）のみであるとこ

ろ，同一審原告の旧居住地である那須町は，栃木県の自治体の中でも福島第一原発

から最も近い約 80ｋｍ地点で福島県と接しており，同町の学校等では 6月に実施さ

れた調査においても約 5ｍSv/y 相当の放射線が計測されたことなどに鑑みると，自

主的に避難すること自体には合理性があり，本件事故と相当因果関係があるという

べきである。 

（イ）一審原告Ｔ－2341に対する具体的な損害額 

上記(ア)のとおり，一審原告Ｔ－2341については自主的に避難することが合理的と

いえる程度の恐怖・不安を覚えていたというべきであるから，同一審原告が平穏生

活権を侵害されたことは明らかであり，賠償に値する精神的苦痛を被ったものと認

められる（なお，自主的に避難しなかったとしても，自主的に避難することが合理

的な状況であった点については自主的避難者と同様であるから，避難者した者と同

額の損害を負ったと解すべきである。）。 

以上を前提に，平穏生活権侵害に基づく慰謝料の額を算定すると，その額は，①自

主的に避難することが合理的といえる程度の恐怖・不安を覚えた点について 5万円，

②避難生活の継続を余儀なくされたことについて，本件事故があった 3月 11日が属

する月である平成 23年 3月を始期とし，上記ア(イ)に認定した状況等に鑑みて，同

年 8月を終期として，月額 1万円と評価すべきである（避難の有無を問わない。）。 



 

79 

〇 東京高裁判決【前橋訴訟】 

P.256 7行目～23行目 

第 2 被侵害利益及び精神的損害について 

何人も，自己の選択した居住地及びその立地する周辺環境において，自己の選択し

た仕事に従事しながら，放射線被ばくの恐怖や不安を感じることなく平穏な日常生

活を送り，地域や職場のコミュニティの中で周りの人々との各種交流等を通じて，

自己の人格を形成，発展させるという人格的利益を有すると解される。しかし，本

件事故が発生したことにより政府等によって避難指示が発せられ，避難を余儀なく

された者は，平穏な日常生活を侵害され住み慣れた生活の本拠からの移転を余儀な

くされ，それに伴って職を失ったり，変更したりせざるを得なくなるとともに，将

来の見通しの立たないことによる不安を感じながら慣れない土地での不便な避難生

活を強いられることになる。そして，このことは，政府等による避難指示等によら

ないで生活の本拠から退去した者についても，一般人の感覚に照らして，その避難

に合理性が認められ，避難と本件事故との間に相当因果関係が認められる場合には

同様である。このような人格的利益（以下，このような利益を包括して「平穏生活

権」という。）は，憲法 13条，22条 1項等に照らし，原賠法上においても保護され

るべき利益というべきであり，その中には，一審原告らが「ふるさと喪失」と主張

する避難前に有していた地域やそこで暮らす人々とのつながりの喪失も含まれるも

のである。 

P.266 25 行目～P.267 14 行目 

第 5 慰謝料の考慮要素について 

1 一般的な考慮要素 

本件事故による被害は，多数の者に広範に生じたものであり，被害者が等しく共通

して被っていると認められる損害もあるから，訴訟の場においても，ある程度類型

的に慰謝料額を算定することも許されると解される。その際の一つの基準としては，

一審原告らが本件事故により避難を余儀なくされたことによる精神的損害の賠償を

求めるものであることから，中間指針等が賠償額を定める際に基準としたように，

一審原告らが避難前に居住していた地域が帰還困難区域，居住制限区域，避難指示

解除準備地域，緊急時避難準備区域，特定避難勧奨地点又は自主的避難等対象区域

のいずれに所在していたかは，慰謝料額算定に当たっての類型的な考慮要素となる。

また，中間指針等と同様に，避難者が放射線への感受性が高いとされている子供又

は妊婦であるか否かも，慰謝料額算定に当たって類型的な考慮要素となる。その上

で，本件における被侵害利益が多様な利益が結びついた包括的な平穏生活権の侵害

であることを前提に，個々の一審原告らについて従前の生活状況，避難の状況及び

避難生活の状況等の具体的事情を考慮して各人毎の慰謝料額を算定するのが相当で
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ある。 
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〇 東京高裁判決【千葉訴訟】 

P.198 15 行目～P.199 13 行目 

3  精神的損害に対する賠償について 

(1) 避難生活に伴う精神的苦痛に対する賠償 

ア  ー審原告らのうち，本件事故発生後，避難指示等があったことなどにより避難

生活を余儀なくされた者は，それまで慣れ親しんだ生活の本拠を離れて不慣れな場

所での生活をせざるを得なくなり，それによる不便や困難 を甘受しなければな

らなくなった上，生活の場所が暫定的であるため，本来の生活の本拠での生活に戻

れるのかどうか，戻れるとしてもそれがいつになるのかが不透明であることによる

不安感や焦燥感を抱いたものと認められ，これらによる精神的苦痛を被ったと認め

られるから，これに対する賠償として慰謝料を請求することができる。 

イ 賠償額の算定方法 

(ア）上記のような避難生活に伴う精神的苦痛は，避難生活を送るのに従って日々発

生するものと考えられるから，これに対する賠償額は，避難生活が継続するのに従

って増加すると考えることができる。そうすると，賠償額としては， 1か月当たり

の額を定め，この額に避難生活が継続した月数を乗じて算定することが相当である。 

（イ） その金額は，避難生活に伴う不便や困難，避難生活を送らざるを得ないこと

による不安感や焦燥感を考慮すると，基本的に月額 1 0万円とするのが相当である。 

なお，避難生活に伴う精神的苦痛は，避難生活を継続すること自体により生ずるも

のであるから，避難生活を余儀なくされたと認められれば，避難前の居住地につい

てどのような避難指示等がされていたかによって異なるものではなく，1 か月当た

りの賠償額は，本件事故当時に避難指示等に係る区域に居住していた者については，

その区域によって差を設けないのが相当である。 

 

P.204 19 行目～P.205 14 行目 

(2) 避難生活に伴う精神的損害以外の精神的損害に対する賠償 

ア  ー審原告らのうち本件事故により居住地からの避難を余儀なくされた者は，居

住地周辺の多くの住民が相当長期にわたって避難すること等により，生活物資の調

達から，周辺住民との交流，伝統文化等の享受に至るまでの，様々な生活上の活動

を支える経済的，社会的，文化的環境等の生活環境が その基盤から失われた場合，

あるいは，居住地周辺の地域がある程度の復興を遂げたとしても，生活環境がその

基盤から大きく変容した場合には，それまで慣れ親しんだ生活環境を享受すること

ができなくなり，それにより精神的損害を被ったということができる。 

また，前記(1)ウに説示したとおり，避難生活による慰謝料の発生には終期があると

いうべきであり，その終期までには，本件事故前の居住地への帰還を果たすべく，
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暫定的な生活の本拠における生活を継続するか，帰還を断念して元の居住地以外の

地に永住の場所として新たな生活の本拠を定めるかの意思決定をすることが可能と

なり，又はこの意思決定をするのが自然であり，合理的でもあると考えられるとこ

ろ，このような意思決定をしなければならない状況に置かれること自体や，暫定的

な生活の本拠における生活を将来にわたって継続すること又は帰還を断念すること

による精神的損害を観念することもできるというべきである。 

これらの精神的損害は，避難生活に伴う精神的損害として避難生活による慰謝料の

対象となっているものではないから，これとは別に賠償されるべきである。そして，

その賠償額は，次のとおり，避難を余儀なくされた一審原告らの置かれた状況によ

って異なることとなる。 
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〇 高松高裁判決【松山訴訟】 

P.588 9行目～P.592 1 行目 

第 2 判断 

1 損害の判断のあり方について 

(1)第 1審原告らの主張要旨 

第 1審原告らは，本件事故による被侵害利益は，「包括的生活利益としての平穏生活

権」であり，居住移転の自由や職業選択の自由，自己決定権など個別の権利が侵害

されたにとどまらず，自ら選択した場所で自ら築きあげてきた人間関係・共同体に

おける平穏な生活を破壊され，日常生活における行動の自由を制約されるとともに，

コミュニティそのものを失い，将来の見通しが立たなくなった状況で，自己の未来

を自由に選択することができなくなり，自己の人格を形成，発達させることも困難

な状況に追いやられている旨主張する。 

そして，第 1 審原告らは，上記被侵害利益が侵害された結果，本件では，精神的損

害として，①避難慰謝料（避難生活がもたらす日常生活阻害）と，②故郷喪失慰謝

料（地域社会を破壊されたことによる損失を内容とする損害であり，精神的苦痛の

ほかに有形無形の財産的損害をも包摂する「包括慰謝料」としての性質を持つ。）の

賠償を求めている。 

(2)いわゆる受忍限度論の主張について 

この点，第 1 審被告らは，第 1 審原告らのうち，本件事故当時，自主的避難等対象

区域に居住していた者らを念頭に置いて，本件事故によって放射性物質が大気中に

放出されたとしても，同区域においては健康影響が懸念される程度の放射性物質の

飛来はなく，放射線量の状況や福島第一原発との地理的関係等から，避難指示の対

象ともならなかったこと，客観的・具体的な根拠のない「不安」が直ちに法的保護

の対象となるものではないところ，仮に不安感等が法的保護の対象になる場合でも，

本件のような身体的被害に至らない生活妨害の事案においては，いわゆる受忍限度

論が妥当し，違法な侵害と評価されるためには，被侵害利益の種類・性質と侵害行

為の態様を総合的に考慮し，被害が一般社会生活上受忍すべき程度を超えるものと

いえなければならない旨主張する。 

しかしながら，本件において第 1 審原告らが受けたと主張する被害は，福島第一原

発の正常な稼働によって生じたものではなく，第 1 審被告国の違法な規制権限不行

使も相まって，第 1 審被告東電が重大な本件事故を引き起こしたことによるもので

あり，第 1 審被告東電の本件事故の発生に対する責任も相当に重いこと及び自主的

避難等対象区域に居住していた第 1 審原告らの精神的損害も，客観的・具体的な根

拠のない「不安」にすぎないとはいえないことは既に検討したとおりであるから，

本件に受忍限度論が妥当するとは到底いえない。 
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したがって，当裁判所は，第 1 審原告らが自主的避難等対象区域に居住していたか

否かによって判断枠組みを変えることなく，本件事故によって第 1 審原告らが主張

する損害（上記避難慰謝料ないし故郷喪失慰謝料）が発生したか，また，発生した

場合の慰謝料額はいくらが相当であるかについて，端的に，第 1 審原告らそれぞれ

について，上記避難の相当性が認められる範囲を基礎として判断することとする。 

2  損害の発生及びその損害額に関する判断のあり方について 

前記認定のとおり，第 1 審原告らは，いずれも福島県内の各自の生活の本拠である

住居を中心として，家庭，学校，職場をはじめとする地域社会において各種活動に

関わり，また，地域における自然環境を利用して農業等の生業を営み，地域とのか

かわりにおいて生活の糧を取得するなど，それぞれの人間関係・共同体，自然環境

等の下で生活を営んできたものであって，こうした人間関係や共同体，自然環境等

を含む人的，物的基盤である包括的生活利益を基礎とし，これらとつながりを持ち

つつ，日常生活を営んできたものである。 

そのような状況下において，本件事故の発生によって放射性物質が大気中に放出さ

れたことによって，第 1 審原告らのどのような利益が侵害されたと認めるべきかど

うかについては，第 1 審原告らが本件事故当時に居住していた地域において，本件

事故前に享受していた上記状況全般を考慮に入れて，その侵害の有無ないし程度を

把握する必要がある。 

この点，ＵＮＳＣＥＡＲ2013年報告書では，精神的な健康の問題と平穏な生活が破

壊されたことが，本件事故後に観察された主要な健康影響を引き起こしており，こ

れは，本件地震，本件津波，本件事故の多大な影響，及び放射線被ばくに対する恐

怖や屈辱感への当然の反応の結果であったこと，公衆においては，うつ症状や心的

外傷後ストレス障害に伴う症状などの心理的な影響が観察されており，今後健康に

深刻な影響を及ぼす可能性があることが指摘されており，医学的な証明は困難であ

るとしても，こうした点も慰謝料の算定においては安易に捨象できないというべき

である。 

また，本件では，前記認定のとおり，いずれも本件事故によって避難したこと自体

に相当性が認められ，これによって，上記日常生活を送ることが妨げられたもので

あり，結果が重大であることや，本件事故発生以前においては，原子力発電所は，

その性質上，原子炉内で放射性物質を取り扱っており，それがひとたび外部に漏れ

れば人体に深刻な危害を及ぼしかねないにもかかわらず，原子力発電所は安全であ

るとして，国のエネルギー政策として，原子力発電所の稼働が積極的に推進されて

きたこと，ところが，放射性物質が空気中に大量に飛散するという我が国では誰も

経験したことがない未曾有かつ悲惨な本件事故が突然に発生したこと，第 1 審被告

国については，規制権限の不行使について過失があり，第 1審被告東電についても，

本件事故の発生についての責任が相当に重いことなどの事実が認められるから，こ



 

85 

れらの事情も十分に斟酌して，第 1審原告らの慰謝料額を算定するのが相当である。 

以上に対し，第 1 審被告らは，中間指針等の合理性を基礎に，第 1 審原告らには，

第 1 審被告東電が自ら賠償した金額を超える損害は発生していない旨主張する。し

かしながら，前記認定のとおり，中間指針等は，原賠法 18条 2項 2号に基づき，「紛

争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針」として策定されたものに過

ぎず，そもそも，裁判所が損害の算定に当たって，中間指針等に拘束される法的根

拠はない。また，裁判所の損害認定の参考にはなり得るとしても，中間指針等の解

説等が，「損害の算定について，個別に損害の有無及び損害額の証明をもとに相当な

範囲で実費賠償をすることが原則であるが，本件事故による被害者が避難等の指示

の対象となった住民だけでも十数万人規模にも上り，その迅速な救済が求められる

現状にかんがみれば，損害項目によっては，合理的に算定した一定額の賠償を認め

るなどの方法も考えられるとしており，また，そのため，そのような手法を採用し

た場合には，上記一定額を超える現実の損害額が証明された場合には，必要かつ合

理的な範囲で増額されることがあり得る」と記載していることからすると，中間指

針等には，被災者の個別事情等を捨象して，簡易迅速に被災者の損害回復する（第 1

審被告東電も納得した上で，被災者に対する任意の支払を早期に実現する）という

和解金的な色彩があることは否定できないから，中間指針等の定める賠償基準額が

控えめな金額にとどまっていることも否定できない。 

このような観点からすると，本件において，当審の口頭弁論終結時までの一切の事

情を基に，本件事故と相当因果関係のある損害額（慰謝料額）を定める場合に，中

間指針等における基準賠償額より高額になることは，ある意味では当然の結果であ

るといえる。 

 

P.595 23 行目～P.612 14 行目 

4 第 1審原告らの損害の有無及びその額について 

P.596 17 行目～P.598 9 行目 

イ 旧避難指示解除準備区域の居住者が受けた被害について 

(ア)類型的な検討について 

上記アのとおり，旧避難指示解除準備区域は，区域内での宿泊が禁止されるなど，

様々な制限があり，（本件事故当時に第 1 審原告 1～3 が居住していた）南相馬市 a

区は，平成 28 年 7 月 12 日に同区域の指定が解除されたものの，避難指示があった

期間は 5 年 4 か月という長期間に及んでおり，同区域に居住していた住民にとって

は，本件事故前に享受していた包括的生活利益を享受できなくなったといわざるを

得ない状況にある。 

このように，旧避難指示解除準備区域に居住していた住民は，その生活の本拠であ

った住居において居住を継続する権利（居住の自由）を大きく侵害されただけでな
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く，慣れない避難先で避難生活を継続することによって，これまでのように平穏な

日常生活を営むことができなくなり，いつ避難指示が解除されるか分からない中，

長期間の避難生活を余儀なくされることで，将来に対する様々な不安が継続したも

のと認められるから，包括的生活利益としての平穏生活権の侵害があったことは明

らかである。 

また，旧避難指示解除準備区域の現状は，避難指示自体は解除されたものの，前記

認定のとおり，現時点でもなお社会インフラが本件事故前の状態までは復帰してお

らず，復帰率も上がっていない状況にある。 

そうすると，上記住民にとっては，避難の開始を余儀なくされたこと，また，その

避難を上記のとおり長期間にわたって続けざるを得なくなったことによる精神的苦

痛・損害（第 1 審原告 1～4 が主張する避難慰謝料）の発生にとどまらず，さらに，

第 1審原告らが主張する「故郷」（その地域にある生活の本拠（住居）を中心として，

家庭，学校，職場をはじめとする地域社会との関わり，地域における自然環境を利

用して農業等の生業を営み，地域とのかかわりにおいて生活の糧を取得するなどの

ために存在する人的，物的基盤）も相当程度に喪失したものといえるのであり，こ

のような包括的生活利益の侵害は上記住民にとって極めて深刻な事態であって，人

格的利益そのものに対する極めて深刻な侵害に当たると認めるのが相当である。 

したがって，旧避難指示解除準備区域に居住していた住民に対する包括的生活利益

としての平穏生活権の侵害に基づく慰謝料額としては，避難慰謝料として，①強制

的な避難を余儀なくされた点（以下「強制避難慰謝料」という。）については，各 200

万円，②避難生活の継続を余儀なくされたことについては（以下「避難継続慰謝料」

という。），月額 12万円，さらに，③実質的に故郷を喪失したのと同視できることか

ら，そのことによる慰謝料（以下「故郷喪失慰謝料」という。）として 100万円を認

めるのが相当である。 

そして，避難慰謝料のうち，上記②（避難生活の継続）については，既に検討したと

おり，本件事故があった日が属する月である平成 23年 3月を始期とし，終期は，旧

避難指示解除準備区域の指定が解除（平成 28 年 7 月 12 日）されてから相当期間が

経過した時期であり，また，第 1 審被告東電が自主賠償基準として支払った期間の

終期である平成 30年 3月と認めるのが相当である。 

 

P.600 22 行目～P.602 6 行目 

イ 旧緊急時避難準備区域の居住者が受けた被害について 

(ア)類型的な検討について 

旧緊急時避難準備区域においては，避難が強制されることはなかったものの，引き

続き自主避難が求められ，特に子ども，妊婦，要介護者，入院患者等は立ち入らな

いこと等が求められており，南相馬市ｃ区にあっては少なくとも平成 23 年 9 月ま



 

87 

で，ｂ村にあっては平成 24 年 3 月まで，公立の小中学校が休校するなどしている。 

旧緊急時避難準備区域においては，福島第一原発から半径 20ｋｍ圏内に設定された

避難区域・警戒区域ないし旧避難指示解除準備区域や，計画的避難区域ないし旧避

難指示解除準備区域とも接する位置関係にあり，本件事故は，放射性物質の大気中

への放出，建屋の水素爆発といった，これまで我が国で経験がない未曾有の大事故

であったことにも照らせば，上記区域に居住していた住民らが実質的に避難を余儀

なくされた状況にあったことは前記のとおりであり，包括的生活利益としての平穏

生活権の侵害が存在することは明らかである。そうすると，避難の開始を余儀なく

されたこと，また，その避難を続けざるを得なくなったことによる精神的苦痛・損

害（避難慰謝料）の発生が認められる。 

もっとも，本件事故から半年程度後に緊急時避難準備区域の指定は解除されており，

旧避難指示解除準備区域のように長期間にわたって避難指示が解除されなかった状

況はない。加えて，旧緊急時避難準備区域の住民に対しては，政府から自主避難が

推奨されていたものの，同区域への立入りに制限はなく，居住も許されており，避

難しなかった住民も少なくなかったものである。現に，南相馬市ｃ区については，

本件事故当時との比較で，平成 24 年 11 月 22 日時点の居住者数が約 26％の減少に

とどまっており，ｂ村についても平成 27 年 7 月 1 日時点で避難者数が約 36％であ

ることなどに照らすと，旧緊急時避難準備区域について，「故郷」に不可欠な人的，

物的基盤が喪失し，人々の生活を成立させている共同性が失われているといった状

況にあるとまではいえないから，同区域に居住していた住民について，故郷喪失慰

謝料の発生は認められないというべきである。 

以上によれば，旧緊急時避難準備区域に居住していた住民に対する包括的生活利益

としての平穏生活権の侵害に基づく慰謝料額としては，避難慰謝料として，①実質

的に強制的に転居させられた慰謝料については，各 150 万円とし，②避難継続慰謝

料については，月額 12万円と認めるのが相当である。 

そして，避難継続慰謝料については，既に検討したとおり，本件事故があった日が

属する月である平成 23年 3月を始期とし，終期は，旧緊急時避難準備区域の指定が

解除された 1 年後である平成 24 年 8 月と認めるのが相当であり，合計 18 か月間と

認める。 

 

P.605 3行目～P.606 17 行目 

イ 自主的避難等対象区域の居住者が受けた被害について 

(ア)類型的な検討について 

自主的避難等対象区域においては，上記アのとおり，避難が強制されたものではな

く，いずれも福島第一原発から半径 30ｋｍ圏外であったことからすれば，実質的に

避難を余儀なくされたとまでいうことはできないが，低線量とはいえ，放射線に対
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する恐怖や不安を抱き，被ばくの影響を避けるために避難することは，一般人から

見てもやむを得ないものであって，避難を開始したことについて社会通念上の相当

性があるとみることができ，平成 24年 2月までについて避難の相当性を認めるのが

相当であることは，前記説示のとおりである。そうすると，包括的生活利益として

の平穏生活権の侵害があると認めるのが相当である。 

もっとも，前記認定のとおり，胎児や子どもは放射線に対する感受性が高く，妊婦

については流産の危険があるなどの知見が存在するから，子ども及び妊婦について

は，低線量被ばくによる健康不安が他の者と比較して大きかったであろうこと，第

1 審被告東電がこの者らに対して平成 24 年 8 月まで自主賠償したことを考慮する

と，妊婦及び子どもらについては，同月までの避難の相当性を認めるべきである。 

他方，前記認定のとおり，自主的避難等対象区域における本件事故後の空間放射線

量はいずれも低線量にとどまっており，ライフラインの障害は発生したものの，長

期にわたったものでも本件事故から 1 か月半程度でほぼ復旧したこと，市立小中学

校が本件事故の翌月である平成 23年 4月から開始しており，同年 8月頃には各地で

祭りが催されたりするなど，各地域で本件事故の直後から社会的活動が行われてき

たこと，本件事故直後の自主避難者が必ずしも多数でなかったことからすれば，「故

郷」に不可欠な人的，物的基盤が喪失し，人々の生活を成立させている共同性が失

われているといった状況にはないというべきであり，故郷喪失慰謝料は認められな

い。 

以上によれば，自主的避難等対象区域に居住していた住民に対する包括的生活利益

としての平穏生活権の侵害に基づく慰謝料としては，①子ども及び妊婦については，

自主避難慰謝料として各 20万円，また，それ以外の者は，自主的に避難することが

合理的といえる程度の恐怖・不安を覚えたと認めるべきところ，自主避難の慰謝料

として，原則として，各 10万円，②避難継続慰謝料については，本件事故があった

日が属する月である平成 23 年 3 月を始期とし，終期は，その 1 年後である平成 24

年 2 月（合計 12 か月間）までの間，原則として月額 5 万円と認めるのが相当であ

る。ただし，妊婦及び子どもらについては，第 1 審被告東電がこの者らに対して平

成 24年 8月まで自主賠償したことも踏まえ，平成 23年 3月～平成 24年 8月（合計

18か月間）までの間，月額 7万円と認めるのが相当である。 
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7.『避難を余儀なくされたこと』に関連する中間指針抜粋 

〇 中間指針本体 

P.17-23 

6 精神的損害 

（指針） 

Ⅰ）本件事故において、避難等対象者が受けた精神的苦痛（「生命・身体的損

害」を伴わないものに限る。以下この項において同じ。）のうち、少なくと

も以下の精神的苦痛は、賠償すべき損害と認められる。 

① 対象区域から実際に避難した上引き続き同区域外滞在を長期間余儀な

くされた者（又は余儀なくされている者）及び本件事故発生時には対象

区域外に居り、同区域内に住居があるものの引き続き対象区域外滞在を

長期間余儀なくされた者（又は余儀なくされている者）が、自宅以外での

生活を長期間余儀なくされ、正常な日常生活の維持・継続が長期間にわ

たり著しく阻害されたために生じた精神的苦痛 

② 屋内退避区域の指定が解除されるまでの間、同区域における屋内退避

を長期間余儀なくされた者が、行動の自由の制限等を余儀なくされ、正

常な日常生活の維持・継続が長期間にわたり著しく阻害されたために生

じた精神的苦痛 

Ⅱ）Ⅰ）の①及び②に係る「精神的損害」の損害額については、前記 2の「避

難費用」のうち生活費の増加費用と合算した一定の金額をもって両者の損

害額と算定するのが合理的な算定方法と認められる。 

そして、Ⅰ）の①又は②に該当する者であれば、その年齢や世帯の人数等

にかかわらず、避難等対象者個々人が賠償の対象となる。 

Ⅲ）Ⅰ）の①の具体的な損害額の算定に当たっては、差し当たって、その算定

期間を以下の 3 段階に分け、それぞれの期間について、以下のとおりとす

る。 

① 本件事故発生から 6ヶ月間（第 1期） 

第 1期については、一人月額 10 万円を目安とする。 

但し、この間、避難所・体育館・公民館等（以下「避難所等」という。）

における避難生活等を余儀なくされた者については、避難所等において避

難生活をした期間は、一人月額 12万円を目安とする。 

② 第 1期終了から 6ヶ月間（第 2期） 

但し、警戒区域等が見直される等の場合には、必要に応じて見直す。 

第 2期については、一人月額 5万円を目安とする。 

③ 第 2期終了から終期までの期間（第 3期） 
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第 3期については、今後の本件事故の収束状況等諸般の事情を踏まえ、

改めて損害額の算定方法を検討するのが妥当であると考えられる。 

Ⅳ）Ⅰ）の①の損害発生の始期及び終期については、以下のとおりとする。 

① 始期については、原則として、個々の避難等対象者が避難等をした日

にかかわらず、本件事故発生日である平成 23年 3月 11 日とする。但し、

緊急時避難準備区域内に住居がある子供、妊婦、要介護者、入院患者等で

あって、同年 6月 20 日以降に避難した者及び特定避難勧奨地点から避難

した者については、当該者が実際に避難した日を始期とする。 

② 終期については、避難指示等の解除等から相当期間経過後に生じた精

神的損害は、特段の事情がある場合を除き、賠償の対象とはならない。 

Ⅴ）Ⅰ）の②の損害額については、屋内退避区域の指定が解除されるまでの間、

同区域において屋内退避をしていた者（緊急時避難準備区域から平成 23年

6 月 19 日までに避難を開始した者及び計画的避難区域から避難した者を除

く。）につき、一人 10万円を目安とする。 

 

（備考） 

1）Ⅰ）については、前述したように、本件事故と相当因果関係のある損害であれば

「原子力損害」に該当するから、「生命・身体的損害」を伴わない精神的損害（慰

謝料）についても、相当因果関係等が認められる限り、賠償すべき損害といえる。 

但し、生命・身体的損害を伴わない精神的苦痛の有無、態様及び程度等は、当該

被害者の年齢、性別、職業、性格、生活環境及び家族構成等の種々の要素によって

著しい差異を示すものである点からも、損害の有無及びその範囲を客観化するこ

とには自ずと限度がある。 

しかしながら、本件事故においては、実際に周辺に広範囲にわたり放射性物質が

放出され、これに対応した避難指示等があったのであるから、対象区域内の住民が、

住居から避難し、あるいは、屋内退避をすることを余儀なくされるなど、日常の平

穏な生活が現実に妨害されたことは明らかであり、また、その避難等の期間も総じ

て長く、また、その生活も過酷な状況にある者が多数であると認められる。 

このように、本件事故においては、少なくとも避難等対象者の相当数は、その状

況に応じて、①避難及びこれに引き続く対象区域外滞在を長期間余儀なくされ、あ

るいは②本件事故発生時には対象区域外に居り、同区域内に住居があるものの引

き続き対象区域外滞在を長期間余儀なくされたことに伴い、自宅以外での生活を

長期間余儀なくされ、あるいは、③屋内退避を余儀なくされたことに伴い、行動の

自由の制限等を長期間余儀なくされるなど、避難等による長期間の精神的苦痛を被

っており、少なくともこれについては賠償すべき損害と観念することが可能であ

る。 
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したがって、この精神的損害については、合理的な範囲において、賠償すべき損

害と認められる。 

2）Ⅱ）については、Ⅰ）の①及び②の損害額算定に当たっては、前記 2のⅡ）の②

で述べたとおり、原則として、避難費用のうち「生活費の増加費用」を加算して、

両者を一括して一定額を算定することが、公平かつ合理的であると判断した。 

また、損害賠償請求権は個々人につき発生するものであるから、損害の賠償につ

いても、世帯単位ではなく、個々人に対してなされるべきである。そして、年齢や

世帯の人数あるいはその他の事情により、各避難等対象者が現実に被った精神的苦

痛の程度には個人差があることは否定できないものの、中間指針においては、全員

に共通する精神的苦痛につき賠償対象とされるのが妥当と解されること、生活費の

増加費用についても個人ごとの差異は少ないと考えられることから、年齢等により

金額に差は設けないこととした。 

3）長期間の避難等を余儀なくされた者は、正常な日常生活の維持・継続を長期間に

わたり著しく阻害されているという点では全員共通した苦痛を被っていること、ま

た、仮設住宅等に宿泊する場合と旅館・ホテル等に宿泊する場合とで、個別の生活

条件を考えれば一概には生活条件に明らかな差があるとはいえないとも考えられ

ることから、主として宿泊場所等によって分類するのではなく、一律の算定を行い、

相対的に過酷な避難生活が認められる避難所等についてのみ、本件事故後一定期間

は滞在期間に応じて一定金額を加算することとし、むしろ、主として避難等の時期

によって合理的な差を設けることが適当である。 

4）Ⅲ）の①については、本件事故後、避難等対象者の大半が仮設住宅等への入居が

可能となるなど、長期間の避難生活のための基盤が形成されるまでの 6ヶ月間（第

1期）は、地域コミュニティ等が広範囲にわたって突然喪失し、これまでの平穏な

日常生活とその基盤を奪われ、自宅から離れ不便な避難生活を余儀なくされた上、

帰宅の見通しもつかない不安を感じるなど、最も精神的苦痛の大きい期間といえる。 

したがって、本期間の損害額の算定に当たっては、本件は負傷を伴う精神的損害

ではないことを勘案しつつ、自動車損害賠償責任保険における慰謝料（日額 4，200

円。月額換算 12万 6，000円）を参考にした上、上記のように大きな精神的苦痛を

被ったことや生活費の増加分も考慮し、一人当たり月額 10 万円を目安とするのが

合理的であると判断した。 

但し、特に避難当初の避難所等における長期間にわたる避難生活は、他の宿泊場

所よりも生活環境・利便性・プライバシー確保の点からみて相対的に過酷な生活状

況であったことは否定し難いため、この点を損害額の加算要素として考慮し、避難

所等において避難生活をしていた期間についてのみ、一人月額 12 万円を目安とす

ることが考えられる。 

5）Ⅲ）の②については、第 1期終了後 6ヶ月間（第 2期）は、引き続き自宅以外で
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の不便な生活を余儀なくされている上、いつ自宅に戻れるか分からないという不安

な状態が続くことによる精神的苦痛がある。その一方で、突然の日常生活とその基

盤の喪失による混乱等という要素は基本的にこの段階では存せず、この時期には、

大半の者が仮設住宅等への入居が可能となるなど、長期間の避難生活の基盤が整備

され、避難先での新しい環境にも徐々に適応し、避難生活の不便さなどの要素も第

1期に比して縮減すると考えられる。但し、その期間は必要に応じて見直すことと

する。 

本期間の損害額の算定に当たっては、上記のような事情にかんがみ、希望すれば

大半の者が仮設住宅等への入居が可能となるなど長期間の避難生活のための基盤

が形成され、避難生活等の過酷さも第 1期に比して緩和されると考えられることを

考慮し、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準（財団法人日弁連交通事故相談セン

ター東京支部）による期間経過に伴う慰謝料の変動状況も参考とし、一人月額 5万

円を目安とすることが考えられる。 

6）Ⅲ）の③については、第 2期終了後、実際に帰宅が可能となるなどの終期までの

間（第 3期）は、いずれかの時点で避難生活等の収束の見通しがつき、帰宅準備や

生活基盤の整備など、前向きな対応も可能となると考えられるが、現時点ではそれ

がどの時点かを具体的に示すことが困難であることから、今後の本件事故の収束状

況等諸般の事情を踏まえ、改めて第 3期における損害額の算定を検討することが妥

当であると考えられる。但し、既に終期が到来している区域については、この限り

ではない。 

7）Ⅳ）の①について、Ⅰ）の①の損害発生の始期につき、個々の対象者が実際に避

難等をした日とすることも考えられる。 

しかしながら、上記対象者が実際に避難をした日はそれぞれの事情によって異な

っているものの、避難等をする前の生活においても、本件事故発生日以降しばらく

の間は、避難後の精神的苦痛に準ずる程度に、正常な日常生活の維持・継続を著し

く阻害されることによる精神的苦痛を受けていたと考えられることから、損害発生

の始期は平成 23 年 3 月 11 日の本件事故発生日とするのが合理的であると判断し

た。 

但し、緊急時避難準備区域内に住居がある子供、妊婦、要介護者、入院患者等で

あって平成 23 年 6 月 20 日以降に避難した者及び特定避難勧奨地点から避難した

者については、当該者が実際に避難した日を始期とする。 

8）Ⅳ）の②については、前記 2の（備考）の 4）及び 5）に同じである。 

9）Ⅴ）については、Ⅰ）の②に該当する者、すなわち屋内退避区域の指定が解除さ

れるまでの間、同区域において屋内退避をしていた者は、自宅で生活しているとい

う点ではⅠ）の①に該当する者、すなわち避難及び対象区域外滞在をした者のよう

な精神的苦痛は観念できないが、他方で、外出等行動の自由を制限されていたこと
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などを考慮し、Ⅰ）の①の損害額を超えない範囲で損害額を算定することとし、そ

の損害額は一人 10万円を目安とするのが妥当である。 

10）損害額の算定は月単位で行うのが合理的と認められるが、Ⅲ）の①及び②並び

にⅤ）の金額はあくまでも目安であるから、具体的な賠償に当たって柔軟な対応を

妨げるものではない。 

11）その他の本件事故による精神的苦痛についても、個別の事情によっては賠償の

対象と認められ得る。 

 

〇 中間指針第一次追補 

P.5-8 

第 2 自主的避難等に係る損害について  

［損害項目］ 

（指針） 

Ⅰ）自主的避難等対象者が受けた損害のうち、以下のものが一定の範囲で賠償すべ

き損害と認められる。 

 ①  放射線被曝への恐怖や不安により自主的避難等対象区域内の住居から自主

的避難を行った場合（本件事故発生時に自主的避難等対象区域外に居り引き

続き同区域外に滞在した場合を含む。以下同じ。）における以下のもの。 

ⅰ）自主的避難によって生じた生活費の増加費用  

ⅱ）自主的避難により、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害された

ために生じた精神的苦痛 

ⅲ）避難及び帰宅に要した移動費用  

②  放射線被曝への恐怖や不安を抱きながら自主的避難等対象区域内に滞在

を続けた場合における以下のもの。 

ⅰ）放射線被曝への恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により、正

常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛 

ⅱ）放射線被曝への恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により生活

費が増加した分があれば、その増加費用 

Ⅱ）Ⅰ）の①のⅰ）ないしⅲ）に係る損害額並びに②のⅰ）及びⅱ）に係る損害額に

ついては、いずれもこれらを合算した額を同額として算定するのが、公平かつ合

理的な算定方法と認められる。 

Ⅲ）Ⅱ）の具体的な損害額の算定に当たっては、①自主的避難等対象者のうち子供

及び妊婦については、本件事故発生から平成 23 年 12 月末までの損害として一人

40万円を目安とし、②その他の自主的避難等対象者については、本件事故発生当

初の時期の損害として一人 8 万円を目安とする。 
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Ⅳ）本件事故発生時に避難指示等対象区域内に住居があった者については、賠償す

べき損害は自主的避難等対象者の場合に準じるものとし、具体的な損害額の算定

に当たっては以下のとおりとする。 

①  中間指針第 3の［損害項目］の 6の精神的損害の賠償対象とされていない期

間については、Ⅲ）に定める金額がⅢ）の①及び②における対象期間に応じた

目安であることを勘案した金額とする。 

②  子供及び妊婦が自主的避難等対象区域内に避難して滞在した期間について

は、本件事故発生から平成 23 年 12 月末までの損害として一人 20 万円を目安

としつつ、これらの者が中間指針追補の対象となる期間に応じた金額とする。 

 

（備考） 

1）本件事故に起因して自主的避難等対象区域内の住居から自主的避難を行った者は、

主として自宅以外での生活による生活費の増加費用並びに避難及び帰宅に要した

移動費用が生じ、併せてこうした避難生活によって一定の精神的苦痛を被ってい

ると考えられることから、少なくともこれらについては賠償すべき損害と観念す

ることが可能である。また、滞在者は、主として放射線被曝への恐怖や不安やこ

れに伴う行動の自由の制限等を余儀なくされることによる精神的苦痛を被ってお

り、併せてこうした不安等によって生活費の増加費用も生じている場合があると

考えられることから、少なくともこれらについては賠償すべき損害と観念するこ

とが可能である。 

2）賠償すべき損害額については、自主的避難が、避難指示等により余儀なくされた

避難とは異なることから、これに係る損害について避難指示等の場合と同じ扱い

とすることは、必ずしも公平かつ合理的ではない。 

一方、自主的避難者と滞在者とでは、現実に被った精神的苦痛の内容及び程度

並びに現実に負担した費用の内容及び額に差があることは否定できないものの、

いずれも自主的避難等対象区域内の住居に滞在することに伴う放射線被曝への恐

怖や不安に起因して発生したものであること、当該滞在に伴う精神的苦痛等は自

主的避難によって解消されるのに対し、新たに避難生活に伴う生活費増加等が生

じるという相関関係があること、自主的避難等対象区域内の住民の中には諸般の

事情により滞在を余儀なくされた者もいるであろうこと、広範囲に居住する多数

の自主的避難等対象者につき、自主的避難者と滞在者を区別し、個別に自主的避

難の有無及び期間等を認定することは実際上極めて困難であり、早期の救済が妨

げられるおそれがあること等を考慮すれば、自主的避難者か滞在者かの違いによ

り金額に差を設けることは公平かつ合理的とは言い難い。 

こうした事情を考慮して、精神的損害と生活費の増加費用等を一括して一定額

を算定するとともに、自主的避難者と滞在者の損害額については同額とすること
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が妥当と判断した。 

3）自主的避難等対象者の属性との関係については、特に本件事故発生当初において、

大量の放射性物質の放出による放射線被曝への恐怖や不安を抱くことは、年齢等

を問わず一定の合理性を認めることができる。その後においても、少なくとも子

供及び妊婦の場合は、放射線への感受性が高い可能性があることが一般に認識さ

れていること等から、比較的低線量とはいえ通常時より相当程度高い放射線量に

よる放射線被曝への恐怖や不安を抱くことについては、人口移動により推測され

る自主的避難の実態からも、一定の合理性を認めることができる。 

このため、自主的避難等対象者のうち子供及び妊婦については、本件事故発生

から平成 23 年 12 月末までを、また、その他の自主的避難等対象者については、

本件事故発生当初の時期を、それぞれ賠償の対象期間として算定することが妥当

と判断した。なお、平成 24 年 1 月以降に関しては、今後、必要に応じて賠償の範

囲等について検討することとする。 

4）3）の期間の損害額の算定に当たっては、身体的損害を伴わない慰謝料に関する

裁判例等を参考にした上で、精神的苦痛並びに子供及び妊婦の場合の同伴者や保

護者分も含めた生活費の増加費用等について、一定程度勘案することとした。

5）本件事故発生時に避難指示等対象区域内に住居があった者のうち、子供及び妊婦

が自主的避難等対象区域内に避難して滞在した期間の損害額の算定に当たっては、

これらの者は、避難している期間について既に中間指針第 3 の［損害項目］の 6

の精神的損害の賠償対象とされており、両者の損害の内容に一部重複すると考え

られる部分があることを勘案することとした。 

6）Ⅰ）ないしⅣ）については、個別具体的な事情に応じて、これら以外の損害項目

が賠償の対象となる場合や異なる賠償額が算定される場合が認められ得る。 
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〇 中間指針第二次追補 

P.2-8 

第 2 政府による避難指示等に係る損害について 

1 避難費用及び精神的損害 

中間指針第 3の［損害項目］の 2の避難費用及び 6の精神的損害は、中間指針で

示したもののほか、次のとおりとする。 

 

(1)避難指示区域 

中間指針第 3の［対象区域］のうち、「(1)避難区域」の①東京電力株式会社福

島第一原子力発電所から半径 20ｋｍ圏内（平成 23年 4月 22日には、原則立入り

禁止となる警戒区域に設定。）及び「(3)計画的避難区域」については、平成 24年

3月末を一つの目途に、 

①避難指示解除準備区域（年間積算線量が 20ミリシーベルト以下となることが確

実であることが確認された地域） 

②居住制限区域（年間積算線量が 20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、住民

の被曝線量を低減する観点から引き続き避難を継続することを求める地域） 

③帰還困難区域（長期間、具体的には 5年間を経過してもなお、年間積算線量が

20ミリシーベルトを下回らないおそれのある、年間積算線量が 50ミリシーベル

ト超の地域） 

という新たな避難指示区域（上記①～③の括弧内は各区域の基本的考え方）が設定

されること（以下「避難指示区域見直し」という。）等を踏まえ、これらの避難指

示区域が設定された地域（以下単に「避難指示区域」という。）内に本件事故発生

時における生活の本拠としての住居（以下「住居」という。）があった者の避難費

用及び精神的損害は、次のとおりとする。 

 

（指針） 

Ⅰ）避難指示区域内に住居があった者については、中間指針第 3の［損害項目］の

6の「第 2 期」を避難指示区域見直しの時点まで延長し、当該時点から終期まで

の期間を「第 3期」とする。 

Ⅱ）Ⅰ）の第 3期において賠償すべき避難費用及び精神的損害並びにそれらの損害

額の算定方法は、原則として、引き続き中間指針第 3の［損害項目］の 2及び 6

で示したとおりとする。但し、宿泊費等（中間指針第 3の［損害項目］の 2の

（指針）Ⅰ）の②の「宿泊費等」をいう。以下同じ。）が賠償の対象となる額及

び期間には限りがあることに留意する必要がある。 
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Ⅲ）Ⅰ）の第 3期における精神的損害の具体的な損害額（避難費用のうち通常の範

囲の生活費の増加費用を含む。）の算定に当たっては、避難者の住居があった地

域に応じて、以下のとおりとする。 

① 避難指示区域見直しに伴い避難指示解除準備区域に設定された地域につい

ては、一人月額 10 万円を目安とする。 

②避難指示区域見直しに伴い居住制限区域に設定された地域については、一人

月額 10万円を目安とした上、概ね 2年分としてまとめて一人 240万円の請求

をすることができるものとする。但し、避難指示解除までの期間が長期化した

場合は、賠償の対象となる期間に応じて追加する。 

③避難指示区域見直しに伴い帰還困難区域に設定された地域については、一人

600 万円を目安とする。 

Ⅳ）中間指針において避難費用及び精神的損害が特段の事情がある場合を除き賠償

の対象とはならないとしている「避難指示等の解除等から相当期間経過後」の

「相当期間」は、避難指示区域については今後の状況を踏まえて判断されるべき

ものとする。 

 

（備考） 

1）Ⅰ）について、中間指針第 3の［損害項目］の 6において、精神的損害の具体

的な損害額の算定期間の第 2期は、「第 1期（本件事故発生から 6ヶ月間）終了

から 6ヶ月間」としつつ、「警戒区域等が見直される等の場合には、必要に応じ

て見直す。」としていたことから、避難指示区域については避難指示区域見直し

に伴い、当該見直しの時点までを「第 2期」とし、当該時点から終期までの期間

を新たに「第 3期」とすることとした。 

2）Ⅱ）について、中間指針第 3の［損害項目］の 2では、「①対象区域から避難

するために負担した交通費、家財道具の移動費用」、「②対象区域外に滞在する

ことを余儀なくされたことにより負担した宿泊費及びこの宿泊に付随して負担し

た費用」及び「③避難等対象者が、避難等によって生活費が増加した部分があれ

ば、その増加費用」について、必要かつ合理的な範囲で賠償すべき避難費用と認

めている。また、中間指針第 3の［損害項目］の 6では、避難等対象者が受けた

精神的苦痛のうち、少なくとも「自宅以外での生活を長期間余儀なくされ、正常

な日常生活の維持・継続が長期間にわたり著しく阻害されたために生じた精神的

苦痛」及び「いつ自宅に戻れるか分からないという不安な状態が続くことによる

精神的苦痛」は賠償すべき損害と認めている。この場合、上記①及び②は実費を

損害額とし、上記③は原則として上記の精神的損害と合算した一定の金額をもっ

て両者の損害額とすることが、それぞれ合理的な算定方法であるとされている。 
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3）Ⅱ）について、宿泊費等は必要かつ合理的な範囲で賠償されるものであり、そ

の額は、例えば従前の住居が借家であった者については、当面は宿泊費等の全額

とし、一定期間経過後は従前の家賃より増額の負担を余儀なくされた場合の当該

増額部分とすることが考えられる。また、宿泊費等が賠償の対象となる期間は、

避難指示の解除後相当期間経過までとするのが原則であるが、例えば従前の住居

が持ち家であった者の居住していた不動産の価値が全損となった場合について

は、その全額賠償を受けることが可能となった時期までを目安とすることが考え

られる。 

4）Ⅱ）について、帰還困難区域等に住居があった者が当該住居への帰還を断念し

移住しようとする場合には、これに伴う移動費用、生活費の増加費用等は、中間

指針第 3の［損害項目］の 2及び 4で示した避難費用及び帰宅費用に準じて賠償

すべき損害と認められる。また、帰還困難区域にあっては、長年住み慣れた住居

及び地域における生活の断念を余儀なくされたために生じた精神的苦痛が認めら

れ、その他の避難指示区域にあっても、中間指針第 3の［損害項目］の 6で示さ

れた精神的苦痛に準じて精神的損害が認められる。なお、避難を継続する者と移

住しようとする者との間で、損害額及び支払方法等に差を設けないことが適当で

ある。 

5）Ⅲ）について、具体的な損害額の算定に当たっては、避難の長期化に伴う「い

つ自宅に戻れるか分からないという不安な状態が続くことによる精神的苦痛」の

増大等を考慮した。この場合、避難指示解除準備区域は、比較的近い将来に避難

指示の解除が見込まれることから、これまでと同様に月単位で算定することとし

た。一方、帰還困難区域は、今後 5年以上帰還できない状態が続くと見込まれる

ことから、こうした長期にわたって帰還できないことによる損害額を一括して、

実際の避難指示解除までの期間を問わず一律に算定することとしたが、この額は

あくまでも目安であり、帰還できない期間が長期化する等の個別具体的な事情に

よりこれを上回る額が認められ得る。また、居住制限区域は、現時点で解除まで

の具体的な期間が不明であるものの、ある程度長期化すると見込まれることを踏

まえ、基本的には月単位で算定することとしつつ、被害者救済の観点から、当面

の損害額として一定期間分を想定した一括の支払いを受けることができるものと

することが適当である。なお、同区域における損害額は、避難指示解除までの期

間が長期化した場合には、賠償の対象となる期間に応じて増加するが、その場

合、最大でも帰還困難区域における損害額までを概ねの目安とすることが考えら

れる。 

6）Ⅳ）について、避難指示区域は、現時点で実際に解除された区域がないこと等

から、少なくとも現時点で具体的な相当期間を示すことは困難と判断した。 
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7）Ⅳ）の相当期間経過後の「特段の事情がある場合」については、例えば一定の

医療・介護等が必要な者に関しては解除後の地域の医療・福祉体制等を考慮し、

子供に関しては通学先の学校の状況を考慮する等、個別具体的な事情に応じて柔

軟に判断することが適当である。さらに、多数の避難者に対して速やかかつ公平

に賠償するため、避難指示の解除後相当期間経過前に帰還した場合であっても、

原則として、個々の避難者が実際にどの時点で帰還したかを問わず、当該期間経

過の時点を一律の終期として損害額を算定することが合理的である。 

 

(2)旧緊急時避難準備区域 

中間指針第 3の［対象区域］のうち、「(4)緊急時避難準備区域」については、

平成 23年 9月 30日に解除されていること等を踏まえ、当該区域（以下「旧緊急時

避難準備区域」という。）内に住居があった者の避難費用及び精神的損害は、次の

とおりとする。 

 

（指針） 

Ⅰ）中間指針の第 3期において賠償すべき避難費用及び精神的損害並びにそれらの

損害額の算定方法は、引き続き中間指針第 3の［損害項目］の 2及び 6で示した

とおりとする。 

Ⅱ）中間指針の第 3期における精神的損害の具体的な損害額（避難費用のうち通常

の範囲の生活費の増加費用を含む。）の算定に当たっては、一人月額 10万円を

目安とする。 

Ⅲ）中間指針において避難費用及び精神的損害が特段の事情がある場合を除き賠償

の対象とはならないとしている「避難指示等の解除等から相当期間経過後」の

「相当期間」は、旧緊急時避難準備区域については平成 24年 8月末までを目安

とする。但し、同区域のうち楢葉町の区域については、同町の避難指示区域につ

いて解除後「相当期間」（前記(1)の（指針）Ⅳ））が経過した時点までとす

る。 

 

（備考） 

1）Ⅰ）について、旧緊急時避難準備区域の第 2期は、中間指針第 3の［損害項

目］の 6で示したとおり、第 1期（本件事故発生から 6ヶ月間）終了から 6ヶ月

間とし、平成 24年 3月 11日から終期までの期間を第 3期とする。 

2）Ⅱ）については、避難指示区域の場合に準じて算定した。 

3）Ⅲ）については、①この区域におけるインフラ復旧は平成 24年 3月末までに概

ね完了する見通しであること、②その後も生活環境の整備には一定の期間を要す

る見込みであるものの、平成 24年度第 2学期が始まる同年 9月までには関係市
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町村において、当該市町村内の学校に通学できる環境が整う予定であること、③

避難者が従前の住居に戻るための準備に一定の期間が必要であること等を考慮し

た。但し、現時点でこれらの事情を前提に目安として示すものであり、今後、当

該事情に変更が生じた場合は、実際の状況を考慮して柔軟に判断することが適当

である。また、当該期間経過後の「特段の事情がある場合」については、前記

(1)の（備考）の 7）に同じである。 

4）楢葉町については、同町の区域のほとんどが避難指示区域である等の特別の事

情があることを考慮した。 

5）Ⅲ）について、避難指示区域と同様、中間指針の第 3期においては、避難指示

の解除後相当期間経過前に帰還した場合であっても、原則として、個々の避難者

が実際にどの時点で帰還したかを問わず、当該期間経過の時点を一律の終期とし

て損害額を算定することが合理的である。なお、第 1期又は第 2期において帰還

した場合や本件事故発生当初から避難せずにこの区域に滞在し続けた場合は、個

別具体的な事情に応じて賠償の対象となり得る。 

 

(3)特定避難勧奨地点 

中間指針第 3の［対象区域］のうち、「(5)特定避難勧奨地点」については、解

除に向けた検討が開始されていること等を踏まえ、当該地点に住居があった者の避

難費用及び精神的損害は、次のとおりとする。 

 

（指針） 

Ⅰ）中間指針の第 3期において賠償すべき避難費用及び精神的損害並びにそれらの

損害額の算定方法は、引き続き中間指針第 3の［損害項目］の 2及び 6で示した

とおりとする。 

Ⅱ）中間指針の第 3期における精神的損害の具体的な損害額（避難費用のうち通常

の範囲の生活費の増加費用を含む。）の算定に当たっては、一人月額 10万円を

目安とする。 

Ⅲ）中間指針において避難費用及び精神的損害が特段の事情がある場合を除き賠償

の対象とはならないとしている「避難指示等の解除等から相当期間経過後」の「相

当期間」は、特定避難勧奨地点については 3ヶ月間を当面の目安とする。 

 

（備考） 

1）Ⅰ）について、特定避難勧奨地点の第 2期は、中間指針第 3の［損害項目］の

6で示したとおり、第 1期（本件事故発生から 6ヶ月間）終了から 6ヶ月間と

し、平成 24年 3月 11日から終期までの期間を第 3期とする。 

2）Ⅱ）については、避難指示区域の場合に準じて算定した。 
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3）Ⅲ）については、①特定避難勧奨地点の解除に当たっては地方公共団体と十分

な協議が行われる予定であること、②当該地点が住居単位で設定され、比較的狭

い地区が対象となるため、広範囲に公共施設等の支障が生じているわけではない

こと、③避難者が従前の住居に戻るための準備に一定の期間が必要であること等

を考慮した。但し、現時点で実際に解除された地点はないことから、当面の目安

として示すものである。また、当該期間経過後の「特段の事情がある場合」につ

いては、前記(1)の（備考）の 7）に同じである。 

4）Ⅲ）について、中間指針の第 3期において特定避難勧奨地点の解除後相当期間

経過前に当該地点の住居に帰還した場合、第 1期又は第 2期において帰還した場

合及び本件事故発生当初から避難せずに同地点に滞在し続けた場合は、前記(2)

の（備考）の 5）に同じである。 

 

P.13-15 

第 3 自主的避難等に係る損害について 

第一次追補において示した自主的避難等に係る損害について、平成 24年 1月以

降に関しては、次のとおりとする。 

 

（指針） 

Ⅰ）少なくとも子供及び妊婦については、個別の事例又は類型毎に、放射線量に関

する客観的情報、避難指示区域との近接性等を勘案して、放射線被曝への相当程

度の恐怖や不安を抱き、また、その危険を回避するために自主的避難を行うよう

な心理が、平均的・一般的な人を基準としつつ、合理性を有していると認められ

る場合には、賠償の対象となる。 

Ⅱ）Ⅰ）によって賠償の対象となる場合において、賠償すべき損害及びその損害額

の算定方法は、原則として第一次追補第 2の［損害項目］で示したとおりとす

る。具体的な損害額については、同追補の趣旨を踏まえ、かつ、当該損害の内容

に応じて、合理的に算定するものとする。 

 

（備考） 

1）第一次追補は、自主的避難等に係る損害について、一定の区域を設定した上

で、同区域に居住していた者に少なくとも共通に認められる損害を示した。これ

は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の状況が安定していない等の状況下

で、本件事故発生時から平成 23年 12月末までを対象期間として算定したもので

ある。その際、平成 24年 1月以降に関しては、今後、必要に応じて賠償の範囲

等について検討することとした。 
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2）これを受けて第二次追補では、平成 24年 1月以降に関しては、①第一次追補と

は、対象期間における状況が全般的に異なること、②他方、少なくとも子供及び

妊婦の場合は、放射線への感受性が高い可能性があることが一般に認識されてい

ると考えられること等から、第一次追補の内容はそのまま適用しないが、個別の

事例又は類型によって、これらの者が放射線被曝への相当程度の恐怖や不安を抱

き、また、その危険を回避するために自主的避難を行うような心理が、平均的・

一般的な人を基準としつつ、合理性を有していると認められる場合には賠償の対

象とすることとする。 
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8．故郷の喪失・変容による慰謝料に関連する判決抜粋 

 

〇 仙台高裁判決【いわき訴訟】 

P6. 22 行目～35行目 

(1)原告らの主張 

ア 原告らの精神的損害（慰謝料）について 

本件における被侵害利益（保護法益）は、人格権に位置付けられる「包括的生活利

益としての平穏生活権」、即ち「地域社会において平穏な生活を送る生活利益その

ものであり、生存権、身体的・精神的人格権（身体権に接続した平穏生活権を含む。）、

財産権を包摂する「包括的生活利益」を享受する権利」と定義される人格権である。

本件では、特に「平穏な日常生活を送る生活利益」の侵害を中核とする損害（避難

慰謝料）と「「包括的生活利益」を享受する権利」の侵害を中核とする損害（故郷喪

失慰謝料）が問われている。 

このうち、「故郷喪失慰謝料」は本件事故前に享受できていた利益を喪失したこと

による損害であり、「避難慰謝料」は本件事故により新たに発生した損害であるか

ら、別個の損害項目としてそれぞれに損害額を算定すべきである。また、「故郷喪

失慰謝料」は、精神的苦痛（狭義の慰謝料）にとどまらず、包括的生活利益の喪失に

よる有形・無形の財産的損害を含むものである。 

そして、包括的生活利益の喪失は不可逆的で回復不能な損害であり、避難指示等の

解除によって回復するものではない。 

 

P7. 18 行目～P8. 15 行目 

第 3 当裁判所の判断の要旨 

1 骨子 

(1)原告らの控訴について 

 当裁判所は、慰謝料の算定にあたり、原子力発電所における水素爆発による大量

の放射性物質の拡散という重大な事故により、〈1〉深刻な放射線被害の具体的な危

険に直面し、突然住み慣れた生活を失って避難せざるを得なくなった精神的苦痛、

〈2〉更に長期間の避難生活の継続を余儀なくされた精神的苦痛、〈3〉故郷が喪失

又は変容してしまった結果として地域社会における共同生活の利益を失ったことに

よる有形、無形の損害ないし精神的苦痛をそれぞれ考慮することにより、居住制限

区域又は避難指示解除準備区域から避難した原告 125 名（死亡した者を含む。）に

は、原審が認めた 1000 万円より 100 万円多い 1100 万円の慰謝料を認めて弁護士費

用 10万円を加えた差額 110万円の請求を一審認容額に更に追加して認め、緊急時避

難準備区域から避難した原告 21名には、原審が認めた 250万円より 50万円多い 300
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万円の慰謝料を認めて弁護士費用 5 万円を加えた差額 55 万円の請求を更に追加し

て認めるのが相当であると判断する。 

控訴審における追加認容額の総額は、上記 146名の原告ないし死亡した原告の承継

人に対し、1億 4905万円となる。既払金の少ない原告 1名の損害額の算定に誤りが

あり、その追加認容額 90万円を加えると 1億 4995万円となる。 

帰還困難区域から避難した原告らに対する慰謝料は、上記の事情とりわけ本件事故

により故郷を喪失したことを更に考慮しても、当審においても、原審が認めた 1600

万円の慰謝料がやはり相当であると判断する。 

上記判断の例外となる原告らの慰謝料及び一部の原告らの財物損害についての原

審の判断は相当である。 

(2) 被告の控訴について 

被告の控訴は、原判決後の既払金がある原告らに対し、その分の減額を求める限度

で理由があり、その余は理由がない。 

 

2 慰謝料算定の内訳について 

(1) 帰還困難区域 1600万円 

〈1〉 避難を余儀なくされた慰謝料 150万円 

〈2〉 避難生活の継続による慰謝料 850万円 

   月額 10 万円 X 平成 23 年 3 月から平成 30 年 3 月までの 85 か月（期間中に死

亡した者も同額とする。） 

〈3〉 故郷の喪失による慰謝料 600万円 

(2) 居住制限区域又は避難指示解除準備区域 1100万円 

〈1〉 避難を余儀なくされた慰謝料 150万円 

〈2〉 避難生活の継続による慰謝料 850万円 

   月額 10 万円 X 平成 23 年 3 月から平成 30 年 3 月までの 85 か月（期間中に死

亡した者や帰還した者も同額とする。） 

〈3〉 故郷の変容による慰謝料 100万円 

(3) 緊急時避難準備区域 300万円 

〈1〉 避難を余儀なくされた慰謝料 70万円 

〈2〉 避難生活の継続による慰謝料 180万円 

   月額 10万円 X平成 23年 3月から平成 24年 8月までの 18か月 

〈3〉 故郷の変容による慰謝料 50万円 

 

P.24 16行目～P.25 7 行目 

第 6 慰謝料について 

1 慰謝料算定の方法について 
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(1)原告らの主張の要旨 

ア 故郷喪失・変容慰謝料について 

 原告らは、故郷喪失・変容慰謝料について、包括的平穏生活権の中の「地域生活

利益」というべき法益が侵害されたことによる慰謝料であると主張し、将来に向か

って地域における生活を奪われ(〈1〉地域生活の破壊、〈2〉職業生活の喪失、〈3〉

家庭・自宅での生活の破壊）、〈4〉故郷において自然との関わりを生きがいとして

享受し、〈5〉故郷を精神的なよりどころとして生活してきたことを全て奪われた精

神的損害を主張する。更に、原告らは、地域社会は、〈6〉互助的な自給自足を行い

（生活費代替機能）、〈7〉経済的・精神的に相互に助け合い（相互扶助・共助・福

祉機能）、〈8〉行政区ごとの生活機能を維持し（行政代替・補完機能）、〈9〉集会

や祭りを通じて地域社会の精神的交流を実現し（人格発達機能）、〈10〉農地や里山

を維持・管理する（環境保全・維持機能）など、広範、多面的、複合的な役割と機能

を果たし、原告らを含む地域住民は、それによる利益（地域生活利益）を享受して

きたが、本件事故により地域生活利益を侵害され、多様な有形、無形の損害を被っ

たと主張する。 

 イ 避難慰謝料について 

原告らは、避難慰謝料について、包括的平穏生活権を侵害され、「避難生活を余儀

なくされたこと」から生じる精神的損害であり、避難先での著しい生活阻害を内容

とするものであると主張し、原告らは、本件事故によって、避難生活を余儀なくさ

れ、自宅外での生活を長期間余儀なくされ、正常な日常生活の維持・継続が長期間

にわたり著しく阻害され、このような著しい生活阻害によってもたらされた心身の

苦痛、不便、不自由、不安等によって、重大なストレスと精神的苦痛を被ったと主

張する。 

 

(2) 検討の視点 

本件における慰謝料の算定にあたっては、原告らが主張する包括的平穏生活権の侵

害、とりわけ地域生活利益の侵害に関し、証拠により認められる原告らの精神的苦

痛及び有形、無形の損害（前記第 2の 3の原判決引用に係る前提事実及び認定事実）

を評価するにあたり、被告が前記第 2の 1(3)のとおり原賠審の中間指針に従った賠

償義務を認めていることを踏まえ、被告の賠償基準により評価できる損害と評価し

尽くせない損害とを区分して検討するのが合理的であると考える。 

この点、被告は、避難指示の程度に応じて相当の避難期間を定め（帰還困難区域 75

か月、居住制限区域及び避難指示解除準備区域 85 か月、緊急時避難準備区域 18 か

月）、その期間について一人月額 10万円の割合による避難生活に伴う慰謝料（帰還

困難区域については更にこれとは別に避難長期化慰謝料 700万円）を支払っている。

したがって、当裁判所においても、相当の避難期間に応じた慰謝料（避難生活の継
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続による慰謝料）を算定するとともに、それでは評価し尽くせない損害についての

慰謝料として、原告らの主張や被害の実情を勘案し、避難を余儀なくされた慰謝料、

故郷の喪失又は変容による慰謝料について検討するのが、損害の合理的な評価方法

と考える。 

 

P.26 27行目～P.27 36 行目 

3 避難を余儀なくされた慰謝料について 

(1)損害の内容ないし考慮事情 

前記認定のとおり、原告らは、居住地の近くで設置運営されていた福島第一原発に

おける全く予期しない突然の水素爆発により、大量の放射性物質が拡散する重大な

事故に見舞われ、深刻な放射線被害の具体的な危険に直面した。 

その結果、原告らは、放射線による生命・身体への被害の危険から、事故直後から

避難指示を受けて、とるものもとりあえずあわただしく避難し、あるいは緊急時避

難準備区域においても、屋内退避を指示され、I市では一時避難を要請されるなどし

て同様の避難を実際上余儀なくされた。 

このような突然の避難により、原告らは、地域の人間関係を断たれ、場合によって

は、職業生活を失い、学業の継続性や家族の一体性すらも阻害された。このように

避難を余儀なくされた原告らは、その置かれた状況は様々であるとしても、それぞ

れの境遇において極めて大きな精神的苦痛を被ったものと認められる。 

このような事情や前記認定の原告らの避難の状況を踏まえ、原告らが慰謝料の原因

として主張する包括的平穏生活権の侵害により「避難生活を余儀なくされたこと」

から生じる精神的損害のうち、避難後の避難生活の継続による精神的苦痛とは区別

し、居住地からの避難を余儀なくされたこと自体により原告らが被った損害ないし

精神的苦痛を評価して慰謝料を算定するのが相当と認められる。 

 

(2) 避難を余儀なくされた慰謝料の額について 

 前記(1)のとおり、原告らは、福島第一原発から拡散した大量の放射性物質による

生命・身体に対する深刻な放射線被害の具体的な危険に直面した。そのために地域

社会との結び付きを突然に奪われ、全く異なる環境での避難生活をーから始めざる

を得ないなど、著しい精神的苦痛を被ったといえる。 

 この放射線被害の危険は、原子力発電所における水素爆発という未曽有の大事故

によるもの で、その危険性の程度が的確に評価できず、将来における原状回復の可

能性も全く予測できない点で、避難する者に強い不安をもたらしたことも明らかで

あり、その意味での精神的苦痛も極めて大きいものであったと評価できる。 

 しかも、原告らの避難は、前記 2(3)のとおり、原子力発電所の安全確保に重大な

責任を負い、原告ら地域住民の信頼の上に福島第一原発を立地してきた被告が、事
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前に十分予測可能であった津波被害の対策を先送りした結果として起こした重大事

故のために余儀なくされたものであり、その観点からも、原告らが避難を余儀なく

された精神的苦痛は、更に大きなものとなったと評価できる。 

 このような意味を有する避難を余儀なくされた慰謝料の算定をするには、上記の

ような原告らの損害ないし精神的苦痛の内容程度を的確に評価する観点から、本件

事故時における生活の本拠における放射線被害の具体的な危険性の程度、あるいは

これを前提とする避難指示の程度を勘案して類型的に行うことが相当である。 

 この観点から、当裁判所は、上記の損害ないし精神的苦痛を評価した避難を余儀

なくされた慰謝料として、原告らについて、避難指示の区分に応じて次の金額を認

めるのが相当であると判断する。 

 帰還困難区域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域であった地域から避難し

た原告らについては、これらのどの地域をとっても、放射線被害の危険や避難の切

迫性が極めて大きく、将来の避難生活に対する不安も著しいものであったと考えら

れるから、いずれの地域も 1 人当たり 150 万円とするのが相当である。 

 他方で、緊急時避難準備区域であった地域から避難した原告らについては、上記

地域と比べ、避難生活を始めるにあたっての精神的苦痛にはそれほどの差がないと

しても、放射線被害の危険や避難の切追性等の面では、精神的苦痛の程度がやや小

さいものと評価できるから、1人あたり 70万円とするのが相当である。 

 

(3)個別事情による増額の要否について 

 被告は、別紙 4 原告基本情報等の第 2 表及び第 3 表の被告主張額の各備考のとお

り、一部の原告らに対し、ペットとの離別慰謝料として 10万円を支払っている。こ

れは、避難を余儀なくされた原告らの個別の事情を踏まえ、上記(2)の慰謝料額を増

額すべき事情であると認められ、その評価として被告が支払った金額は相当である

と考えられるから、この増額相当分は支払済みであり、個別の原告について増額を

する必要はみない。 

その他、本件において、避難を余儀なくされた慰謝料額の算定にあたり、個別の

事情を考慮して上記と異なる金額を認定すべき事情は見当たらない。 

 

P.27 37行目～P.29 11 行目 

4 避難生活の継続による慰謝料について 

(1)損害の内容ないし考慮事情 

前記 3 のとおり避難を余儀なくされた慰謝料を算定しても、避難後の避難先での

日々の著しい生活阻害による心身の苦痛、不便、不自由、不安等のストレスないし

精神的苦痛が慰謝されるものとはいえない。したがって、これらの損害ないし精神

的苦痛を考慮し、相当の避難期間に応じた慰謝料（避難生活の継続による慰謝料）
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を算定するのが相当である。 

 

(2)慰謝料の月額について 

原告らは、避難慰謝料として、上記 3の慰謝料と区別することなく、1人あたり月

額 50 万円（障害者について 70 万円）を請求し、他方で、被告は、原賠審の定めた

中間指針に従い、1 人あたり月額 10 万円の避難生活に伴う慰謝料を支払っている。

当裁判所は、前記認定の原告らの避難生活による精神的苦痛を考慮し、前記 3 の避

難を余儀なくされた慰謝料のほかに、原告らの相当の避難期間について、1人あたり

月額 10万円の避難生活の継続による慰謝料を認めるのが相当であると判断する。こ

の慰謝料の月額は、避難を余儀なくされたことは同じである以上、原告らが受けた

避難指示の程度により差を設ける必要はない。 

 

(3)相当の避難期間について 

上記のとおり 1 人あたり月額 10 万円の避難生活の継続による慰謝料を認めるべ

き相当の避難期間としては、本件事故時における生活の本拠における放射線被害の

危険性や避難指示の程度に応じて、類型的に定めるのが相当である。 

帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域については、平成 29年 3月

31日及び 4月 1日に L町と N町の居住制限区域と避難指示解除準備区域が順次解除

されたことを踏まえ、その結果として避難の継続か帰還かの判断をするについて相

当な期間(1 年）を経た平成 30年 3月までの期間について、相当の避難期間として、

本件事故から 85 か月の避難生活の継続による慰謝料を認めるのが相当である。他方

で、この期間を超えて避難生活を続けても、本件事故による避難生活の継続と評価

し続けるのは困難であり、それは、避難生活の継続による慰謝料として評価すべき

ではなく、少なからぬ原告らが避難を継続せざるを得ない実情は、故郷の喪失又は

変容による慰謝料の算定において考慮するのが相当である。 

帰還困難区域について、被告は、平成 29年 5月までの 75か月分について月額 10

万円の避難生活による慰謝料を支払い、その他に 700 万円の避難長期化慰謝料を支

払っている。しかし、本件事故は、前記のとおり未曽有の大事故であって、特に大

量の放射性物質が飛散した帰還困難区域においては、除染を含む地域の復旧復興が

全く見通せないまま長期間経過したことも考慮すると（前記第 5の認定事実参照）、

避難生活の継続による慰謝料を認めるべき期間について、L 町や N 町の居住制限区

域等と区別をすべき合理的な理由はないと考えられる。 

Q町や I市 k区については、L町や N町より早く、平成 27年 9月 5日又は平成 28年

7 月 12 日に、居住制限区域又は避難指示解除準備区域が解除されており、Q 町の原

告らのうち 11名は町内に帰還している。しかし、前記認定の原告らの避難生活の実

情や避難後の地域の復旧復興の状況に照らせば、これらの地域についても、L町や N
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町と同じく 85か月の期間を相当の避難期間と認めるのが相当である。 

上記の相当の避難期間より前に帰還したか否かにより、避難生活の継続による慰

謝料を認める期間に差を設けることも相当でない。これより早く帰還した原告らも、

帰還したからといって通常の生活が直ちに戻るものではなく、避難生活を続ける原

告らと比べ、勝るとも劣らない精神的苦痛が続いたと認められるからである。 

原告として訴えを提起しながら、上記の相当の避難期間が過ぎる前に死亡した者

についても、避難生活を続けながら死亡した無念さを考えれば、その点を考慮する

ことにより、上記と同じ避難期間を基礎として、避難生活の継続による慰謝料を算

定するのが相当である。 

緊急時避難準備区域については、平成 23 年 9 月 30 日に解除されてから避難の継

続か帰還かの判断をするについて相当な期間(1 年）を経た平成 24 年 8 月までの期

間について、相当の避難期間として、本件事故から 18 か月の避難生活の継続による

慰謝料を認めるのが相当である。他方で、この期間を超えて避難生活を続けても、

本件事故による避難生活の継続と評価し続けるのは困難であり、それは、避難生活

の継続による慰謝料として評価すべきではなく、故郷の喪失又は変容による慰謝料

の算定において考慮するのが相当である。 

 

(4)個別事情による増額の要否について 

被告は、別紙 4 原告基本情報等の第 2 表及び第 3 表の被告主張額の各備考のとお

り、一部の原告らに対し、避難所等における避難生活による増額（月額 2 万円）、

要介護者等への増額を認めて慰謝料を支払っている。これらは、原告らの避難生活

の個別の事情を踏まえ、上記(2)の慰謝料額を増額すべき事情であると認められ、そ

の評価として被告が支払った金額は相当であると考えられるから、この増額相当分

は支払済みであり、個別の原告について増額をする必要はみない。なお、原告らは、

障害者についての増額を主張するが、前記のとおりの要介護者等への増額のほかに、

更に障害者についての増額を考慮する必要までは認めない。 

また、被告は、別紙 4 原告基本情報等の第 2 表及び第 3 表の被告主張額の各備考

のとおり、一部の原告らに対し、緊急時避難準備区域であった地域における避難生

活等に関連した学校生活等における精神的損害 35万円（平成 24年 9月から平成 25

年 3月までの 7か月 x月額 5万円）の増額を認めて慰謝料を支払っている。これは、

原告らの避難生活の個別の事情を踏まえ、慰謝料額を増額すべき事情であると認め

られ、その評価として被告が支払った金額は相当であると考えられるから、この増

額相当分は支払済みであり、個別の原告について増額をする必要はみない。 

 

P.29 12行目～P.30 20 行目 

5故郷の喪失又は変容による慰謝料について 
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(1)損害の内容ないし考慮事情 

原告らは、故郷喪失・変容慰謝料について、前記 1(1)のとおり包括的平穏生活権

の中の「地域生活利益」というべき法益が侵害されたことによる慰謝料であると主

張し、その諸要素として、当該地域の住民が、山林で自生するきのこ、たけのこ、山

菜などを採取し、川や海で魚を獲り、田畑や家庭菜園で米や野菜などを収穫して消

費していたことや、住民相互間でこれらの収穫物を「お裾分け」し合ったり、農作

業、冠婚葬祭、子育て、介護などについて自発的に協力し合ったりするという協働

又は共助の関係が根付いていたなどの事情を主張する。 

これらの自然環境的条件と社会環境的条件は、住民が、そのような諸条件下にな

ければ通常は無償で取得することができない財物や役務を、無償で取得することを

可能にしていた（経済的側面）ということができる。また、同時に、自然環境との

関わりや住民相互の緊密な人間関係を通じ、住民は、地域に対する強い帰属意識を

有し、当該地域に居住することによる安心感を得ていた（精神的側面）ということ

もできる。 

原告らが主張する「故郷」とは、上記のような、地域における住民の生活を支え

る基盤のひとつとしての自然環境的条件と社会環境的条件の総体を指しており、こ

のうち自然環境的条件は、本件事故による放射性物質の飛散により汚染されたこと

で侵害され、社会環境的条件は、地域の住民が放射性物質の飛散により汚染され又

は汚染されるおそれのある地域から唐突に避難することを余儀なくされたことで地

域社会における住民相互の緊密な結び付きの全部又は一部が解体し、侵害されたと

いうことができる。 

そうすると、このような地域における住民の生活基盤としての自然環境的条件と

社会環境的条件の総体について、これを一応「故郷」と呼ぶこととし、法的保護に

値する利益と評価した上で、それが本件事故により侵害されたことによる損害につ

いて賠償を命ずることは、前記のとおり避難を余儀なくされた慰謝料や避難生活の

継続による慰謝料を算定しただけでは評価し尽くされない損害について、むしろ地

域社会全体が突然避難を余儀なくされて容易に帰還できず、仮に帰還できたとして

も、地域社会が大きく変容してしまったという本件の被害の実態に即した損害の評

価の在り方として適切である。 

この観点から、当裁判所は、避難前の故郷における生活の破壊・喪失による精神

的損害の慰謝料として、避難を余儀なくされた慰謝料とは別に、故郷の喪失又は変

容による有形、無形の損害ないし精神的苦痛を評価し、故郷の喪失又は変容による

慰謝料を算定することとする。 

 

(2)故郷の喪失又は変容による慰謝料の額について 

当裁判所は、故郷の喪失又は変容の実情について、前記第 2 の 3 の前提事実及び
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認定事実並びに第 5 の認定事実に基づき、本件事故による被害の大きさやこれによ

る故郷の喪失又は変容の実情に即し、本件事故時の生活の本拠における避難指示の

区分に応じて次のとおり金額を算定するのが相当であると判断する。 

帰還困難区域については、事故後 8 年以上経っても帰還の目途が立たないことか

ら、地域共同生活の利益を将来にわたって全く失い、故郷が喪失したと評価しても

差し支えない。すなわち、帰還困難区域に生活の本拠を有していた原告らについて

は、現時点でも帰還可能時期の目途が立たず、実際上は、将来にわたって帰還の希

望が実現しないことが見込まれる。この点を考慮すれば、故郷の喪失による慰謝料

として、600万円を認めるのが相当である。 

居住制限区域及び避難指示解除準備区域については、事故から約 6 年までに解除

されて帰還が可能になったとしても、社会生活上、このような長期間を経て地域共

同生活を取り戻すことは著しく困難であり、故郷が変容してしまったことにより、

地域共同生活の利益を損なわれ、有形、無形の損害及び精神的苦痛が生じたと認め

られる。慰謝料額の算定にあたっては、客観的には帰還することが可能な状況にあ

り、復興事業により当該地域の生活のインフラも物理的にはある程度回復している

ことを考慮する必要があるが、同時に、仮に帰還したとしても従前の生活に戻れる

というものではなく、生活上の多大な不自由が続くことも、当然に考慮する必要が

ある。そこで、本件事故による地域共同生活の利益の侵害の程度や、地域社会が今

後の復旧復興により徐々に回復される可能性も考慮し、この地域においては、故郷

の変容による慰謝料として、100 万円を認めるのが相当である。 

緊急時避難準備区域については、事故から半年で解除され、避難の制度上は、通

常の生活が可能になったとしても、実際上は、多くの地域住民が避難したことによ

り、地域共同生活が相当に損なわれたことは否定できない。この点を考慮し、他方

で、比較的早期に復旧復興が進められている実情を考慮すれば、この地域において

は、故郷の変容による慰謝料として、50 万円を認めるのが相当である。 
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〇 東京高裁判決【小高訴訟】 

P.23 18行目～P.27 12 行目 

2 避難慰謝料について 

⑴ 本訴提起時原告らは，平成 23年 3月 11日当時，Ⅰ区等に生活の本拠としての

住所を有していた者であるところ，本件事故の発生とその後避難指示解除に至るま

での避難指示に基づく本訴提起時原告らの避難等の状況は，引用に係る原判決（第

3 章第 1 の 3 の⑵ないし⑷）が説示するとおりである。そして，本訴提起時原告ら

は，本件事故とそれによる居住地及びその周辺への放射性物質の飛来，これらによ

る避難指示によって，十分な情報のないまま，何の準備もなく着の身着のままで避

難所等へ避難した後，避難指示や原則として立入りを禁じられる警戒区域の指定を

受け，生活用品の持ち出しもままならず，従前の学業，仕事，地域活動等の状況が

激変する過酷な環境下で不自由な生活をせざるを得なかったこと，仮設住宅や借上

げ住宅の生活もけっして快適なものではなく，不便や苦痛の多いものであったこと，

Ⅰ区の避難指示が解除されたのは平成 28 年 7 月 12 日であり，実際に避難指示が解

除されるまでの期間が 5 年 4 か月に及び，長期にわたる避難生活を余儀なくされた

こと，しかも，避難中は避難指示解除の見通しも立たないという不安定な状況が長

く続いたこと，その中で，それまで一緒に暮らしてきた家族が別々に暮らさざるを

得ないという世帯分離の状態となった者も多数あること，平成 24年 4月に警戒区域

が避難指示解除準備区域及び居住制限区域に再編された後は住居における一定の活

動が許容されたもののなお制約も多かったことなどが，概ね本訴提起時原告らに共

通する事情として認められることも，引用に係る原判決（上記避難等の状況に係る

引用部分に加え，第 3章第 1の 6。ただし，前記補正後のもの。）が説示するとおり

である。 

⑵ 以上によれば，本訴提起時原告らは，一様に，本件事故により従前の生活の本

拠である住居地からの避難を余儀なくされてから避難指示が解除され帰還して日常

生活を再開できるようになるまでの間，従前の住居地以外での生活を余儀なくされ，

いつ帰還することができるか分からない状況のもと，従前の住居地での正常な日常

生活の維持・継続が長期間にわたり著しく阻害され，これにより多大の精神的苦痛

を受けたものと認められる。この場合の法益侵害としては，長期間にわたり従前の

住居地への帰還を禁止，制限されるという点で，憲法 22条 1項で保障される居住・

移転の自由に対する直接的な侵害に加え，本訴提起時原告らが本件事故前の住居地

において有していた平穏な日常生活を送る利益（以下「平穏生活権」ということが

ある。）という人格的利益（憲法 13条）に対する侵害も認められるというべきであ

る。 

⑶ 避難生活に伴う上記精神的苦痛の程度には，従前の生活状況や避難後の経過，
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家族状況等により個人差があることは否定できないが，前記⑴で指摘した事情は概

ね本訴提起時原告らに共通して認められる事情であり，また，精神的苦痛の程度が

避難期間の長さに比例して増大するものであることも本訴提起時原告らに共通して

認められる事情であることからすれば，共通損害としての避難慰謝料は，前記⑴で

指摘した事情に基づき，避難期間中の月額を決定した上で，これに避難に要する期

間（ただし，期間の終期については争いがある。）を乗ずることにより算出するの

が相当である。 

 

3 「Ⅰに生きる」ことの喪失に基づく慰謝料 

一審原告らは，本件事故によって本件事故前に本訴提起時原告らが有していたⅠ

の包括生活基盤（本件包括生活基盤）が喪失し，その喪失は不可逆的な性質のもの

であり，避難指示が解除されたからといってこれが回復されることはないから，そ

の喪失につき，避難慰謝料とは別個の人格権侵害による共通損害として，1000万円

の損害賠償が認められるべきである旨主張する。 

前記 2 の避難慰謝料は，避難により従前の生活の本拠である住居地において平穏

な日常生活を送ることができなくなったことによる精神的苦痛を人格権侵害に基づ

き賠償されるべき損害とするものであるが，かかる平穏生活権侵害はこれを支える

従前の住居地における生活基盤の喪失を必然的に伴うものである。この場合の生活

基盤の喪失は，時間の経過とともに従前の生活基盤とは別の新たな生活基盤が形成・

確立され，最終的には避難指示が解除されて従前の生活の本拠地に帰還し，そこで

の新たな生活を形成・確立することによって回復されることが前提となっていると

解される。しかし，一審原告らが主張する「Ⅰに生きる」ことの喪失に基づく慰謝

料の請求は，上記のような意味での生活基盤の喪失を問題とするものではなく，一

審原告らが本件事故前にⅠ区において享受していた生活基盤による利益（生活利益）

が，避難指示が解除され帰還が可能となっても回復されていないこと，すなわちⅠ

区における生活基盤による利益（生活利益）が本件事故により崩壊ないし著しく変

容したこと（生活利益が著しく害されていること）を，避難慰謝料では考慮されて

いない新たな損害として主張し，これによる精神的苦痛に対する慰謝料を求めてい

るものと解される。 

これに対し，一審被告は，一審原告らの主張する「Ⅰに生きる」ことの利益は独立

の被侵害利益とはいえず，その喪失・変容が独立の損害ともいえないし，一審被告

が提示している 1人月額 10万円の慰謝料には，本訴提起時原告らが避難指示以前に

享受していたコミュニティからの隔絶や生活基盤の喪失等による精神的苦痛に対す

る慰謝の趣旨を含んでおり，一審原告らの主張する「Ⅰに生きる」ことの喪失によ

る損害はこれに内包されていると主張するとともに，避難指示が解除されⅠに帰還

することが可能となった場合には，本件事故による上記権利侵害状態は解消される
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旨主張するものである。 

そこで，一審原告らが主張する「Ⅰに生きる」ことの喪失による損害を，避難生

活による損害（避難慰謝料）とは別個の損害として賠償の対象とすべきかどうかに

ついて検討するに，地域の住民が従前属していた自らの生活の本拠である住居地を

中心とする衣食住，家庭生活，学業・職業・地域活動等の生活全般の基盤及びそれ

を軸とする各人の属するコミュニティ等における人間関係において継続的かつ安定

的に生活する利益（生活基盤に関する利益）は，人間としての生活や健全な人格形

成等の基礎となるものであり，それが法的保護に値する利益であることは明らかで

あって，憲法 13 条に根拠を有する人格的利益であると解されるから，それが侵害さ

れたと認められる場合には，少なくともこれによって被った精神的損害は慰謝料算

定の要素として考慮すべきものというべきである。そして，その場合には，前記 2の

趣旨の避難慰謝料には内包されない損害が含まれることも否定し難いところであり，

その意味において，上記のような生活基盤に関する利益を，「Ⅰに生きる」ことの

利益と呼ぶことも可能であると解される。 

そうすると，本件において検討されるべきは，本訴提訴時原告らがⅠ区において

従前有していた生活基盤に関する利益が侵害されたといえるかどうかであり，本件

事故により，Ⅰ区における生活基盤に関する利益が侵害されたといえるほどに，帰

還が可能となった時点以降も，Ⅰ区における生活基盤が喪失あるいは変容している

といえるかどうかである。 

 

4 Ⅰ区における包括生活基盤の喪失ないし著しい変容の有無等について 

本訴提起時原告らが本件事故前にⅠ区において有していた生活基盤が侵害された

といえるかどうかを検討するに当たり，まずはⅠ区における生活基盤が本件事故に

より喪失ないし変容したといえるかどうか，すなわち，避難指示が解除され帰還可

能となった後にもⅠ区における生活基盤に関する利益が失われたままであるといえ

るかどうか，そして，それが認められるとして，その包括生活基盤の喪失ないし変

容について本訴提起時原告らが被った精神的苦痛に対して避難慰謝料とは別に慰謝

料を認めるべきかどうかについて，以下検討する。 

なお，一審原告らが求める上記慰謝料請求は，避難慰謝料同様，一審原告ら全員に

共通する損害の賠償請求であり，本訴提起時原告らのうち一部の者にとって必要か

つ重要な従前のⅠ区における生活基盤が喪失・変容したからといって，それだけで

は共通損害の発生を認めることはできず，本訴提起時原告ら全員に共通する損害と

して精神的苦痛をもたらす生活基盤の喪失・変容があることが必要である。その意

味において，上記慰謝料請求は，本訴提起時原告らが被った精神的損害全てを賠償

の対象とするものではなく，その対象は，性質上，限定的なものとならざるを得な

い。 
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P.30 22行目～P.33 20 行目 

(5) 共通損害としての包括生活基盤の著しい変容の有無について 

本訴提起時原告らは，本件事故前から，Ⅰ区等を生活の本拠として居住し，学校，

家族，地域，職場等において各人が築き上げてきた生活基盤に支えられて平穏な生

活を営んでいた者であるところ，平成 23 年 3 月 11 日に本件事故により広範囲かつ

大規模に放射性物質の放出がもたらされたことから，政府等による避難指示により，

何の準備もなく突然従前の生活の本拠から切り離され，Ⅰ区等のほぼ全域の住民が

避難生活を余儀なくされ，平成 28 年 7 月 12 日の避難指示解除まで 5 年 4 か月にわ

たって従前の生活の本拠地への帰還を許されず，その間，Ⅰ区という統合されて機

能していた一つの地域社会がその活動をほぼ完全に停止し，個々の住民は，平成 27

年 6月 12日に避難指示解除の見通しがつくまで不安な状態に置かれ，地域社会全体

としての復興に向けた取組みが阻害される状態が相当期間継続したものであり，こ

れらの事情は，本訴提起時原告ら全員に共通して認められる事情である。 

このような長期間にわたる避難生活の後に従前の生活の本拠地への帰還が許され

たとしても，地域全体の住民が避難を強いられ，その間地域における社会活動がほ

ぼ全面的に停止していたことからすれば，前述した個人の平穏な生活を支えていた

生活基盤が大きく変容する状況となることは当然想定されるところである。実際に

も，前記⑵で述べたとおり，生活インフラ等が本件事故以前の水準に回復するには

なお相当の期間を要しその間通常の生活を送る上で相当の不便等が生じることに加

え，前記認定に係る本件事故発生から避難生活を経て避難解除後現在に至る多くの

本訴提起時原告らの生活状況をみても，本件事故前に各人が享有していた生活の基

盤（3世代家族同居のもとで家族に見守られて老後生活を送っていた高齢者，大学卒

業後地元への貢献を志して地元に戻り就職し結婚した女性，地元の学校に進学して

卒業後も地元での就職を考えていた未成年者等，その形態は様々である。）は，本

件事故に基づく長期間の避難生活等により，その程度や内容に差があるとはいえ，

一様に大きく変容したことがうかがわれる。そして，避難指示が解除されて従前の

住居地に帰還が可能な状況になった現時点（当審口頭弁論終結時）においても，本

件事故前のⅠ区における生活基盤は回復されておらず，回復可能かどうかも不確定

であり，仮に今後も継続される復興の取組み等によって回復されるとしても相当長

期間を要することが見込まれるところである。また，前記認定のとおり，平成 23年

3 月 11 日時点で 1 万 2842 人であったⅠ区の人口は，避難指示解除により帰還可能

となって相当期間が経過した後の平成 31年 5月 31日時点でも 3578人にとどまって

おり，うち高齢者の占める割合が高い比率を占めているのは，若い世代が，従前の

生活基盤が大きく変容し，未だ整備されていないことにより，就労場所や子育ての

環境等が整っていないなどとして，帰還を断念して避難先に新たな生活基盤を求め
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又は帰還を躊躇していることに起因すると認められ，そのことは，一審原告らの各

陳述書（当審において提出されたものを含む。以下同じ。）及び一審原告らの各本

人尋問の結果において一審原告らが一様に述べるところである。そして，帰還者が

少ないこと，特に多くの若い世代や子どもがⅠ区に帰還しないこと自体が，生活イ

ンフラの復旧等の生活基盤の回復を阻害する大きな要因となっていると認められる。

そして，これら本訴提起時原告らの生活基盤の変容は，本件事故に伴う避難指示に

よって地域全体の住民が避難し，一つに統合されて機能していた地域社会が長期間

にわたってその活動をほぼ完全に停止したことに起因して生じたものであることは

前記のとおりである。 

したがって，上記のような著しい生活基盤の変容に基づく損害は，人の現実の生

活や営みということを考えると，避難指示により従前の生活の本拠における生活基

盤から切り離されたこと自体に基づく精神的損害とは別個の損害というべきであっ

て，避難慰謝料とは別に慰謝料による賠償の対象となると認めるのが相当である。

前記認定によれば，本訴提起時原告らの中には，避難指示解除後も，避難期間中に

避難先その他別の場所で定住するなどしたことによりⅠ区に帰還していない者も多

いが，一審原告らの各陳述書及び一審原告らの各本人尋問の結果によれば，これら

の者もⅠ区における生活を望みながら，先の見えない避難生活が続く中で，子ども

の養育監護や家族の介護等のためやむを得ず新しい生活基盤の中での生活を選択せ

ざるを得ない状況等となったために帰還できなかったと認めるのが相当であり，避

難指示解除後にⅠ区等に帰還しないことがその任意かつ主体的な判断によるものと

はいえないから，そのことによって，従前の生活基盤の著しい変容を原因とする精

神的損害に対する賠償が不要となるものではない。 

以下，避難慰謝料とは別の損害として認められる上記慰謝料につき，その根拠と

なる生活基盤の変容を「本件生活基盤変容」，これに基づく精神的損害を「本件生

活基盤変容に基づく損害」，この精神的苦痛に基づいて認められる慰謝料を「本件

生活基盤変容に基づく慰謝料」ということがある。 

なお，一審原告らが請求するのは本訴提起時原告ら全員に共通する精神的損害と

しての慰謝料であり，同原告らがそれぞれ享有していた，本件事故前の生活基盤及

びこれから得ていた利益，これに対して抱いていた愛着の程度，その喪失及び変容

の程度，現在の生活基盤から得ている利益の程度等は，相応に多種多様であって，

個別性の大きいものもあるから，共通損害として認められる本件生活基盤変容に基

づく慰謝料金額は，本訴提起時原告ら全員につき共通して認められる前記事情に基

づき，一部限定的に算定されることとなるのはやむを得ないところであって，共通

損害に含まれない各人の個々の具体的事情による損害は，別途共通損害を超える個

別の損害に基づく慰謝料請求（残部請求）において考慮されることになるものと解

するほかはない。 
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また，本件生活基盤変容に基づく慰謝料と避難慰謝料とは，本件事故前に本訴提

起時原告らが生活の本拠地において営んでいた平穏な日常生活を営む利益（平穏生

活権）を被侵害利益として含んでいる点において共通しているものの，避難慰謝料

は，避難を要する期間中従前の生活の本拠から強制的に引き離されること自体を

日々発生する損害と評価されるものであるのに対し，本件生活基盤変容に基づく慰

謝料は，本件事故前のⅠ区における生活基盤に比して，避難指示解除以降のⅠ区に

おける生活基盤が著しく損なわれた状況にあることによる利便性，安定性及び安心

性等の変化をもって，本件事故による生活基盤の変容による損害と評価するもので

ある。 

 

P.33 21行目～P.41 6 行目 

5 慰謝料額について 

⑴ 避難慰謝料 

ア慰謝料額算定に当たって中間指針等の内容を考慮することについて 

一審被告は，本件事故により本訴提起時原告らが受けた精神的苦痛に対する慰謝料

につき，中間指針等の考え方に基づき，1人月額 10万円とし，賠償を要する期間を，

本件事故が発生した平成 23 年 3 月から避難指示が解除された平成 28 年 7 月の後更

に相当期間が経過した平成 30年 3月まで（中間指針等では 1年間を目安としている

が，一審被告はこれを拡張して 1年 9か月間としている。）の 7年 1か月分（85か

月分）として 1 人当たり 850 万円を支払った上，中間指針等に基づく賠償指針は，

大多数の被害者の精神的苦痛を慰謝するに足りる水準として定められたものであり，

ほとんどの本件事故の被害者との間で中間指針等に基づいて裁判外での紛争解決が

図られていることなどからすると，法規範に準ずる規範として最大限度尊重される

べきであり，また，その内容は合理的であるから，これを超える慰謝料は認められ

ない旨主張する。 

しかしながら，中間指針等は，「当事者による自主的な解決に資する一般的指針」

として原賠紛争審査会が策定したものであり（原賠法 18条 2項 2号），その内容が

裁判所を拘束する規範となるものではなく，仮に一審被告が主張するように，実際

に本件事故による原子力損害の被害者の多くとの間で中間指針等に基づき裁判外で

紛争解決が図られているとしても，そのことによってその内容が法規範又はこれに

準ずる規範となるものではないから，裁判所は，中間指針等の内容に拘束されるこ

となく，当審の口頭弁論終結時までに顕れた諸事情を斟酌し，その合理的な裁量に

よって一審原告らの請求の当否を判断すべきである。 

ただし，中間指針等は，原賠法 18条 1項に基づき設置された原賠紛争審査会が，会

議公開のもとで多数回にわたる審議を経て定めたものであり，審議の議事録も公開

され，中間指針等自体において指針策定の理由も詳しく説明されているところであ
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り，その内容が上記審議内容や策定理由を踏まえて本件事故による原子力損害の賠

償基準として合理的なものであると認められるのであれば，中間指針等に基づく賠

償額を斟酌して，本件における慰謝料額を算定することは妨げられないというべき

である。 

イ中間指針等の内容の妥当性について 

そこで，中間指針等の内容の妥当性について検討するに，中間指針等における避難

等対象者に対する精神的損害の賠償等の内容，金額算定の考え方及び当該内容が策

定されるに当たってなされた議論の概要は，引用に係る原判決（17頁 5行目冒頭か

ら 21 頁 18 行目末尾まで及び 137 頁 3 行目冒頭から 143 頁 2 行目末尾まで）に記載

のとおりであって，中間指針等が定める精神的損害の賠償額（慰謝料額）は，避難

等対象者が自宅以外での生活を長期間余儀なくされ，正常な日常生活の維持・継続

が長期間にわたり著しく阻害されたために生じた精神的苦痛を賠償すべき損害とし

て，その損害額は，避難等による生活費の増加費用と合算した一定の金額をもって

算定することとし，1人月額 10万円を目安とすることとされ，その額の算定に当た

っては，特に，本件事故発生から 6 か月間（第 1 期）については，「地域コミュニ

ティ等が広範囲にわたって突然喪失し，これまでの平穏な日常生活とその基盤を奪

われ，自宅から離れ不便な避難生活を余儀なくされた上，帰宅の見通しもつかない

不安を感じるなど，最も精神的苦痛の大きい期間といえる」とした上で，自動車損

害賠償責任保険における入院慰謝料（日額 4200円，月額換算 12万 6000円）を参考

にしたとされる。 

本訴提起時原告らが避難生活によって被った共通損害としての精神的苦痛を評価す

る基礎となる共通事情の概要は前記 2⑴記載のとおりであるところ，中間指針等が

精神的損害の賠償額（慰謝料額）の基礎とした上記算定根拠は，前記共通事情を斟

酌したものと認められる。また，通常の生活費増加分を慰謝料額に加算するのが相

当であることは，原判決（169頁 4行目冒頭から 15行目末尾まで）が説示するとお

りである。そして，慰謝料額の算定に当たって，入院慰謝料を参考にした点につい

ても，それまでの生活基盤から長期間にわたって隔絶されその間従前の平穏な日常

生活が阻害されたという点で類似性が認められるから不合理であるとはいえない。

ただし，前記認定に係る原賠紛争審査会第 7 回会議の議事録にもあるとおり，入院

生活は身体傷害を伴い又行動自体が制限されているという点で避難生活の方が精神

的苦痛は小さいと認められること，避難等対象者の避難生活に伴う精神的苦痛は時

間の経過とともに低減するのが一般的であるにもかかわらず避難解除まで慰謝料月

額が減額されていないこと等からすれば，放射線被ばくによる健康被害に対する不

安がある中での避難であることのほか，避難慰謝料には通常の生活費増加分が含ま

れていることや，避難生活の長期化に伴い，いつ自宅に戻れるか分からないという

不安が増大すること等を考慮したとしても，上記入院慰謝料月額 12 万 6000 円を若
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干下回る月額 10 万円に従前の生活の本拠地に帰還するまでの月数を乗じて避難生

活に伴う精神的損害に対する慰謝料額を算出するという中間指針等の考え方には合

理性が認められ，本件全証拠によるも，本件における相当な避難慰謝料の月額を 10

万円を上回る金額とすべき事情があるとは認められない。 

一審原告らは，本訴提起時原告らの避難生活の過酷な状況等からすれば，本訴提起

時原告らの避難慰謝料が刑事補償の補償額よりも低くなることはあり得ない旨主張

するが，被告人あるいは受刑者として抑留・拘禁等を受け，ほぼ完全に行動の自由

が制限されて拘束状態に置かれたことを前提とする刑事補償制度と本件における避

難慰謝料を同列に論じることはできず，一審原告らの上記主張は採用できない。 

ウ生活費増加分の加算について 

一審原告らは，当審において，避難生活に伴う精神的苦痛に対する慰謝料算定の基

礎となる月額につき，10 万円に生活費増加分 5 万を加算した月額 15 万円が相当で

ある旨主張する。 

しかしながら，前述のとおり，生活費増加分を慰謝料に加算するのは，立証の困難

な通常の生活費増加分の個別立証を要求することが迅速な救済という点から相当で

ないと考えられるからであり，ここで想定されているのは，前記認定のとおり，避

難した大多数の住民に発生すると思われる通常さほど高額とならず，個人ごとの差

違も少ない生活費に限られること，中間指針等においては，別途，生活費の増加分

に対する賠償としての性質を含む避難費用，一時立入費用，帰宅費用，財物価値の

喪失又は減少等につき損害賠償が認められていることからすれば，共通損害として

の生活費増加分を避難慰謝料額に加算しても，月額 10万円を上回るとはいえないと

いうべきであり，一審原告らの上記主張は採用できず，生活費増加分を含めて中間

指針等が月額 10万円としたことに不合理な点は認められない。 

エ避難慰謝料の賠償対象期間の終期について 

一審被告は，避難慰謝料の賠償対象期間の終期につき，平成 28 年 7 月 12 日の避難

指示解除後の平成 30年 3月分までとするのが相当であるとして，中間指針等に基づ

く前記月額 10 万円に平成 23 年 3 月から平成 30 年 3 月までの 85 か月を乗じた 850

万円が相当な慰謝料額であると主張し，その支払を了している。これに対して，一

審原告らは，避難生活が 5 年以上に及んでいることから，避難指示が解除されても

実際にⅠに帰還できる状態になるには相当の期間を要するとして，賠償対象期間の

終期は，避難指示解除後 3 年が経過した平成 31 年 7 月とすべきである旨主張する。 

避難指示により従前の生活の本拠地で生活できないことを根拠とする避難慰謝料は，

その性質上，従前の生活の本拠地への帰還が可能となった時点で賠償の終期を迎え

ると解されるが，前記認定のとおり，原賠紛争審査会における意見等を踏まえ，中

間指針等は，避難指示の解除から相当期間経過後を賠償対象期間の終期と定め，そ

の理由につき，避難生活が長期にわたったことから実際に帰還するには相応の準備
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期間を要することを挙げ，当面の目安を 1 年間としたが，一審被告は，その終期を

延長して平成 30年 3月末までとした（避難指示解除後 1年 9か月経過時）。避難指

示解除については，その約 1 年前に予告がなされていること，避難指示解除前から

Ⅰ区内には一時立入りをして帰還の準備をすることが可能であったこと等からすれ

ば，避難指示が解除されてから 1 年 9 か月あれば，帰還のための準備期間として通

常は十分であり，帰還に更に期間を要する特段の事情があれば，個別に賠償終期を

遅らせて算定される慰謝料額を追加請求することも可能であるから，共通損害とし

ての避難慰謝料の賠償対象期間の終期を一審被告が定めた平成 30 年 3 月末とする

ことが不合理であるとはいえない。 

オ小括 

以上検討したところによれば，本件生活基盤変容に基づく慰謝料とは区別される避

難慰謝料について，一審被告が，これを中間指針等に基づき月額 10 万円と評価し，

賠償対象期間の終期を中間指針等が目安とする 1 年を超える平成 30 年 3 月末とし

た上で，その総額を 850 万円と算定したことは不合理とはいえず，当審も共通損害

に対する賠償としての避難慰謝料は総額 850 万円と評価するが相当であると判断す

る。そうすると，一審被告は，避難慰謝料に関しては，相当な金額を支払済みであ

るから，上記 850 万円を超える避難慰謝料の支払を求める一審原告らの主張には理

由がない。 

 

⑵ 本件生活基盤変容に基づく慰謝料について 

ア慰謝料額算定に当たっての基本的な考え方 

本訴提起時原告らは，本件事故によって，平穏な日常生活とその基盤を奪われ，避

難指示の解除により従前の生活の本拠地への帰還が可能になっても未だ回復されて

いない生活基盤の変容という人格的利益の侵害を受けており，これに基づく精神的

苦痛に対して，一審被告が，避難慰謝料とは別個に慰謝料（本件生活基盤変容に基

づく慰謝料）による賠償義務を負うことは，前記 4で述べたとおりである。ただし，

上記精神的苦痛の程度は，その性質上，避難慰謝料よりも各人の感じ方や生活状況

等の個別事情による差異が大きく，一審原告らが求めるものが本訴提起時原告ら全

員に共通する損害に対する慰謝料である以上，慰謝料額の算定に当たっては，前記

4⑶で述べた住民同士の親密な人間関係，コミュニティ，伝統の継承等の利益等の個

別事情を考慮外とするほか，前記 4⑸で述べた本訴提起時原告らに共通して認めら

れる事情，すなわち，避難指示等により地域全体の住民が従前の生活の本拠を離れ

ることを強いられ 5 年 4 か月にわたって帰還できなかったことにより，Ⅰ区の住民

であれば誰もが経験したであろう従前の生活基盤の変容とこれに伴う精神的苦痛を

認定し，これを賠償するに足りる慰謝料額を算定する必要がある。一審原告らは「Ⅰ

に生きる」ことの喪失による損害として，前記のとおり上記事由以外の種々の増額
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事由（本訴提起時原告らが被った具体的損害）を主張した上で慰謝料額としては 1000

万円が相当であるとし，原判決もその主張の多くを認めて慰謝料額総額の算定要素

として考慮し，一審被告が認める 850 万円を超える慰謝料額としては 300 万円が相

当である旨説示する。しかし，それらの事由は，いずれもそもそも慰謝料額増額の

事由となり得ないもの，既に避難慰謝料額の算定において考慮済みであるもの，個

別の慰謝料額の増額事由とはなり得ても共通損害としての慰謝料額を算定するに当

たっては個別性が強く増額事由とすることができないものであり，これらの事由を

慰謝料額算定に当たり考慮要素として斟酌するのは相当でないというべきである。

そうすると，上記慰謝料額の算定については，自ずから従前の生活基盤の変容によ

る影響や被った精神的損害の少ない避難等対象者を想定した水準に留まらざるを得

ない面があり，これを超える精神的苦痛を被ったと主張する者は，当該個別事情に

基づき別途慰謝料の追加支払を求めるほかはない。 

イ慰謝料額の算定 

本件においては，避難指示解除後の期間を含む 7年 1月（85月）にわたり 1人月額

10万円総額 850万円の避難慰謝料が支払われているところ，その支払には，その期

間中従前の平穏な生活を支える生活基盤が失われたことによる精神的苦痛を慰謝す

る趣旨の支払が含まれており，これにより，本件生活基盤変容に基づく精神的損害

の一部が塡補されていると認められる。また，引用に係る原判決の前提事実及び証

拠（乙Ａ2，3）によれば，平成 25 年 12 月に策定された中間指針第四次追補では，

帰還困難区域に生活の本拠地を有した者については，「長年住み慣れた住居及び地

域が見通しのつかない長期間にわたって帰還不能となり，そこでの生活の断念を余

儀なくされた苦痛等」の一括賠償として，中間指針第二次追補で示された 600 万円

に，1人 1000万円を加算し，上記 600万円を月額に換算した場合の将来分（平成 26

年 3 月以降）の合計額（ただし，通常の範囲の生活費の増加費用を除く。）を控除

した金額を賠償することとされ，加算額の算定に当たっては，過去の裁判例及び死

亡慰謝料の基準等も参考とした上で，避難指示が事故後 10年を超えた場合の避難に

伴う精神的損害額（生活費増加費用は含まない。）の合計額を十分に上回る金額と

して，旧住所地での生活の断念を余儀なくされた精神的苦痛等に対する慰謝料が

1000万円と評価されていることが認められるところであり，これとの比較において

（上記 1000 万円自体が低額であるとの批判は措くとして），平成 30 年 3 月末まで

避難慰謝料の支払を受けた上でなお塡補されない本件提訴時原告らの本件生活基盤

変容に基づく慰謝料は，帰還困難地域と異なり従前の生活の本拠地（旧住所地）へ

の帰還自体は可能であることを考慮すべきであり，上記金額から相当程度減額され

たものとなることはやむを得ないというべきである。さらに，前記認定したところ

によれば，中間指針等においては精神的損害以外にも種々の項目の損害賠償が別途

なされているところ，その賠償は本件生活基盤変容に基づく慰謝料とは賠償対象を
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異にするから，直接慰謝料額算定の減額要因となるものではないが，それらの賠償

は，帰還した従前の住居地での新たな生活基盤を構築するための，あるいは帰還を

選択しなかった者が別の場所で新たな生活基盤を構築するための原資等とすること

もできるものであり，これにより従前の生活基盤が変容した者の精神的苦痛が一定

程度緩和される面があることも否定できない。 

その他本件に顕れた一切の事情を考慮すると，本件生活基盤変容によって本訴提起

時原告らに生じた共通の損害に対する慰謝料額としては，100 万円をもって相当と

認める。 

なお，一審被告は，本訴提起時原告らに対し，精神的損害の賠償の外に多額の財産

的賠償を行っているところ，その賠償は本来損害として認められる範囲を超えて行

ったものであるから，この点を慰謝料額算定に当たって考慮すべきである旨主張す

るが，その賠償が慰謝料とは賠償対象を異にするものであることに加え，本件記録

に照らしても，上記財産的賠償がそもそも本訴提起時原告らの被った財産的損害に

対する賠償として十分なものであったか否かは明らかでない。よって，一審被告の

上記主張は採用できない。 

また，一審被告は，過去の類似又は同種事件の裁判例による慰謝料額の認容水準や

公共用地取得に伴う損失補償基準に精神的損失の補償に係る規定が置かれていない

ことなどと比較しても，1 人当たり 850 万円の慰謝料額は一審原告らの精神的苦痛

を十分慰謝するものである旨主張する。しかしながら，一審被告が指摘する過去の

裁判例は，不法行為の対象とされた加害行為の態様や，その期間，被害者の被害態

様等において，いずれも多くの点で本件と事案の性質，内容等を異にするものであ

るから，上記各事例において認容された慰謝料額と比較することによって本件にお

ける共通損害としての慰謝料額の多寡を判断することは相当でない。また，無過失

損害賠償責任たる原賠法に基づく損害賠償と公共用地取得に伴う損失補償とでは，

その法的性質等を異にするものであることは明らかであるから，後者において精神

的苦痛に対する補償がなされていない又は補償額が僅少であることは，本件におけ

る慰謝料額に関する判断を左右するものではない。よって，この点に関する一審被

告の上記主張も採用できない。 
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〇 仙台高裁判決【生業訴訟】 

P.235 3行目～P.237 8 行目 

(2)「ふるさと喪失」損害の賠償請求 

旧居住地が帰還困難区域，旧居住制限区域又は旧避難指示解除準備区域である提訴

時一審原告らのうち 40人（「ふるさと喪失」一審原告。前注参照）は，原状回復及

び平穏生活権侵害に基づく損害賠償を求める訴え（第 1 事件及び第 3 ないし第 5 事

件）と別個に「ふるさと喪失」損害に基づく損害賠償を求める訴え（第 2又は第 6事

件）を提起している。 

一審原告らは，平穏生活権侵害に基づく損害賠償請求と「ふるさと喪失」損害に基

づく損害賠償請求の関係について，本件事故によって「包括的生活利益としての人

格権」が侵害されたことにより，①「生存と人格形成の基盤」の破壊・毀損（生存

と人格形成の基盤の法益が破壊ないし損傷を受けたこと）による損害と，②「日常

的な幸福追求による自己実現」の阻害（幸福追求・価値を選択しながら普通の日常

生活を営む法益が破壊ないし損傷を受けたこと）による損害の 2 つの類型の被害が

現れていることに基づき，これを基礎として包括慰謝料請求を 2 つに区分して請求

しているものであるとした上で（一審原告ら控訴理由書 166 頁以下等），全ての提

訴時一審原告らについて，中間指針等が認める損害を除いて一律に月額 5 万円の平

穏生活権侵害に基づく慰謝料（弁護士費用を除く。）を請求するとともに，そのう

ち 40 人（「ふるさと喪失」一審原告）は，上記①の損害の賠償を特に取り出してこ

れを上記①に係る損害として別に訴えを提起していたものであるから，これらの一

審原告らについては，平穏生活権侵害に基づく損害賠償としては上記②に係る損害

のみを請求していることになるものの，「ふるさと喪失」一審原告ら以外の帰還困

難区域，居住制限区域又は避難指示解除準備区域を旧居住地とする一審原告らは，

上記①に係る損害が生じていることは同様であるにもかかわらずその損害の賠償を

特に取り出して別に訴えを提起していない以上，これらの一審原告らの関係では，

平穏生活権侵害に基づく損害賠償として，上記②に係る損害に加えて，上記①の損

害も合わせてその中で請求する趣旨である旨主張している（一審原告ら控訴理由書

205頁以下，控訴審準備書面（被害 3）16頁以下）。 

 一審原告らの主張は，一つの「平穏生活権侵害に基づく損害」という言葉を，「ふ

るさと喪失」一審原告らについては上記②のみを指すものとして使い，それ以外の

一審原告らについては上記①及び②の双方を指すものとして使っており，若干分か

りづらい面があることは否めないものの，主張それ自体が不合理であるとか失当で

あるとかいうことはできない以上，当裁判所は，一審原告らの主張が上記の趣旨で

あるものとして判断すべきであると考える。したがって，原判決が，この点，一審

原告らの主張を合理的に意思解釈したとして，一審原告らは，本件事故により，継
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続的に発生する性質の損害を「平穏生活権」侵害による損害として，継続的でなく，

一回的に発生する性質の損害を「ふるさと喪失」による損害として，それぞれ他方

の請求を明示的に除外して請求しているものと解した上で，「ふるさと喪失」一審

原告以外の一審原告らについてはこの前者のみを請求しているものと整理している

点は相当ではない。 

以上の前提を踏まえ，本判決においては，一審原告らの主張する上記①の「生存

と人格形成の基盤」の破壊・毀損（生存と人格形成の基盤の法益が破壊ないし損傷

を受けたこと）による損害を「ふるさと喪失」損害と呼称することとし，これは，

請求の趣旨第 3 項（控訴の趣旨第 4 項）の損害賠償請求（弁護士費用相当額部分を

除く，600万円の損害賠償請求）の被侵害法益として審理の対象となる権利利益の侵

害であるだけでなく，同請求に係る訴えを提起していない「ふるさと喪失」一審原

告以外の一審原告らについても，請求の趣旨第 2 項（控訴の趣旨第 3 項）の損害賠

償請求（弁護士費用相当額部分を除く，月額 5 万円の平穏生活権侵害に基づく損害

賠償請求）の被侵害法益として審理の対象となる権利利益の侵害であると整理した

上で，これらの侵害が認められるかを判断することとする。 

 

P.237 9行目～P.238 13 行目 

(3) 中間指針等の月額 10万円等の慰謝料の性格 

一審原告らは，原賠審による中間指針等が後掲のとおり一人月額 10 万円又はこれ

に加えて 1000万円の慰謝料を認めている点（避難指示等区分によって機関や額は異

なる。）について，上記(2)②の「日常的な幸福追求による自己実現」の阻害による

損害のみを賠償の対象としており，①の「生存と人格形成の基盤」の破壊・毀損に

よる損害はその対象としていないと主張しているところ（控訴理由書 189 頁以下，

控訴審準備書面（被害 3）18頁以下），仮にこの主張が，中間指針等で定められた月

額 10万円等の慰謝料では評価されていない他の損害項目（上記①の損害等）も存在

するのであるから中間指針等の慰謝料額を超える額が裁判により認められることも

不合理ではない旨の主張であるならば格別，そうではなく，本判決によって認めら

れる「ふるさと喪失」損害に基づく損害賠償の額から中間指針の慰謝料額を控除す

ることは認められるべきではない旨の主張であるとすれば，採用することができな

い。なんとなれば，一審原告らの整理する上記①の損害も②の損害もいずれも本件

事故という原因事実及びこれによって生じた精神的損害という被侵害利益を共通に

するものであるから，これらに基づく損害賠償請求権は同一の訴訟物であると解す

べきところ（最高裁昭和 48 年 4 月 5 日第一小法廷判決・民集 27 巻 3 号 419 頁参

照），中間指針等では，本件事故と相当因果関係のある損害であれば「原子力損害」

（原賠法 3 条）に該当するから生命・身体的損害を伴わない精神的損害（慰謝料）

についても相当因果関係が認められる限り賠償すべき損害というべきであるとした
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上で，上記の月額 10万円等の慰謝料を目安とするとしており，精神的損害（慰謝料）

の中で特に上記②のみを対象とするような趣旨や，上記①を対象から外すような趣

旨は読み取れないから，中間指針等で定めた慰謝料は，本訴における訴訟物と同一

の被侵害利益に係る賠償義務というべきだからである。したがって，当裁判所は，

本判決において，一審原告らが主張する上記①及び②の損害いずれであっても，「中

間指針等による賠償額」を超える部分に限って請求を認容することとする。 

 

P.241 3行目～P.246 23 行目 

第 2 損害の有無及び損害額の判断の在り方 

1 一審原告らの主張の整理 

上記第 1の 3(2)で整理したとおり，一審原告らは，本件事故によって「包括的生

活利益としての人格権」が侵害されたことにより，①「生存と人格形成の基盤」の

破壊・毀損（生存と人格形成の基盤の法益が破壊ないし損傷を受けたこと）による

損害と，②「日常的な幸福追求による自己実現」の阻害（幸福追求・価値を選択しな

がら普通の日常生活を営む法益が破壊ないし損傷を受けたこと）による損害の 2 つ

の類型の被害が生じているとした上で，「ふるさと喪失」一審原告らについては，上

記①が「ふるさと喪失」損害に，上記②が「平穏生活権侵害に基づく損害」に当たる

と主張し，それ以外の一審原告らについては，上記①及び②の双方が「平穏生活権

侵害に基づく損害」に含まれるものと主張している。 

そして，一審原告らの主張を全体を通してみれば，上記②に係る被侵害法益の内

実は，人が，生活の本拠において生まれ，育ち，職業を選択して生業（なりわい）

を営み，家族，生活環境，地域コミュニティとの関わりにおいて人格を形成し，幸

福を追求してゆくという，全人格的な生活（一審原告らのいう「日常的な幸福追求

による自己実現」）が広く含まれ，上記①に係る被侵害法益の内実は，そのように，

人が人格を形成し幸福を追求していくべき全人格的な生活の本拠そのもの（一審原

告らのいう「生存と人格形成の基盤」）が広く含まれると主張しているものと解す

るのが相当であるから，当裁判所は，これらが破壊・毀損ないし阻害されたかを判

断することとする。 

2 損害の判断の在り方 

原判決（原判決 152 頁 20 行目から 154 頁 20 行目まで）は，上記②の損害の成否

の判断枠組みとして，本件事故によって拡散された放射性物質によって居住地の汚

染が社会通念上受忍すべき限度を超えた平穏生活権侵害となるか否かという判断枠

組みを用いているが，本訴において一審原告らが受けたと主張する被害は，福島第

一原発の正常な稼働によって生じたものではなく，前示（前記第 3 節及び第 4 節）

のとおり一審被告東電の義務違反及び一審被告国の違法な規制権限不行使の結果と

して福島第一原発が本件事故を起こしたことによるものであって，社会にとって公
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共性ないし公益上の必要性がある施設等の正常な運用・供用等による侵害行為が生

じているという場合ではないから，上記判断枠組みは本訴において妥当するもので

あるとはいえない。したがって，原判決の用いた上記判断枠組みが相当でないとの

一審原告らの論旨（控訴理由書 145頁以下）は理由があるというべきである。 

当裁判所は，本件事故により一審原告らが主張する上記①及び②の損害が生じた

か，生じたとして損害額をいくらと評価すべきかについては，端的に，各一審原告

について， 本件事故と相当因果関係のある損害の有無及び額を認定していくことと

する。 

3 損害の判断において考慮すべき要素 

当裁判所が，本件事故と相当因果関係のある損害の有無及び額を判断するに当た

り考慮に入れるべき要素としては，以下のものが考えられる。 

（1）本件事故により侵害された事柄 

本件事故により，放射性物質が放出され広範に飛散したことによって，どのよう

な事柄が侵害されたかについては，一審原告らが，旧居住地において，本件事故前

に享受していた事柄全般を考慮対象に入れてその侵害の有無や程度を把握する必要

がある。そのような事柄として主な要素は，以下のア～カのように分類して挙げる

ことが可能である。なお，以下の要素は，必ずしもそれぞれが独立しているもので

はなく，互いに重なり合ったり，関連したりして，有機的に一体の事柄を形成して

いる関係にもあるものであるから，後記の損害論（各論）において必ずしも取り出

して触れていない事柄であっても，考慮の対象外に置いているものではない。また，

以下の要素の中には，財産的な側面を有するものも多く含まれており，これらの一

部について，一審原告らの中には，別途一審被告東電から財産的損害に対する賠償

として金銭の支払を受けている者もいるが，後に判示するとおり（後記第 6 節第 5

の 3），一審被告東電による財産的損害に対する賠償は，本訴における精神的損害に

対する慰謝料額には充当されないと解すべきであるから，逆に，慰謝料額の評価に

おいても，財産的損害自体については除外して考慮することとする。もっとも，こ

うした要素の多くが，一口に各人の財産的損害として評価され得ないものも多い上

に，一審被告東電からそうした財産的損害に対する賠償を受けていない者も多くい

ること，本件で一審原告らが被ったと主張する精神的損害には，①「生存と人格形

成の基盤」の破壊・毀損（生存と人格形成の基盤の法益が破壊ないし損傷を受けた

こと）による損害と，②「日常的な幸福追求による自己実現」の阻害（幸福追求・価

値を選択しながら普通の日常生活を営む法益が破壊ないし損傷を受けたこと）によ

る損害の 2 つが含まれていることは前示のとおりであるところ，以下の要素は，全

体として人が生存と人格形成をする基盤であると共に，日常的な幸福追求をする上

で欠かせない日常生活そのものでもあり，いずれも，財産的な価値だけでなく，そ

れらが破壊・毀損されることによって上記①ないし②の精神的損害を受けたと評価
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すべき側面も有しているというべきであるから，本訴における慰謝料額の評価にお

いても，その限度では考慮に入れることとする。 

ア 基本的な社会インフラ 

（例） 

電気・水道・ガス等のインフラ 

医療・警察・消防等の施設 

学校・教育・育児等の学習環境，成育環境 

道路・鉄道等の交通インフラ 

電波・電話網・光ケーブル等の通信インフラ 

イ 生活の糧を取得する手段 

（例） 

第 1 次産業： 農業・林業・水産業等 

第 2 次産業： 鉱工業・製造業・建設業等 

第 3 次産業： 観光業も含めた地元企業・大手企業の出先機関・自営業（美容院

や自動車整備工場，商店等）等 

ウ 家庭・地域コミュニティを育む物理的・社会的諸要素 

（例） 

親戚・家族や近所付き合いの拠点となるべき自宅・住まい等 

職場・学校等を起点とした人的つながり 

趣味・会議所・社交場・運動場・温泉・娯楽施設・公園等 

冠婚葬祭施設， 墓地等 

祭り・イベント・風物詩等 

エ 周囲の環境・自然 

（例） 

大気・水質・土壌・気候等 

山・湖沼・川・海等 

家庭菜園・山菜・キノコ採集・魚釣り等 

オ 帰るべき地・心の拠り所となる地・想い出の地等としての「ふるさと」 

（例） 

実家・母校・行きつけの店・駅等 

想い出の場所・景色等 

地元の評判・観光地としての価値等 

カ その他 

（例） 

避難・移住・生活再建等のために支出した諸々の経済的な負担 

被曝者・被災者としてのレッテル・いじめ等 
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被曝により将来的に健康被害が生じるのではないかという恐怖ないし不安（2）侵

害態様・程度 

侵害態様としては，一審被告らの故意又は過失の有無，程度も重要であるところ，

前示のとおり，一審被告らに本件事故について故意又は重大な過失までは認めるこ

とはできないものの，本件における一審被告東電の義務違反の程度は，決して軽微

とはいえない程度であったというべきであるから，これを前提に損害額を算定する

こととする。 

次に，侵害の程度としては，上記（1）に挙げた事柄が，本件事故により，どの程

度放射能汚染されたか（空間線量率等が指標となる。），又は侵害されたかが重要

な要素となる。なお，後記第 6 節第 3 の 3 の被曝を予防するために定められたもの

ではあるが，本件事故当時の炉規法，実用炉規則及び線量限度告示では，周辺監視

区域外の線量が 1ｍSv/y 以下となるように放射線源を管理することが求められてお

り，法令上，1ｍSv/yを超える公衆の被曝は許容されていなかったということができ

るため，これも考慮要素の一つとすべきである。 

また，政府による避難指示等により居住及び移転の自由が法的に制約されたか否

かも重要な指標の一つであるが，仮に法的に制約されなかったからといって，直ち

に侵害がなかったとすべきではなく，本件事故により一審原告らの生活に影響した

社会的事実や，福島第一原発からの距離等に応じて一審原告らが感じた恐怖・不安

等も広く考慮に入れて，本件事故との相当因果関係を判断すべきである。 

なお，避難の合理性（旧居住地から避難した場合に，避難と本件事故との間に相

当因果関係が認められるか）と平穏生活権侵害の成否は，考慮要素を共通にするた

め，結果的にほとんどの場合に結論は一致すると考えられるが，平穏生活権侵害の

成否を考えるに当たっては，必ずしも後者が前者の前提となるものではなく，境界

的な事例においては，旧居住地の汚染は平穏生活権侵害として賠償に値する程度に

至らないが避難の合理性は認められるという場合も想定され得る。 

（3）本件事故後の経緯・現状 

新たな放射性物質の放出を抑制する措置が取られたか否か（各原子炉の冷温停止状

態が達成されたか否か），社会インフラ等の復帰状況，除染の進展状況及び空間線

量率の推移，それらに要した期間，居住人口・帰還率の推移等は重要な考慮要素と

なる。 

 

P.295 16 行目～P.296 23 行目 

(3) 全中間指針の位置付け 

上記⑵のような議論の経過によれば，個別具体的な事情に応じた本件事故と相当

因果関係のある損害は別途あり得るので，それは全中間指針で定める基準の外で損

害賠償がされるべきであるという前提で，全中間指針は，本件事故と相当因果関係
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のある，日常生活の阻害や故郷の喪失による精神的損害（比較的僅少で個人差が余

りないと考えられる生活費の増額分も含む。）に対する損害賠償額を，簡易迅速な損

害回復を旨とするため支払う側の当事者である一審被告 

東電も納得し支払を拒否しないような金額として妥当な額を基準として打ち出した

ものであるということができる。そして，その額を定める議論においては，交通事

故損害賠償訴訟における基準や参考となり得る判例が参照されたが，本件事故と類

似の事例は見つからなかったため，最終的には，交通事故や参考裁判例の事例との

違いを意識しながら，法学者及び放射線の専門家等から構成された原賠審の委員か

ら出された意見の平均的な額を基準にするなどして，全中間指針における賠償の基

準額は定められた。20ｍSv/yを下回る低線量の地域住民については，単なる根拠の

ない不安を損害とみなすものではなく，低線量被曝は健康被害があるけれどもそれ

がどの程度のものか分からないという知見を基にしつつ，取り分け本件事故直後に

は，公的に公表されたデータ以外に非公式に様々な情報が飛び交っていた状況を考

慮に入れ，本件事故により住民が危険性や恐怖・不安を覚えて自主的に避難するこ

とに合理性があるかという観点から相当因果関係の有無を検討する必要があるとさ

れた。 

以上によれば，全中間指針において定められた額は，指針策定当時までの事情を

基に，個別事情を捨象して当該地域に居住していた全住民に共通する損害項目を考

慮に入れながら，一審被告東電側も任意の支払を拒否することのないように合理的

と考えられる額として定められたものと解されるから，任意の支払を念頭に置いた

和解金的な色彩があることは否定できないところである。そうすると，本訴におい

て，口頭弁論終結時までの事情を基に，一審被告東電による任意の支払を期待する

という要素を考慮に入れずに，本件事故と相当因果関係のある損害額を定める場合

に，全中間指針における基準額よりも高い額となることは，ある意味では自然な結

果であるともいえる。 

 

P.326 26 行目～P.508 14 行目 

第 4 相当因果関係（各論） 

1 一審原告らの旧居住地ないし居住地の状況等（P.327～） 

2 グループごとの検討（P.360～） 

3 旧居住地が帰還困難区域並びに大熊町及び双葉町の居住制限区域及び避難指示解

除準備区域（以下「帰還困難区域等」という。）である一審原告らについて（P.362

～） 

4 旧居住地が旧居住制限区域である一審原告ら（旧居住地が大熊町の旧居住制限区

域である一審原告らを除く。以下，本項において同じ。）について（P.374～） 

5 旧居住地が旧避難指示解除準備区域である一審原告ら（旧居住地が大熊町，双葉
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町の旧避難指示解除準備区域である一審原告らを除く。以下，本項において同じ。）

について(P.383～) 

6 旧居住地が旧緊急時避難準備区域である一審原告らについて（P.389～） 

7 旧居住地が旧特定避難勧奨地点である一審原告らについて（P.401～） 

8 旧居住地が旧一時避難要請区域である一審原告らについて（P.405～） 

9 旧居住地が自主的避難等対象区域である一審原告らについて（P.409～） 

10 旧居住地が県南地域及び宮城県丸森町である一審原告らについて（P.472～） 

11 旧居住地が上記 3～10以外の地域である一審原告らについて（P.486～） 

 

（以下、P.360 24行目～P.361 18行目） 

2 グループごとの検討 

前記第 1 の 7 のとおり，原審口頭弁論終結日（平成 29 年 3 月 21 日）以降，避難

指示区域のうち，平成 29 年 3 月 31 日から 4 月 1 日にかけて，飯舘村，浪江町，川

俣町，富岡町の居住制限区域，避難指示解除準備区域の設定が解除され，平成 31年

4 月 10 日，大熊町の居住制限区域及び避難指示解除準備区域の設定が解除された。

また，当審口頭弁論終結後である令和 2 年 3 月 4 日には双葉町の避難指示解除準備

区域全て及び帰還困難区域の一部が，同月 5日には大熊町の，同月 10日には富岡町

の，いずれも帰還困難区域の一部が，それぞれ解除予定である。 

以上を前提にすると，当審における一律請求についても，原審と同様に，政府に

よる避難指示区域等に沿って分類可能な，①帰還困難区域並びに大熊町及び双葉町

の居住制限区域及び避難指示解除準備区域，②旧居住制限区域（大熊町を除く。），

③旧避難指示解除準備区域（大熊町，双葉町を除く。），④旧特定避難勧奨地点，⑤

旧緊急時避難準備区域及び⑥旧一時避難要請区域の六つ（なお，本件訴訟には，旧

居住地が旧屋内退避区域（解除後に緊急時避難準備区域に設定された地域を除く。）

である一審原告はいない。），中間指針等に沿って分類可能な，⑦自主的避難等対象

区域及び⑧県南地域及び宮城県丸森町の二つ，並びに⑨上記以外の地域の合計九つ

のグループ（このうち⑨については更に地域ごとに検討する。）に分類して判断する

のが相当である。 

 

3 旧居住地が帰還困難区域並びに大熊町及び双葉町の居住制限区域及び避難指示解

除準備区域（以下「帰還困難区域等」という。）である一審原告らについて 

(1)認定事実 

（以下、P.363 23行目～P.367 26行目） 

ウ 帰還困難区域等旧居住者の受けた被害 

帰還困難区域等を旧居住地とする一審原告らについて，各一審原告の受けた被害は

それぞれの状況に応じて様々であるが，おおむね，次のような被害を被っていると
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認められる。 

(ア)居住・移転の自由の制限 

帰還困難区域においては，区域境界に物理的な防護措置が実施され，基本的には立

入りが禁止されており，一時立入りを実施する場合には，スクリーニングを確実に

実施し，個人線量管理や防護装備の着用が徹底されるなど，様々な制限がある（原

判決が引用する証拠のほか，当審における現地進行協議等による弁論の全趣旨）。 

帰還困難区域等の大半は旧警戒区域であり，そうでない区域も避難区域又は計画的

避難区域であった区域であって，強制避難の対象であったため，この区域の一審原

告らの多くは，本件事故が起きた 3月 11日頃に取るものも取り敢えず避難したまま

自宅に帰ることができていなかったり，自宅を避難した当時のまま放置せざるを得

なかったりといった状況が続いている（一審原告Ｈ－111，当審における現地進行協

議等による弁論の全趣旨）。 

原災法 20 条 3 項に基づいて設定された避難区域，計画的避難区域，避難指示区域

への立入りには罰則はないが，原災法（平成 24年法律第 47号による改正前のもの）

28条 2項，災害対策基本法 63条 1項に基づいて設定された警戒区域への立入りは，

10万円以下の罰金又は拘留という刑事罰をもって禁止されていた（災害対策基本法

116条 2号）。 

このように，帰還困難区域等に生活の本拠を有していた一審原告らは，罰則の有無

にかかわらず，生活の本拠において居住を継続する権利（居住及び移転の自由）を

制約されたものである。 

(イ)旧居住地の汚染 

帰還困難区域は，平成 23年 12月 26日時点において空間線量率が 50ｍSv/yを超え

る地域であり，社会システム工学者である沢野伸浩が平成 25年 11月 19日第 8次航

空機モニタリングの結果を計算処理した結果によれば，平成 25年 11月 19日時点に

おいても，双葉町において最大 42.23μSv/h（年間追加被曝線量は 222.05ｍSv/y相

当。μSv/hの数値から 0.04を引いて 0.19で割り，小数点以下 3桁を四捨五入する

簡易な換算方式（1日のうち屋外に 8時間，屋内（遮蔽効果（0.4 倍）のある木造家

屋）に 16時間滞在するという生活パターンを仮定。甲Ｂ97参照）で計算したもの。

以下，同様の換算方式による年間追加被曝線量相当値を括弧内に表記する。），浪江

町において最大約 39.96μSv/h（210.11ｍSv/y 相当），大熊町において最大約

37.04μSv/h（194.74ｍSv/y相当）といった，100ｍSv/yを超える空間線量率が現れ

ていた。 

このような放射性物質による旧居住地の汚染は，単に旧居住地の土地建物の経済的

価値を毀損しているだけでなく，旧居住地への帰還を困難にさせて，帰還困難区域

旧居住者に多大な精神的苦痛を与え続けているものというべきである。 

(ウ)日常生活の阻害 
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帰還困難区域等に居住していた一審原告らは全員が避難を強いられたところ，自宅

以外での生活を長期間余儀なくされ，正常な日常生活の維持・継続が長期間にわた

り著しく阻害された。一審原告らの中には，いまだ仮設住宅等における避難生活を

強いられている者もいるほか，新たに住居を構えた一審原告らにおいても，生活の

糧となる生業の変更を余儀なくされるなど，避難前と同様の日常生活が回復できて

いるとはいえず，原告らの属性にかかわらず，日常生活の阻害は長期化しているも

のといえる。 

(エ)長期間の設定による今後の生活の見通しに対する不安，帰還困難による不安 

本件事故から 6 か月が経過した後の平成 23 年 10 月 1 日時点においても，避難区

域・警戒区域（飯舘村及び南相馬市の一部の帰還困難区域においては計画的避難区

域）が解除されず，避難指示区域の見直しまで今後の生活の見通しが立たない不安

が増大する状況にあり，平成 23 年 12 月 16 日から平成 25 年 8 月 8 日までの間に避

難指示区域が見直された後も，帰還困難区域等として長期間にわたり帰還が不可能

な状況となったことによる不安が継続した。そして，本件事故から約 9 年間が経過

した今なお，ＪＲ常磐線の沿線のごく一部の地域を除き帰還困難区域の避難指示の

解除がいつされるか不透明な状況であり，帰還できる日を待ち望む者もいれば，も

はや帰還することに期待を寄せられる状況ではなくなった者もいるなど，不安定な

状況を強いられている。一審原告らの被った精神的苦痛は，時の経過によっても容

易に癒やされず，将来的な見通しが立たず人生設計の建てようがない状況が長期化

することによって，むしろ増大した側面もあるというべきである。 

(オ)生活費の増加 

また，帰還困難区域等からの避難者は，避難生活によって多かれ少なかれ生活費が

増加したと推認されるところ，個別に相当因果関係の立証が可能なものについては

積極損害として別途賠償されるべきであり，現に一審被告東電により賠償がされて

いるものの，個別に相当因果関係の立証が困難なものも多数発生していると推認さ

れる。したがって，このことは慰謝料の増額要素として考慮するのが相当である。

なお，原賠審による全中間指針作成に係る議論においても，生活費の増加について

は精神的損害に対する賠償額を算定する際に加味することとされたことについては

前示（前記第 2の 6）のとおりである。 

(カ)ふるさとの喪失 

一個人にとって，その居住地は，単にそこで生活をするというだけではなく，その

地において様々な事や物を享受したり，コミュニティにおける他人との交流を深め

たりしながら，人格を形成していく基盤でもあるというべきであって，第 5 節第 2

の 3 にも前示したとおり，基本的な社会的インフラや生活の糧を取得する手段にと

どまらず，家庭・地域コミュニティを育む物理的・社会的諸要素，周囲の環境・自

然，帰るべき地・心の拠り所となる地・思い出の地等としての「ふるさと」としての
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居住地の持つ意味合いなどを考慮に入れて，一審原告らの受けた精神的損害を評価

すべきである。 

そうすると，帰還困難区域等の一審原告らにおいては，極めて限定された区域を除

き，本件事故から 9 年を経ようとする今もなお帰還困難区域の指示解除の目途さえ

立っていない状況であること（なお，一審原告Ｈ－65，518 は，平成 25 年 10 月 31

日に帰還困難区域に設定された旧居住地所在の旧自宅に測定に来た放射線測定士か

ら「ここには 100 年帰れません。」と言われた旨陳述している（甲Ｈ65 の 1 の 3）。）

に鑑みて，「生存と人格形成の基盤」を一個人の人生のスパンで見ればほぼ不可逆的

に破壊・毀損されたというべきである。 

（以下、P.368 1 行目～P.370 18行目） 

(2)検討 

ア 評価（損害額） 

上記(1)のとおり，帰還困難区域等を旧居住地とする一審原告らは，生活の本拠で

あった旧居住地から強制的に転居させられ，長期にわたる不自由な避難生活の継続

を余儀なくされるとともに，旧居住地の状況把握さえままならないままこれを放置

せざるを得ない状況が続き，本件事故から 9 年間近くを経た今なお旧居住地が元ど

おりになることに対して期待を寄せることができない状況でいるのであるから，一

審原告らが平穏生活権を侵害されたことは明らかであり，賠償に値する精神的苦痛

を被ったものと認められる。 

以上を前提に，平穏生活権侵害に基づく慰謝料の額を算定すると，その額は，①強

制的に転居させられた点について 150 万円，②避難生活の継続を余儀なくされたこ

とについて月額 10 万円，③「ふるさと喪失」について 600 万円と評価すべきであ

る。 

そして，上記②の避難生活の継続は，本件事故があった 3 月 11 日が属する月であ

る平成 23年 3月を始期とし，終期は，後記のとおり，旧居住地が旧居住制限区域及

び旧避難指示解除準備区域であった一審原告らについては，遅くとも平成 30年 3月

31日まで避難生活の継続が強いられていたとみるべきであることに鑑みて，同日が

属する月である平成 30年 3月とし，その翌月以降は，さらに避難生活の継続が強い

られており，ごく一部の区域を除いて指示の解除の目途さえ立っていない状況であ

ることから，もはや帰るべき「ふるさと」を喪失したとみて「ふるさと喪失」損害に

係る慰謝料において考慮することが相当である。したがって，避難生活の継続が強

いられていた期間は，平成 23年 3月から平成 30年 3月までの 85か月間であり，そ

の点についての慰謝料額は 85万円と評価すべきである。 

上記③の「ふるさと喪失」損害については，前記（第 5節第 1「ふるさと喪失」一

審原告らに限らず，それ以外の一審原告らにおいても，「平穏生活権侵に基づく損害」

に含まれるものとして「ふるさと喪失」損害を主張しているものと整理すべきであ
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るところ，「ふるさと喪失」一審原告らについてみれば，一審原告Ｈ－6，一審原告

Ｈ－88，89，一審原告Ｈ－383～388 の旧居住地は双葉町の，一審原告Ｈ－126 の旧

居住地は大熊町の，一審原告Ｈ－111の旧居住地は富岡町の，一審原告Ｈ－65，518

の旧居住地は浪江町の，それぞれ帰還困難区域である。また，その他の一審原告ら

は，上記 4 町のほか，南相馬市小高区及び飯舘村の各帰還困難区域（双葉町の避難

指示解除準備区域である一審原告 1人（Ｈ－122）を含む。）を旧居住地とする。 

帰還困難区域では，上記（1）ウ（カ）のとおり，一個人の人生のスパンで見れば

ほぼ不可逆的に「生存と人格形成の基盤」を破壊・毀損されたというべきであって，

その損害は非常に重大であるというべきところ，前記 1 に認定した各事実，原審に

現れた関係各証拠に，当審に現れた関係各証拠（甲Ｃ274，285～292，295，296，310，

314，315，323～326，丙Ｃ329～331，371，372，374，377～385，390～402，404，450

～453，461，479～483，492～495，497，499～501，504～508，510～512，514，518，

519，538（いずれも枝番を含む。），甲Ｈ65の 1の 3，甲Ｈ111の 1の 3，一審原告Ｈ

－65，518（当審），一審原告Ｈ－111（当審），当審における現地進行協議等による弁

論の全趣旨）も合わせて認定することができる，一審原告らの旧居住地である双葉

町，大熊町，富岡町，浪江町，南相馬市小高区及び飯舘村の状況や，一審原告らがほ

ぼ不可逆的に帰還ができない状態に置かれたことによる様々な被害等を考慮した上

で，積極損害（避難費用など），消極損害（営業損害など），生命・身体的損害（本件

事故に起因する疾病・自死による損害など），財物損害（不動産の損害など）は別途

賠償されること，「生存と人格形成の基盤」が破壊・毀損されたことによって平成 30

年 3 月まで避難継続を余儀なくされたことについての慰謝料は上記②で評価されて

いること，他方で，同年 4月以降，「生存と人格形成の基盤」が破壊・毀損されたこ

とによる避難生活の継続についてはこの「ふるさと喪失」損害によって評価すべき

であること，一審被告東電の義務違反の程度は著しいこと（前記第 3 節第 2 の 8），

その他，一切の事情を総合的に考慮して，「ふるさと喪失」一審原告らに限られず，

このグループに属する全ての一審原告らについて，「ふるさと喪失」損害としては上

記のとおり 600万円を認めるのが相当である。 

 

4 旧居住地が旧居住制限区域である一審原告ら（旧居住地が大熊町の旧居住制限区

域である一審原告らを除く。以下，本項において同じ。）について 

(1)認定事実 

（以下、P.377 10 行目～P.379 18行目） 

イ 旧居住制限区域旧居住者の受けた被害 

旧居住制限区域を旧居住地とする一審原告らについて，各一審原告の受けた被害は

それぞれの状況に応じて様々であるが，帰還困難区域と同様，おおむね，次のよう

な被害を被っていると認められる。 
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旧居住制限区域においては，上記アのとおり，住民の一時帰宅などは可能であった

が，宿泊は禁止され，同区域内への不要不急の立入りは控え，用事が終わったら速

やかに退出することが求められるなど，様々な制限があった。 

前示のとおり，早い地域では平成 27年 9月 5日に，遅い地域でも平成 29年 4月 1

日に，大熊町を除く旧居住制限区域は設定が解除されているものの，避難を余儀な

くされた平成 23年 3月以降，設定がされていた決して短いとはいえない期間に，既

に生活の本拠を別の地へ移し，もはやふるさとに戻ることは考えようがない者が多

いことは，上記アに認定した各事実，取り分け，設定解除後もなかなか帰還率が上

がっていないことや，実際にそこに旧居住地を有していた一審原告Ｈ－2，同Ｈ－18，

同Ｈ－94らの状況を勘案すれば，推認するに難くない。 

このように，旧居住制限区域に生活の本拠を有していた一審原告らは，現時点まで

に既に設定の全てが解除されているとしても，生活の本拠において居住を継続する

権利（居住及び移転の自由）を大きく制約された。また，避難生活の継続によって

正常な日常生活の維持・継続が長期間にわたり著しく阻害され，本件事故以降，今

後の生活の見通しが立たない不安が増大する状況にあり，避難指示区域が見直され

た後も，いつ自宅に戻れるか分からないという不安な状態が継続したこと，空間線

量率も安心して居住できるほど低くはないこと，生活費が増加していること，「ふる

さと」の少なくとも一部が破壊・毀損されたこと等については，帰還困難区域と同

等又はそれに準じるものである。 

なお，原判決は，旧居住制限区域に係る「ふるさと喪失」損害について，継続的賠

償とは別途の確定的，不可逆的損害が発生しているとは認められないとしてこれを

否定している（原判決 291 頁 11 行目から 293 頁 9 行目まで）。これは，原判決が，

「ふるさと喪失」損害を，帰還が社会通念上不能となった時点において，平穏生活

権侵害による継続的損害の賠償を終了させ，確定的，不可逆的な損害を定額に包括

評価して賠償を終了させることが許されると解した上で，そのような確定的，不可

逆的な損害を「ふるさと喪失」損害と位置付けていることから来るものでもあると

解されるところ（原判決 288頁 7行目から 289頁 13行目まで），当裁判所は，「ふる

さと喪失」損害をそのような確定的，不可逆的な損害に限る必然性はなく，あくま

でも，一審原告ら主張に係る「ふるさと喪失」損害は，本件事故と相当因果関係の

ある「生存と人格形成の基盤」の破壊・毀損であると捉えるべきであると考えるも

のである（前記第 5節第 2の 1及び 2）。したがって，より端的に，そのような意味

における「ふるさと喪失」損害が旧居住制限区域について発生しているかを判断す

ると，前記 1 で認定した一審原告らの旧居住地ないし居住地の状況等や，上記アの

認定事実等に鑑みれば，旧居住制限区域の一審原告らにおいては，既に全ての避難

指示が解除されており，帰還困難区域等よりはその程度が低いとはいえるものの，

本件事故から 9 年を経ようとする今もなお様々な社会インフラ等の状況は本件事故
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前の状態とは程遠く，帰還率も上がっていない状況であると認められ，一個人の人

生のスパンで見れば，「生存と人格形成の基盤」を相当程度破壊・毀損されたという

べきである（したがって，ここで生じている「ふるさと喪失」損害は，帰還困難区域

等の居住者と同一のものというわけではなく，「ふるさと変容」損害などの呼称がよ

り適切とも考えられないではないが，本件訴訟における一審原告らの主張に鑑み，

上記のような理解の下で「ふるさと喪失」損害として取り扱うこととする。この点

は後記の旧避難指示解除準備区域についても同様である。）。 

（以下、P.379 1 行目～P.382 12行目） 

(2)検討 

ア評価（損害額） 

上記(1)のとおり，旧居住制限区域を旧居住地とする一審原告らは，生活の本拠で

あった旧居住地から強制的に転居させられ，長期にわたる不自由な避難生活の継続

を余儀なくされるとともに，一時帰宅は可能であったとしても，空間線量率の高い

地域に帰宅することは精神的に容易ではないため，事実上旧居住地の状況把握さえ

ままならず放置せざるを得ない状況が，本件事故から短くても 4 年半余り，長いと

ころでは 6 年余りの間継続した結果，解除から約 3 年ないし 4 年半経った現在もな

お旧居住地への帰還に踏み切ることができなかったり，既に諦めたりしている者も

少なくない状況でいるのであるから，一審原告らが平穏生活権を侵害されたことは

明らかであり，賠償に値する精神的苦痛を被ったものと認められる。 

以上を前提に，平穏生活権侵害に基づく慰謝料の額を算定すると，その額は，①強

制的に転居させられた点については帰還困難区域と同額である 150 万円，②避難生

活の継続を余儀なくされたことについてやはり帰還困難区域と同額である月額 10

万円，③「ふるさと喪失」については，150万円と評価すべきである。 

そして，上記②の避難生活の継続は，本件事故があった 3 月 11 日が属する月であ

る平成 23 年 3 月を始期とし，終期は,旧居住制限区域の多くが平成 29 年 3 月 31 日

から 4 月 1 日になってようやく解除されていること，解除後少なくとも 1 年間は，

住民側が帰還するための準備や，当該地域における社会インフラの整備等住民を受

け入れる側の準備などが必要であるといえること，中間指針第四次追補は「避難指

示等の解除等から相当期間経過後」の「相当期間」を，避難指示区域については 1年

間を当面の目安としつつ，個別具体的な事情を踏まえ柔軟に判断するものとされて

いたこと（前記第 2の 4（2）イ），一審被告東電による自主賠償基準においては居住

制限区域について月額 10万円を平成 30年 3月 31日まで支払うこととしていること

（前記第 2の 5（2））などからすれば，平成 30年 3月とするのが相当である。した

がって，避難生活の継続が強いられていた期間は，平成 23 年 3 月から平成 30 年 3

月までの 85か月間であり，その点についての慰謝料額は 850万円と評価すべきであ

る。 
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上記③の「ふるさと喪失」損害については，帰還困難区域等のグループと同様，前

記（第 5節第 1の 3（2）のとおり，「ふるさと喪失」一審原告らに限らず，それ以外

の一審原告らにおいても，「平穏生活権侵害に基づく損害」に含まれるものとして「ふ

るさと喪失」損害を主張しているものと整理すべきであるところ，「ふるさと喪失」

一審原告らについてみれば，一審原告Ｈ－2，23 

6，237，Ｈ－82，200，254の旧居住地は浪江町の，一審原告Ｈ－18，同Ｈ－346，一

審原告Ｈ－94，433，434，一審原告Ｈ－442の旧居住地は富岡町の，それぞれ旧居住

制限区域である。また，「ふるさと喪失」一審原告以外の一審原告らは，上記 2町の

他，南相馬市小高区及び飯舘村の各旧居住制限区域を旧居住地とする。 

旧居住制限区域では，上記（1）イのとおり，一個人の人生のスパンで見れば相当

程度「生存と人格形成の基盤」を破壊・毀損されたというべきであって，その損害

は重大であるというべきところ，前記 1 に認定した，一審原告らの旧居住地である

浪江町，富岡町，南相馬市小高区及び飯舘村の各状況，一審原告らが避難指示が解

除された今なお帰還することが困難な状況が続いていることなど様々な被害（甲Ｈ

2の 1の 4，5，甲Ｈ94の 1の 3，甲Ｈ442の 1の 3，一審原告Ｈ－2（当審），一審原

告Ｈ－94（当審）， 

一審原告Ｈ－442（当審），当審における現地進行協議等による弁論の全趣旨）等を

考慮した上で，積極損害（避難費用など），消極損害（営業損害など），生命・身体的

損害（本件事故に起因する疾病・自死による損害など），財物損害（不動産の損害な

ど）は別途賠償されること，「生存と人格形成の基盤」が破壊・毀損されたことによ

って平成 30 年 3 月まで避難継続を余儀なくされたことについての慰謝料は上記②

で評価されていること，他方で，避難指示が解除されて最低でも 1 年間が経過した

同年 4 月以降もなお「生存と人格形成の基盤」の破壊・毀損が残存していることに

よる避難生活の継続又は帰還後の生活における諸々の不便・困難さについてはこの

「ふるさと喪失」損害によって評価すべきであること，一審被告東電の義務違反の

程度は著しいこと（前記第 3節第 2の 8），その他，一切の事情を総合的に考慮して，

「ふるさと喪失」一審原告らに限られず，このグループに属する全ての一審原告ら

について，「ふるさと喪失」損害として上記のとおり 150万円を認めるのが相当であ

る。 

 

5 旧居住地が旧避難指示解除準備区域である一審原告ら（旧居住地が大熊町，双葉

町の旧避難指示解除準備区域である一審原告らを除く。以下，本項において同じ。）

について 

(1)認定事実 

（以下、P.384 17行目～P.386 17行目） 

イ旧避難指示解除準備区域旧居住者の受けた被害 
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旧避難指示解除準備区域を旧居住地とする一審原告らについて，各一審原告の受け

た被害はそれぞれの状況に応じて様々であるが，旧居住制限区域と同様，おおむね

次のような被害を被っていると認められる。 

旧避難指示解除準備区域においては，上記アのとおり，住民の一時帰宅などは可能

であったが，区域内での宿泊や，区域外からの集客を主とする事業，区域内での宿

泊者の存在を前提に実施される事業等が禁止されるなど，様々な制限があった。 

前示のとおり，早い地域では平成 26年 4月 1日に，遅い地域でも平成 29年 4月 1

日に，大熊町及び双葉町を除く旧避難指示解除準備区域は設定が解除されているも

のの，避難を余儀なくされた平成 23年 3月以降，設定がされていた決して短いとは

いえない期間に，既に生活の本拠を別の地へ移し，もはやふるさとに戻ることは考

えようがない者が多いことは，上記 1 に認定した各事実，取り分け，最初に設定が

解除された田村市の都路地区（福島第一原発から 20ｋｍ圏内）でも，その帰還率は，

平成 30 年 10 月 31 日時点で 79.9％と 8 割弱にとどまっているなど，設定解除後も

なかなか帰還率が上がっていないことや，実際にそこに旧居住地を有していた一審

原告らも帰還することに不安や困難を感じて帰還しない者も多く，また，帰還した

者においてもとても本件事故前の状況に戻ったというにはほど遠い現状を痛感する

生活を送っている（甲Ｈ25の 1の 2，甲Ｈ90の 1の 3，甲Ｈ95の 1の 3，甲Ｈ95の

2～4，16，24，25，甲Ｈ303 の 1 の 3，甲Ｈ395 の 1 の 2，3，一審原告Ｈ－25（当

審），一審原告Ｈ－90（当審），一審原告Ｈ－95（当審），一審原告Ｈ－303（当審），

一審原告Ｈ－395（当審））。 

このように，旧居住制限区域に生活の本拠を有していた一審原告らは，現時点まで

に既に設定の全て（双葉町を除く。）が解除されているとしても，生活の本拠におい

て居住を継続する権利（居住及び移転の自由）を大きく制約された。また，避難生

活の継続によって正常な日常生活の維持・継続が長期間にわたり著しく阻害され，

本件事故以降，今後の生活の見通しが立たない不安が増大する状況にあり，避難指

示区域が見直された後も，いつ自宅に戻れるか分からないという不安な状態が継続

したこと，生活費が増加していること，「ふるさと」の少なくとも一部が破壊・毀損

されたこと等については，旧居住制限区域に準じるものである。 

なお，原判決は，旧避難指示解除準備区域に係る「ふるさと喪失」損害について，

継続的賠償とは別途の確定的，不可逆的損害が発生しているとは認められないとし

てこれを否定している（原判決 291頁 11行目から 293頁 9行目まで）が，旧居住制

限区域について前示したとおり（上記 4(1)イ），あくまでも，一審原告ら主張に係る

「ふるさと喪失」損害は，本件事故と相当因果関係のある「生存と人格形成の基盤」

の破壊・毀損であるところ，前記 1 で認定した一審原告らの旧居住地ないし居住地

の状況等に鑑みれば，旧避難指示解除準備区域の一審原告らにおいては，既に全て

の避難指示が解除されており（双葉町を除く。），帰還困難区域等よりはその程度が
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低いとはいえるものの，本件事故から 9 年を経ようとする今もなお様々な社会イン

フラ等は本件事故前の状態までには復帰しておらず，帰還率も上がっていない状況

であることなどに鑑みて，「生存と人格形成の基盤」を一個人の人生のスパンで見れ

ば相当程度破壊・毀損されたというべきである。 

（以下、P.386 18行目～P.389 11行目） 

(2)検討 

ア 評価（損害額） 

上記(1)のとおり，旧避難指示解除準備区域を旧居住地とする一審原告らは，生活

の本拠であった旧居住地から強制的に転居させられ，長期にわたる不自由な避難生

活の継続を余儀なくされるとともに，一時帰宅は可能であったとしても，空間線量

率の高い地域に帰宅することは精神的に容易ではないため，事実上旧居住地の状況

把握さえままならず放置せざるを得ない状況が，本件事故から短くても 3 年余り，

長いところでは 6 年余りの間継続した結果，解除から約 3 年ないし 6 年経った現在

もなお旧居住地への帰還に踏み切ることができなかったり，既に諦めたりしている

者も少なくない状況でいるのであるから，一審原告らが平穏生活権を侵害されたこ

とは明らかであり，賠償に値する精神的苦痛を被ったものと認められる。 

以上を前提に，平穏生活権侵害に基づく慰謝料の額を算定すると，その額は，①強

制的に転居させられた点については帰還困難区域と同額である 150 万円，②避難生

活の継続を余儀なくされたことについてやはり帰還困難区域と同額である月額 10

万円，③「ふるさと喪失」については，100万円と評価すべきである。 

そして，上記②の避難生活の継続は，本件事故があった 3月 11日が属する月である

平成 23 年 3 月を始期とし，終期は，旧避難指示解除準備区域の半分近くが平成 29

年 3月 31日から 4月 1日になってようやく解除されていること，解除後少なくとも

1年間は，住民側が帰還するための準備や，当該地域における社会インフラの整備等

住民を受け入れる側の準備などが必要であるといえること，全中間指針においても

自主賠償基準においても，精神的損害に対する賠償額の算定において，避難指示解

除準備区域を居住制限区域と全く同様の扱いとしていることなどからすれば，平成

30 年 3 月とするのが相当である。したがって,避難生活の継続が強いられていた期

間は，平成 23年 3月から平成 30年 3 

月までの 85か月間であり，その点についての慰謝料額は 850万円と評価すべきであ

る。 

上記③の「ふるさと喪失」損害については，帰還困難区域等のグループと同様，前

記（第 5節第 1の 3（2））のとおり，「ふるさと喪失」一審原告らに限らず，それ

以外の一審原告らにおいても，「平穏生活権侵害に基づく損害」に含まれるものと

して「ふるさと喪失」損害を主張しているものと整理すべきであるところ，「ふる

さと喪失」一審原告らについてみれば，「ふるさと喪失」損害を 
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請求している一審原告らのうち，一審原告Ｈ－90，一審原告Ｈ－202，一審原告Ｈ－

220 及び同Ｈ－393 の旧居住地は浪江町の，一審原告Ｈ－95 及び同人が承継した被

承継人である亡Ｈ－376，一審原告Ｈ－149，一審原告Ｈ－336 の旧居住地は楢葉町

の，一審原告Ｈ－100が承継した被承継人である亡Ｈ－101の旧居住地，一審原告Ｈ

－302，同Ｈ－303，同Ｈ－304及び同Ｈ－305の旧居住地は南相馬市小高区の，一審

原告Ｈ－395 の旧居住地は葛尾村の，それぞれ旧避難指示解除準備区域である。ま

た，他の一審原告らは，上記 4 市町村のほか，南相馬市原町区及び田村市都路町の

各旧避難指示解除準備区域を旧居住地とする。 

旧避難指示解除準備区域では，上記（1）イのとおり，一個人の人生のスパンで見

れば相当程度「生存と人格形成の基盤」を破壊・毀損されたというべきであって，

その損害は重大であるというべきところ，前記 1 に認定した，一審原告らの旧居住

地である浪江町，楢葉町，南相馬市小高区及び原町区，田村市都路町並びに葛尾村

の各状況，一審原告らが避難指示が解除された今なお帰還することが困難な状況が

続いていることなど様々な被害（上記（1）イに掲記の各証拠，当審における現地進

行協議等による弁論の全趣旨）等を考慮した上で，積極損害（避難費用など），消極

損害（営業損害など），生命・身体的損害（本件事故に起因する疾病・自死による損

害など），財物損害（不動産の損害など）は別途賠償されること，「生存と人格形成

の基盤」が破壊・毀損されたことによって平成 30年 3月まで避難継続を余儀なくさ

れたことについての慰謝料は上記②で評価されていること，他方で，避難指示が解

除されて最低でも 1 年間が経過した同年 4 月以降もなお「生存と人格形成の基盤」

の破壊・毀損が残存していることによる避難生活の継続又は帰還後の生活における

諸々の不便・困難さについてはこの「ふるさと喪失」損害によって評価すべきであ

ること，一審被告東電の義務違反の程度は著しいこと（前記第 3節第 2の 8），その

他，一切の事情を総合的に考慮して，「ふるさと喪失」一審原告らに限られず，この

グループに属する全ての一審原告らについて，「ふるさと喪失」損害として上記の

とおり 100万円を認めるのが相当である。 

 

6 旧居住地が旧緊急時避難準備区域である一審原告らについて 

(1)認定事実 

（以下、P.390 13 行目～P.391 7行目） 

イ 旧緊急時避難準備区域旧居住者の受けた被害 

旧緊急時避難準備区域においては，上記アのとおり，避難が強制されるようなもの

ではなかったものの，自主的避難が求められ，特に子供，妊婦，要介護者，入院患者

等は同区域内に入らないようにすることが求められており，保育所，幼稚園，小中

学校及び高等学校は休所，休園又は休校とされるなどしていた区域であること，同

区域は 9 月 30 日に一括して解除されたものの，その大半は福島第一原発から 20～
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30ｋｍ圏内のエリアであり，20ｋｍ圏内に設定された当時の警戒区域（避難指示再

編後でいえば旧避難指示解除準備区域（上記 5のグループ））と接していたり，ある

いは 20ｋｍ圏外でさらに 30ｋｍ圏外へも広がりを見せる当時の計画的避難区域（避

難指示再編後でいえば旧居住制限区域（上記 4 のグループ）又は旧避難指示解除準

備区域）と接していたりする位置関係にあったこと（丙Ｃ27，28），原子力発電所の

水素爆発，炉心溶融という今まで誰も経験したことがないような本件事故が起きて

半年以内という期間であったことなどに鑑みれば，実質的には，同区域内の旧居住

者は，同区域からの避難を余儀なくされ，同区域が設定されていた広野町，楢葉町，

川内村，田村市の一部及び南相馬市の一部に係る，以下のような本件事故後の状況

に鑑みれば，少なくとも後記(2)アの終期とすべき時点までの間，避難の継続を余儀

なくされたというべきである。 

（以下、P.398 16 行目～P.399 10行目） 

(2)検討 

ア 評価（損害額） 

上記(1)のとおり，旧緊急時避難準備区域を旧居住地とする一審原告らは，生活の

本拠であった旧居住地から実質的に避難を余儀なくされ避難の継続を余儀なくされ

たのであるから，一審原告らが平穏生活権を侵害されたことは明らかであり，賠償

に値する精神的苦痛を被ったものと認められる（なお，仮に実際には避難しなかっ

たとしても，実質的に避難を余儀なくされるような状況下に置かれたことに変わり

はないから，避難した者と同額の損害を負ったというべきである。また，設定が解

除される前に死亡した者についても，前示のとおり，本件は本件事故という一回的

行為により全ての損害がその時点で発生している事案とみるべきであるから（前記

第 2章第 2節第 3。），損害額は他の者と同額と評価すべきである。）。 

以上を前提に，平穏生活権侵害に基づく慰謝料の額を算定すると，その額は，①実

質的に強制的に転居させられた点については 100 万円，②避難生活の継続を余儀な

くされたことについては帰還困難区域と同額である月額 10万円（避難の有無を問わ

ない。）と評価すべきである。なお，旧居住地が帰還困難区域等，旧居住制限区域又

は旧避難指示解除準備区域以外の一審原告らは，「ふるさと喪失」損害を主張してい

ない。 

 

7 旧居住地が旧特定避難勧奨地点である一審原告らについて 

(1)認定事実 

（以下、P.402 6 行目～ 14 行目） 

イ 旧特定避難勧奨地点旧居住者の受けた被害 

旧特定避難勧奨地点においては，上記アのとおり，避難が強制されたわけではなか

ったものの，本件事故発生後 1年間の積算線量が 20ｍSvを超えると推定されるとし
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て住居単位で設定されたものである以上，当該住居に居住する世帯としては，余程

の事情等がない限り避難をすることを選択せざるを得なかったものと推認され，実

質的には，同地点からの避難を余儀なくされ，少なくとも後記(2)アの終期とすべき

時点までの間，避難の継続を余儀なくされたというべきである。 

（以下、P.402 15 行目～P.403 9行目） 

(2)検討 

ア 評価（損害額） 

 上記(1)のとおり，旧特定避難勧奨地点として設定された各住居を旧居住地とす

る一審原告らは，生活の本拠であった旧居住地から実質的に避難を余儀なくされ，

避難の継続を余儀なくされたのであるから，一審原告らが平穏生活権を侵害された

ことは明らかであり，賠償に値する精神的苦痛を被ったものと認められる（なお，

仮に実際には避難しなかったとしても，実質的に避難を余儀なくされるような状況

下に置かれたことに変わりはないから，避難した者と同額の損害を負ったと解すべ

きである。また，解除前に死亡した者についても，本件は本件事故という一回的行

為により全ての損害がその時点で発生している事案とみるべきであるか 

ら（前記 3(2)イ(ウ)），損害額は他の者と同額と評価すべきである。）。 

以上を前提に，平穏生活権侵害に基づく慰謝料の額を算定すると，その額は，①実

質的に強制的に転居させられた点については 50万円，②避難生活の継続を余儀なく

されたことについては帰還困難区域等と同額である月額 10 万円と評価すべきであ

る（避難の有無を問わない。）。なお，旧居住地が帰還困難区域等，旧居住制限区域

又は旧避難指示解除準備区域以外の一審原告らは，「ふるさと喪失」損害を主張して

いない。 

 

8 旧居住地が旧一時避難要請区域である一審原告らについて 

(1)認定事実 

（以下、P.406 21 行目～ P.407 6行目） 

イ 旧一時避難要請区域旧居住者の受けた被害 

旧一時避難要請区域においては，政府による避難指示等の対象にはされず，南相馬

市によっても避難が強制されたわけではなかったものの，上記アのとおり，南相馬

市は，その過半が福島第一原発から 30ｋｍ圏内であり，いまだに帰還困難区域に設

定されている区域もあるような立地にあって，本件事故のような未曽有の原発事故

への対応として市が全住民に対して一時避難を要請したものである以上，市内に居

住する住民としては，相応の事情等がない限り避難をすることを選択せざるを得な

かったものというべきであって，実質的には，南相馬市からの避難を余儀なくされ，

少なくとも後記(2)アの終期とすべき時点までの間，避難の継続を余儀なくされたと

いうべきである。 
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（以下、P.407 7 行目～P.407 23行目） 

(2)検討 

ア 評価（損害額） 

上記(1)のとおり，旧一時避難要請区域を旧居住地とする一審原告らは，生活の本

拠であった旧居住地から実質的に避難を余儀なくされ，避難の継続を余儀なくされ

たのであるから，一審原告らが平穏生活権を侵害されたことは明らかであり，賠償

に値する精神的苦痛を被ったものと認められる（なお，仮に実際には避難しなかっ

たとしても，実質的に避難を余儀なくされるような状況下に置かれたことに変わり

はないから，避難した者と同額の損害を負ったと解すべきである。）。以上を前提に，

平穏生活権侵害に基づく慰謝料の額を算定すると，その額は，①実質的に避難を余

儀なくされた点については 20万円，②避難生活の継続を余儀なくされたことについ

ては月額 5 万円と評価すべきである（避難の有無を問わない。）。なお，旧居住地が

帰還困難区域等，旧居住制限区域又は旧避難指示解除準備区域以外の一審原告らは，

「ふるさと喪失」損害を主張していない。 

 

9 旧居住地が自主的避難等対象区域である一審原告らについて 

(1)認定事実 

（以下、P.462 18 行目～ P.463 14 行目） 

エ 自主的避難等対象区域旧居住者の受けた被害 

 自主的避難等対象区域においては，上記アのとおり，避難が強制ないし要請され

たものではなく，いずれも福島第一原発から 30ｋｍ圏外であったことなどから，実

質的に避難を余儀なくされたとまでいうことはできない。現に，上記ウのとおり，

実際に自主的に避難した者は，3 月 15 日の時点で，おおむね 1％を下回っており，

多い地域でも 10％前後にとどまっている。しかしながら，前記第 3の 3の低線量被

曝に関する知見等，前記 1 の一審原告らの旧居住地ないし居住地の状況，上記イの

各地域の概要等によれば，未曽有の事故である本件事故の発生当初に，福島第一原

発の状況が安定しておらず，今後どのようにその被害が拡大するか不明で，自らが

置かれた状況について十分な情報がない状況下にあって，自主的避難等対象区域旧

居住者が，放射線被曝に対する恐怖や不安を感じ，これらの恐怖・不安から一時的

に自主的に避難を選択することには合理性が認められるというべきである。取り分

け，前記第 3の 1(3)に前示のとおり，胎児や子供は放射線感受性が高く，また妊婦

には流産の危険があるなどの知見があり，子供・妊婦については，低線量被曝等の

健康に対する不安や今後の本件事故の進展に対する不安がそれ以外の者に比して大

きかったというべきであることを総合すると，この地域に居住していた子供・妊婦

としては，自主的に避難するのも無理はない状況に追い込まれていたということが

できる。 
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（以下、P.463 15行目～P.464 11行目） 

(2)検討 

ア 評価（損害額） 

上記(1)のとおり，自主的避難等対象区域を旧居住地とする一審原告らは，生活の

本拠であった旧居住地から自主的に避難することが合理的といえる程度の恐怖・不

安を覚え，取り分け子供・妊婦については自主的に避難するのも無理はない状況に

追い込まれていたというべきであるから，一審原告らが平穏生活権を侵害されたこ

とは明らかであり，賠償に値する精神的苦痛を被ったものと認められる（なお，自

主的に避難しなかった者についても，自主的に避難することが合理的な状況ないし

自主的に避難するのも無理はない状況に追い込まれていた点については自主的避難

者と同様であるから，避難した者と同額の損害を負ったと解すべきである。）。 

以上を前提に，平穏生活権侵害に基づく慰謝料の額を算定すると，その額は，①子

供・妊婦は自主的に避難するのも無理はない状況に追い込まれた点について 15 万

円，それ以外の者は自主的に避難することが合理的といえる程度の恐怖・不安を覚

えた点について 5万円，②避難生活の継続を余儀なくされたことについては，妊婦・

子供は月額 3 万円，それ以外の者は月額 1 万円と評価すべきである（避難の有無を

問わない。）。なお，旧居住地が帰還困難区域等，旧居住制限区域又は旧避難指示解

除準備区域以外の一審原告らは，「ふるさと喪失」損害を主張していない。 

（以下、P465 11 行目～P466 12 行目） 

そして、上記②の避難生活の継続は，本件事故があった 3 月 11 日が属する月であ

る平成 23年 3月を始期とし（なお，本件事故後に子供・妊婦となった者についても

同様とすることについて，後記のとおり。），終期は，平成 23年 5～12月時点におい

ても，福島市，二本松市，伊達市，桑折町といった相当の人口，面積を有する範囲に

おいて，20ｍSv/y相当値は下回るものの，10ｍSv/y相当値を超える空間線量率が計

測されていたこと，収束宣言により福島第一原発の冷温停止状態の達成が確認され

たのが 12 月 16 日であること（前記第 1 の 5）に，前記 1 の一審原告らの旧居住地

ないし居住地の状況等，取り分け，平成 24年 3月以降，おおむね空間線量率が 5ｍ

Sv/yを下回るようになったものの，なお福島市内，二本松市内，伊達市内，本宮市

内，桑折町内，国見町内，大玉村内，郡山市内，須賀川市内，天栄村内，相馬市内等

において 5ｍSv/y を超える空間線量率が計測されることもあったことなどに鑑み，

引き続き放射線被曝に対する恐怖・不安を抱いていた者が少なくないとうかがわれ，

その恐怖・不安は合理的であるというべきであること，一審被告東電の自主賠償基

準では，平成 24 年 1～8 月分の賠償をすることとされていること（前記第 2 の 5）

などを考え合わせると，本件事故から少なくとも 1 年間（平成 24 年 2 月まで）は，

自主的避難等対象区域旧居住者の抱いた放射線被曝に対する不安，今後の本件事故

の進展に対する不安は，引き続き賠償に値するものというべきであることから，終
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期は平成 24年 2月とするのが相当である。 

したがって，避難生活の継続が合理的であると解される期間は，平成 23 年 3 月か

ら平成 24 年 2 月までの 12 か月間であり，子供・妊婦についての慰謝料額は 51 万

円，それ以外の者についての慰謝料額は 17 万円と評価すべきである（避難の有無，

実際の避難期間を問わない。）。 

 

10 旧居住地が県南地域及び宮城県丸森町である一審原告らについて 

(1)認定事実 

（以下、P.478 18 行目～ P.479 23 行目） 

エ 県南地域及び宮城県丸森町旧居住者の受けた被害 

県南地域及び宮城県丸森町においては，上記アのとおり，避難が強制ないし要請さ

れたものではなく，いずれも福島第一原発から 30ｋｍ圏外であったことなどから，

実質的に避難を余儀なくされたとまでいうことはできない。 

もっとも，県南地域は，福島第一原発がある福島県内の自治体であり，しかも福島

第一原発からおよそ南西方面におおむね 60～100ｋｍ圏内の奥羽山脈により隔てら

れていない位置に存していること，宮城県丸森町は，福島県外ではあるものの，福

島県に食い込むような形で隣接した自治体であり，福島第一原発からおよそ北北西

方面におおむね 45～70ｋｍ圏内に位置し，特定避難勧奨地点が市内に存在し自主的

避難等対象区域でもある伊達市や，同じく自主的避難等対象区域である新地町とお

おむね隣接していることなどから，いずれも，福島第一原発との近接性という意味

において自主的避難等対象区域と立地的にほぼ同等であるといえる。加えて，前記

第 3 の 3 の低線量被曝に関する知見等，前記 1 の一審原告らの旧居住地ないし居住

地の状況，上記イの各地域の概要等によれば，未曽有の事故である本件事故の発生

当初に，福島第一原発の状況が安定しておらず，今後どのようにその被害が拡大す

るか不明で，自らが置かれた状況について十分な情報がない状況下にあって，県南

地域及び宮城県丸森町旧居住者が，放射線被曝に対する恐怖や不安を感じ，これら

の恐怖・不安から一時的に自主的に避難をすることには合理性が認められるという

べきである。取り分け，胎児や子供は放射線感受性が高く，また妊婦には流産の危

険があるなどの知見があり，子供・妊婦については，低線量被曝等の健康に対する

不安や今後の本件事故の進展に対する不安がそれ以外の者に比して大きかったとい

うべきであることを総合すると，自主的避難等対象区域と同様に，県南地域及び宮

城県丸森町に居住していた子供・妊婦としては，自主的に避難するのも無理はない

状況に追い込まれていたということができる。 

（以下、P.479 24 行目～ P.482 10 行目） 

(2)検討 

ア 評価（損害額） 
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上記(1)のとおり，県南地域又は宮城県丸森町を旧居住地とする一審原告らは，生

活の本拠であった旧居住地から自主的に避難することが合理的といえる程度の恐

怖・不安を覚え，取り分け子供・妊婦については自主的に避難するのも無理はない

状況に追い込まれていたというべきであるから，一審原告らが平穏生活権を侵害さ

れたことは明らかであり，賠償に値する精神的苦痛を被ったものと認められる（な

お，自主的に避難しなかった者についても，自主的に避難することが合理的な状況

ないし自主的に避難するのも無理はない状況に追い込まれていた点については自主

的避難者と同様であるから，避難した者と同額の損害を負ったと解すべきである。）。 

以上を前提に，平穏生活権侵害に基づく慰謝料の額を算定すると，その額は，①子

供・妊婦は自主的に避難するのも無理はない状況に追い込まれた点について 10 万

円，それ以外の者は自主的に避難することが合理的といえる程度の恐怖・不安を覚

えた点について 3万円，②避難生活の継続を余儀なくされたことについては，妊婦・

子供は月額 2 万円，それ以外の者は月額 1 万円と評価すべきである（避難の有無を

問わない。）。なお，旧居住地が帰還困難区域等，旧居住制限区域又は旧避難指示解

除準備区域以外の一審原告らは，「ふるさと喪失」損害を主張していない。 

そして，上記②の避難生活の継続は，本件事故があった 3 月 11 日が属する月であ

る平成 23年 3月を始期とし（なお，本件事故後に子供・妊婦となった者についても

同様とすることについて，後記のとおり。），点で白河市において少なくとも 2 日間

にわたり 20ｍSv/y相当値を超える空間線量率が計測されていたところ，本グループ

の中で西郷村以外の町村は福島第一原発からの距離が白河市とおおむね同等かより

近い場所に位置すること，平成 23年 4～12月においても，5ｍSv/y相当値前後の空

間線量率が計測される地点が数か所存在していたこと，収束宣言により福島第一原

発の冷温停止状態の達成が確認されたのが 12 月 16 日であること（前記第 1 の 5），

平成 24 年になってもなお 5ｍSv/y 相当を超える空間線量率が計測される地点もあ

ったこと，他方で，原賠審は，12 月 6 日に公表した中間指針第一次追補において，

政府等による避難指示等対象区域外については，上記 9 の自主的避難等対象区域と

して 23市町村を選別した上で，この区域の居住者に対する賠償基準を定め，それ以

外の区域については一律の賠償基準は定めなかったことなどを総合的に考慮すると，

平成 23 年 12 月までは，県南地域及び宮城県丸森町旧居住者の抱いた放射線被曝に

対する不安，今後の本件事故の進展に対する不安は，引き続き賠償に値するものと

いうべきであることから，子供・妊婦以外の者については，平成 23 年 12 月とすべ

きである。また，子供・妊婦については，前記のとおり，それ以外の者に比して低線

量被曝等の健康に対する不安や今後の本件事故の進展に対する不安が大きかったと

いうべきであるところ，県南地域及び宮城県丸森町は，平成 24年 1月以降，おおむ

ね空間線量率が 5ｍSv/y を下回るようになったものの，なお航空機モニタリングで

は 5ｍSv/y を超える空間線量率が計測されることもあったことなどに鑑み，引き続
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き放射線被曝に対する恐怖・不安を抱いていた子供・妊婦が少なくないとうかがわ

れ，その恐怖・不安は合理的であるというべきであること，一審被告東電の自主賠

償基準では，平成 24 年 1～8 月分の賠償をすることとされていること（前記第 2 の

5）などを考慮すれば，終期は平成 24 年 2 月とするのが相当である（終期以前に子

供又は妊婦ではなくなった者についても，上記恐怖・不安ないしその影響は継続し

たものと考えられるため，同様とする。）。したがって，避難生活の継続が合理的で

あると解される期間は，子供・妊婦については，平成 23 年 3 月から平成 24 年 2 月

までの 12 か月間であり，その点についての慰謝料額は 24 万円，それ以外の者につ

いては，平成 23年 3月から同年 12月までの 10か月間であり，その点についての慰

謝料額は 10 万円と評価すべきである（避難の有無，実際の避難期間を問わない。）。 

 

11 旧居住地が上記 3～10以外の地域である一審原告らについて 

（1）会津地域 

イ 一審原告らの損害 

（以下、P.490 3 行目～ 15 行目） 

（イ）一審原告らに対する具体的な損害額 

上記(ア)のとおり，会津地域を旧居住地とする一審原告らのうち，子供・妊婦につ

いては自主的に避難することが合理的といえる程度の恐怖・不安を覚えていたとい

うべきであるから，これらの一審原告らが平穏生活権を侵害されたことは明らかで

あり，賠償に値する精神的苦痛を被ったものと認められ（なお，自主的に避難しな

かった子供・妊婦についても，自主的に避難することが合理的な状況であった点に

ついては自主的避難者と同様であるから，避難者した者と同額の損害を負ったと解

すべきである。），その額は，①子供・妊婦が自主的に避難することが合理的といえ

る程度の恐怖・不安を覚えた点について 5 万円，②避難生活 1 か月相当分として 1

万円と評価すべきである（避難の有無を問わない。）。 

 

（4）栃木県 

イ 一審原告らの損害 

（以下、P.506 24 行目～ P.507 26 行目） 

他方，成人よりも放射線感受性が強いとされる子供・妊婦については，一旦でも 5

ｍSv/y相当値を上回るような放射線が観測された地域の子供・妊婦が，その後の見

通しも分からない中で恐怖・不安を覚えて自主的に避難すること自体は合理性があ

り，取り分け，本訴において栃木県旧居住者である子供・妊婦は本件事故当時子供

（18歳以下）であった一審原告（Ｔ－2341）（平成 7年 7月 21日出生）のみである

ところ，同一審原告の旧居住地である那須町は，栃木県の自治体の中でも福島第一

原発から最も近い約 80ｋｍ地点で福島県と接しており，同町の学校等では 6月に実
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施された調査においても約 5ｍSv/y 相当の放射線が計測されたことなどに鑑みると，

自主的に避難すること自体には合理性があり，本件事故と相当因果関係があるとい

うべきである。 

（イ）一審原告Ｔ－2341に対する具体的な損害額 

上記(ア)のとおり，一審原告Ｔ－2341 については自主的に避難することが合理的

といえる程度の恐怖・不安を覚えていたというべきであるから，同一審原告が平穏

生活権を侵害されたことは明らかであり，賠償に値する精神的苦痛を被ったものと

認められる（なお，自主的に避難しなかったとしても，自主的に避難することが合

理的な状況であった点については自主的避難者と同様であるから，避難者した者と

同額の損害を負ったと解すべきである。）。 

以上を前提に，平穏生活権侵害に基づく慰謝料の額を算定すると，その額は，①自

主的に避難することが合理的といえる程度の恐怖・不安を覚えた点について 5万円，

②避難生活の継続を余儀なくされたことについて，本件事故があった 3月 11日が属

する月である平成 23年 3月を始期とし，上記ア(イ)に認定した状況等に鑑みて，同

年 8月を終期として，月額 1万円と評価すべきである（避難の有無を問わない。）。 
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〇 東京高裁判決【前橋訴訟】 

P.256 7行目～23行目 

第 2 被侵害利益及び精神的損害について 

何人も，自己の選択した居住地及びその立地する周辺環境において，自己の選択

した仕事に従事しながら，放射線被ばくの恐怖や不安を感じることなく平穏な日常

生活を送り，地域や職場のコミュニティの中で周りの人々との各種交流等を通じて，

自己の人格を形成，発展させるという人格的利益を有すると解される。しかし，本

件事故が発生したことにより政府等によって避難指示が発せられ，避難を余儀なく

された者は，平穏な日常生活を侵害され住み慣れた生活の本拠からの移転を余儀な

くされ，それに伴って職を失ったり，変更したりせざるを得なくなるとともに，将

来の見通しの立たないことによる不安を感じながら慣れない土地での不便な避難生

活を強いられることになる。そして，このことは，政府等による避難指示等によら

ないで生活の本拠から退去した者についても，一般人の感覚に照らして，その避難

に合理性が認められ，避難と本件事故との間に相当因果関係が認められる場合には

同様である。このような人格的利益（以下，このような利益を包括して「平穏生活

権」という。）は，憲法 13 条，22 条 1 項等に照らし，原賠法上においても保護さ

れるべき利益というべきであり，その中には，一審原告らが「ふるさと喪失」と主

張する避難前に有していた地域やそこで暮らす人々とのつながりの喪失も含まれる

ものである。 

 

P.266 25 行目～P.267 14 行目 

第 5 慰謝料の考慮要素について 

1 一般的な考慮要素 

本件事故による被害は，多数の者に広範に生じたものであり，被害者が等しく共

通して被っていると認められる損害もあるから，訴訟の場においても，ある程度類

型的に慰謝料額を算定することも許されると解される。その際の一つの基準として

は，一審原告らが本件事故により避難を余儀なくされたことによる精神的損害の賠

償を求めるものであることから，中間指針等が賠償額を定める際に基準としたよう

に，一審原告らが避難前に居住していた地域が帰還困難区域，居住制限区域，避難

指示解除準備地域，緊急時避難準備区域，特定避難勧奨地点又は自主的避難等対象

区域のいずれに所在していたかは，慰謝料額算定に当たっての類型的な考慮要素と

なる。また，中間指針等と同様に，避難者が放射線への感受性が高いとされている

子供又は妊婦であるか否かも，慰謝料額算定に当たって類型的な考慮要素となる。

その上で，本件における被侵害利益が多様な利益が結びついた包括的な平穏生活権

の侵害であることを前提に，個々の一審原告らについて従前の生活状況，避難の状
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況及び避難生活の状況等の具体的事情を考慮して各人毎の慰謝料額を算定するのが

相当である。 

 

第 2節 一審原告らの個別の相当因果関係及び損害額について 

第 26原告番号 79及び 80（家族番号 30）について 

2相当因果関係及び慰謝料額の判断 

P.479 26 行目～P.480 7行目【帰還困難区域からの避難者の例】 

(2)家族番号 30に属する一審原告らは，一審被告国の避難指示により避難を余儀な

くされ，自宅のある地域が帰還困難区域に指定されたことから現在も帰還できない

状態にあること，同一審原告らは，避難により平日は原告番号 79 の仕事の関係で別

居して生活し，週末しか同居できない二重生活を強いられていること，本件事故か

ら相当期間が経過し，地域のコミュニティや交友関係の変容が不可避であること，

その他本件に現れた一切の事情を考慮すると，慰謝料額は，原告番号 79 及び 80 に

つき各 1500万円と認めるのが相当である。 
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〇 東京高裁判決【千葉訴訟】 

P.198 15 行目～P.199 13 行目 

3 精神的損害に対する賠償について 

(1)避難生活に伴う精神的苦痛に対する賠償 

ア ー審原告らのうち，本件事故発生後，避難指示等があったことなどにより避難

生活を余儀なくされた者は，それまで慣れ親しんだ生活の本拠を離れて不慣れな場

所での生活をせざるを得なくなり，それによる不便や困難を甘受しなければならな

くなった上，生活の場所が暫定的であるため，本来の生活の本拠での生活に戻れる

のかどうか，戻れるとしてもそれがいつになるのかが不透明であることによる不安

感や焦燥感を抱いたものと認められ，これらによる精神的苦痛を被ったと認められ

るから，これに対する賠償として慰謝料を請求することができる。 

イ 賠償額の算定方法 

(ア）上記のような避難生活に伴う精神的苦痛は，避難生活を送るのに従って日々

発生するものと考えられるから，これに対する賠償額は，避難生活が継続するのに

従って増加すると考えることができる。そうすると，賠償額としては，1か月当た

りの額を定め，この額に避難生活が継続した月数を乗じて算定することが相当であ

る。 

（イ）その金額は，避難生活に伴う不便や困難，避難生活を送らざるを得ないこ

とによる不安感や焦燥感を考慮すると，基本的に月額 10万円とするのが相当であ

る。 

なお，避難生活に伴う精神的苦痛は，避難生活を継続すること自体により生ずる

ものであるから，避難生活を余儀なくされたと認められれば，避難前の居住地につ

いてどのような避難指示等がされていたかによって異なるものではなく，1か月当

たりの賠償額は，本件事故当時に避難指示等に係る区域に居住していた者について

は，その区域によって差を設けないのが相当である。 

 

P.204 19 行目～P.208 10 行目 

(2)避難生活に伴う精神的損害以外の精神的損害に対する賠償 

ア ー審原告らのうち本件事故により居住地からの避難を余儀なくされた者は，居

住地周辺の多くの住民が相当長期にわたって避難すること等により，生活物資の調

達から，周辺住民との交流，伝統文化等の享受に至るまでの，様々な生活上の活動

を支える経済的，社会的，文化的環境等の生活環境がその基盤から失われた場合，

あるいは，居住地周辺の地域がある程度の復興を遂げたとしても，生活環境がその

基盤から大きく変容した場合には，それまで慣れ親しんだ生活環境を享受すること

ができなくなり，それにより精神的損害を被ったということができる。 
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また，前記(1)ウに説示したとおり，避難生活による慰謝料の発生には終期がある

というべきであり，その終期までには，本件事故前の居住地への帰還を果たすべく，

暫定的な生活の本拠における生活を継続するか，帰還を断念して元の居住地以外の

地に永住の場所として新たな生活の本拠を定めるかの意思決定をすることが可能と

なり，又はこの意思決定をするのが自然であり，合理的でもあると考えられるとこ

ろ，このような意思決定をしなければならない状況に置かれること自体や，暫定的

な生活の本拠における生活を将来にわたって継続すること又は帰還を断念すること

による精神的損害を観念することもできるというべきである。 

これらの精神的損害は，避難生活に伴う精神的損害として避難生活による慰謝料の

対象となっているものではないから，これとは別に賠償されるべきである。そして，

その賠償額は，次のとおり，避難を余儀なくされた一審原告らの置かれた状況によ

って異なることとなる。 

イ 帰還困難区域からの避難者について 

一審原告らのうち帰還困難区域から避難した者については，未だ避難指示等が解

除されておらず，今後の解除の見込みも立っていないのであるから，上記アのよう

な元の居住地における慣れ親しんだ生活環境を享受することができなくなっている

ことはもとより，新たな生活環境が整備される目処も立たない状況であると認めら

れる。そうすると，これらの者は，元の住居地への帰還を断念せざるを得ない状況

になっており，将来の生活について自由に選択して意思決定をする余地は著しく狭

まっているということができるのであって，その精神的損害は大きいと認められる。

もっとも，慣れ親しんだ生活環境を享受することができなくなることによる精神的

損害は，本件事故前の居住地での居住期間，地域社会との関わり合い等の個別の事

情によって，その大きさが異なるといえるから，具体的な賠償額を定めるに当たっ

てはそのような個別の事情を考慮することとなる。 

ウ 旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域からの避難者について 

一審原告らのうち旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域から避難した者に

ついては，既に避難指示等は解除されており，元の居住地への帰還には行政上の制

約はなくなっているが，帰還した者はいない。現実には，これらの区域からの避難

者には，既に帰還した者もいれば，帰還せずに他の地域で生活していくことを選択

した者もいるのであるが，避難指示等によりこれらの区域から多数の住民が相当長

期にわたって避難した結果，その後，ある程度の数の住民が帰還するなどして一定

の復興を遂げてはいる地域はあるものの，そのような地域であっても上記アのよう

な生活環境が基盤から大きく変容したと認められ，仮に帰還したとしても，慣れ親

しんだ生活環境を享受することはできなくなっていると認められる。また，そのこ

とによって，帰還に向けての意欲が自ずから減じることともなり，将来の生活につ

いての選択の余地が狭まっているということができる。これらの事情を考慮すると，
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これらの区域からの避難者についても，相応の精神的損害を認めることができる。 

エ その余の避難者等について 

一審原告らのうち上記イ及びウ以外の避難者は，本件事故前の居住地が避難指示

等の対象となっていた期間が短く，あるいは避難指示等の対象となっていなかった

ことから，上記イ及びウの区域に比較すると，元の居住地周辺の地域から多数の住

民が相当長期にわたって避難したという実態が必ずしも認められず，元の居住地の

生活環境の変容の度合いは小さいと考えられる。したがって，避難生活に伴う精神

的損害以外の精神的損害に対する賠償が認められるか否か，また，これが認められ

るとした場合の賠償額は，各避難者に係る個別の事情を勘案して決すべきである。 

このような観点からみると，一審原告らのうち，旧屋内退避区域からの避難者（原

告番号 11-1 から 11-3 まで），南相馬市の旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備

区域に属していない区域からの避難者（承継前原告番号 13-1，原告番号 13-2)及び

自主的避難者（原告番号 8-1 から 8-4 まで）については，それぞれの元の居住地周

辺の地域に係る事情を勘案すると，上記の賠償を認めることはできない。また，上

記イ及びウ以外の避難者であっても，これらの一審原告以外の一審原告については，

それぞれについての個別の事情に鑑みると，上記賠償を認めることができ，その額

は個別の事情を勘案して定めることなる。 

さらに，原告番号 6-1及び 6-2については，本件事故当時は千葉県四街道市に居住

していたため避難はしていないものの，個別の事情を考慮して，避難生活に伴う精

神的損害以外の精神的損害に対する賠償を認めるのが相当である。 

 

(3) 一審原告らの「ふるさと喪失慰謝料」に関する主張について 

一審原告らはそれぞれ，避難生活による慰謝料として月額 50 万円，これに包含さ

れない損失に対する賠償を「ふるさと喪失慰謝料」と呼称して一律に 2000万円ずつ

を請求する（ただし，原告番号 8-1 から 8-4 までは，500 万円の限度で請求してい

る。）。 

しかし，避難生活に伴う精神的損害に対する賠償については，基本的に 1か月当た

り 10万円とし，特段の事情がある場合にはこれを増額するのが相当であることは上

記(1)に説示したとおりであり，一審原告らの上記主張は採用することができない。 

また，一審原告らの上記主張に係る「ふるさと喪失慰謝料」と呼称する慰謝料につ

いては，避難生活に伴う精神的損害以外の精神的損害に対する賠償が認められる場

合もあることは上記(2)に説示したとおりである。一審原告らは，「平穏生活権」と

称する権利ないし利益とその内包を主張するが，本件においては，上記(2)に説示し

たように精神的損害の要素を捉えることにより，一審原告らの有する生活環境に関

する法的利益の保護は必要かつ十分に実現することができると考えられる。また，

一審原告らの上記主張は，個別具体的事情を捨象し，一律の金額の慰謝料を認める
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べきであるとする点において失当である。したがって，一審原告らの「ふるさと喪

失慰謝料」に関する上記主張を採用することもできない。 

なお，一審原告らは，低線量被ばくについて，種々の知見を参照しつつ，「平穏生

活権」の侵害態様の一つである旨主張する。しかし，低線量被ばくによる健康への

影響については科学的定見がないのであって，人によっては健康への影響について

不安を抱くことがあるとしても，それ自体を一般的に精神的損害の要素として捉え

ることは相当でない。 
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〇 高松高裁判決【松山訴訟】 

P.588 9行目～P.592 1 行目 

第 2 判断 

1 損害の判断のあり方について 

(1)第 1審原告らの主張要旨 

第 1審原告らは，本件事故による被侵害利益は，「包括的生活利益としての平穏生

活権」であり，居住移転の自由や職業選択の自由，自己決定権など個別の権利が侵

害されたにとどまらず，自ら選択した場所で自ら築きあげてきた人間関係・共同体

における平穏な生活を破壊され，日常生活における行動の自由を制約されるととも

に，コミュニティそのものを失い，将来の見通しが立たなくなった状況で，自己の

未来を自由に選択することができなくなり，自己の人格を形成，発達させることも

困難な状況に追いやられている旨主張する。 

そして，第 1 審原告らは，上記被侵害利益が侵害された結果，本件では，精神的損

害として，①避難慰謝料（避難生活がもたらす日常生活阻害）と，②故郷喪失慰謝

料（地域社会を破壊されたことによる損失を内容とする損害であり，精神的苦痛の

ほかに有形無形の財産的損害をも包摂する「包括慰謝料」としての性質を持つ。）の

賠償を求めている。 

(2)いわゆる受忍限度論の主張について 

この点，第 1 審被告らは，第 1 審原告らのうち，本件事故当時，自主的避難等対

象区域に居住していた者らを念頭に置いて，本件事故によって放射性物質が大気中

に放出されたとしても，同区域においては健康影響が懸念される程度の放射性物質

の飛来はなく，放射線量の状況や福島第一原発との地理的関係等から，避難指示の

対象ともならなかったこと，客観的・具体的な根拠のない「不安」が直ちに法的保

護の対象となるものではないところ，仮に不安感等が法的保護の対象になる場合で

も，本件のような身体的被害に至らない生活妨害の事案においては，いわゆる受忍

限度論が妥当し，違法な侵害と評価されるためには，被侵害利益の種類・性質と侵

害行為の態様を総合的に考慮し，被害が一般社会生活上受忍すべき程度を超えるも

のといえなければならない旨主張する。 

しかしながら，本件において第 1 審原告らが受けたと主張する被害は，福島第一原

発の正常な稼働によって生じたものではなく，第 1 審被告国の違法な規制権限不行

使も相まって，第 1 審被告東電が重大な本件事故を引き起こしたことによるもので

あり，第 1 審被告東電の本件事故の発生に対する責任も相当に重いこと及び自主的

避難等対象区域に居住していた第 1 審原告らの精神的損害も，客観的・具体的な根

拠のない「不安」にすぎないとはいえないことは既に検討したとおりであるから，

本件に受忍限度論が妥当するとは到底いえない。 
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したがって，当裁判所は，第 1 審原告らが自主的避難等対象区域に居住していたか

否かによって判断枠組みを変えることなく，本件事故によって第 1 審原告らが主張

する損害（上記避難慰謝料ないし故郷喪失慰謝料）が発生したか，また，発生した

場合の慰謝料額はいくらが相当であるかについて，端的に，第 1 審原告らそれぞれ

について，上記避難の相当性が認められる範囲を基礎として判断することとする。 

2 損害の発生及びその損害額に関する判断のあり方について 

前記認定のとおり，第 1 審原告らは，いずれも福島県内の各自の生活の本拠であ

る住居を中心として，家庭，学校，職場をはじめとする地域社会において各種活動

に関わり，また，地域における自然環境を利用して農業等の生業を営み，地域との

かかわりにおいて生活の糧を取得するなど，それぞれの人間関係・共同体，自然環

境等の下で生活を営んできたものであって，こうした人間関係や共同体，自然環境

等を含む人的，物的基盤である包括的生活利益を基礎とし，これらとつながりを持

ちつつ，日常生活を営んできたものである。 

そのような状況下において，本件事故の発生によって放射性物質が大気中に放出さ

れたことによって，第 1 審原告らのどのような利益が侵害されたと認めるべきかど

うかについては，第 1 審原告らが本件事故当時に居住していた地域において，本件

事故前に享受していた上記状況全般を考慮に入れて，その侵害の有無ないし程度を

把握する必要がある。 

この点，ＵＮＳＣＥＡＲ2013年報告書では，精神的な健康の問題と平穏な生活が

破壊されたことが，本件事故後に観察された主要な健康影響を引き起こしており，

これは，本件地震，本件津波，本件事故の多大な影響，及び放射線被ばくに対する

恐怖や屈辱感への当然の反応の結果であったこと，公衆においては，うつ症状や心

的外傷後ストレス障害に伴う症状などの心理的な影響が観察されており，今後健康

に深刻な影響を及ぼす可能性があることが指摘されており，医学的な証明は困難で

あるとしても，こうした点も慰謝料の算定においては安易に捨象できないというべ

きである。 

また，本件では，前記認定のとおり，いずれも本件事故によって避難したこと自

体に相当性が認められ，これによって，上記日常生活を送ることが妨げられたもの

であり，結果が重大であることや，本件事故発生以前においては，原子力発電所は，

その性質上，原子炉内で放射性物質を取り扱っており，それがひとたび外部に漏れ

れば人体に深刻な危害を及ぼしかねないにもかかわらず，原子力発電所は安全であ

るとして，国のエネルギー政策として，原子力発電所の稼働が積極的に推進されて

きたこと，ところが，放射性物質が空気中に大量に飛散するという我が国では誰も

経験したことがない未曾有かつ悲惨な本件事故が突然に発生したこと，第 1 審被告

国については，規制権限の不行使について過失があり，第 1審被告東電についても，

本件事故の発生についての責任が相当に重いことなどの事実が認められるから，こ
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れらの事情も十分に斟酌して，第 1審原告らの慰謝料額を算定するのが相当である。 

以上に対し，第 1審被告らは，中間指針等の合理性を基礎に，第 1審原告らには，

第 1 審被告東電が自ら賠償した金額を超える損害は発生していない旨主張する。し

かしながら，前記認定のとおり，中間指針等は，原賠法 18条 2項 2号に基づき，「紛

争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針」として策定されたものに過

ぎず，そもそも，裁判所が損害の算定に当たって，中間指針等に拘束される法的根

拠はない。また，裁判所の損害認定の参考にはなり得るとしても，中間指針等の解

説等が，「損害の算定について，個別に損害の有無及び損害額の証明をもとに相当な

範囲で実費賠償をすることが原則であるが，本件事故による被害者が避難等の指示

の対象となった住民だけでも十数万人規模にも上り，その迅速な救済が求められる

現状にかんがみれば，損害項目によっては，合理的に算定した一定額の賠償を認め

るなどの方法も考えられるとしており，また，そのため，そのような手法を採用し

た場合には，上記一定額を超える現実の損害額が証明された場合には，必要かつ合

理的な範囲で増額されることがあり得る」と記載していることからすると，中間指

針等には，被災者の個別事情等を捨象して，簡易迅速に被災者の損害回復する（第 1

審被告東電も納得した上で，被災者に対する任意の支払を早期に実現する）という

和解金的な色彩があることは否定できないから，中間指針等の定める賠償基準額が

控えめな金額にとどまっていることも否定できない。 

このような観点からすると，本件において，当審の口頭弁論終結時までの一切の

事情を基に，本件事故と相当因果関係のある損害額（慰謝料額）を定める場合に，

中間指針等における基準賠償額より高額になることは，ある意味では当然の結果で

あるといえる。 

 

P.595 23 行目～P.612 14 行目 

4 第 1審原告らの損害の有無及びその額について 

P.596 17 行目～P.598 7行目 

イ 旧避難指示解除準備区域の居住者が受けた被害について 

(ア)類型的な検討について 

上記アのとおり，旧避難指示解除準備区域は，区域内での宿泊が禁止されるなど，

様々な制限があり，（本件事故当時に第 1 審原告 1～3 が居住していた）南相馬市 a

区は，平成 28 年 7 月 12 日に同区域の指定が解除されたものの，避難指示があった

期間は 5 年 4 か月という長期間に及んでおり，同区域に居住していた住民にとって

は，本件事故前に享受していた包括的生活利益を享受できなくなったといわざるを

得ない状況にある。 

このように，旧避難指示解除準備区域に居住していた住民は，その生活の本拠であ

った住居において居住を継続する権利（居住の自由）を大きく侵害されただけでな
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く，慣れない避難先で避難生活を継続することによって，これまでのように平穏な

日常生活を営むことができなくなり，いつ避難指示が解除されるか分からない中，

長期間の避難生活を余儀なくされることで，将来に対する様々な不安が継続したも

のと認められるから，包括的生活利益としての平穏生活権の侵害があったことは明

らかである。 

また，旧避難指示解除準備区域の現状は，避難指示自体は解除されたものの，前記

認定のとおり，現時点でもなお社会インフラが本件事故前の状態までは復帰してお

らず，復帰率も上がっていない状況にある。 

そうすると，上記住民にとっては，避難の開始を余儀なくされたこと，また，その

避難を上記のとおり長期間にわたって続けざるを得なくなったことによる精神的苦

痛・損害（第 1 審原告 1～4 が主張する避難慰謝料）の発生にとどまらず，さらに，

第 1審原告らが主張する「故郷」（その地域にある生活の本拠（住居）を中心として，

家庭，学校，職場をはじめとする地域社会との関わり，地域における自然環境を利

用して農業等の生業を営み，地域とのかかわりにおいて生活の糧を取得するなどの

ために存在する人的，物的基盤）も相当程度に喪失したものといえるのであり，こ

のような包括的生活利益の侵害は上記住民にとって極めて深刻な事態であって，人

格的利益そのものに対する極めて深刻な侵害に当たると認めるのが相当である。 

したがって，旧避難指示解除準備区域に居住していた住民に対する包括的生活利益

としての平穏生活権の侵害に基づく慰謝料額としては，避難慰謝料として，①強制

的な避難を余儀なくされた点（以下「強制避難慰謝料」という。）については，各 200

万円，②避難生活の継続を余儀なくされたことについては（以下「避難継続慰謝料」

という。），月額 12 万円，さらに，③実質的に故郷を喪失したのと同視できることか

ら，そのことによる慰謝料（以下「故郷喪失慰謝料」という。）として 100 万円を認

めるのが相当である。 

そして，避難慰謝料のうち，上記②（避難生活の継続）については，既に検討した

とおり，本件事故があった日が属する月である平成 23 年 3 月を始期とし，終期は，

旧避難指示解除準備区域の指定が解除（平成 28 年 7 月 12 日）されてから相当期間

が経過した時期であり，また，第 1 審被告東電が自主賠償基準として支払った期間

の終期である平成 30年 3月と認めるのが相当である。 

 

P.600 20 行目～P.602 6 行目 

イ 旧緊急時避難準備区域の居住者が受けた被害について 

(ア)類型的な検討について 

旧緊急時避難準備区域においては，避難が強制されることはなかったものの，引き

続き自主避難が求められ，特に子ども，妊婦，要介護者，入院患者等は立ち入らな

いこと等が求められており，南相馬市ｃ区にあっては少なくとも平成 23 年 9 月ま
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で，ｂ村にあっては平成 24 年 3 月まで，公立の小中学校が休校するなどしている。 

旧緊急時避難準備区域においては，福島第一原発から半径 20ｋｍ圏内に設定され

た避難区域・警戒区域ないし旧避難指示解除準備区域や，計画的避難区域ないし旧

避難指示解除準備区域とも接する位置関係にあり，本件事故は，放射性物質の大気

中への放出，建屋の水素爆発といった，これまで我が国で経験がない未曾有の大事

故であったことにも照らせば，上記区域に居住していた住民らが実質的に避難を余

儀なくされた状況にあったことは前記のとおりであり，包括的生活利益としての平

穏生活権の侵害が存在することは明らかである。そうすると，避難の開始を余儀な

くされたこと，また，その避難を続けざるを得なくなったことによる精神的苦痛・

損害（避難慰謝料）の発生が認められる。 

もっとも，本件事故から半年程度後に緊急時避難準備区域の指定は解除されており，

旧避難指示解除準備区域のように長期間にわたって避難指示が解除されなかった状

況はない。加えて，旧緊急時避難準備区域の住民に対しては，政府から自主避難が

推奨されていたものの，同区域への立入りに制限はなく，居住も許されており，避

難しなかった住民も少なくなかったものである。現に，南相馬市ｃ区については，

本件事故当時との比較で，平成 24 年 11 月 22 日時点の居住者数が約 26％の減少に

とどまっており，ｂ村についても平成 27 年 7 月 1 日時点で避難者数が約 36％であ

ることなどに照らすと，旧緊急時避難準備区域について，「故郷」に不可欠な人的，

物的基盤が喪失し，人々の生活を成立させている共同性が失われているといった状

況にあるとまではいえないから，同区域に居住していた住民について，故郷喪失慰

謝料の発生は認められないというべきである。 

以上によれば，旧緊急時避難準備区域に居住していた住民に対する包括的生活利益

としての平穏生活権の侵害に基づく慰謝料額としては，避難慰謝料として，①実質

的に強制的に転居させられた慰謝料については，各 150 万円とし，②避難継続慰謝

料については，月額 12 万円と認めるのが相当である。 

そして，避難継続慰謝料については，既に検討したとおり，本件事故があった日が

属する月である平成 23年 3月を始期とし，終期は，旧緊急時避難準備区域の指定が

解除された 1 年後である平成 24 年 8 月と認めるのが相当であり，合計 18 か月間と

認める。 

 

P.605 3行目～P.606 3 行目 

イ 自主的避難等対象区域の居住者が受けた被害について 

(ア)類型的な検討について 

自主的避難等対象区域においては，上記アのとおり，避難が強制されたものではな

く，いずれも福島第一原発から半径 30ｋｍ圏外であったことからすれば，実質的に

避難を余儀なくされたとまでいうことはできないが，低線量とはいえ，放射線に対
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する恐怖や不安を抱き，被ばくの影響を避けるために避難することは，一般人から

見てもやむを得ないものであって，避難を開始したことについて社会通念上の相当

性があるとみることができ，平成 24年 2月までについて避難の相当性を認めるのが

相当であることは，前記説示のとおりである。そうすると，包括的生活利益として

の平穏生活権の侵害があると認めるのが相当である。 

もっとも，前記認定のとおり，胎児や子どもは放射線に対する感受性が高く，妊婦

については流産の危険があるなどの知見が存在するから，子ども及び妊婦について

は，低線量被ばくによる健康不安が他の者と比較して大きかったであろうこと，第

1 審被告東電がこの者らに対して平成 24 年 8 月まで自主賠償したことを考慮する

と，妊婦及び子どもらについては，同月までの避難の相当性を認めるべきである。 

他方，前記認定のとおり，自主的避難等対象区域における本件事故後の空間放射線

量はいずれも低線量にとどまっており，ライフラインの障害は発生したものの，長

期にわたったものでも本件事故から 1 か月半程度でほぼ復旧したこと，市立小中学

校が本件事故の翌月である平成 23 年 4 月から開始しており，同年 8 月頃には各地

で祭りが催されたりするなど，各地域で本件事故の直後から社会的活動が行われて

きたこと，本件事故直後の自主避難者が必ずしも多数でなかったことからすれば，

「故郷」に不可欠な人的，物的基盤が喪失し，人々の生活を成立させている共同性

が失われているといった状況にはないというべきであり，故郷喪失慰謝料は認めら

れない。 
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9．故郷の喪失・変容による慰謝料（生活基盤変容慰謝料）に関連する中

間指針抜粋 

〇 中間指針本体 

P.17-23 

6 精神的損害 

（指針） 

Ⅰ）本件事故において、避難等対象者が受けた精神的苦痛（「生命・身体的損

害」を伴わないものに限る。以下この項において同じ。）のうち、少なくと

も以下の精神的苦痛は、賠償すべき損害と認められる。 

① 対象区域から実際に避難した上引き続き同区域外滞在を長期間余儀な

くされた者（又は余儀なくされている者）及び本件事故発生時には対象

区域外に居り、同区域内に住居があるものの引き続き対象区域外滞在を

長期間余儀なくされた者（又は余儀なくされている者）が、自宅以外での

生活を長期間余儀なくされ、正常な日常生活の維持・継続が長期間にわ

たり著しく阻害されたために生じた精神的苦痛 

② 屋内退避区域の指定が解除されるまでの間、同区域における屋内退避

を長期間余儀なくされた者が、行動の自由の制限等を余儀なくされ、正

常な日常生活の維持・継続が長期間にわたり著しく阻害されたために生

じた精神的苦痛 

Ⅱ）Ⅰ）の①及び②に係る「精神的損害」の損害額については、前記 2の「避

難費用」のうち生活費の増加費用と合算した一定の金額をもって両者の損

害額と算定するのが合理的な算定方法と認められる。 

そして、Ⅰ）の①又は②に該当する者であれば、その年齢や世帯の人数等

にかかわらず、避難等対象者個々人が賠償の対象となる。 

Ⅲ）Ⅰ）の①の具体的な損害額の算定に当たっては、差し当たって、その算定

期間を以下の 3 段階に分け、それぞれの期間について、以下のとおりとす

る。 

① 本件事故発生から 6ヶ月間（第 1期） 

第 1期については、一人月額 10 万円を目安とする。 

但し、この間、避難所・体育館・公民館等（以下「避難所等」という。）

における避難生活等を余儀なくされた者については、避難所等において避

難生活をした期間は、一人月額 12万円を目安とする。 

② 第 1期終了から 6ヶ月間（第 2期） 

但し、警戒区域等が見直される等の場合には、必要に応じて見直す。 
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第 2期については、一人月額 5万円を目安とする。 

③ 第 2期終了から終期までの期間（第 3期） 

第 3期については、今後の本件事故の収束状況等諸般の事情を踏まえ、

改めて損害額の算定方法を検討するのが妥当であると考えられる。 

Ⅳ）Ⅰ）の①の損害発生の始期及び終期については、以下のとおりとする。 

① 始期については、原則として、個々の避難等対象者が避難等をした日

にかかわらず、本件事故発生日である平成 23年 3月 11 日とする。但し、

緊急時避難準備区域内に住居がある子供、妊婦、要介護者、入院患者等で

あって、同年 6月 20 日以降に避難した者及び特定避難勧奨地点から避難

した者については、当該者が実際に避難した日を始期とする。 

② 終期については、避難指示等の解除等から相当期間経過後に生じた精

神的損害は、特段の事情がある場合を除き、賠償の対象とはならない。 

Ⅴ）Ⅰ）の②の損害額については、屋内退避区域の指定が解除されるまでの間、

同区域において屋内退避をしていた者（緊急時避難準備区域から平成 23年

6 月 19 日までに避難を開始した者及び計画的避難区域から避難した者を除

く。）につき、一人 10万円を目安とする。 

 

（備考） 

1）Ⅰ）については、前述したように、本件事故と相当因果関係のある損害であれば

「原子力損害」に該当するから、「生命・身体的損害」を伴わない精神的損害（慰

謝料）についても、相当因果関係等が認められる限り、賠償すべき損害といえる。 

但し、生命・身体的損害を伴わない精神的苦痛の有無、態様及び程度等は、当該

被害者の年齢、性別、職業、性格、生活環境及び家族構成等の種々の要素によって

著しい差異を示すものである点からも、損害の有無及びその範囲を客観化するこ

とには自ずと限度がある。 

しかしながら、本件事故においては、実際に周辺に広範囲にわたり放射性物質が

放出され、これに対応した避難指示等があったのであるから、対象区域内の住民が、

住居から避難し、あるいは、屋内退避をすることを余儀なくされるなど、日常の平

穏な生活が現実に妨害されたことは明らかであり、また、その避難等の期間も総じ

て長く、また、その生活も過酷な状況にある者が多数であると認められる。 

このように、本件事故においては、少なくとも避難等対象者の相当数は、その状

況に応じて、①避難及びこれに引き続く対象区域外滞在を長期間余儀なくされ、あ

るいは②本件事故発生時には対象区域外に居り、同区域内に住居があるものの引

き続き対象区域外滞在を長期間余儀なくされたことに伴い、自宅以外での生活を

長期間余儀なくされ、あるいは、③屋内退避を余儀なくされたことに伴い、行動の

自由の制限等を長期間余儀なくされるなど、避難等による長期間の精神的苦痛を被



 

163 

っており、少なくともこれについては賠償すべき損害と観念することが可能であ

る。 

したがって、この精神的損害については、合理的な範囲において、賠償すべき損

害と認められる。 

2）Ⅱ）については、Ⅰ）の①及び②の損害額算定に当たっては、前記 2のⅡ）の②

で述べたとおり、原則として、避難費用のうち「生活費の増加費用」を加算して、

両者を一括して一定額を算定することが、公平かつ合理的であると判断した。 

また、損害賠償請求権は個々人につき発生するものであるから、損害の賠償につ

いても、世帯単位ではなく、個々人に対してなされるべきである。そして、年齢や

世帯の人数あるいはその他の事情により、各避難等対象者が現実に被った精神的苦

痛の程度には個人差があることは否定できないものの、中間指針においては、全員

に共通する精神的苦痛につき賠償対象とされるのが妥当と解されること、生活費の

増加費用についても個人ごとの差異は少ないと考えられることから、年齢等により

金額に差は設けないこととした。 

3）長期間の避難等を余儀なくされた者は、正常な日常生活の維持・継続を長期間に

わたり著しく阻害されているという点では全員共通した苦痛を被っていること、ま

た、仮設住宅等に宿泊する場合と旅館・ホテル等に宿泊する場合とで、個別の生活

条件を考えれば一概には生活条件に明らかな差があるとはいえないとも考えられ

ることから、主として宿泊場所等によって分類するのではなく、一律の算定を行い、

相対的に過酷な避難生活が認められる避難所等についてのみ、本件事故後一定期間

は滞在期間に応じて一定金額を加算することとし、むしろ、主として避難等の時期

によって合理的な差を設けることが適当である。 

4）Ⅲ）の①については、本件事故後、避難等対象者の大半が仮設住宅等への入居が

可能となるなど、長期間の避難生活のための基盤が形成されるまでの 6ヶ月間（第

1期）は、地域コミュニティ等が広範囲にわたって突然喪失し、これまでの平穏な

日常生活とその基盤を奪われ、自宅から離れ不便な避難生活を余儀なくされた上、

帰宅の見通しもつかない不安を感じるなど、最も精神的苦痛の大きい期間といえる。 

したがって、本期間の損害額の算定に当たっては、本件は負傷を伴う精神的損害

ではないことを勘案しつつ、自動車損害賠償責任保険における慰謝料（日額 4，200

円。月額換算 12万 6，000円）を参考にした上、上記のように大きな精神的苦痛を

被ったことや生活費の増加分も考慮し、一人当たり月額 10 万円を目安とするのが

合理的であると判断した。 

但し、特に避難当初の避難所等における長期間にわたる避難生活は、他の宿泊場

所よりも生活環境・利便性・プライバシー確保の点からみて相対的に過酷な生活状

況であったことは否定し難いため、この点を損害額の加算要素として考慮し、避難

所等において避難生活をしていた期間についてのみ、一人月額 12 万円を目安とす
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ることが考えられる。 

5）Ⅲ）の②については、第 1期終了後 6ヶ月間（第 2期）は、引き続き自宅以外で

の不便な生活を余儀なくされている上、いつ自宅に戻れるか分からないという不安

な状態が続くことによる精神的苦痛がある。その一方で、突然の日常生活とその基

盤の喪失による混乱等という要素は基本的にこの段階では存せず、この時期には、

大半の者が仮設住宅等への入居が可能となるなど、長期間の避難生活の基盤が整備

され、避難先での新しい環境にも徐々に適応し、避難生活の不便さなどの要素も第

1期に比して縮減すると考えられる。但し、その期間は必要に応じて見直すことと

する。 

本期間の損害額の算定に当たっては、上記のような事情にかんがみ、希望すれば

大半の者が仮設住宅等への入居が可能となるなど長期間の避難生活のための基盤

が形成され、避難生活等の過酷さも第 1期に比して緩和されると考えられることを

考慮し、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準（財団法人日弁連交通事故相談セン

ター東京支部）による期間経過に伴う慰謝料の変動状況も参考とし、一人月額 5万

円を目安とすることが考えられる。 

6）Ⅲ）の③については、第 2期終了後、実際に帰宅が可能となるなどの終期までの

間（第 3期）は、いずれかの時点で避難生活等の収束の見通しがつき、帰宅準備や

生活基盤の整備など、前向きな対応も可能となると考えられるが、現時点ではそれ

がどの時点かを具体的に示すことが困難であることから、今後の本件事故の収束状

況等諸般の事情を踏まえ、改めて第 3期における損害額の算定を検討することが妥

当であると考えられる。但し、既に終期が到来している区域については、この限り

ではない。 

7）Ⅳ）の①について、Ⅰ）の①の損害発生の始期につき、個々の対象者が実際に避

難等をした日とすることも考えられる。 

しかしながら、上記対象者が実際に避難をした日はそれぞれの事情によって異な

っているものの、避難等をする前の生活においても、本件事故発生日以降しばらく

の間は、避難後の精神的苦痛に準ずる程度に、正常な日常生活の維持・継続を著し

く阻害されることによる精神的苦痛を受けていたと考えられることから、損害発生

の始期は平成 23 年 3 月 11 日の本件事故発生日とするのが合理的であると判断し

た。 

但し、緊急時避難準備区域内に住居がある子供、妊婦、要介護者、入院患者等で

あって平成 23 年 6 月 20 日以降に避難した者及び特定避難勧奨地点から避難した

者については、当該者が実際に避難した日を始期とする。 

8）Ⅳ）の②については、前記 2の（備考）の 4）及び 5）に同じである。 

9）Ⅴ）については、Ⅰ）の②に該当する者、すなわち屋内退避区域の指定が解除さ

れるまでの間、同区域において屋内退避をしていた者は、自宅で生活しているとい
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う点ではⅠ）の①に該当する者、すなわち避難及び対象区域外滞在をした者のよう

な精神的苦痛は観念できないが、他方で、外出等行動の自由を制限されていたこと

などを考慮し、Ⅰ）の①の損害額を超えない範囲で損害額を算定することとし、そ

の損害額は一人 10万円を目安とするのが妥当である。 

10）損害額の算定は月単位で行うのが合理的と認められるが、Ⅲ）の①及び②並び

にⅤ）の金額はあくまでも目安であるから、具体的な賠償に当たって柔軟な対応を

妨げるものではない。 

11）その他の本件事故による精神的苦痛についても、個別の事情によっては賠償の

対象と認められ得る。 

 

〇 中間指針第一次追補 

P.5-8 

第 2 自主的避難等に係る損害について  

［損害項目］ 

（指針） 

Ⅰ）自主的避難等対象者が受けた損害のうち、以下のものが一定の範囲で賠償すべ

き損害と認められる。 

 ①  放射線被曝への恐怖や不安により自主的避難等対象区域内の住居から自主

的避難を行った場合（本件事故発生時に自主的避難等対象区域外に居り引き

続き同区域外に滞在した場合を含む。以下同じ。）における以下のもの。 

ⅰ）自主的避難によって生じた生活費の増加費用  

ⅱ）自主的避難により、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害された

ために生じた精神的苦痛 

ⅲ）避難及び帰宅に要した移動費用  

②  放射線被曝への恐怖や不安を抱きながら自主的避難等対象区域内に滞在

を続けた場合における以下のもの。 

ⅰ）放射線被曝への恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により、正

常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛 

ⅱ）放射線被曝への恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により生活

費が増加した分があれば、その増加費用 

Ⅱ）Ⅰ）の①のⅰ）ないしⅲ）に係る損害額並びに②のⅰ）及びⅱ）に係る損害額に

ついては、いずれもこれらを合算した額を同額として算定するのが、公平かつ合

理的な算定方法と認められる。 

Ⅲ）Ⅱ）の具体的な損害額の算定に当たっては、①自主的避難等対象者のうち子供

及び妊婦については、本件事故発生から平成 23 年 12 月末までの損害として一人
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40万円を目安とし、②その他の自主的避難等対象者については、本件事故発生当

初の時期の損害として一人 8 万円を目安とする。 

Ⅳ）本件事故発生時に避難指示等対象区域内に住居があった者については、賠償す

べき損害は自主的避難等対象者の場合に準じるものとし、具体的な損害額の算定

に当たっては以下のとおりとする。 

①  中間指針第 3の［損害項目］の 6の精神的損害の賠償対象とされていない期

間については、Ⅲ）に定める金額がⅢ）の①及び②における対象期間に応じた

目安であることを勘案した金額とする。 

②  子供及び妊婦が自主的避難等対象区域内に避難して滞在した期間について

は、本件事故発生から平成 23 年 12 月末までの損害として一人 20 万円を目安

としつつ、これらの者が中間指針追補の対象となる期間に応じた金額とする。 

 

（備考） 

1）本件事故に起因して自主的避難等対象区域内の住居から自主的避難を行った者は、

主として自宅以外での生活による生活費の増加費用並びに避難及び帰宅に要した

移動費用が生じ、併せてこうした避難生活によって一定の精神的苦痛を被ってい

ると考えられることから、少なくともこれらについては賠償すべき損害と観念す

ることが可能である。また、滞在者は、主として放射線被曝への恐怖や不安やこ

れに伴う行動の自由の制限等を余儀なくされることによる精神的苦痛を被ってお

り、併せてこうした不安等によって生活費の増加費用も生じている場合があると

考えられることから、少なくともこれらについては賠償すべき損害と観念するこ

とが可能である。 

2）賠償すべき損害額については、自主的避難が、避難指示等により余儀なくされた

避難とは異なることから、これに係る損害について避難指示等の場合と同じ扱い

とすることは、必ずしも公平かつ合理的ではない。 

一方、自主的避難者と滞在者とでは、現実に被った精神的苦痛の内容及び程度

並びに現実に負担した費用の内容及び額に差があることは否定できないものの、

いずれも自主的避難等対象区域内の住居に滞在することに伴う放射線被曝への恐

怖や不安に起因して発生したものであること、当該滞在に伴う精神的苦痛等は自

主的避難によって解消されるのに対し、新たに避難生活に伴う生活費増加等が生

じるという相関関係があること、自主的避難等対象区域内の住民の中には諸般の

事情により滞在を余儀なくされた者もいるであろうこと、広範囲に居住する多数

の自主的避難等対象者につき、自主的避難者と滞在者を区別し、個別に自主的避

難の有無及び期間等を認定することは実際上極めて困難であり、早期の救済が妨

げられるおそれがあること等を考慮すれば、自主的避難者か滞在者かの違いによ

り金額に差を設けることは公平かつ合理的とは言い難い。 
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こうした事情を考慮して、精神的損害と生活費の増加費用等を一括して一定額

を算定するとともに、自主的避難者と滞在者の損害額については同額とすること

が妥当と判断した。 

3）自主的避難等対象者の属性との関係については、特に本件事故発生当初において、

大量の放射性物質の放出による放射線被曝への恐怖や不安を抱くことは、年齢等

を問わず一定の合理性を認めることができる。その後においても、少なくとも子

供及び妊婦の場合は、放射線への感受性が高い可能性があることが一般に認識さ

れていること等から、比較的低線量とはいえ通常時より相当程度高い放射線量に

よる放射線被曝への恐怖や不安を抱くことについては、人口移動により推測され

る自主的避難の実態からも、一定の合理性を認めることができる。 

このため、自主的避難等対象者のうち子供及び妊婦については、本件事故発生

から平成 23 年 12 月末までを、また、その他の自主的避難等対象者については、

本件事故発生当初の時期を、それぞれ賠償の対象期間として算定することが妥当

と判断した。なお、平成 24 年 1 月以降に関しては、今後、必要に応じて賠償の範

囲等について検討することとする。 

4）3）の期間の損害額の算定に当たっては、身体的損害を伴わない慰謝料に関する

裁判例等を参考にした上で、精神的苦痛並びに子供及び妊婦の場合の同伴者や保

護者分も含めた生活費の増加費用等について、一定程度勘案することとした。 

5）本件事故発生時に避難指示等対象区域内に住居があった者のうち、子供及び妊婦

が自主的避難等対象区域内に避難して滞在した期間の損害額の算定に当たっては、

これらの者は、避難している期間について既に中間指針第 3 の［損害項目］の 6

の精神的損害の賠償対象とされており、両者の損害の内容に一部重複すると考え

られる部分があることを勘案することとした。 

6）Ⅰ）ないしⅣ）については、個別具体的な事情に応じて、これら以外の損害項目

が賠償の対象となる場合や異なる賠償額が算定される場合が認められ得る。 

 

〇 中間指針第二次追補 

P.2-8 

第 2 政府による避難指示等に係る損害について 

1 避難費用及び精神的損害 

中間指針第 3の［損害項目］の 2の避難費用及び 6の精神的損害は、中間指針で

示したもののほか、次のとおりとする。 

 

(1)避難指示区域 



 

168 

中間指針第 3の［対象区域］のうち、「(1)避難区域」の①東京電力株式会社福

島第一原子力発電所から半径 20ｋｍ圏内（平成 23年 4月 22日には、原則立入り

禁止となる警戒区域に設定。）及び「(3)計画的避難区域」については、平成 24年

3月末を一つの目途に、 

①避難指示解除準備区域（年間積算線量が 20ミリシーベルト以下となることが確

実であることが確認された地域） 

②居住制限区域（年間積算線量が 20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、住民

の被曝線量を低減する観点から引き続き避難を継続することを求める地域） 

③帰還困難区域（長期間、具体的には 5年間を経過してもなお、年間積算線量が

20ミリシーベルトを下回らないおそれのある、年間積算線量が 50ミリシーベル

ト超の地域） 

という新たな避難指示区域（上記①～③の括弧内は各区域の基本的考え方）が設定

されること（以下「避難指示区域見直し」という。）等を踏まえ、これらの避難指

示区域が設定された地域（以下単に「避難指示区域」という。）内に本件事故発生

時における生活の本拠としての住居（以下「住居」という。）があった者の避難費

用及び精神的損害は、次のとおりとする。 

 

（指針） 

Ⅰ）避難指示区域内に住居があった者については、中間指針第 3の［損害項目］の

6の「第 2 期」を避難指示区域見直しの時点まで延長し、当該時点から終期まで

の期間を「第 3期」とする。 

Ⅱ）Ⅰ）の第 3期において賠償すべき避難費用及び精神的損害並びにそれらの損害

額の算定方法は、原則として、引き続き中間指針第 3の［損害項目］の 2及び 6

で示したとおりとする。但し、宿泊費等（中間指針第 3の［損害項目］の 2の

（指針）Ⅰ）の②の「宿泊費等」をいう。以下同じ。）が賠償の対象となる額及

び期間には限りがあることに留意する必要がある。 

Ⅲ）Ⅰ）の第 3期における精神的損害の具体的な損害額（避難費用のうち通常の範

囲の生活費の増加費用を含む。）の算定に当たっては、避難者の住居があった地

域に応じて、以下のとおりとする。 

① 避難指示区域見直しに伴い避難指示解除準備区域に設定された地域につい

ては、一人月額 10 万円を目安とする。 

②避難指示区域見直しに伴い居住制限区域に設定された地域については、一人

月額 10万円を目安とした上、概ね 2年分としてまとめて一人 240万円の請求

をすることができるものとする。但し、避難指示解除までの期間が長期化した

場合は、賠償の対象となる期間に応じて追加する。 
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③避難指示区域見直しに伴い帰還困難区域に設定された地域については、一人

600 万円を目安とする。 

Ⅳ）中間指針において避難費用及び精神的損害が特段の事情がある場合を除き賠償

の対象とはならないとしている「避難指示等の解除等から相当期間経過後」の

「相当期間」は、避難指示区域については今後の状況を踏まえて判断されるべき

ものとする。 

 

（備考） 

1）Ⅰ）について、中間指針第 3の［損害項目］の 6において、精神的損害の具体

的な損害額の算定期間の第 2期は、「第 1期（本件事故発生から 6ヶ月間）終了

から 6ヶ月間」としつつ、「警戒区域等が見直される等の場合には、必要に応じ

て見直す。」としていたことから、避難指示区域については避難指示区域見直し

に伴い、当該見直しの時点までを「第 2期」とし、当該時点から終期までの期間

を新たに「第 3期」とすることとした。 

2）Ⅱ）について、中間指針第 3の［損害項目］の 2では、「①対象区域から避難

するために負担した交通費、家財道具の移動費用」、「②対象区域外に滞在する

ことを余儀なくされたことにより負担した宿泊費及びこの宿泊に付随して負担し

た費用」及び「③避難等対象者が、避難等によって生活費が増加した部分があれ

ば、その増加費用」について、必要かつ合理的な範囲で賠償すべき避難費用と認

めている。また、中間指針第 3の［損害項目］の 6では、避難等対象者が受けた

精神的苦痛のうち、少なくとも「自宅以外での生活を長期間余儀なくされ、正常

な日常生活の維持・継続が長期間にわたり著しく阻害されたために生じた精神的

苦痛」及び「いつ自宅に戻れるか分からないという不安な状態が続くことによる

精神的苦痛」は賠償すべき損害と認めている。この場合、上記①及び②は実費を

損害額とし、上記③は原則として上記の精神的損害と合算した一定の金額をもっ

て両者の損害額とすることが、それぞれ合理的な算定方法であるとされている。 

3）Ⅱ）について、宿泊費等は必要かつ合理的な範囲で賠償されるものであり、そ

の額は、例えば従前の住居が借家であった者については、当面は宿泊費等の全額

とし、一定期間経過後は従前の家賃より増額の負担を余儀なくされた場合の当該

増額部分とすることが考えられる。また、宿泊費等が賠償の対象となる期間は、

避難指示の解除後相当期間経過までとするのが原則であるが、例えば従前の住居

が持ち家であった者の居住していた不動産の価値が全損となった場合について

は、その全額賠償を受けることが可能となった時期までを目安とすることが考え

られる。 

4）Ⅱ）について、帰還困難区域等に住居があった者が当該住居への帰還を断念し

移住しようとする場合には、これに伴う移動費用、生活費の増加費用等は、中間
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指針第 3の［損害項目］の 2及び 4で示した避難費用及び帰宅費用に準じて賠償

すべき損害と認められる。また、帰還困難区域にあっては、長年住み慣れた住居

及び地域における生活の断念を余儀なくされたために生じた精神的苦痛が認めら

れ、その他の避難指示区域にあっても、中間指針第 3の［損害項目］の 6で示さ

れた精神的苦痛に準じて精神的損害が認められる。なお、避難を継続する者と移

住しようとする者との間で、損害額及び支払方法等に差を設けないことが適当で

ある。 

5）Ⅲ）について、具体的な損害額の算定に当たっては、避難の長期化に伴う「い

つ自宅に戻れるか分からないという不安な状態が続くことによる精神的苦痛」の

増大等を考慮した。この場合、避難指示解除準備区域は、比較的近い将来に避難

指示の解除が見込まれることから、これまでと同様に月単位で算定することとし

た。一方、帰還困難区域は、今後 5年以上帰還できない状態が続くと見込まれる

ことから、こうした長期にわたって帰還できないことによる損害額を一括して、

実際の避難指示解除までの期間を問わず一律に算定することとしたが、この額は

あくまでも目安であり、帰還できない期間が長期化する等の個別具体的な事情に

よりこれを上回る額が認められ得る。また、居住制限区域は、現時点で解除まで

の具体的な期間が不明であるものの、ある程度長期化すると見込まれることを踏

まえ、基本的には月単位で算定することとしつつ、被害者救済の観点から、当面

の損害額として一定期間分を想定した一括の支払いを受けることができるものと

することが適当である。なお、同区域における損害額は、避難指示解除までの期

間が長期化した場合には、賠償の対象となる期間に応じて増加するが、その場

合、最大でも帰還困難区域における損害額までを概ねの目安とすることが考えら

れる。 

6）Ⅳ）について、避難指示区域は、現時点で実際に解除された区域がないこと等

から、少なくとも現時点で具体的な相当期間を示すことは困難と判断した。 

7）Ⅳ）の相当期間経過後の「特段の事情がある場合」については、例えば一定の

医療・介護等が必要な者に関しては解除後の地域の医療・福祉体制等を考慮し、

子供に関しては通学先の学校の状況を考慮する等、個別具体的な事情に応じて柔

軟に判断することが適当である。さらに、多数の避難者に対して速やかかつ公平

に賠償するため、避難指示の解除後相当期間経過前に帰還した場合であっても、

原則として、個々の避難者が実際にどの時点で帰還したかを問わず、当該期間経

過の時点を一律の終期として損害額を算定することが合理的である。 

 

(2)旧緊急時避難準備区域 

中間指針第 3の［対象区域］のうち、「(4)緊急時避難準備区域」については、

平成 23年 9月 30日に解除されていること等を踏まえ、当該区域（以下「旧緊急時
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避難準備区域」という。）内に住居があった者の避難費用及び精神的損害は、次の

とおりとする。 

 

（指針） 

Ⅰ）中間指針の第 3期において賠償すべき避難費用及び精神的損害並びにそれらの

損害額の算定方法は、引き続き中間指針第 3の［損害項目］の 2及び 6で示した

とおりとする。 

Ⅱ）中間指針の第 3期における精神的損害の具体的な損害額（避難費用のうち通常

の範囲の生活費の増加費用を含む。）の算定に当たっては、一人月額 10万円を

目安とする。 

Ⅲ）中間指針において避難費用及び精神的損害が特段の事情がある場合を除き賠償

の対象とはならないとしている「避難指示等の解除等から相当期間経過後」の

「相当期間」は、旧緊急時避難準備区域については平成 24年 8月末までを目安

とする。但し、同区域のうち楢葉町の区域については、同町の避難指示区域につ

いて解除後「相当期間」（前記(1)の（指針）Ⅳ））が経過した時点までとす

る。 

 

（備考） 

1）Ⅰ）について、旧緊急時避難準備区域の第 2期は、中間指針第 3の［損害項

目］の 6で示したとおり、第 1期（本件事故発生から 6ヶ月間）終了から 6ヶ月

間とし、平成 24年 3月 11日から終期までの期間を第 3期とする。 

2）Ⅱ）については、避難指示区域の場合に準じて算定した。 

3）Ⅲ）については、①この区域におけるインフラ復旧は平成 24年 3月末までに概

ね完了する見通しであること、②その後も生活環境の整備には一定の期間を要す

る見込みであるものの、平成 24年度第 2学期が始まる同年 9月までには関係市

町村において、当該市町村内の学校に通学できる環境が整う予定であること、③

避難者が従前の住居に戻るための準備に一定の期間が必要であること等を考慮し

た。但し、現時点でこれらの事情を前提に目安として示すものであり、今後、当

該事情に変更が生じた場合は、実際の状況を考慮して柔軟に判断することが適当

である。また、当該期間経過後の「特段の事情がある場合」については、前記

(1)の（備考）の 7）に同じである。 

4）楢葉町については、同町の区域のほとんどが避難指示区域である等の特別の事

情があることを考慮した。 

5）Ⅲ）について、避難指示区域と同様、中間指針の第 3期においては、避難指示

の解除後相当期間経過前に帰還した場合であっても、原則として、個々の避難者

が実際にどの時点で帰還したかを問わず、当該期間経過の時点を一律の終期とし
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て損害額を算定することが合理的である。なお、第 1期又は第 2期において帰還

した場合や本件事故発生当初から避難せずにこの区域に滞在し続けた場合は、個

別具体的な事情に応じて賠償の対象となり得る。 

 

(3)特定避難勧奨地点 

中間指針第 3の［対象区域］のうち、「(5)特定避難勧奨地点」については、解

除に向けた検討が開始されていること等を踏まえ、当該地点に住居があった者の避

難費用及び精神的損害は、次のとおりとする。 

 

（指針） 

Ⅰ）中間指針の第 3期において賠償すべき避難費用及び精神的損害並びにそれらの

損害額の算定方法は、引き続き中間指針第 3の［損害項目］の 2及び 6で示した

とおりとする。 

Ⅱ）中間指針の第 3期における精神的損害の具体的な損害額（避難費用のうち通常

の範囲の生活費の増加費用を含む。）の算定に当たっては、一人月額 10万円を

目安とする。 

Ⅲ）中間指針において避難費用及び精神的損害が特段の事情がある場合を除き賠償

の対象とはならないとしている「避難指示等の解除等から相当期間経過後」の「相

当期間」は、特定避難勧奨地点については 3ヶ月間を当面の目安とする。 

 

（備考） 

1）Ⅰ）について、特定避難勧奨地点の第 2期は、中間指針第 3の［損害項目］の

6で示したとおり、第 1期（本件事故発生から 6ヶ月間）終了から 6ヶ月間と

し、平成 24年 3月 11日から終期までの期間を第 3期とする。 

2）Ⅱ）については、避難指示区域の場合に準じて算定した。 

3）Ⅲ）については、①特定避難勧奨地点の解除に当たっては地方公共団体と十分

な協議が行われる予定であること、②当該地点が住居単位で設定され、比較的狭

い地区が対象となるため、広範囲に公共施設等の支障が生じているわけではない

こと、③避難者が従前の住居に戻るための準備に一定の期間が必要であること等

を考慮した。但し、現時点で実際に解除された地点はないことから、当面の目安

として示すものである。また、当該期間経過後の「特段の事情がある場合」につ

いては、前記(1)の（備考）の 7）に同じである。 

4）Ⅲ）について、中間指針の第 3期において特定避難勧奨地点の解除後相当期間

経過前に当該地点の住居に帰還した場合、第 1期又は第 2期において帰還した場

合及び本件事故発生当初から避難せずに同地点に滞在し続けた場合は、前記(2)

の（備考）の 5）に同じである。 
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P.13-15 

第 3 自主的避難等に係る損害について 

第一次追補において示した自主的避難等に係る損害について、平成 24年 1月以

降に関しては、次のとおりとする。 

 

（指針） 

Ⅰ）少なくとも子供及び妊婦については、個別の事例又は類型毎に、放射線量に関

する客観的情報、避難指示区域との近接性等を勘案して、放射線被曝への相当程

度の恐怖や不安を抱き、また、その危険を回避するために自主的避難を行うよう

な心理が、平均的・一般的な人を基準としつつ、合理性を有していると認められ

る場合には、賠償の対象となる。 

Ⅱ）Ⅰ）によって賠償の対象となる場合において、賠償すべき損害及びその損害額

の算定方法は、原則として第一次追補第 2の［損害項目］で示したとおりとす

る。具体的な損害額については、同追補の趣旨を踏まえ、かつ、当該損害の内容

に応じて、合理的に算定するものとする。 

 

（備考） 

1）第一次追補は、自主的避難等に係る損害について、一定の区域を設定した上

で、同区域に居住していた者に少なくとも共通に認められる損害を示した。これ

は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の状況が安定していない等の状況下

で、本件事故発生時から平成 23年 12月末までを対象期間として算定したもので

ある。その際、平成 24年 1月以降に関しては、今後、必要に応じて賠償の範囲

等について検討することとした。 

2）これを受けて第二次追補では、平成 24年 1月以降に関しては、①第一次追補と

は、対象期間における状況が全般的に異なること、②他方、少なくとも子供及び

妊婦の場合は、放射線への感受性が高い可能性があることが一般に認識されてい

ると考えられること等から、第一次追補の内容はそのまま適用しないが、個別の

事例又は類型によって、これらの者が放射線被曝への相当程度の恐怖や不安を抱

き、また、その危険を回避するために自主的避難を行うような心理が、平均的・

一般的な人を基準としつつ、合理性を有していると認められる場合には賠償の対

象とすることとする。 

 

〇 中間指針第四次追補 

P.4-8 
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第 2 政府による避難指示等に係る損害について 

1 避難費用及び精神的損害 

中間指針第 3の［損害項目］の 2の避難費用及び 6の精神的損害は、中間指針

及び第二次追補で示したもののほか、次のとおりとする。 

（指針） 

Ⅰ）避難指示区域の第 3期において賠償すべき精神的損害の具体的な損害額

については、避難者の住居があった地域に応じて、以下のとおりとする。 

①帰還困難区域又は大熊町若しくは双葉町の居住制限区域若しくは避難指示

解除準備区域については、第二次追補で帰還困難区域について示した一人

600 万円に一人 1,000万円を加算し、右 600 万円を月額に換算した場合の将

来分（平成 26年 3月以降）の合計額（ただし、通常の範囲の生活費の増加

費用を除く。）を控除した金額を目安とする。具体的には、第 3期の始期が

平成 24 年 6月の場合は、加算額から将来分を控除した後の額は 700万円と

する。 

②①以外の地域については、引き続き一人月額 10万円を目安とする。 

Ⅱ）後記 2のⅠ）及びⅡ）で示す住居確保に係る損害の賠償を受ける者の避

難費用（生活費増加費用及び宿泊費等）が賠償の対象となる期間は、特段の

事情がない限り、住居確保に係る損害の賠償を受けることが可能になった

後、他所で住居を取得又は賃借し、転居する時期までとする。ただし、合理

的な時期までに他所で住居を取得又は賃借し、転居しない者については、合

理的な時期までとする。 

Ⅲ）中間指針において避難費用及び精神的損害が特段の事情がある場合を除

き賠償の対象とはならないとしている「避難指示等の解除等から相当期間経

過後」の「相当期間」は、避難指示区域については、1年間を当面の目安と

し、個別の事情も踏まえ柔軟に判断するものとする。 

（備考） 

1）Ⅰ）について、帰還困難区域は、避難区域見直し時、将来にわたって居住

を制限することを原則とし、依然として住民等の立入りが制限されており、か

つ、本格的な除染や住民帰還のためのインフラ復旧等を実施する計画すら策定

されていない。このため、現在においても避難指示解除及び帰還の見通しすら

立たず、避難指示が事故後 6 年後を大きく超えて長期化することが見込まれ

る。また、大熊町及び双葉町は、町の大半（人口の 96％）が帰還困難区域であ

って、人口、主要インフラ及び生活関連サービスの拠点が帰還困難区域に集中

しており、居住制限区域又は避難指示解除準備区域であっても、帰還困難区域

の地域の避難指示が解除されない限り住民の帰還は困難であるため、帰還困難

区域と同様に避難指示解除及び帰還の見通しすら立っていないと認められる。 

これらの地域に居住していた住民の精神的損害の内容は、理論的には最終的に

帰還が可能となるか否かによって異なると考えられるが、①長期間の避難の

後、最終的に帰還が可能か否か、また、帰還可能な場合でもいつその見通しが

立つかを判断することが困難であること、②現在も自由に立入りができず、ま

た、除染計画やインフラ復旧計画等がなく帰還の見通しが立たない状況におい
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ては、仮に長期間経過後に帰還が可能となったとしても、帰還が不能なために

移住を余儀なくされたとして扱うことも合理的と考えられること、③これらの

被害者が早期に生活再建を図るためには、見通しのつかない避難指示解除の時

期に依存しない賠償が必要と考えられること等から、最終的に帰還するか否か

を問わず、「長年住み慣れた住居及び地域が見通しのつかない長期間にわたっ

て帰還不能となり、そこでの生活の断念を余儀なくされた精神的苦痛等」を一

括して賠償することとした。 

2）Ⅰ）①の対象地域については、本指針決定後、被害者の東京電力株式会社

に対するⅠ）①に基づく損害賠償請求が可能になると見込まれる、平成 26年 3

月時点における状況を踏まえて判断することとし、仮に、それまでの間に区域

が見直されたり、帰還困難区域であっても除染計画やインフラ復旧計画等が整

い帰還の見通しが明らかになったりするなど、上記 1）で述べた状況に変更が

あった場合には、その変更された状況に応じて判断するものとする。なお、大

熊町又は双葉町に隣接し、帰還困難区域の境界が人口密度の比較的高い町内の

地域を横切っている富岡町及び浪江町においては、帰還困難区域に隣接する高

線量地域（区域見直し時、年間積算線量が 50ミリシーベルト超とされた地

域）の取扱いについて、警戒区域解除後の区域見直しの経緯、除染等による線

量低減の見通し等個別の事情を踏まえ、柔軟に判断することが考えられる。 

3）Ⅰ）①の加算額の算定に当たっては、過去の裁判例及び死亡慰謝料の基準

等も参考にした上で、避難指示が事故後 10年を超えた場合の避難に伴う精神

的損害額（生活費増加費用は含まない。）の合計額を十分に上回る金額とし

た。また、第二次追補において、長期にわたって帰還できないことによる損害

額を 5年分の避難に伴う慰謝料として一律に算定していることから、このう

ち、平成 26年 3月以降に相当する部分は、「長年住み慣れた住居及び地域が見

通しのつかない長期間にわたって帰還不能となり、そこでの生活の断念を余儀

なくされた精神的苦痛等」に包含されると考えられるため、その分を加算額か

ら控除することとした。なお、本金額は、被害者の被災地での居住年数等を問

わずⅠ）①の対象者全員に一律に支払う損害額を目安として示すものであり、

個別具体的な事情によりこれを上回る金額が認められ得る。 

4）Ⅰ）②の対象者について、精神的損害の具体的な損害額の合計額は、避難

指示解除までの期間が長期化した場合には、賠償の対象となる期間に応じて増

加するが、その場合、最大でもⅠ）①の対象者の損害額の合計額までを概ねの

目安とし、仮に合計額が当該目安に達する蓋然性が高まった場合には、後記 2

のⅠ）で示す住居確保に係る損害の賠償を受けることが考えられる。 

5）Ⅱ）について、「合理的な時期」とは、例えば、Ⅰ）①の対象者について

は、原発避難者向け災害公営住宅の整備が進捗し、希望者が当該住宅に転居す

ることが可能になると想定される事故後 6年後までを目安とすることが考えら

れる。 

6）Ⅲ）について、既に除染やインフラ復旧等が進捗し、避難指示解除が検討

されている区域の現状を踏まえ、①避難生活が長期にわたり、帰還するには相

応の準備期間が必要であること、②例えば学校の新学期など生活の節目となる
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時期に帰還することが合理的であること、③避難指示の解除は、平成 23年 12

月の原子力災害対策本部決定に基づき、日常生活に必須なインフラや生活関連

サービスが概ね復旧した段階において、子供の生活環境を中心とする除染作業

の十分な進捗を考慮して、県、市町村及び住民と十分な協議を行うこととなっ

ていること、④こうした住民との協議により、住民としても解除時期を予想し

て避難指示解除前からある程度の帰還のための準備を行うことが可能であるこ

と等を考慮した上で、当面の目安を 1年間とした。ただし、この「1年間」と

いう期間は、避難指示解除が検討されている区域の現状を踏まえて当面の目安

として示すものであり、今後、避難指示解除の状況が異なるなど、状況に変更

が生じた場合は、実際の状況を勘案して柔軟に判断していくことが適当であ

る。また、相当期間経過後の「特段の事情がある場合」については、第二次追

補で示したもののほか、帰還に際して従前の住居の修繕等を要する者に関して

は業者の選定や修繕等の工事に実際に要する期間、工事等のサービスの需給状

況等を考慮する等、個別具体的な事情に応じて柔軟に判断することが適当であ

る。その際、避難費用については、個別の事情に応じたより柔軟な対応を行う

ことが適当である。 

7）Ⅲ）について、精神的損害については、第二次追補で示したとおり、多数

の避難者に対して速やかかつ公平に賠償するため、避難指示の解除後相当期間

経過前に帰還した場合であっても、原則として、個々の避難者が実際にどの時

点で帰還したかを問わず、当該相当期間経過の時点を一律の終期として損害額

を算定することが合理的である。 

8）Ⅲ）について、営業損害及び就労不能損害の終期は、中間指針及び第二次

追補で示したとおり、避難指示の解除、同解除後相当期間の経過、避難指示の

対象区域への帰還等によって到来するものではなく、その判断に当たっては、

基本的には被害者が従来と同等の営業活動を営むことが可能となった日を終期

とすることが合理的であり、避難指示解除後の帰還により損害が継続又は発生

した場合には、それらの損害も賠償の対象となると考えられる。  
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10．自主的避難等による慰謝料に関連する判決抜粋 

 

〇 仙台高裁判決【いわき訴訟】 

P.30 21行目～25行目 

6 個別原告についての判断の例外 

(1)原告●（20－3） 

 原判決別紙 8の 2（1）の説示のとおり、同原告は、ab市の入院先を生活の本

拠としていたと認められることから、本件事故により転院を余儀なくされた事

情を考慮し、原審同様、8万円の限度で慰謝料を認めるのが相当である。 

 

〇 仙台高裁判決【生業訴訟】 

P.462 18 行目～P.468 11 行目 

9 旧居住地が自主的避難等対象区域である一審原告らについて 

⑴ エ 自主的避難等対象区域旧居住者の受けた被害 

 自主的避難等対象区域においては、上記アのとおり、避難が強制ないし要請さ

れたものではなく、いずれも福島第一原発から 30ｋｍ圏外であったことなどか

ら、実質的に避難を余儀なくされたとまでいうことはできない。現に、上記ウの

とおり、実際に自主的に避難した者は、3月 15日の時点で、おおむね 1％を下回

っており、多い地域でも 10％前後にとどまっている。しかしながら、前記第 3

の 3 の低線量被曝に関する知見等、前記 1 の一審原告らの旧居住地ないし居住

地の状況、上記イの各地域の概要等によれば、未曽有の事故である本件事故の発

生当初に、福島第一原発の状況が安定しておらず、今後どのようにその被害が拡

大するか不明で、自らが置かれた状況について十分な情報がない状況下にあっ

て、自主的避難等対象区域旧居住者が、放射線被曝に対する恐怖や不安を感じ、

これらの恐怖・不安から一時的に自主的に避難を選択することには合理性が認

められるというべきである。取り分け、前記第 3 の 1(3)に前示のとおり、胎児

や子供は放射線感受性が高く、また妊婦には流産の危険があるなどの知見があ

り、子供・妊婦については、低線量被曝等の健康に対する不安や今後の本件事故

の進展に対する不安がそれ以外の者に比して大きかったというべきであること

を総合すると、この地域に居住していた子供・妊婦としては、自主的に避難する

のも無理はない状況に追い込まれていたということができる。 

⑵ ア 評価（損害額） 

自主的避難等対象区域を旧居住地とする一審原告らは，生活の本拠であった
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旧居住地から自主的に避難することが合理的といえる程度の恐怖・不安を覚え，

取り分け子供・妊婦については自主的に避難するのも無理はない状況に追い込

まれていたというべきであるから，一審原告らが平穏生活権を侵害されたこと

は明らかであり，賠償に値する精神的苦痛を被ったものと認められる（なお，自

主的に避難しなかった者についても，自主的に避難することが合理的な状況な

いし自主的に避難するのも無理はない状況に追い込まれていた点については自

主的避難者と同様であるから，避難した者と同額の損害を負ったと解すべきで

ある。）。 

以上を前提に，平穏生活権侵害に基づく慰謝料の額を算定すると，その額は，

①子供・妊婦は自主的に避難するのも無理はない状況に追い込まれた点につい

て 15 万円，それ以外の者は自主的に避難することが合理的といえる程度の恐

怖・不安を覚えた点について 5 万円，②避難生活の継続を余儀なくされたこと

については，妊婦・子供は月額 3 万円，それ以外の者は月額 1 万円と評価すべ

きである（避難の有無を問わない。）。なお，旧居住地が帰還困難区域等，旧居

住制限区域又は旧避難指示解除準備区域以外の一審原告らは，「ふるさと喪失」

損害を主張していない。 

なお、上記②の月額については、上記(1)イのとおり、平成 23年 3月時点で、

福島市、桑折町、川俣町、郡山市、いわき市といった地域の放射線モニタリング

地点で 20ｍSv/y相当値を超える空間線量率が計測されていたこと、平成 23年 4

月時点においても、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、川俣町、郡山

市といった地域において、20ｍSv/y相当値は下回るものの 10ｍSv/y相当値を超

える空間線量率が計測されていたことなどからすると、本件事故発生当初の時

期（平成 23 年 3～4 月）における自主的避難等対象区域旧居住者の抱いた放射

線被曝に対する不安、今後の本件事故の進展に対する不安は、一律に当該地域か

らの避難や屋内退避を必要とするほどのものではなかったとしても、旧緊急時

避難準備区域（前記 6）、旧特定避難勧奨地点（前記 7）といった必ずしも避難

が強制されるものでない区域の旧居住者の抱いた不安と本質的に異なるもので

はなく、避難の必要性や可能性を検討し、自主的に避難する状況に追い込まれて

いたというべきであり、様々な事情により避難を選択しなかった旧居住者につ

いても、そのような選択をすること自体に困難を強いられ、避難せずにそのまま

居住することに対して恐怖・不安等を覚えたといえるのであって、これらの事情

に鑑みれば、平成 23 年 3 月、4 月の 2 か月については、より高額の慰謝料が認

められるべきであるとも解されないではないが、当裁判所は、上記のような諸事

情も考慮に入れた上で、以下の終期を定め、その期間中の額を均等にならして全

体の損害額を算定するのを相当と認め、一律に、子供・妊婦については月額 3万

円、それ以外の者については月額 1万円と評価すべきであると考える。 
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 そして、上記②の避難生活の継続は、本件事故があった 3月 11日が属する月

である平成 23年 3月を始期とし（なお、本件事故後に子供・妊婦となった者に

ついても同様とすることについて、後記のとおり。）、終期は、平成 23 年 5～

12月時点においても、福島市、二本松市、伊達市、桑折町といった相当の人口、

面積を有する範囲において、20ｍSv/y相当値は下回るものの、10ｍSv/y相当値

を超える空間線量率が計測されていたこと、収束宣言により福島第一原発の冷

温停止状態の達成が確認されたのが 12 月 16 日であること（前記第 1 の 5）に、

前記 1 の一審原告らの旧居住地ないし居住地の状況等、取り分け、平成 24 年 3

月以降、おおむね空間線量率が 5ｍSv/y を下回るようになったものの、なお福

島市内、二本松市内、伊達市内、本宮市内、桑折町内、国見町内、大玉村内、郡

山市内、須賀川市内、天栄村内、相馬市内等において 5ｍSv/yを超える空間線量

率が計測されることもあったことなどに鑑み、引き続き放射線被曝に対する恐

怖・不安を抱いていた者が少なくないとうかがわれ、その恐怖・不安は合理的で

あるというべきであること、一審被告東電の自主賠償基準では、平成 24 年 1～

8 月分の賠償をすることとされていること（前記第 2 の 5(7)）などを考え合わ

せると、本件事故から少なくとも 1年間（平成 24年 2月まで）は、自主的避難

等対象区域旧居住者の抱いた放射線被曝に対する不安、今後の本件事故の進展

に対する不安は、引き続き賠償に値するものというべきであることから、終期は

平成 24年 2月とするのが相当である。したがって、避難生活の継続が合理的で

あると解される期間は、平成 23年 3月から平成 24年 2月までの 12か月間であ

り、子供・妊婦についての慰謝料額は 51万円、それ以外の者についての慰謝料

額は 17万円と評価すべきである（避難の有無、実際の避難期間を問わない。）。 

ここで、本判決において、本グループの子供・妊婦とは、本件事故日から約 1

年後の平成 24年 2月 29日までの間に 18歳以下の子供であった者（誕生日が平

成 4年 3月 12日～平成 23年 3月 11日の者及び本件事故発生時に自主的避難等

対象区域旧居住者であった者から平成 23 年 3 月 12 日～平成 24 年 2 月 29 日の

間に出生した者）及び妊婦であった者（平成 23年 3月 11日～平成 24年 2月 29

日の間に妊娠していた期間がある者）を指すものとする（本件事故後である平成

23 年 3 月 12 日～平成 24 年 2 月 29 日の間に出生して子供となった者又は妊娠

して妊婦となった者も含まれるところ、これらの者ないしその世帯についても、

出産又は妊娠以前から本件事故による影響が他の者や世帯に比して大きかった

といえるため、損害額算定上の始期は一律に平成 23年 3月 11日とする。）。 

なお、一審被告東電は、科学的知見に基づけば、空間線量率が 20ｍSv/yの被

曝の健康リスクは、他の発がん要因によるリスクと比べても十分低い水準にあ

るのであるから、20ｍSv/y を大きく下回る地域の旧居住者には、放射線被曝に

よる健康被害の現実の危険性が生じていたということはできない以上、低線量
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被曝の健康リスクの有無が広く周知され、自主的避難等対象区域旧居住者らが

自らが置かれている状況が認識し得る状況に至った後は、もはや一審原告らの

法的に保護された権利利益が本件事故によって侵害されていると評価すること

はできず、それ以降は本件事故を根拠とする慰謝料を認めることは相当ではな

いと主張する。 

 しかしながら、一審被告東電の指摘する低線量被曝の健康リスクに係る知見

は、原子力発電所を設置・運営する一審被告東電や、それに関わる周辺業務従事

者であればいざしらず、たまたま原子力発電所の事故の影響を受ける周辺地域

に住んでいる一住民が本件事故前に知っていてしかるべき知見ではなく、さ

りとて、本件事故後に、様々なバイアスがかかった情報が飛び交う状況で、原子

力発電所は安全であると喧伝してきた一審被告東電や電力会社側の情報や、同

じく原子力発電所の安全性を担保し適切に監督してきたはずの一審被告国が主

導した情報等が公表されたとしても、未曽有の事故に巻き込まれた状況で何を

信用して良いか分からない心境にあったと推認される大多数の一審原告らにお

いて、それらの情報の中から冷静に低線量被曝に係る正確な情報を取捨選択し

てこれを的確に把握することは、少なくとも本件事故後の相当の期間は困難を

極める状況であったと優に認めることができる。福島県内の自主的避難者の数

が、本件事故後一旦減少したものの、4月末以降は再び増加に転じ、9月 22日の

時点で 3 月 15 日時点の自主的避難者数を約 1 万人も上回っているという現象

（前記(1)ウ）からも、本件事故後の情報が錯綜し、本グループの一審原告らを

含む避難指示等を受けなかった地域の住民の避難行動に混乱を来たしていたこ

とが見て取れるというべきである。 

 以上を踏まえると、一審被告東電のいう、低線量被曝の健康リスクの有無が広

く周知され、自主的避難等対象区域旧居住者らが自らが置かれている状況が認

識し得る状況に至るには、本件事故から最低でも 1 年は必要であったというべ

きであるから、上記判示に係る平成 24年 2月という終期の判断を覆さない。一

審被告東電らの上記主張は失当である。 

 

 

P.478 18 行目～P.484 14 行目 

10 旧居住地が県南地域及び宮城県丸森町である一審原告らについて 

⑴エ 県南地域及び宮城県丸森町旧居住者の受けた被害 

県南地域及び宮城県丸森町においては、上記アのとおり、避難が強制ないし要

請されたものではなく、いずれも福島第一原発から 30ｋｍ圏外であったことな

どから、実質的に避難を余儀なくされたとまでいうことはできない。 

 もっとも、県南地域は、福島第一原発がある福島県内の自治体であり、しかも
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福島第一原発からおよそ南西方面におおむね 60～100ｋｍ圏内の奥羽山脈によ

り隔てられていない位置に存していること、宮城県丸森町は、福島県外ではある

ものの、福島県に食い込むような形で隣接した自治体であり、福島第一原発から

およそ北北西方面におおむね 45～70ｋｍ圏内に位置し、特定避難勧奨地点が市

内に存在し自主的避難等対象区域でもある伊達市や、同じく自主的避難等対象

区域である新地町とおおむね隣接していることなどから、いずれも、福島第一原

発との近接性という意味において自主的避難等対象区域と立地的にほぼ同等で

あるといえる。加えて、前記第 3 の 3 の低線量被曝に関する知見等、前記 1 の

一審原告らの旧居住地ないし居住地の状況、上記イの各地域の概要等によれば、

未曽有の事故である本件事故の発生当初に、福島第一原発の状況が安定してお

らず、今後どのようにその被害が拡大するか不明で、自らが置かれた状況につい

て十分な情報がない状況下にあって、県南地域及び宮城県丸森町旧居住者が、放

射線被曝に対する恐怖や不安を感じ、これらの恐怖・不安から一時的に自主的に

避難をすることには合理性が認められるというべきである。取り分け、胎児や子

供は放射線感受性が高く、また妊婦には流産の危険があるなどの知見があり、子

供・妊婦については、低線量被曝等の健康に対する不安や今後の本件事故の進展

に対する不安がそれ以外の者に比して大きかったというべきであることを総合

すると、自主的避難等対象区域と同様に、県南地域及び宮城県丸森町に居住して

いた子供・妊婦としては、自主的に避難するのも無理はない状況に追い込まれて

いたということができる。 

⑵ア評価（損害額） 

 上記(1)のとおり、県南地域又は宮城県丸森町を旧居住地とする一審原告らは、

生活の本拠であった旧居住地から自主的に避難することが合理的といえる程度

の恐怖・不安を覚え、取り分け子供・妊婦については自主的に避難するのも無理

はない状況に追い込まれていたというべきであるから、一審原告らが平穏生活

権を侵害されたことは明らかであり、賠償に値する精神的苦痛を被ったものと

認められる（なお、自主的に避難しなかった者についても、自主的に避難するこ

とが合理的な状況ないし自主的に避難するのも無理はない状況に追い込まれて

いた点については自主的避難者と同様であるから、避難した者と同額の損害を

負ったと解すべきである。）。 

 以上を前提に、平穏生活権侵害に基づく慰謝料の額を算定すると、その額は、

①子供・妊婦は自主的に避難するのも無理はない状況に追い込まれた点につい

て 10 万円、それ以外の者は自主的に避難することが合理的といえる程度の恐

怖・不安を覚えた点について 3 万円、②避難生活の継続を余儀なくされたこと

については、妊婦・子供は月額 2 万円、それ以外の者は月額 1 万円と評価すべ

きである（避難の有無を問わない。）。なお、旧居住地が帰還困難区域等、旧居
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住制限区域又は旧避難指示解除準備区域以外の一審原告らは、「ふるさと喪失」

損害を主張していない。 

 そして、上記②の避難生活の継続は、本件事故があった 3月 11日が属する月

である平成 23年 3月を始期とし（なお、本件事故後に子供・妊婦となった者に

ついても同様とすることについて、後記のとおり。）、終期は、上記(1)イのと

おり、平成 23年 3月時点で白河市において少なくとも 2日間にわたり 20ｍSv/y

相当値を超える空間線量率が計測されていたところ、本グループの中で西郷村

以外の町村は福島第一原発からの距離が白河市とおおむね同等かより近い場所

に位置すること、平成 23 年 4～12 月においても、5ｍSv/y 相当値前後の空間線

量率が計測される地点が数か所存在していたこと、収束宣言により福島第一原

発の冷温停止状態の達成が確認されたのが 12 月 16 日であること（前記第 1 の

5）、平成 24 年になってもなお 5ｍSv/y 相当を超える空間線量率が計測される

地点もあったこと、他方で、原賠審は、12 月 6 日に公表した中間指針第一次追

補において、政府等による避難指示等対象区域外については、上記 9 の自主的

避難等対象区域として 23市町村を選別した上で、この区域の居住者に対する賠

償基準を定め、それ以外の区域については一律の賠償基準は定めなかったこと

などを総合的に考慮すると、平成 23 年 12 月までは、県南地域及び宮城県丸森

町旧居住者の抱いた放射線被曝に対する不安、今後の本件事故の進展に対する

不安は、引き続き賠償に値するものというべきであることから、子供・妊婦以外

の者については、平成 23 年 12 月とすべきである。また、子供・妊婦について

は、前記のとおり、それ以外の者に比して低線量被曝等の健康に対する不安や今

後の本件事故の進展に対する不安が大きかったというべきであるところ、県南

地域及び宮城県丸森町は、平成 24 年 1 月以降、おおむね空間線量率が 5ｍSv/y

を下回るようになったものの、なお航空機モニタリングでは 5ｍSv/y を超える

空間線量率が計測されることもあったことなどに鑑み、引き続き放射線被曝に

対する恐怖・不安を抱いていた子供・妊婦が少なくないとうかがわれ、その恐怖・

不安は合理的であるというべきであること、一審被告東電の自主賠償基準では、

平成 24 年 1～8 月分の賠償をすることとされていること（前記第 2 の 5(8)）な

どを考慮すれば、終期は平成 24年 2月とするのが相当である（終期以前に子供

又は妊婦ではなくなった者についても、上記恐怖・不安ないしその影響は継続し

たものと考えられるため、同様とする。）。したがって、避難生活の継続が合理

的であると解される期間は、子供・妊婦については、平成 23年 3 月から平成 24

年 2 月までの 12 か月間であり、その点についての慰謝料額は 24 万円、それ以

外の者については、平成 23年 3月から同年 12月までの 10か月間であり、その

点についての慰謝料額は 10万円と評価すべきである（避難の有無、実際の避難

期間を問わない。）。 
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 ここで、本判決において、本グループの子供・妊婦とは、自主的避難等対象区

域のグループと同様、本件事故日から約 1 年後の平成 24 年 2 月 29 日までの間

に 18歳以下の子供であった者（誕生日が平成 4年 3月 12日～平成 23年 3月 11

日の者及び本件事故発生時に県南地域又は宮城県丸森町旧居住者であった者か

ら平成 23 年 3 月 12 日～平成 24 年 2 月 29 日の間に出生した者）及び妊婦であ

った者（平成 23 年 3 月 11 日～平成 24 年 2 月 29 日の間に妊娠していた期間が

ある者）を指すものとする（本件事故後である平成 23年 3月 12日～平成 24年

2 月 29 日の間に出生して子供となった者又は妊娠して妊婦となった者も含まれ

るところ、これらの者ないしその世帯についても、出産又は妊娠以前から本件事

故による影響が他の者や世帯に比して大きかったといえるため、損害額算定上

の始期は一律に平成 23年 3月 11日とすることとする。）。 

 なお、一審被告東電は、県南地域及び宮城県丸森町が福島第一原発から離れて

おり、基本的に避難指示等対象区域に近接していないという立地的な観点や、科

学的知見に基づけば、空間線量率が 20ｍSv/yの被曝の健康リスクは、他の発が

ん要因によるリスクと比べても十分低い水準にあるところ、県南地域及び宮城

県丸森町では、一時的にも 20ｍSv/y 相当値を観測した地点はなく、遅くとも 4

月 3 日以降は 1μSv/h を下回っていたこと、この地域の大部分の住民が避難を

せずに滞在していたこと（上記(1)ウ）、この地域の公共サービス、生活関連サ

ービスは、本件事故直後からおおむね復旧していたこと（上記(1)イ(ア)）、放

射線やその健康被害に関する情報提供は本件事故直後から新聞等により連日報

道され、生活には支障がなく、冷静に対応すべきであることなどが広く情報提供

されていたことなどからすれば、県南地域及び宮城県丸森町に居住していた住

民については、本件事故の放射線の影響によって法律上保護された利益が侵害

されたという状況にはないと主張する。 

 しかしながら、県南地域は福島第一原発からの距離がおおむね 60～100ｋｍ圏

内に位置しているところ、これは、やはり同様に 100ｋｍ圏内に位置する自主的

避難等対象区域の 23市町村と立地的には同等といえるし、宮城県丸森町に至っ

ては、隣接県ではあるものの、福島第一原発からおおむね 45～70ｋｍ圏内と、

より福島第一原発に近接しているのであるから、本グループの区域に居住する

住民の心理的には、自主的避難等対象区域と同等程度に福島第一原発による影

響を考えざるを得なかったといえる。また、一審被告東電の指摘する低線量被曝

の健康リスクに係る知見に関しては、一審原告らにおいて、数ある情報の中から

冷静に低線量被曝に係る正確な情報を取捨選択してこれを的確に把握すること

が少なくとも本件事故後数年間は困難を極める状況であったと優に認めること

ができる点は、自主的避難等対象区域グループの項（前記 9）で説示したところ

と同様であって、福島県内の自主的避難者の数が、本件事故後一旦減少したもの



 

184 

の、4月末以降は再び増加に転じ、9月 22日の時点で 3月 15日時点の自主的避

難者数を約 1万人も上回っているという現象（上記(1)ウ）からも、本件事故後

の情報が錯綜し、本グループの一審原告らを含む避難指示等を受けなかった地

域の住民の避難行動に混乱を来たしていたことが見て取れるというべきである。

もっとも、本グループの空間線量率は、自主的避難等対象区域よりは低かったこ

とも事実である。 

 以上によれば、一審被告東電らの上記主張を踏まえても、自主的避難等対象区

域より終期を早くしつつ、避難中の損害額についても若干低廉なものとした

上で、県南地域及び宮城県丸森町について賠償すべき損害を認めた前記判断を

覆さない。 

 

11 旧居住地が上記 3～10 以外の地域である一審原告らについて 

P.488 17 行目～P.490 20 行目 

(1) 会津地域 

イ (ア) 会津地域旧居住者の損害 

会津地域の空間線量率が、3 月 15 日の最も高かったときでも 5ｍSv/y 相当値

をわずかに上回る程度であり、その後はおおむね 5ｍSv/y 相当値を下回ってい

たことなどからすると、会津地域旧居住者が被曝による健康影響に対する不安、

今後の本件事故の進展に対する不安、被曝回避措置による生活上の支障などを

感じていたとしても、賠償すべき損害があるとは認められない。 

 他方、成人よりも放射線感受性が強いとされる子供・妊婦については、会津地

域が福島第一原発と同一の福島県の一地域であること、一旦でも 5ｍSv/y 相当

値を上回るような放射線が観測された地域の子供・妊婦が、その後の見通しも分

からない中で恐怖・不安を覚えて自主的に避難すること自体は合理性があり、本

件事故と相当因果関係があるというべきである。もっとも、会津地域は立地的に

福島第一原発とは相当離れていること（奥羽山脈で隔てられてもいる。上記ア

(ア)）、その後の放射線値は低く推移していること（上記ア(イ)）、自主的避難

者はごくわずかであり、他方で避難者の受入人数は相当数に上っていること（上

記ア(ウ)）などに鑑みると、子供・妊婦であっても、2か月以上にわたる避難継

続は本件事故と相当因果関係があるということはできない。 

 ここで、本判決において、本グループの子供・妊婦とは、自主的避難等対象区

域等のグループと同様、本件事故日から約 1 年後の平成 24 年 2 月 29 日までの

間に 18歳以下の子供であった者（誕生日が平成 4年 3月 12日～平成 23年 3月

11日の者及び本件事故発生時に会津地域旧居住者であった者から平成 23年 3月

12日～平成 24年 2月 29日の間に出生した者）及び妊婦であった者（平成 23年

3 月 11 日～平成 24 年 2 月 29 日の間に妊娠していた期間がある者）を指すもの
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とする（本件事故後である平成 23 年 3 月 12 日～平成 24 年 2 月 29 日の間に出

生して子供となった者又は妊娠して妊婦となった者も含まれるところ、これら

の者ないしその世帯についても、出産又は妊娠以前から本件事故による影響が

他の者や世帯に比して大きかったといえるため、損害額算定上の始期は一律に

平成 23年 3月 11日とすることとする。）。 

(イ) 一審原告らに対する具体的な損害額 

上記(ア)のとおり、会津地域を旧居住地とする一審原告らのうち、子供・妊

婦については自主的に避難することが合理的といえる程度の恐怖・不安を覚え

ていたというべきであるから、これらの一審原告らが平穏生活権を侵害された

ことは明らかであり、賠償に値する精神的苦痛を被ったものと認められ（なお、

自主的に避難しなかった子供・妊婦についても、自主的に避難することが合理的

な状況であった点については自主的避難者と同様であるから、避難者した者と

同額の損害を負ったと解すべきである。）、その額は、①子供・妊婦が自主的に

避難することが合理的といえる程度の恐怖・不安を覚えた点について 5 万円、

②避難生活 1 か月相当分として 1 万円と評価すべきである（避難の有無を問わ

ない。）。 

 以上によれば旧居住地が会津地域である一審原告らに対しては、精神的損害

に係る賠償として、子供・妊婦について、合計 6万円の支払がなされるべきであ

るところ、これらの者に対する「中間指針等による賠償額」は 0円であるため、

上記 6万円が、本訴において認容すべき額となる。 

 会津地域を旧居住地とするその他の一審原告らには、賠償すべき損害は生じ

ておらず、請求は認められない。 

 

P.497 5行目～P.498 15行目 

(2) 宮城県（丸森町を除く。） 

イ (ア) 宮城県旧居住者の損害 

 宮城県内の空間線量率はおおむね 5ｍSv/y 相当値を下回っていたこと、福島

第一原発とは異なる県で同原発からおおむね 60ｋｍ以上離れており、物理的か

つ心理的な距離という観点では県南地域及び宮城県丸森町グループ（前記 10）

よりもさらに離れていると認められることなどを考慮すると、宮城県（丸森町を

除く。）旧居住者が被曝による健康影響に対する不安、今後の本件事故の進展に

対する不安、被曝回避措置による生活上の支障などを感じていたとしても、賠償

すべき損害があるとは認められない。 

 なお、宮城県内における本件事故後 1 か月間の報道の概要は上記ア(ウ)のと

おりであり、報道の中には、本件事故当時に吹いていた南東の風に放射性物質が

乗ったため、福島第一原発の北西方向に高い空間線量率の地域が拡がっている
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ことや、宮城県よりも遠方の岩手県や秋田県でも放射性物質が検出されたり首

都圏の放射線量がやや上昇したりしたことなど、宮城県民にとっても少なから

ず本件事故による影響が及ぶ危険に対する恐怖・不安を覚えるような内容もあ

ったものの、他方で、宮城県内の空間線量率は毎日のように報道され、その値も

福島県内と比べて一貫して低く、日を追うにつれて漸減していることや、県内の

飲料水が安全であることなど、宮城県民に対しては本件事故による影響はほぼ

ないことも合わせて報道されていたといえるのであって、上記のような福島第

一原発からの物理的・心理的距離等も総合的に考慮すれば、宮城県旧居住者には、

本件事故の放射線の影響によって法律上保護された利益が侵害されたというこ

とはできない。 

 そして、成人よりも放射線感受性が強いとされる子供・妊婦については、上

記のような報道に敏感であり、本件事故による放射線の影響に対して抱いた恐

怖・不安はより具体的であったというべきではあるものの、なお、本訴における

宮城県仙台市の子供として提訴した一審原告ら 3 人については、本件事故の放

射線の影響によって法律上保護された利益が侵害されたとまではいえない。 

(イ) 一審原告らに対する具体的な損害額 

 上記(ア)のとおり、宮城県を旧居住者とする一審原告らには、賠償すべき損害

は生じておらず、請求は認められない。 

 

P.502 15 行目～P.503 19 行目 

(3) 茨城県 

イ (ア) 茨城県水戸市及び日立市旧居住者の損害 

 上記アのとおり、茨城県では、本件事故直後に、福島第一原発に最も近い北茨

城市（福島第一原発からの最短距離はおよそ 70ｋｍ）で 20ｍSv/y相当値を大き

く超える空間線量率が計測されたり、高萩市や東海村において 20ｍSv/y相当値

を超える空間線量率が、水戸市において 20ｍSv/y 相当値に近い空間線量率が、

それぞれ計測されたりした事実は認められるものの、これらの空間線量率はご

く一時的なものであり、その後はすぐに低減していること、福島第一原発からの

物理的・心理的な距離は県南地域及び宮城県丸森町のグループ（前記 10）と比

較しても遠いと認められることなどからすると、茨城県における農林水産物の

出荷自粛等本件事故による様々な影響（上記ア(イ)）を最大限考慮してもなお、

日立市及び水戸市を旧居住地とする一審原告らについては、成人よりも放射線

感受性が強いとされる子供・妊婦であれば格別、それ以外の者が被曝により健康

影響に対する不安、今後の本件事故の進展に対する不安、被曝回避措置による生

活上の支障などを感じていたとしても、賠償すべき損害があるとまでは認めら

れない（なお、上記のとおり、本訴においては、日立市又は水戸市を旧居住地と
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する子供・妊婦としての提訴者は一審原告らの中にいない。）。 

 (イ) 茨城県つくば市及び牛久市旧居住者の損害 

 茨城県牛久市及びつくば市については、本件事故直後の時期の空間線量率を

認めるに足りる証拠はなく、立地的に、上記(ア)よりも福島第一原発からさらに

遠く 150ｋｍ以上離れていることなどによれば、上記ア(イ)に認定した各事実を

最大限考慮してもなお、子供・妊婦も含め、賠償すべき損害があるとは認められ

ない。 

 

P.506 14 行目～P.508 7行目 

(4) 栃木県 

イ (ア) 栃木県旧居住者の損害 

 栃木県の空間線量率は、比較的高かった那須町でも最大測定値が 9ｍSv/y 相

当と、10ｍSv/y 相当にも届かない値であり、その翌日にはすぐに大きく低減し

ていること、立地的にも、福島第一原発から一番近くてもおよそ 8

0ｋｍ離れていることなどを考慮すると、栃木県旧居住者が被曝による健康影響

に対する不安、今後の本件事故の進展に対する不安、被曝回避措置による生活上

の支障などを感じていたとしても、賠償すべき損害があるとは認められない。 

 他方、成人よりも放射線感受性が強いとされる子供・妊婦については、一旦で

も 5ｍSv/y 相当値を上回るような放射線が観測された地域の子供・妊婦が、そ

の後の見通しも分からない中で恐怖・不安を覚えて自主的に避難すること自体

は合理性があり、取り分け、本訴において栃木県旧居住者である子供・妊婦は本

件事故当時子供（18歳以下）であった一審原告（Ｔ－2341）（平成 7年 7月 21

日出生）のみであるところ、同一審原告の旧居住地である那須町は、栃木県の自

治体の中でも福島第一原発から最も近い約 80ｋｍ地点で福島県と接しており、

同町の学校等では 6 月に実施された調査においても約 5ｍSv/y 相当の放射線が

計測されたことなどに鑑みると、自主的に避難すること自体には合理性があり、

本件事故と相当因果関係があるというべきである。 

 (イ) 一審原告Ｔ－2341 に対する具体的な損害額 

 上記(ア)のとおり、一審原告Ｔ－2341 については自主的に避難することが合

理的といえる程度の恐怖・不安を覚えていたというべきであるから、同一審原告

が平穏生活権を侵害されたことは明らかであり、賠償に値する精神的苦痛を被

ったものと認められる（なお、自主的に避難しなかったとしても、自主的に避難

することが合理的な状況であった点については自主的避難者と同様であるから、

避難者した者と同額の損害を負ったと解すべきである。）。 

 以上を前提に、平穏生活権侵害に基づく慰謝料の額を算定すると、その額は、

①自主的に避難することが合理的といえる程度の恐怖・不安を覚えた点につい



 

188 

て 5 万円、②避難生活の継続を余儀なくされたことについて、本件事故があっ

た 3 月 11 日が属する月である平成 23 年 3 月を始期とし、上記ア(イ)に認定し

た状況等に鑑みて、同年 8月を終期として、月額 1 万円と評価すべきである（避

難の有無を問わない。）。 

  以上によれば、那須町を旧居住地とする子供であった一審原告Ｔ－2341 に

ついて、精神的損害に係る賠償として、合計 11万円の支払がなされるべきであ

るところ、この者に対する「中間指針等による賠償額」は 0円であるため、上記

11万円が、本訴において認容すべき額となる。 

  栃木県を旧居住地とするその他の一審原告らには、賠償すべき損害は生じ

ておらず、請求は認められない。
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〇 東京高裁判決【前橋訴訟】

P.256 7行目～23行目

第 2 被侵害利益及び精神的損害について

何人も，自己の選択した居住地及びその立地する周辺環境において，自己の選

択した仕事に従事しながら，放射線被ばくの恐怖や不安を感じることなく平穏

な日常生活を送り，地域や職場のコミュニティの中で周りの人々との各種交流

等を通じて，自己の人格を形成，発展させるという人格的利益を有すると解され

る。しかし，本件事故が発生したことにより政府等によって避難指示が発せられ，

避難を余儀なくされた者は，平穏な日常生活を侵害され住み慣れた生活の本拠

からの移転を余儀なくされ，それに伴って職を失ったり，変更したりせざるを得

なくなるとともに，将来の見通しの立たないことによる不安を感じながら慣れ

ない土地での不便な避難生活を強いられることになる。そして，このことは，政

府等による避難指示等によらないで生活の本拠から退去した者についても，一

般人の感覚に照らして，その避難に合理性が認められ，避難と本件事故との間に

相当因果関係が認められる場合には同様である。このような人格的利益（以下，

このような利益を包括して「平穏生活権」という。）は，憲法 13条，22条 1項

等に照らし，原賠法上においても保護されるべき利益というべきであり，その

中には，一審原告らが「ふるさと喪失」と主張する避難前に有していた地域やそ

こで暮らす人々とのつながりの喪失も含まれるものである。 

P.261 6行目～P.263 20 行目

4 自主的避難等対象区域からの避難について 

自主的避難等対象区域は，年間積算線量が 20ｍSvを超えないため，一審被告国

の避難指示等の対象とされなかった地域であるから，同区域内の住民は，避難元

住居からの避難を強制されるものではない。しかし，前記のとおり，ＩＣＲＰは，

低線量域においても放射線量に比例して発がんや遺伝性影響の確率が増加する

という直線しきい値なしモデルを採用し，1ｍSv ないし 20ｍSv の放射線量の値

域を現存被ばく状況と位置づけ，関係する個人に対し，自助努力による防護対策

として，自分や自分が責任を負う人々のモニタリングや被ばくを低減するため

の生活様式を求めているのであるから，避難元住居が少なくとも年間 1ｍSv（毎

時 0.23μSv）を超える地域にある場合には，本件原発からの距離，避難の時期，

避難者又は家族の属性（放射線に対して感受性が高いとされている年少者や妊

婦であるか否かなど）等を総合的に考慮し，避難の選択が一般人の感覚に照らし

て合理的であると評価できる場合には，避難の合理性が認められ，本件事故と避

難との間に相当因果関係があると認めるのが相当である。そして，中間指針追補
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は，本件原発からの距離，避難指示等対象区域との近接性，政府や地方公共団体

から公表された放射線量に関する情報，自主的避難者の多寡などを考慮の上，自

主的避難等対象区域を定めているのであるから，当該避難者の避難元住居が自

主的避難等対象区域内にあるという点は，避難の合理性を検討する上で重要な

事情となるものである。 

一審被告らは，自主的避難等対象区域の住民のほとんどは避難をしていない

と主張するところ，証拠（乙Ｇ114，丙Ｂ15）によれば，自主的避難等対象区域

に係る平成 23 年 3 月 15 日時点における自主的避難者数及び人口に占める割合

は，地震・津波による自主的避難者も含め，相馬市 11.8パーセント（4457人），

いわき市 4.5 パーセント（1 万 5377 人），郡山市 1.5 パーセント（5068 人），

二本松市 1.1パーセント（647人），福島市 1.1パーセント（3234人），田村市

0.1パーセント（39人），小野町 0.1パーセント（9人）であること，本件事故

発生当時の自主的避難等対象区域の人口は，約 150 万人とされているところ，

自主的避難者数（推計）は，平成 23年 3月 15日時点で 4万 0256人であったと

ころ，同年 4 月 22 日時点までに 2 万 2315 人に減少し，その後，増加傾向とな

って同年 9月 22日時点で 5万人を超え，これ以上に大幅に増加することがなか

ったことが認められる。これらの数字に照らすと，確かに自主的避難等対象区域

の住民の多くは避難をしなかったということはできるものの，住民はそれぞれ

が抱える事情の制約に照らして避難の有無を決めているのであり，また，放射線

被ばくへの不安や恐怖には個人差があることは否定できないから，避難した住

民について，上記のように放射線量，避難の時期，避難者又は家族の属性等を総

合的に考慮して避難の合理性が認められるのであれば，当該地域からの避難者

が少ないからといって避難と本件事故との相当因果関係が否定されることには

ならないというべきである。 

また，一審被告らは，本件事故発生直後から，本件事故の状況や福島県内の空

間放射線量の状況は日々報道されており，避難指示等対象区域外での放射線被

ばくと健康影響に関する科学的知見についても繰り返し報じられていると主張

するところ，本件事故発生以降，被ばくの人体への影響の有無については，福島

県内で測定されている放射線量程度では人体への影響はないこと，発がんリス

クは一度に高い放射線被ばくを受けない限りは高まらないと考えられているこ

と，胎児に対する悪影響を懸念する必要性はないことなどが報道されるととも

に，一審被告国も，ウェブサイトやニュースレター等を通じて，本件原発から 30

ｋｍ以遠に居住する住民に対して，放射線の人体への影響に関する情報を提供

していることは前記認定のとおりであり，このことは自主的避難等対象区域の

住民の多くが避難していないことにも裏付けられている。しかし，放射線被ばく

が身体に与える影響について完全に解明されているわけではない中で，放射線
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被ばくへの不安や恐怖には個人差があることは否定できず，緊急事態下でやむ

を得なかったとしても，一審被告国の避難指示の対象区域も徐々に拡大したこ

とに照らすと，上記報道等による情報提供の事実があったことを理由に自主的

避難等対象区域の住民の避難について本件事故と相当因果関係がないとまでい

うことはできない。 

さらに，一審被告東電は，大人については平成 23 年 4 月 22 日頃まで，子供

及び妊婦については平成 24年 8月末日までの期間を超えて避難したことに避難

の合理性や避難継続の合理性がないなどと主張する。しかし，上記各期間は，一

審被告東電が中間指針等に基づいて賠償対象期間として定めたものにすぎない

ところ，自主的避難等対象区域からの避難の合理性は，上記のとおり，当該地域

の放射線量，本件原発からの距離，避難の時期，避難者又は家族の属性等を総合

的に考慮して決めるべきものであるから，上記各期間を超えていることから当

然に避難の合理性が認められないものではないし，一度避難した者の精神的損

害が上記各期間の経過により当然に回復され，損害賠償請求できなくなるもの

でもない。 

P.271下から 2行目～P.272 8行目

4 財産的侵害等に対する賠償

一審被告東電は，慰謝料の補完的作用からして，財産権侵害等に対する支払は，

慰謝料減額の考慮要素となると主張する。確かに，財産的損害等の精神的損害以

外の損害がてん補されることにより，精神的苦痛が事実上緩和される面がある

ことは否定できないところである。しかし，本件においては，一審原告らは，各

一審原告らに生じた損害を一括して慰謝料として請求するものではなく，財産

的損害等とは別に，平穏生活権の侵害による精神的損害についてのみ損害賠償

を請求するものであるから，財産的損害等に対する賠償の事実を慰謝料減額の

考慮要素とすることは相当でない。 

したがって，一審被告東電の上記主張は採用することができない。 

第 2節 一審原告らの個別の相当因果関係及び損害額について 

P.293 14 行目～P.295 19 行目

第 1 原告番号 1 ないし 3（家族番号 1）について

3 相当因果関係及び慰謝料額の判断

(1)家族番号 1に属する一審原告らは，本件事故発生から約 1年後に居住してい

た郡山市から避難しているところ，郡山市は，放射性物質の地表での沈着密度の

高い地域であり，同市の空間放射線量は，平成 24 年 2 月 22 日時点でも線量上

位 10地点について見れば，毎時 1.0ないし 1.4μSvであり（乙Ｇ113），同年 5
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月 2日までの最新の測定値でも毎時 0.7ないし 1.1μSvであって（乙Ｇ126の 7

の 1），ＩＣＲＰ勧告が種々の自助努力による防護対策を求めている毎時 0.23

μSv を上回っている。郡山市は，中間指針等が一定の限度で賠償の対象として

いる自主的避難等対象区域である。また，原告番号 3は，放射線に対して一般に

感受性が高いとされている年少者であるとともに，ダウン症候群であるところ，

ダウン症候群である者は，白血病発病リスクが，ダウン症候群でない者と比較し

て 10 倍から 20 倍とされており，放射線被ばくによる健康被害を懸念しても直

ちに不合理とはいえない。そして，原告番号 2及び 3については，一審被告東電

が精神的損害の賠償対象期間としている平成 24 年 8 月 31 日までに避難してお

り，家族関係に照らせば，原告番号 1 の避難が同時期になったとしてもやむを

得ないものである。以上の点に照らすと，家族番号 1 に属する一審原告らにつ

いては避難の合理性が認められ，同一審原告らの避難と本件事故との間には相

当因果関係があり，同一審原告らは，平穏生活権を侵害されたことにより精神的

苦痛を被ったものと認められる。 

一審被告東電は，本件事故発生以降の郡山市における空間放射線量の測定結

果は避難基準である年間 20ｍSv を大きく下回り，本件事故発生以降も 18 歳未

満の子供を含むほとんどの住民が郡山市において生活を送っており，郡山市に

おける社会的活動の状況からすれば，避難の合理性はないと主張する。しかし，

郡山市の空間放射線量が一審被告国の避難指示の基準である年間 20ｍSvを下回

っていることや郡山市の住民の多くが避難していないことから，避難の合理性

が直ちに否定されるものでないことは前記第 1 節，第 3 の 1 及び 4 のとおりで

あり，家族番号 1 に属する一審原告らに認められる上記の点に照らすと，同一

審原告らの避難に合理性がないということはできない。 

また，一審被告東電は，自動車を傷つけられたり，「福島に帰れ」と貼り紙を

されたりした事実は，第三者の故意による不法かつ不当な行為であって，当該第

三者に帰責すべきものであると主張する。しかし，避難先の付近の住民や職場に

おいて一審被告国の避難指示等に基づかず自主的に避難したことについて心無

い言動をされる可能性があることは，一般的に予見できないことではないから，

本件事故と相当因果関係がないということはできない。 

(2)原告番号 1は，避難により長年勤務した警備会社の正社員の職を失ったこ

と，原告番号 2は，平成 24年 5月に第 2子の妊娠が判明したが，自身に対する

放射線被ばくの不安もあって妊娠中絶したこと，原告番号 3 は，放射線に対し

て一般に感受性が高いとされている年少者であること，原告番号 3 は，ダウン

症候群を有しているが，避難により施設に単身入所して両親と別居することと

なり，ストレスから頭髪の約 2 分の 1 が抜け落ちる円形脱毛症になったこと，

その他本件に現れた一切の事情を考慮すると，慰謝料額は，原告番号 1 につき
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30万円，同 2につき 40 万円，同 3につき 70 万円と認めるのが相当である。 

なお，一審被告東電は，原告番号 1 について就労不能損害が支払われている

点を指摘するが，就労不能損害は経済的な損害のてん補を目的とするものであ

るから，その支払により失職に伴う精神的損害の賠償が一切認められなくなる

ものではなく，賠償額の算定に当たり失職の事実を考慮することはできるとい

うべきである 

(3)以上によれば，既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は，次のと

おりとなる。一審原告 1ないし 3の請求は，一審被告東電に対し，当該額及びこ

れに対する平成 23 年 3 月 12 日から支払済みまで民法（平成 29 年法律第 44 号

による改正前のもの。以下同じ。）所定の年 5分の割合による遅延損害金の支払

を求める限度で理由がある。 

原告番号 1 30万円－既払金 8万円＋弁護士費用 3万円＝25万円 

原告番号 2 40万円－既払金 16万円＋弁護士費用 3万円＝27万円 

原告番号 3 70万円－既払金 48万円＋弁護士費用 3万円＝25万円 

 

※以下同様に個別事例あり。 

 

※滞在者（家族番号 11原告番号 31）の事例は以下のとおり。 

P.358 19 行目～P.361 6 行目 

3 相当因果関係及び慰謝料額の判断 

(1)家族番号 11 に属する一審原告らは，本件事故発生直後の平成 23 年 3 月 14

日に白河市に避難した後，同年 4月上旬にいわき市の自宅に戻り，改めて同年 5

月 8日に病気治療や仕事の関係でいわき市に残った原告番号 31及び三男を除い

て，群馬県に避難している。いわき市の空間放射線量は，同年 3 月末日時点で

0.39ないし 1.46μSv，同年 4月末日時点で 0.11ないし 0.62μSvであり（乙Ｇ

113），ＩＣＲＰ勧告が種々の自助努力による防護対策を求めている毎時 0.23μ

Sv を上回っている地点も認められる。いわき市は，中間指針等が一定の限度で

賠償の対象としている自主的避難等対象区域である。また，原告番号 30は，一

般に放射線に対して感受性が高いとされている年少者であり，一審被告東電が

精神的損害の賠償対象期間としている平成 24 年 8 月 31 日までに避難している

ところ，原告番号 30 の年齢その他家族関係を考慮すれば，原告番号 27 ないし

29の避難が原告番号 30と同時期となったとしてもやむを得ないものである。以

上の点に照らすと，家族番号 11に属する一審原告らについては避難の合理性が

認められ，同一審原告らは，平穏生活権を侵害されたことにより精神的苦痛を被

ったものと認められる。なお，原告番号 27，28及び 30は，本件事故発生から 3

年以上経過した平成 26 年 5 月 5 日にいわき市に戻り，同年 8 月 27 日に再び群
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馬県に避難しているが，原告番号 30の学校での立場を慮ったものであり，また，

いわき市の平成 26 年 4 月 30 日までの最新の測定値が多くの地点で毎時 0.1 又

は 0.2μSvであること（乙Ｇ126の 4の 5）に照らして，放射線の作用を回避す

るための避難であったと評価することはできない。 

一審被告東電は，本件事故発生以降のいわき市における空間放射線量の測定

結果は避難基準である年間 20ｍSv を大きく下回り，本件事故発生以降も 18 歳

未満の子供を含むほとんどの住民がいわき市において生活を送っており，いわ

き市における社会的活動の状況からすれば，避難の合理性はないと主張する。し

かし，いわき市の空間放射線量が一審被告国の避難指示の基準である年間 20ｍ

Sv を下回っていることやいわき市の住民の多くが避難していないことから，避

難の合理性が直ちに否定されるものでないことは前記第 1 節，第 3 の 1 及び 4

のとおりであり，家族番号 11に属する一審原告らに認められる上記の点に照ら

すと，同一審原告らの避難に合理性がないということはできない。 

一審被告東電は，原告番号 30以外の一審原告らについて平成 23年 4月 22日

頃を超えて，原告番号 30 については平成 24 年 8 月末を超えて避難を継続する

ことに合理性があるとはいえないと主張するが，原告番号 27 ないし 29 の二度

目の避難が原告番号 30と同時期となったとしてもやむを得ないことは上記のと

おりであるし，一審被告東電の主張する時期を超えることによって家族番号 11

に属する一審原告らが避難によって被った精神的損害が当然に回復されるもの

でもないから，一審被告東電の上記主張は採用することができない。 

また，一審被告東電は，原告番号 30がいわき市へ帰還した際に学校で他の生

徒から受けた言動について，第三者の故意による不法かつ不当な行為であって，

当該第三者に帰責すべきものであると主張する。しかし，避難先から帰還後に，

避難しなかった者との間で一定の葛藤が生じ得ることは予見できないことでは

ないから，他の生徒の言動によって原告番号 30が受けた精神的損害も本件事故

と相当因果関係があるものと認められる。 

(2)家族番号 11 に属する一審原告らは，本件事故による避難により家族が離れ

ばなれに生活する状況になったこと，原告番号 27は，当初の避難により，約 20

年間にわたって地元で従事していた測量士としての仕事を断念せざるを得なく

なったこと，原告番号 30は，一般に放射線に対する感受性が高いとされている

年少者であること，原告番号 30は，帰還したいわき市内の中学校で嫌がらせを

受け，つらい思いをしたこと，原告番号 31は，クローン病であり食事制限が必

要であったが，原告番号 28 のサポートを十分に受けられなくなったこと，その

他本件に現れた一切の事情を考慮すると，慰謝料額は，原告番号 27 につき 40

万円，原告番号 28，29，31 につき各 30 万円，同 30 につき 60 万円と認めるの

が相当である。 
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(3)以上によれば，既払額を控除した慰謝料額及び弁護士費用相当額は，次のと

おりとなる。一審原告 27ないし 31の請求は，一審被告東電に対し，当該額及び

これに対する平成 23 年 3 月 12 日から支払済みまで民法所定の年分の割合によ

る遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 

原告番号 27 40万円－既払金 8万円＋弁護士費用 4万円＝36万円 

原告番号 28 30万円－既払金 8万円＋弁護士費用 3万＝25万円 

原告番号 29 30万円－既払金 8万円＋弁護士費用 3万＝25万円 

原告番号 30 60万円－既払金 48万円＋弁護士費用 2万円＝14万円 

原告番号 31 30万円－既払金 8万円＋弁護士費用 3万＝25万円
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〇 仙台高裁判決【中通り訴訟】 

【中通り地域（自主的避難対象区域）】 

P.18 17行目～P.19 6 行目 

第 5 1 (1) 判断の骨子 

東京電力福島第一原子力発電所からほど近い福島県中通りの自主的避難等対

象区域に居住していた原告らが、安全であるはずの原子炉が炉心溶融を起こし

て原子力発電所が爆発し、突然大量の放射性物質が放出され、居住地域の環境放

射能が急激に上昇するという未曽有の大事故に直面したことからすれば、事故

当初の十分な情報がない中で、放射線被曝に対する強い恐怖や不安を抱くこと

はやむを得ないものと考えられ、本件事故によって原告らがこのような強い恐

怖や不安という精神的苦痛を受けたことは、民法 709 条にいう法律上保護され

る利益の侵害にあたり、原子炉を運転していた原子力事業者である控訴人が原

賠法 3 条 1 項に基づき損害賠償すべき原子力損害（原賠法 2 条 2 項）にあたる

ものと判断する。 

原審同様、本件事故の日である平成 23 年 3 月 11 日から同年 12 月 31 日まで

の期間に被った精神的苦痛について、社会生活上の受忍限度を超えて法律上保

護される利益が侵害されたものと評価し、上記期間中の生活費の増加費用が生

じたことを斟酌した上で、30 万円の慰謝料の損害を認めるのが相当である。各

原告の個別の事情を検討しても、これと異なる慰謝料を認めるべき事情はない。 

 

P.20 26行目～P.24 17 行目 

(2) 自主的避難者等に係る精神的損害の認定について 

（以下、P23 6行目からの抜粋） 

本件事故によって急激に上昇した環境放射能により、自主的避難等対象区域

の住民であった原告らが被った放射線被曝の被害は、本件事故当時の我が国の

放射線防護体制を始めとする社会通念に照らせば、それ自体、極めて重大かつ深

刻なものであり、しかも安全性を立地の前提としていた原子力発電所における

未曽有の大事故によって突然生じたという被害の態様も併せて考慮すれば、こ

の放射線被曝そのものをみても、それが一般社会生活上の受忍限度の範囲内の

ものであったとは到底評価できず、法律上保護される利益の侵害にあたるとい

える。 

原告らは、このような実際の放射線被曝の経験の下に、本件事故による放射線

被害の実情や危険についての十分な情報が提供されないまま、また、低線量被曝

の危険性については多様な見解がある中で、本件事故によって放出された大量

の放射性物質による放射線被曝による生命や身体の安全への影響について、具
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体的な恐怖や不安を持つに至ったと認められるのであり、このような放射線被

曝の恐怖や不安は、一般人を基準として考えても合理的な根拠に基づくものと

評価することができる。 

このように侵害行為の態様、侵害の程度、被侵害利益の性質と内容を考慮する

と、このような原告らの恐怖や不安が、一般社会通念上の受忍限度の範囲内のも

のとして、法律上保護される利益の侵害にあたらない程度にまで軽減されたと

判断するには、原判決説示のとおり、一旦生じた恐怖や不安を解消するのに相応

しい社会的情勢の変化と時間の経過が必要であるというべきであり、放射線被

曝の限度について年間20ｍSvの基準を採用して避難区域の再編がされた平成23

年 4月 22日をもって十分であるという控訴人の主張は相当でない。 

低線量被曝の健康への影響について、政府に置かれた専門家による「低線量被

ばくのリスク管理に関するワーキンググループ」が平成 23年 12月 22日に公表

した報告書において、年間 20ｍSvの基準を用いることが適当であるとの結論が

示され、この検討結果を踏まえて、同月 26 日の原子力災害対策本部において、

政府が、年間積算線量 20ｍSv以下となることが確実であることが確認された地

域を「避難指示解除準備区域」に設定することなどを内容とする新たな避難指示

区域に関する基本的考え方を示したことも考慮すれば、少なくとも、「放射性物

質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている」というステップ 2 の

目標達成と完了が確認され、本件事故そのものは終息に至ったと判断されたこ

とが公表された上で、低線量被曝の健康影響についての専門家の議論を経て、年

間 20ｍSv の基準を参考にして避難区域の見直しの方針も公表された平成 23 年

12 月までは、十分な社会的情勢の変化と時間の経過があったとはいえないと考

えるのが相当である。したがって、本件事故によって原告らがこのような放射線

被曝に対する強い恐怖や不安により、本件事故の日である平成 23 年 3 月 11 日

から同年 12 月 31 日までの期間に被った精神的苦痛について、社会生活上の受

忍限度を超えて法律上保護される利益が侵害されたものと評価するのが相当で

あり、上記期間中の生活費の増加費用が生じたことを斟酌した上で、30 万円の

慰謝料の損害を認めるのが相当である。 

 

P.32 21行目～P.34 2 行目 

3 慰謝料額の算定及び原賠審の中間指針の位置付けについて 

(1)慰謝料額の基準を 30万円とすることについて 

前記 2 の認定判断によれば、本件事故により自主的避難等対象区域に居住し

ていた原告らが放射線被曝に対する強い恐怖や不安という精神的苦痛を受けた

ことは、実際に自主避難をしたか否か、あるいは原告らの生活状況等の個別の事

情の如何にかかわらず、基本的に原告らが自主的避難等対象区域に居住してい
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ること自体によって、そもそも深刻な損害を被ったものといえる。各自の生活状

況等により、精神的苦痛や生活費の増大などの損害の生じる態様に差異がある

としても、放射能への恐怖や不安、更には、これにより行動の自由が制限され、

正常な日常生活の維持・継続が阻害されるという原告らに生じた精神的損害の

根幹部分は共通するものであって、生活状況等の違いにより大きな差が生ずる

ものとは評価できない。 

上記のような不安から生じた現実的な生活の支障の内容は、原告ごとに様々

であるとしても、その支障は、いずれも低線量被曝の環境下での生活が強いられ

ることにより生じるものであって、性質上、自主避難をし、あるいは、自主的避

難等対象区域にとどまったことによって、等しく住民に生じるものといえるか

らである。 

このような前提に立てば、損害が基本的に共通するという性質を考慮した上

でもなお異なる損害を算定すべきであるといえるような特別の事情が、各原告

の被害状況において認められない限り、本件事故の日である平成 23 年 3 月 11

日から同年 12 月 31 日までの期間に被った精神的苦痛による慰謝料について、

上記期間中の生活費の増加費用が生じたことを斟酌した上で、原告一人あたり

30万円の慰謝料の損害を認めるのが相当である。 

ちなみに、中間指針追補（別紙 2、前記第 2の 3(1)）は、放射能への恐怖や不

安から、正常な日常生活が阻害されたことに対する精神的損害それ自体に加え、

行動の自由に対する制限等から生じた生活費増加分を慰謝料の補完要素として

考慮することを原則とし、本件事故発生当初（平成 23 年 4 月 22 日迄）の包括

慰謝料として、合算して一律 8 万円の賠償金を基準として定めている。中間指

針追補が、このような一律の賠償基準を定めた理由としては、本件事故による影

響が広範な地域に及ぶ深刻なものであり、被害の性質上、精神的苦痛は、自主的

避難等対象区域に居住していたこと自体によって地域住民に等しく発生すると

いえること、行動の自由に対する制限等から生じた生活費増加分は、自主的避難

等対象者ごとに様々であるが、特別の出費以外の出費については、一律に慰謝料

の補完要素として算定することがかえって公平かつ合理的であるといえること

などの諸事情を考慮したと考えられ、金額はともかく、中間指針追補と同様に、

生活費の増加費用も考慮した上で、基本的に一律の慰謝料を算定することは、公

平な損害賠償に資すると考えられる。 

P.34 13行目～P.35 22 行目

(2)各原告の慰謝料額について

控訴人は、原告らは、一時避難を除き、1名を除き、実際には避難をしておら

ず、原判決が、原告らの全員について、漫然と、一般論として避難の相当性を認
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めた平成 23 年 12 月 31 日までの慰謝料額の目安である 30 万円を慰謝料として

認めたとして、原判決が認定した慰謝料額は過大であると主張する。 

しかし、前記(1)に説示したとおり、損害が基本的に共通するという性質を考慮

してもなお異なる損害を算定すべき特別の事情が、各原告の被害状況に認めら

れない限り、事故の日である平成 23 年 3 月 11 日から同年 12 月 31 日までの期

間に被った精神的苦痛による慰謝料について期間中の生活費の増加費用が生じ

たことを斟酌した上で原告一人あたり 30万円の慰謝料の損害を認めるのが相当

であって、原判決「事実及び理由」第 6部第 3章の各認定事実によっても（ただ

し、原告番号 1につき、原判決 199頁 14行目「除去土壌は敷地で地上保管され

た。」を「除去土壌は庭の隅に埋められた。」に改める。）、その他本件の一切

の主張立証を勘案しても、各原告の被害状況について、損害が基本的に共通する

という性質を考慮してもなお異なる損害を算定すべき特別の事情は認められな

い。 

したがって、各原告につき、上記のとおり事故の日である平成 23年 3月 11 日

から同年 12 月 31 日までの期間に被った精神的苦痛による慰謝料について、上

記期間中の生活費の増加費用が生じたことを斟酌した上で、一律 30 万円の慰謝

料を認めるのが相当である。 

(3)中間指針追補に基づく自主賠償基準及びＡＤＲ和解の水準について

控訴人は、中間指針追補を踏まえた自主賠償基準（別紙 3、4の各プレスリリ

ースのとおり。）による控訴人への直接請求に基づく賠償や、ＡＤＲ和解におい

て、多数の紛争解決が行われている実情にあり、中間指針等は、紛争解決規範と

して実際に機能していることから、指針に定める賠償基準及び指針を踏まえた

自主賠償基準は、妥当な賠償水準として尊重されるべきであると主張する。 

しかし、中間指針等は、あくまで原子力損害の賠償に関する紛争の当事者によ

る自主的な解決に資する一般的指針（原賠法 18条 2項 2号）を定めたものであ

り、あくまでその趣旨にとどまるものである。本件訴訟における個別具体的な紛

争解決において、前記 1(2)、2のとおり、被害の実情についての当事者の主張立

証を踏まえた司法判断に基づき、損害の範囲や慰謝料額について、中間指針追補

やこれに基づく控訴人の自主賠償基準あるいはＡＤＲ和解の賠償水準と異なる

損害や慰謝料額を認めることは、憲法 76条 1項に定める司法制度の役割として

当然のことであり、そのことが原賠法の立法趣旨に反するものでもなく、中間指

針等を定めた趣旨、あるいは自主賠償基準に基づく賠償やＡＤＲ和解において

多数の紛争が解決されてきた意義を失わせるものではない。控訴人の主張は、司

法制度や原賠法及びこれに基づく中間指針の趣旨を正しく理解しないものであ

り、採用できない。 
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〇 東京高裁判決【千葉訴訟】 

【矢吹町（県南地域）原告番号 8-1～8-4】 

P.358 1行目～P.370 2 行目 

（以下、P.363 2 行目～364 2 行目） 

(2) 損害の検討 

ア 原告番号 8らの避難と本件事故との因果関係 

原告番号 8 らが居住していた矢吹町は，避難指示等の対象とはされておらず，

原告番号 8 らは，いわゆる自主的避難をしたことになるから，当該避難と本件

事故との因果関係の有無を検討すべきこととなる。 

上記認定事実のとおり，原告番号 8-3 及び 8-4 の尿からセシウムが検出されて

いるところ，検出されたセシウム量からすると，本件事故の影響によりどの程度

の増加があったのかは明らかではないと言わざるを得ない（乙二共 69, 359 参

照）が，本件事故の影響があることも否定し去ることはできないと解される。ま

た，上記認定事実のとおり，原告番号 8-1 及び 8-2 は，原告番号 8-3 が通う●

小学校，原告番号 8-4 が通う●幼稚園及び両名の通学路上の空間放射線量を知

り，子らへの放射線の影響を心配して避難を決意したものである。このように未

成年の子を持つ親として，原告番号 8-1 及び 8-2 が本件事故の子の健康に対す

る影響を不安に思うことは，自然な心情といえ，子の健康のため，放射線の影響

がより少ない地域で生活したいと考えるのも無理からぬところである。原告番

号 8 らが実際に避難をしたのは，本件事故から 1 年近くが経過した後ではある

が，平成 23 年 9 月頃から避難先を探し始めて，同年 11 月頃には避難先の借上

契約を締結しているのであって，直ちに避難の合理性が否定されるような時期

に避難を開始したともいえない。 

そうすると，上記認定事実のとおりの矢吹町の避難者数や空間放射線量等を

踏まえても，原告番号 8 らが矢吹町に滞在して生活を継続することに不安を感

じ，避難することを選択したこと自体には合理性が認められる。 

したがって，原告番号 8 らが避難したこと自体が本件事故と因果関係がない

ものと直ちにいうことはできない。もっとも，避難したことによって生じた財産

的・精神的負担と本件事故との相当因果関係の有無については，具体的事情の下

で，個別に判断されるべきものである。 

 

（以下、P.368 17行目～P.369 7行目） 

キ 避難生活に伴う慰謝料（原告番号 8ら） 

 一審被告東電は，自主的避難に係る賠償として，原告番号 8－3 及び 8－4 に

対し，各 20万円を支払っている。一審被告東電は，さらに，原告番号 8－3及び
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8－4の損害として，各 4万円を認める。 

 前記認定事実のとおり，原告番号 8らは，本事件後，矢吹町から避難するまで

に，矢吹町の放射線量に関する情報や，原告番号 8－3 及び 8－4 の尿からセシ

ウムが検出されたことにより，放射線による健康被害の不安を感じながらの生

活を送ることになった。そして，慣れ親しんだ矢吹町から千葉県に避難したこと

により，矢吹町での平穏な生活を失い，精神的苦痛を受けたと認められる。特に，

本事件当時，小学生及び幼稚園児であった原告番号 8－3 及び 8－4 は，放射線

感受性が高い可能性があるといわれる年齢であって，不安は大きかったものと

推測される。他方で，原告番号 8 らは，平成 26 年 3 月 20 日に矢吹町の自宅に

帰還し，避難生活を終えている。そのほか本件に現れた一切の事情を考慮し，原

告番号 8らの慰謝料は，次のとおり認める。 

① 原告番号 8－1，8－2 各 30万円 

② 原告番号 8－3，8－4 各 50万円 

 

【いわき市（自主的避難等対象区域）原告番号 11-1～11-3】 

P.370 3行目～P.381 3 行目 

（以下、P.377 25行目～P.379 8行目） 

カ 避難生活に伴う慰謝料（原告番号 11ら） 

(ア) 一審被告東電による慰謝料としての既払額は次のとおりである。 

① 原告番号 11－1  76万円 

 72万円（平成 23年 3月 11日～同年 9月 30日分）＋4万円 

② 原告番号 11－2，11－3  各 124万円 

 72万円（平成 23年 3月 11日～同年 9月 30日分）＋52万円 

(イ) 原告番号 11らは，本件事故後，いわき市の自宅から千葉県に避難し，以

降千葉県で生活している。原告番号 11らの自宅があった地域は，本件事故直後

に屋内退避区域とされ，物流が止まったり，自主避難する者が多くいたりしたこ

と，原告番号 11らの世帯には，未成年の子である原告番号 11－2及び 11－3が

いたこと等からすると，原告番号 11らがいわき市から避難したことは，通常人

の行動として合理的であると考えられ，本件事故によって避難生活に伴う精神

的苦痛を被ったということができる。他方で，屋内退避支持は，平成 23年 4月

22 日には解除され，いわき市では本件事故前と同様の日常が取り戻されつつあ

ったことや，原告番号 11－1は，同月 14日には自ら船橋市内のアパートを賃借

したことなどからすると，避難から半年が経過した同年 9 月頃には，避難前と

同等の生活基盤を確保したということができる。そうすると，本件事故と相当因

果関係のある避難生活に伴う慰謝料は同時点までの期間について認めるのが相

当である。 
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もっとも，原告番号 11－2及び 11－3は，本件事故当時小学生であって，避難先

での学校生活に順応するのには，相当の時間を要したものと考えられ，その間，

本件事故前と同様の友人等のいる環境の下で学校生活を送ることができなかっ

たものであり，これによる精神的苦痛は相応に大きかったものと認められる。そ

して，新学年に進級する平成 24年 4月ころには，新しい環境に順応して，安定

した学校生活を送ることができるようになったと考えられるから，原告番号 11

－2及び 11－3については，本件事故と相当因果関係のある避難生活に伴う慰謝

料は，同年 3月末までの期間について認めるのが相当である。 

これらの事情に，原告番号 11らが避難当初は避難所に避難していたことも考慮

し，原告番号 11らの避難生活に伴う慰謝料を次のとおり認める。 

① 原告番号 11－1 72万円 

  月額 10万円×7か月＋2万円（避難所生活による増額分） 

② 原告番号 11－2，11－3 各 132万円 

  月額 10万円×13か月＋2万円（避難所生活による増額分） 
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〇 高松高裁判決【松山訴訟】

P.604 18 行目～P.606 15 行目

【自主的避難対象区域】 

(3)自主的避難等対象区域に居住していた第 1審原告ら（世帯番号 3～8及び 10

（第 1審原告 8～20，25）について 

ア 自主的避難等対象区域の客観的な状況

自主的避難等対象区域は，政府による避難等の指示がなく，いずれも福島第

一原発から半径 30ｋｍを超える地域にあり，特段の行動等の制限はなかった地

域であるものの，中間指針等において，自主的避難等対象区域内の住居に滞在

することに伴う放射線被ばくへの相当程度の恐怖や不安を抱いたことには相当

の理由があり，また，その危険を回避するために自主的避難を行ったことにつ

いてもやむを得ない面があることなどが指摘され，同区域として指定した地域

に生活の本拠がある者に対しても，迅速な被害回復をするために定められた地

域である。 

イ 自主的避難等対象区域の居住者が受けた被害について

(ア)類型的な検討について

 自主的避難等対象区域においては，上記アのとおり，避難が強制されたもの

ではなく，いずれも福島第一原発から半径 30ｋｍ圏外であったことからすれ

ば，実質的に避難を余儀なくされたとまでいうことはできないが，低線量とは

いえ，放射線に対する恐怖や不安を抱き，被ばくの影響を避けるために避難す

ることは，一般人から見てもやむを得ないものであって，避難を開始したこと

について社会通念上の相当性があるとみることができ，平成 24年 2月までに

ついて避難の相当性を認めるのが相当であることは，前記説示のとおりであ

る。そうすると，包括的生活利益としての平穏生活権の侵害があると認めるの

が相当である。 

 もっとも，前記認定のとおり，胎児や子どもは放射線に対する感受性が高

く，妊婦については流産の危険があるなどの知見が存在するから，子ども及び

妊婦については，低線量被ばくによる健康不安が他の者と比較して大きかった

であろうこと，第 1審被告東電がこの者らに対して平成 24年 8月まで自主賠

償したことを考慮すると，妊婦及び子どもらについては，同月までの避難の相

当性を認めるべきである。 

 他方，前記認定のとおり，自主的避難等対象区域における本件事故後の空間

放射線量はいずれも低線量にとどまっており，ライフラインの障害は発生した

ものの，長期にわたったものでも本件事故から 1か月半程度でほぼ復旧したこ
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と，市立小中学校が本件事故の翌月である平成 23年 4月から開始しており，

同年 8月頃には各地で祭りが催されたりするなど，各地域で本件事故の直後か

ら社会的活動が行われてきたこと，本件事故直後の自主避難者が必ずしも多数

でなかったことからすれば，「故郷」に不可欠な人的，物的基盤が喪失し，

人々の生活を成立させている共同性が失われているといった状況にはないとい

うべきであり，故郷喪失慰謝料は認められない。 

 以上によれば，自主的避難等対象区域に居住していた住民に対する包括的生

活利益としての平穏生活権の侵害に基づく慰謝料としては，①子ども及び妊婦

については，自主避難慰謝料として各 20万円，また，それ以外の者は，自主

的に避難することが合理的といえる程度の恐怖・不安を覚えたと認めるべきと

ころ，自主避難の慰謝料として，原則として，各 10万円，②避難継続慰謝料

については，本件事故があった日が属する月である平成 23年 3月を始期と

し，終期は，その 1年後である平成 24 年 2月（合計 12か月間）までの間，原

則として月額 5万円と認めるのが相当である。ただし，妊婦及び子どもらにつ

いては，第 1審被告東電がこの者らに対して平成 24年 8月まで自主賠償した

ことも踏まえ，平成 23 年 3 月～平成 24 年 8 月（合計 18か月間）までの間，

月額 7 万円と認めるのが相当である。 
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11．自主的避難等による慰謝料に関連する中間指針抜粋 

〇 中間指針第一次追補 

P.2-8 

第 2 自主的避難等に係る損害について  

［自主的避難等対象区域］ 

 

 下記の福島県内の市町村のうち避難指示等対象区域を除く区域（以下「自主的避難

等対象区域」という。）とする。 

 

（県北地域）  

福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村 

 

（県中地域） 

 郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、

古殿町、三春町、小野町  

 

（相双地域） 

 相馬市、新地町 

 

（いわき地域） 

 いわき市  

 

（備考） 

 1）前記第 1（はじめに）の 1で示したように、本件事故を受けて自主的避難に至っ

た主な類型は 2 種類考えられるが、いずれの場合もこのような恐怖や不安は、東京

電力株式会社福島第一原子力発電所の状況が安定していない等の状況下で、同発電

所からの距離、避難指示等対象区域との近接性、政府や地方公共団体から公表され

た放射線量に関する情報、自己の居住する市町村の自主的避難の状況（自主的避難

者の多寡など）等の要素が複合的に関連して生じたと考えられる。以上の要素を総

合的に勘案すると、少なくとも中間指針追補の対象となる自主的避難等対象区域に

おいては、住民が放射線被曝への相当程度の恐怖や不安を抱いたことには相当の理

由があり、また、その危険を回避するために自主的避難を行ったことについてもや

むを得ない面がある。 

 2）自主的避難等の事情は個別に異なり、損害の内容も多様であると考えられるが、

中間指針追補では、下記の［対象者］に対し公平に賠償すること、及び可能な限り



206 

広くかつ早期に救済するとの観点から、一定の自主的避難等対象区域を設定した上

で、同対象区域に居住していた者に少なくとも共通に生じた損害を示すこととする。 

3）上記自主的避難等対象区域以外の地域についても、下記の［対象者］に掲げる場

合には賠償の対象と認められ、さらに、それ以外の場合においても個別具体的な事

情に応じて賠償の対象と認められ得る。 

［対象者］ 

本件事故発生時に自主的避難等対象区域内に生活の本拠としての住居（以下「住

居」という。）があった者（本件事故発生後に当該住居から自主的避難を行った場

合、本件事故発生時に自主的避難等対象区域外に居り引き続き同区域外に滞在した

場合、当該住居に滞在を続けた場合等を問わない。以下「自主的避難等対象者」と

いう。）とする。また、本件事故発生時に避難指示等対象区域内に住居があった者

についても、中間指針第 3 の［損害項目］の 6 の精神的損害の賠償対象とされてい

ない期間並びに子供及び妊婦が自主的避難等対象区域内に避難して滞在した期間

（本件事故発生当初の時期を除く。）は、自主的避難等対象者の場合に準じて賠償

の対象とする。 

（備考） 

1）損害賠償請求権は個々人につき発生するものであるから、損害の賠償についても、

個々人に対してなされるべきである。 

2）本件事故発生時に避難指示等対象区域内に住居があった者についても、自主的避

難等対象者と同様の損害を被っていると認められる場合には、同様に賠償の対象と

すべきと考えられる。この場合、中間指針による賠償と重複しない限りにおいて中

間指針追補による賠償の対象とすべきであるから、中間指針第 3 の［損害項目］の

6 の精神的損害の賠償対象とされていない期間（例えば、平成 23 年 4 月 22 日の緊

急時避難準備区域の指定以降、同区域から避難せずに滞在した期間や、同区域の指

定解除後に帰還した後の期間）が対象となる。一方、避難指示等対象区域内に居住

していた者が、本件事故に起因して自主的避難等対象区域内に避難し、同区域内に

引き続き長期間滞在した場合、当該避難期間については中間指針で精神的損害の賠

償対象とされているが、これは避難生活等を長期間余儀なくされたことによる精神

的損害であり、自主的避難等対象区域内の住居に滞在し続ける者（以下「滞在者」

という。）としての精神的損害とは質的に異なる面があるから、中間指針追補の対

象ともすべきである（具体的には、自主的避難等対象区域内に避難して滞在した子

供及び妊婦が該当する。後記［損害項目］の（指針）Ⅲ）及び（備考）3）参照。）。 

3）上記の［対象者］以外の者についても、個別具体的な事情に応じて賠償の対象

と認められ得る。 
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［損害項目］ 

（指針） 

Ⅰ）自主的避難等対象者が受けた損害のうち、以下のものが一定の範囲で賠償すべ

き損害と認められる。 

① 放射線被曝への恐怖や不安により自主的避難等対象区域内の住居から自主的避

難を行った場合（本件事故発生時に自主的避難等対象区域外に居り引き続き同区域

外に滞在した場合を含む。以下同じ。）における以下のもの。 

ⅰ）自主的避難によって生じた生活費の増加費用 

ⅱ）自主的避難により、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために

生じた精神的苦痛 

ⅲ）避難及び帰宅に要した移動費用 

② 放射線被曝への恐怖や不安を抱きながら自主的避難等対象区域内に滞在を続け

た場合における以下のもの。 

ⅰ）放射線被曝への恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により、正常な日

常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛 

ⅱ）放射線被曝への恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により生活費が増

加した分があれば、その増加費用 

Ⅱ）Ⅰ）の①のⅰ）ないしⅲ）に係る損害額並びに②のⅰ）及びⅱ）に係る損害額に

ついては、いずれもこれらを合算した額を同額として算定するのが、公平かつ合理

的な算定方法と認められる。 

Ⅲ）Ⅱ）の具体的な損害額の算定に当たっては、①自主的避難等対象者のうち子供

及び妊婦については、本件事故発生から平成 23 年 12月末までの損害として一人 40

万円を目安とし、②その他の自主的避難等対象者については、本件事故発生当初の

時期の損害として一人 8万円を目安とする。 

Ⅳ）本件事故発生時に避難指示等対象区域内に住居があった者については、賠償す

べき損害は自主的避難等対象者の場合に準じるものとし、具体的な損害額の算定に

当たっては以下のとおりとする。 

① 中間指針第 3の［損害項目］の 6の精神的損害の賠償対象とされていない期間に

ついては、Ⅲ）に定める金額がⅢ）の①及び②における対象期間に応じた目安であ

ることを勘案した金額とする。 

② 子供及び妊婦が自主的避難等対象区域内に避難して滞在した期間については、本

件事故発生から平成 23年 12月末までの損害として一人 20万円を目安としつつ、こ

れらの者が中間指針追補の対象となる期間に応じた金額とする。 

 

（備考） 
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1）本件事故に起因して自主的避難等対象区域内の住居から自主的避難を行った者は、

主として自宅以外での生活による生活費の増加費用並びに避難及び帰宅に要した移

動費用が生じ、併せてこうした避難生活によって一定の精神的苦痛を被っていると

考えられることから、少なくともこれらについては賠償すべき損害と観念すること

が可能である。また、滞在者は、主として放射線被曝への恐怖や不安やこれに伴う

行動の自由の制限等を余儀なくされることによる精神的苦痛を被っており、併せて

こうした不安等によって生活費の増加費用も生じている場合があると考えられるこ

とから、少なくともこれらについては賠償すべき損害と観念することが可能である。 

2）賠償すべき損害額については、自主的避難が、避難指示等により余儀なくされた

避難とは異なることから、これに係る損害について避難指示等の場合と同じ扱いと

することは、必ずしも公平かつ合理的ではない。 

 一方、自主的避難者と滞在者とでは、現実に被った精神的苦痛の内容及び程度並び

に現実に負担した費用の内容及び額に差があることは否定できないものの、いずれ

も自主的避難等対象区域内の住居に滞在することに伴う放射線被曝への恐怖や不安

に起因して発生したものであること、当該滞在に伴う精神的苦痛等は自主的避難に

よって解消されるのに対し、新たに避難生活に伴う生活費増加等が生じるという相

関関係があること、自主的避難等対象区域内の住民の中には諸般の事情により滞在

を余儀なくされた者もいるであろうこと、広範囲に居住する多数の自主的避難等対

象者につき、自主的避難者と滞在者を区別し、個別に自主的避難の有無及び期間等

を認定することは実際上極めて困難であり、早期の救済が妨げられるおそれがある

こと等を考慮すれば、自主的避難者か滞在者かの違いにより金額に差を設けること

は公平かつ合理的とは言い難い。 

こうした事情を考慮して、精神的損害と生活費の増加費用等を一括して一定額を算

定するとともに、自主的避難者と滞在者の損害額については同額とすることが妥当

と判断した。 

3）自主的避難等対象者の属性との関係については、特に本件事故発生当初において、

大量の放射性物質の放出による放射線被曝への恐怖や不安を抱くことは、年齢等を

問わず一定の合理性を認めることができる。その後においても、少なくとも子供及

び妊婦の場合は、放射線への感受性が高い可能性があることが一般に認識されてい

ること等から、比較的低線量とはいえ通常時より相当程度高い放射線量による放射

線被曝への恐怖や不安を抱くことについては、人口移動により推測される自主的避

難の実態からも、一定の合理性を認めることができる。 

 このため、自主的避難等対象者のうち子供及び妊婦については、本件事故発生から

平成 23 年 12 月末までを、また、その他の自主的避難等対象者については、本件事

故発生当初の時期を、それぞれ賠償の対象期間として算定することが妥当と判断し

た。なお、平成 24年 1月以降に関しては、今後、必要に応じて賠償の範囲等につい
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て検討することとする。 

4）3）の期間の損害額の算定に当たっては、身体的損害を伴わない慰謝料に関する

裁判例等を参考にした上で、精神的苦痛並びに子供及び妊婦の場合の同伴者や保護

者分も含めた生活費の増加費用等について、一定程度勘案することとした。 

5）本件事故発生時に避難指示等対象区域内に住居があった者のうち、子供及び妊婦

が自主的避難等対象区域内に避難して滞在した期間の損害額の算定に当たっては、

これらの者は、避難している期間について既に中間指針第 3 の［損害項目］の 6 の

精神的損害の賠償対象とされており、両者の損害の内容に一部重複すると考えられ

る部分があることを勘案することとした。 

 6）Ⅰ）ないしⅣ）については、個別具体的な事情に応じて、これら以外の損害項目

が賠償の対象となる場合や異なる賠償額が算定される場合が認められ得る。 

〇 中間指針第二次追補 

P.13-14

第 3 自主的避難等に係る損害について 

第一次追補において示した自主的避難等に係る損害について、平成 24 年 1 月以降に

関しては、次のとおりとする。 

（指針） 

Ⅰ）少なくとも子供及び妊婦については、個別の事例又は類型毎に、放射線量に関する

客観的情報、避難指示区域との近接性等を勘案して、放射線被曝への相当程度の恐怖

や不安を抱き、また、その危険を回避するために自主的避難を行うような心理が、平均

的・一般的な人を基準としつつ、合理性を有していると認められる場合には、賠償の対象

となる。 

Ⅱ）Ⅰ）によって賠償の対象となる場合において、賠償すべき損害及びその損害額の算定

方法は、原則として第一次追補第 2 の［損害項目］で示したとおりとする。具体的な損害

額については、同追補の趣旨を踏まえ、かつ、当該損害の内容に応じて、合理的に算定

するものとする。 

（備考） 

1）第一次追補は、自主的避難等に係る損害について、一定の区域を設定した上で、同区

域に居住していた者に少なくとも共通に認められる損害を示した。これは、東京電力株式

会社福島第一原子力発電所の状況が安定していない等の状況下で、本件事故発生時か
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ら平成 23 年 12 月末までを対象期間として算定したものである。その際、平成 24 年 1 月

以降に関しては、今後、必要に応じて賠償の範囲等について検討することとした。 

2）これを受けて第二次追補では、平成 24 年 1 月以降に関しては、①第一次追補とは、

対象期間における状況が全般的に異なること、②他方、少なくとも子供及び妊婦の場合

は、放射線への感受性が高い可能性があることが一般に認識されていると考えられるこ

と等から、第一次追補の内容はそのまま適用しないが、個別の事例又は類型によって、こ

れらの者が放射線被曝への相当程度の恐怖や不安を抱き、また、その危険を回避するた

めに自主的避難を行うような心理が、平均的・一般的な人を基準としつつ、合理性を有し

ていると認められる場合には賠償の対象とすることとする。 
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12．総括基準（原子力損害賠償紛争解決センター）抜粋 

 

〇 総括基準（精神的損害の増額事由等について） 

平成 24年 2月 14日 原子力損害賠償紛争解決センター 総括委員会 

 

（総括基準） 

1 中間指針第 3の 6（指針）Ⅰ）に規定する精神的苦痛に対する慰謝料（以下「日

常生活阻害慰謝料」という。）については、下記の事由があり、かつ、通常の避難

者と比べてその精神的苦痛が大きい場合には、中間指針において目安とされた額

よりも増額することができる。 

・要介護状態にあること 

・身体または精神の障害があること 

・重度または中程度の持病があること 

・上記の者の介護を恒常的に行ったこと 

・懐妊中であること 

・乳幼児の世話を恒常的に行ったこと 

・家族の別離、二重生活等が生じたこと 

・避難所の移動回数が多かったこと 

・避難生活に適応が困難な客観的事情であって、上記の事情と同程度以上

の困難さがあるものがあったこと 

2 日常生活阻害慰謝料の増額の方法としては、1の増額事由がある月について目安

とされた月額よりも増額すること、目安とされた月額とは別に一時金として適切

な金額を賠償額に加算することなどが考えられる。具体的な増額の方法及び金額

については、各パネルの合理的な裁量に委ねられる。 

3 日常生活阻害慰謝料以外に、本件事故と相当因果関係のある精神的苦痛が発生し

た場合には、中間指針第 3の 6の備考 11）を適用して、別途賠償の対象とするこ

とができる。 

 

（理由） 

1 中間指針第 3の 6の備考 10）には、日常生活阻害慰謝料の額（中間指針第 3の 6

（指針）のⅢ）及びⅤ）に規定する金額）について「あくまでも目安であるから、

具体的な賠償に当たって柔軟な対応を妨げるものではない」と記載されているこ

とから、増額という柔軟な対応をすることができる標準的な場合を定める必要が

ある。 

2 避難等対象者が受けた精神的苦痛には、いずれの者についても想像を絶するほど
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の甚だしいものがあったというべきであるが、その中でも、避難生活への適応が

困難な客観的事情と認められる事情があり、かつ、通常の避難者と比べてその精

神的苦痛が大きいと認定できる者について、日常生活阻害慰謝料の増額をするこ

とができる標準的な場合と定めるのが適当である。 

3 増額の方法については、個別の事案に応じた適切なものであれば、その方法を問

わないが、標準的な方法として、増額事由がある月の月額を目安とされた額より

も増額すること、一時金として適切な金額を定めることを例示した。増額の程度

については、個別の事案に応じた適切なものであれば足り、特に上限などを定め

ることを要しないと考えられる。 

4 中間指針第 3の 6の備考 11）には、「その他の本件事故による精神的苦痛につい

ても、個別の事情によっては賠償の対象と認められ得る。」と記載されていること

から、日常生活阻害慰謝料以外の本件事故と相当因果関係のある精神的苦痛の発

生が認定できる場合には、これによる慰謝料が賠償の対象となる。賠償額の算定

については、各パネルの合理的な裁量に委ねられる。 

以上 
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13．後続訴訟の一覧

東電福島事故に関する係属中の後続訴訟　一覧

＜被告が国＋東電の訴訟案件＞

係属裁判所 原告数 一審判決年月日

札幌高裁（一審：札幌地裁）(提訴年月日：令和2年3月24日) 180名 令和2年3月10日

仙台高裁（一審：山形地裁）（提訴年月日：令和元年12月27日） 687名 令和1年12月17日

仙台高裁（一審：仙台地裁）（提訴年月日：令和2年8月25日） 77名 令和2年8月11日

仙台高裁（一審：福島地裁いわき支部）（提訴年月日：令和3年4月8日） 1471名 令和3年3月26日

仙台高裁（一審：福島地裁郡山支部）（提訴年月日：令和3年8月12日） 640名 令和3年7月30日

東京高裁（一審：千葉地裁）（提訴年月日：平成31年3月27日） 15名 平成31年3月14日

東京高裁（一審：東京地裁）（提訴年月日：平成30年3月29日） 47名 平成30年3月16日

東京高裁（一審：東京地裁）（提訴年月日：令和2年10月22日） 39名 令和2年10月9日

東京高裁（一審：横浜地裁）（提訴年月日：平成31年3月5日） 169名 平成31年2月20日

東京高裁（一審：新潟地裁）（提訴年月日：令和3年6月14日） 789名 令和3年6月2日

東京高裁（一審：さいたま地裁）（提訴年月日：令和4年5月2日） 68名 令和4年4月20日

名古屋高裁（一審：名古屋地裁）（提訴年月日：令和元年8月16日） 126名 令和1年8月2日

大阪高裁（一審：京都地裁）（提訴年月日：平成30年3月28日） 166名 平成30年3月15日

福岡高裁（一審：福岡地裁）（提訴年月日：令和2年7月8日） 38名 令和2年6月24日

福島地裁郡山支部（提訴年月日：平成27年2月9日） 525名 令和4年6月2日

福島地裁（提訴年月日：平成26年10月29日） 304名 係属中

福島地裁（提訴年月日：平成27年10月8日） 548名 係属中

福島地裁（提訴年月日：平成28年12月12日） 1,155名 係属中

福島地裁（提訴年月日：平成30年11月27日） 721名 係属中

福島地裁（提訴年月日：令和3年3月10日） 3名 係属中

東京地裁（提訴年月日：平成26年3月10日） 237名 係属中

東京地裁（提訴年月日：平成27年5月20日） 1名 係属中

東京地裁（提訴年月日：令和3年3月5日） 31名 係属中

横浜地裁（提訴年月日：令和3年9月3日） 16名 係属中

大阪地裁（提訴年月日：平成25年9月17日） 240名 係属中

神戸地裁（提訴年月日：平成25年9月30日） 83名 係属中

広島地裁（提訴年月日：平成26年9月10日） 37名 係属中

岡山地裁（提訴年月日：平成26年3月10日） 105名 係属中

福岡地裁（提訴年月日：令和3年9月9日） 7名 係属中

＜被告が東電のみの訴訟案件＞

東京高裁(一審：東京地裁) 42名 平成31年3月27日

仙台高裁（一審：福島地裁いわき支部） 144名 令和2年11月18日

※調査・分析対象としては、令和４年８月時点で事務局にて公開された判決文を確認・入手できている案件について

掲載しているが、その他の案件も判決文が公開され次第、随時対象として追加していく。


